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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

秋田工業高等専門学校 

（２）所在地 

秋田県秋田市 

（３）学科等の構成 

学 科： 機械工学科，電気情報工学科， 

 物質工学科，環境都市工学科 

専攻科： 生産システム工学専攻， 

 環境システム工学専攻 

（４）学生数及び教員数 

（平成 19年５月１日現在） 

学生数：準学士課程 846 人 

    専攻科課程 52人 

専任教員数：66人 

助手数：0人 

 

２ 特徴 

 秋田工業高等専門学校（以下「秋田高専」とする。）は

国立高専の第３期校として昭和 39 年４月１日に設立され

た。工学系の高等教育機関に対する秋田県，秋田市などの

行政，および地元産業界の強い要望により秋田市に誘致さ

れた。設立当時の構成学科は機械工学科，電気工学科，工

業化学科の３学科であり，学生定員は各40名の計120名で

あった。５年後の昭和44年４月１日には，土木工学科が設

置され，１学年４クラス体制となった。平成４年４月１日

には，工業化学科を物質工学科に改組し，さらに翌平成５

年４月１日には土木工学科を環境都市工学科に改組した。

平成６年４月１日には専攻科（生産システム工学専攻，環

境システム工学専攻）が設置された。平成13年４月１日に

は，地域共同テクノセンターが設置され，平成16年４月１

日には，電気工学科が電気情報工学科に名称変更され，現

在に至っている。 

校訓は「創造，誠実，責任（3S）」，「健康，研究，協

働（3K）]である。これは，新しい科学技術と技術者として

の教養，実践力と持久力，そして創造的能力と豊かな教養

を身につけることにより，はじめて専門技術者として社会

の発展に寄与する事ができるという本校の教育精神を表し

ている。この校訓は学校設立時から今に引き継がれている。  

本校は，「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力

を育成する」ことを目的とした工学系の学校で，技術者の

育成を主な使命としている。その教育理念は，①自立した

人間形成，②新しいことへ挑戦する心，③自由な発想を

実現する創造力の育成である。この基本理念をもとに，

教育および研究を通じて，地域を含む世界の産業界発展

に貢献し，かつ，よりよい環境の創成に寄与する人材を

養成することを目指している。 

本校の教育は，中学校卒業から５年間の準学士課程と，

その後２年間の専攻科課程からなる。準学士課程では「豊

かな教養と高度な専門技術を身につけた技術者」，専攻

科課程では「国際分野で活躍でき，複合領域にも対応で

きる能力を備え，創造性豊かな実践的技術者」の養成を

目指している。 

準学士課程では，理科系に興味をもち，技術者の資質の

ある中学校卒業生を積極的に受け入れ，教育を行っている。

低学年の教育では，人文科学系や自然科学系などの基礎科

目に重点をおいている。専門科目は，学年が進むにしたが

い授業時間が増える。基礎科目を学びつつ，中学校卒業後

の５年間一貫して専門科目を学ぶことができる。ともすれ

ば，技術教育一辺倒になりがちな工学教育であるが，豊

かな教養を持った人間形成にも力を入れている。特に，

プレゼンテーションを重視したコミュニケーション能力

の養成を目指している。また，近年の国際化に対応すべ

く英語教育に力を入れている。 

専攻科課程では，準学士課程での教育を基礎に，さらに

高度な内容を学ぶ。講義は10名前後の少人数で行われるこ

とが多く，学生ひとりひとりに細かい配慮ができるように

なっている。また，専攻科課程の学生は研究を行うことが

求められている。各自に研究テーマが与えられ，それを２

年間で完成－学会発表と論文作成－させなくてはならな

い。この研究の間，各学生は教員から直に１対１の指導

を受ける。そのため，学生は密度の濃い学習を行うこと

になる。このように，大学とは異なる少人数教育という

恵まれた教育環境の中で，専攻科課程の学生は充実した

２年間を送る。 

これまで約５千名を超える実践的技術者を輩出してい

る。本校の卒業生および修了生は，毎年，ほぼ全員が各学

科および各専攻の専門性を活かすことができる進路に進ん

でおり，多岐に亘る分野で活躍している。求人の状況から

判断して，本校の教育カリキュラムは企業から高い評価を

受けていると考えている。また，さらに高度な学習を行う

ために，準学士課程卒業生の４割の学生が進学している。

専攻科課程の学生においても，毎年大学院へ進学者を出し

ている。 

平成18年度に日本技術者教育認定機構(JABEE)の認定

を受けた。これにより，専攻科修了生は工学（融合複合・

新領域）関連分野の「創造工学システムプログラム」修

了生として，国際的な技術者教育を受けたことが証明さ

れる「修得技術者」の資格を得ることができる。さらに，

技術士の１次試験免除の特典が与えられることとなった。
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Ⅱ 目的 

１ 使命 

本校は，3S「創造・誠実・責任」と3K「健康・研究・協働」を校訓とし，準学士課程では「深く専門の学芸を教授し職業に

必要な能力の育成」，専攻科課程では「より高度な工業に関する知識及び技術を教授研究し，すぐれた独創的開発能力を備え

た実践的工業技術者の養成」を使命としている。 

 

 

２ 基本方針 

本校は，「自立・挑戦・創造」を教育理念に，教養教育・専門教育・専攻科複合教育および卒業・特別研究を通じて，地

域を含む世界の産業界発展に貢献し，かつ，地球環境の共生・創成に寄与する人材を養成することを目指している。 

教育においては，教養および専門知識・技術の修得に加え，自立した人間形成を基本に，新しいことへ挑戦する心，異分

野の総合に必要な協調性と総合力，および自由な発想とそれを実現する創造力豊かな実践的技術者の育成を目指している。 

 

 

３ 養成しようとしている人材像 

３.１ 準学士課程 

人間としての素養を，年齢の発達段階に応じて修得することを目指し，技術者としての社会的責任を自覚できるようにする。

基礎および専門技術を修得し，生産の現場に不可欠な実践的かつ専門的な知識と技術を有するとともに，新たなものづくり基

盤技術を修得し，挑戦する能力を備えた技術者を養成する。さらに，生産技術や製品開発に求められる専門的知識や技術，与

えられた問題を解決する能力，生涯に亘って自ら学ぶことのできる能力など，自立型技術者に不可欠な能力を有する実践的技

術者を養成する。 

  

３.２ 専攻科課程 

準学士課程で修得した基礎および専門技術に加え，より専門分野に精通するとともにプレゼンテーション能力を身につけ，

国際分野で活躍できる技術者を養成する。また，複数の領域をまとめる総合力，複雑で多岐に亘る領域に求められるシステム

思考，複合領域にも対応できる能力を備え，技術者倫理を理解し高度で実践的な知識と技術を備えた自己啓発型の創造性豊か

な技術者を養成する。 

 

 

４ 達成しようとしている基本的な成果 

４.１ 準学士課程 

準学士課程は，教養教育と専門教育から成り，それぞれ達成しようとしている成果を設定している。教養教育で基礎学力を

養うとともに，社会性を持った人材の育成を進めている。教養教育の成果をふまえ，専門教育では技術者としての必要な能力

を定め，それを目標に教育を行っている。さらに，学科の特性に応じた達成しようとしている技術内容も具体的に規定している。 

これらの教育をとおして，本校では準学士課程の卒業生にふさわしい社会性と教養，技術者の能力・知識の修得を目指して，

教育を進めている。 

準学士課程の各段階，および各学科で達成しようとしている基本的な成果は，次のとおりである。 

 

[教養教育] 主に低学年(１～３年生)で実施し，技術者，職業人として社会生活を営む上で必要な教養，および専門技術

を学ぶ上での基本的な素養を養うことを目的としている。教養教育で達成しようとしている基本的な成果は

次のとおりである。 

（A） 自らの意思を的確に表現し行動できる能力，知識を整理し総合化できる能力，技術者倫理等，人間として

の素養を年齢の発達段階に応じて修得する。 

（B） 工学基礎としての自然科学系科目を深く理解する。 

（C） 世界の多様な国・地域の歴史・伝統・文化を理解する能力，互いの意思の疎通ができる実践的な英語能力

を修得する。 
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[専門教育] 主に準学士課程の高学年（４～５年生）で実施し，教養教育を基礎に技術者として必要な専門的な知識と技

術を修得することを目指している。専門教育で達成しようとしている基本的な成果は次のとおりである。 

（D） 実践的かつ専門的な知識と技術の基礎となる専門基礎学力を修得する。 

（E） 教養教育による工学基礎および専門基礎を土台とし，現象・動作を具体的に理解できる実践的な能力を修

得する。 

（F） 問題・課題解決のための方法・手段を模索し，実行できる能力を身につける。 

 

さらに，現代の産業や社会の要求に即して，学科ごとに技術者として必要な知識・技術を規定している。その内容は，準学

士課程の卒業生にふさわしく，技術者の職業に就く上で基本的に修得すべきことを決めている。各学科で達成しようとしてい

る基本的な成果は次のとおりである。 

機械工学科 機械とその要素，機器，装置の開発，設計，製作できる技術，およびこれらを支援するコンピュー

タの利用と制御に関する技術を修得する。 

電気情報工学科 高度情報化社会に対応したコンピュータ，制御および通信に関する技術を修得する。新しい電子材

料の創製と，電子回路およびエレクトロニクスデバイスに関する技術を修得する。社会基盤に対応

した電気エネルギーに関する技術を修得する。 

物質工学科 有機材料，無機材料等に関するバイオテクノロジーを含む合成技術と得られた分子，物質・材料の

構造・物性を評価できる技術を修得する。工業化された際の製造プロセスを 適化する技術と運

転・管理技術を修得する。 

環境都市工学科 社会基盤整備を支える施設の計画・設計・施工および完成した施設の維持管理と再生のための技術，

およびこれらを支援するために必要なコンピュータ技術を修得する。環境アセスメントおよび都市

計画・都市デザイン設計とその関連技術を修得する。 

 

４.２ 専攻科課程 

専攻科課程の達成すべき教育の内容は，準学士課程の教育を基盤とし，技術者倫理を理解した創造力豊かな実践的工業

技術者の育成である。専攻科課程で達成しようとしている基本的な成果は，次のとおりである。 

（１） 自ら問題を発見・解決する能力を備え，生涯に亘って学ぶことのできる能力を修得する。 

（２） 産業社会におけるグローバル化に対応するため，正しい日本語で表現（記述・口述・討論）し，かつ国際

的に通用するプレゼンテーション能力を修得する。 

（３） 複雑で多岐にわたる工業技術分野に貢献できる技術を有し，複合領域にも対応できる能力を修得する。 

 

各専攻科で達成しようとしている基本的な成果は次のとおりである。 

生産システム工学専攻 機械工学，電気情報工学を基礎とした精密加工，システム工学，熱流体エネルギー，応用力

学，エレクトロニクス，情報，制御，新素材などを含む先端科学技術に深く関わる高度な科

学技術を修得する。特に，機械工学，電気情報工学の複合領域におけるメカトロニクス技術

者として必要な総合力・システム思考能力を含めた創造力を身につける。 

環境システム工学専攻 物質・材料工学，環境都市工学を基礎とした無機材料，有機材料，微生物工学，水環境工学，

環境地盤工学，環境地域計画学などを含む先端科学技術に深く関わる高度な科学技術を修得

する。特に無機材料・有機材料・生物材料を利用した水環境改善のための処理技術や物質循

環・エコマテリアル工学など物質工学，環境都市工学の複合領域における創造性豊かな技術

者として必要な総合力・システム思考能力を含めた創造力を身につける。 



秋田工業高等専門学校 基準１ 

- 4 - 

Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，

及び，養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果等

が，明確に定められているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，学校の目的として，①使命，②基本方針，③養成しようとしている人材像，④達成し

ようとしている基本的な成果を，以下に示すように明文化して定めている。 

・使命 

課程ごと（準学士課程と専攻科課程）に本校の使命を定めている（資料１－１－①－１）。 

 

・基本方針 

「自立・挑戦・創造」を本校の教育理念としている。この理念のもと，環境について考慮

でき産業界の発展に寄与できる創造力豊かな実践的技術者の育成を目指している（資料１－

１－①－２）。 

 

・養成しようとする人材像 

課程ごと（準学士課程と専攻科課程）に養成しようとする人材像を定めている。準学士課

程では実践的技術者，専攻科課程では創造性豊かな技術者を養成しようとしている（資料１

－１－①－３）。 

 

・達成しようとしている基本的な成果 

課程ごと（準学士課程と専攻科課程）に達成しようとしている基本的な成果を定めている。

教育の段階や学科・専攻により，身につけるべき学力や能力を明確に定め，教育課程を編成

している（資料１－１－①－４～５）。 

 

 

 

資料１－１－①－１ 「秋田高専の目的（使命）」 

 

 

１ 使命 

本校は，3S「創造・誠実・責任」と 3K「健康・研究・協働」を校訓とし，準学士課程では「深く専門の学

芸を教授し職業に必要な能力の育成」，専攻科課程では「より高度な工業に関する知識及び技術を教授研究

し，すぐれた独創的開発能力を備えた実践的工業技術者の養成」を使命としている。 
 

 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.７）
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資料１－１－①－３ 「秋田高専の目的（養成しようとしている人材像）」 

 

 

３ 養成しようとしている人材像 

３.１ 準学士課程 

人間としての素養を，年齢の発達段階に応じて修得することを目指し，技術者としての社会的責任を自覚

できるようにする。基礎および専門技術を修得し，生産の現場に不可欠な実践的かつ専門的な知識と技術を

有すると共に，新たなものづくり基盤技術を修得し，挑戦する能力を備えた技術者を養成する。さらに，生

産技術や製品開発に求められる専門的知識や技術，与えられた問題を解決する能力，生涯に亘って自ら学ぶ

ことのできる能力など，自立型技術者に不可欠な能力を有する実践的技術者を養成する。 
  

３.２ 専攻科課程 

準学士課程で修得した基礎および専門技術に加え，より専門分野に精通すると共にプレゼンテーション能

力を身につけ，国際分野で活躍出来る技術者を養成する。 
また，複数の領域をまとめる総合力，複雑で多岐に亘る領域に求められるシステム思考，複合領域にも対

応出来る能力を備え，技術者倫理を理解し高度で実践的な知識と技術を備えた自己啓発型の創造性豊かな技

術者を養成する。 
 
 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.７～８）

資料１－１－①－２ 「秋田高専の目的（基本方針）」 

 

 

２ 基本方針 

本校は，「自立・挑戦・創造」を教育理念に，教養教育・専門教育・専攻科複合教育及び卒業・特別研究

を通じて，地域を含む世界の産業界発展に貢献し，かつ，地球環境の共生・創成に寄与する人材を養成する

ことを目指している。 
教育においては，教養および専門知識・技術の修得に加え，自立した人間形成を基本に，新しいことへ挑

戦する心，異分野の総合に必要な協調性と総合力，および自由な発想とそれを実現する創造力豊かな実践的

技術者の育成を目指している。 
 
 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.７）
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資料１－１－①－４ 「秋田高専の目的（達成しようとしている基本的な成果（準学士課程））」 

 

 

４ 達成しようとしている基本的な成果 

４．１ 準学士課程 

準学士課程は，教養教育と専門教育から成り，それぞれ達成しようとしている成果を設定している。教養教

育で基礎学力を養うとともに，社会性を持った人材の育成を進めている。教養教育の成果を踏まえ，専門教育

では技術者としての必要な能力を定め，それを目標に教育を行っている。さらに，学科の特性に応じた達成し

ようとしている技術内容も具体的に規定している。 

これらの教育を通して，本校では準学士課程の卒業生にふさわしい社会性と教養，技術者の能力・知識の修

得を目指して，教育を進めている。 

準学士課程の各段階，および各学科で達成しようとしている基本的な成果は，次のとおりである。 

 

[教養教育] 

主に低学年(１～３年生)で実施し，技術者，職業人として社会生活を営む上で必要な教養，および専

門技術を学ぶ上での基本的な素養を養うことを目的としている。教養教育で達成しようとしている基

本的な成果は次のとおりである。 

（A）自らの意思を的確に表現し行動できる能力，知識を整理し総合化できる能力，技術者倫理等，

人間としての素養を年齢の発達段階に応じて修得する。 

（B）工学基礎としての自然科学系科目を深く理解する。 

（C）世界の多様な国・地域の歴史・伝統・文化を理解する能力，互いの意思の疎通ができる実践

的な英語能力を修得する。 

 

[専門教育] 

主に準学士課程の高学年（４～５年生）で実施し，教養教育を基礎に技術者として必要な専門的な知

識と技術を修得することを目指している。専門教育で達成しようとしている基本的な成果は次のとお

りである。 

（D）実践的かつ専門的な知識と技術の基礎となる専門基礎学力を修得する。 

（E）教養教育による工学基礎および専門基礎を土台とし，現象・動作を具体的に理解できる実践

的な能力を修得する。 

（F）問題・課題解決のための方法・手段を模索し，実行できる能力を身につける。 

 

さらに，現代の産業や社会の要求に即して，学科毎に技術者として必要な知識・技術を規定している。その

内容は，準学士課程の卒業生にふさわしく，技術者の職業に就く上で基本的に修得すべきことを決めている。

各学科で達成しようとしている基本的な成果は次のとおりである。 

 

機械工学科 機械とその要素，機器，装置の開発，設計，製作できる技術，およびこれらを支

援するコンピュータの利用と制御に関する技術を修得する。 

電気情報工学科 高度情報化社会に対応したコンピュータ，制御および通信に関する技術を修得す

る。新しい電子材料の創製と，電子回路およびエレクトロニクスデバイスに関す

る技術を修得する。社会基盤に対応した電気エネルギーに関する技術を修得す

る。 

物質工学科 有機材料，無機材料等に関するバイオテクノロジーを含む合成技術と得られた分

子，物質・材料の構造・物性を評価出来る技術を修得する。工業化された際の製

造プロセスを 適化する技術と運転・管理技術を修得する。 

環境都市工学科 社会基盤整備を支える施設の計画・設計・施工および完成した施設の維持管理と

再生のための技術，およびこれらを支援するために必要なコンピュータ技術を修

得する。環境アセスメントおよび都市計画・都市デザイン設計とその関連技術を

修得する。 

 

 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.８～10）
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の目的の中には使命が定められ，それを達成するための教育の基本方針や課程ごと（準学士

課程と専攻科課程）に，養成しようとしている人材像が明文化されている。これらをもとに，教育

の段階や学科・専攻に応じて，身につけるべき学力や能力の内容を具体的に定めている。 

以上のことから，本校は高等専門学校として，目的を明確に定めているといえる。 

 

資料１－１－①－５ 「秋田高専の目的（達成しようとしている基本的な成果（専攻科課程））」 

 

 

４ 達成しようとしている基本的な成果 

４.１ 準学士課程 

省略(資料１-１-①-４) 

 

４.２ 専攻科課程 

専攻科課程の達成すべき教育の内容は，準学士課程の教育を基盤とし，技術者倫理を理解した創造力豊かな

実践的工業技術者の育成である。専攻科課程で達成しようとしている基本的な成果は，次のとおりである。 

(1)自ら問題を発見・解決する能力を備え，生涯に亘って学ぶことのできる能力を修得する。 

(2) 産業社会におけるグローバル化に対応するため，正しい日本語で表現（記述・口述・討論）し，

かつ国際的に通用するプレゼンテーション能力を修得する。 

(3)複雑で多岐にわたる工業技術分野に貢献できる技術を有し，複合領域にも対応できる能力を修

得する。 

 

各専攻科で達成しようとしている基本的な成果は次のとおりである。 

生産システム工学専攻 機械工学，電気情報工学を基礎とした精密加工，システム工学，熱流体エ

ネルギー，応用力学，エレクトロニクス，情報，制御，新素材などを含む

先端科学技術に深く関わる高度な科学技術を修得する。特に，機械工学，

電気情報工学の複合領域におけるメカトロニクス技術者として必要な総

合力・システム思考能力を含めた創造力を身につける。 

環境システム工学専攻 物質・材料工学，環境都市工学を基礎とした無機材料，有機材料，微生物

工学，水環境工学，環境地盤工学，環境地域計画学などを含む先端科学技

術に深く関わる高度な科学技術を修得する。特に無機材料・有機材料・生

物材料を利用した水環境改善のための処理技術や物質循環・エコマテリア

ル工学など物質工学，環境都市工学の複合領域における創造性豊かな技術

者として必要な総合力・システム思考能力を含めた創造力を身につける。 

 

 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.11）
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観点１－１－②： 目的が，学校教育法第７０条の２に規定された，高等専門学校一般に求められ

る目的から，はずれるものでないか。 

（観点に係る状況） 

本校の使命（前述資料１－１－①－１）は，学校教育法の精神にのっとり，および学校教育法に

基づき，策定されたものである（資料１－１－②－１）。 

 

 

 

また，学校教育法の第 70 条の２には，「高等専門学校は，深く専門の学芸を教授し，職業に必要

な能力を育成することを目的とする」と，具体的な２つの目的が書かれている。本校で養成しよう

としている人材像，達成しようとしている基本的な成果は，これらの２つの目的に対して，資料１

－１－②－２～３のように対応している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の使命は，学校教育法の精神にのっとり，および学校教育法に基づき，策定されたものであ

る。また，養成しようとしている人材像や達成しようとしている基本的な成果は，学校教育法上の

目的と合致している。 

以上のことから，本校の目的は学校教育法第70条の２の規定からはずれるものではないといえる。 

 

資料１－１－②－１ 「秋田工業高等専門学校学則（抜粋）」 

 

 
第一章 本校の目的 

(目的) 

第１条 本校は，教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神にのっとり，及び学校教育法(昭和22年法律第26

号)に基づき，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

 

第八章 専攻科 

(目的) 

第41条 専攻科は，高等専門学校における教育の基礎の上に，より高度な工業に関する知識及び技術を教授

研究し，すぐれた独創的開発能力を備えた実践的工業技術者を養成し，もって広く産業の発展に寄

与することを目的とする。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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資料１－１－②－２ 「準学士課程で養成しようとしている人材像および達成しようとしている基

本的な成果と学校教育法 70 条の２との対応」 

 

 ※ 表中の文章は本校の目的から抜粋している。 

 「深く専門の学芸を伝授し」に対応 「職業に必要な能力を育成」に対応 

人材像 ・ 基礎および専門技術を修得し， 

・ 生産技術や製品開発に求められる専門的

知識や技術，与えられた問題を解決する能

力，生涯に亘って自ら学ぶことの出来る能

力など，自立型技術者に不可欠な能力を有

する実践的技術者を養成する。 

・生産の現場に不可欠な実践的かつ専門的な知識と

技術を有するとともに，新たなものづくり基盤技

術を修得し，挑戦する能力を備えた技術者を養成

する。 

成果 ・自らの意思を的確に表現し行動出来る能力，

知識を整理し総合化出来る能力，技術者倫

理等，人間としての素養を年齢の発達段階

に応じて修得する。 

・工学基礎としての自然科学系科目を深く理

解する。 

・世界の多様な国・地域の歴史・伝統・文化

を理解する能力，互いの意思の疎通が出来

る実践的な英語能力を修得する。 

・実践的かつ専門的な知識と技術の基礎とな

る専門基礎学力を習得する。 

・教養教育による工学基礎および専門基礎を

土台とし，現象・動作を具体的に理解出来

る実践的な能力を修得する。 

・問題・課題解決のための方法・手段を模索

し，実行出来る能力を身につける。 

・機械工学科 

機械とその要素，機器，装置の開発，設計，

製作出来る技術，およびこれらを支援するコン

ピュータの利用と制御に関する技術を修得す

る。 

・電気情報工学科 

高度情報化社会に対応したコンピュータ，制

御および通信に関する技術を修得する。新しい

電子材料の創製と，電子回路およびエレクトロ

ニクスデバイスに関する技術を修得する。社会

基盤に対応した電気エネルギーに関する技術

を修得する。 

・物質工学科 

有機材料，無機材料等に関する合成技術と得

られた分子，物質・材料の構造・物性を評価出

来る技術を修得する。工業化された際の製造プ

ロセスを 適化する技術と運転・管理技術を修

得する。 

・環境都市工学科 

社会基盤整備を支える施設の計画・設計・施

工および完成した施設の維持管理と再生のた

めの技術，およびこれらを支援するために必要

なコンピュータ技術を修得する。環境アセスメ

ントおよび都市計画・都市デザイン設計とその

関連技術を修得する。 

 

 

（出典 学校要覧から作成） 
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資料１－１－②－３ 「専攻科課程で養成しようとしている人材像および達成しようとしている基

本的な成果と学校教育法 70 条の２との対応」 

 

※ 表中の文章は本校の目的から抜粋している。 

 「深く専門の学芸を伝授し」に対応 「職業に必要な能力を育成」に対応 

人材像 ・準学士課程で修得した基礎および専門技術に

加え，より専門分野に精通するとともにプレ

ゼンテーション能力を身につけ，国際分野で

活躍出来る技術者を養成する。 

・複数の領域をまとめる総合力，複雑で多岐に

亘る領域に求められるシステム思考，複合領

域にも対応出来る能力を備え，  

・高度で実践的な知識と技術を備えた自己啓発型の

創造性豊かな技術者を養成する。 

成果 ・自ら問題を発見・解決する能力を備え，生涯

に亘って学ぶことの出来る能力を修得する。

・産業社会におけるグローバル化に対応するた

め，正しい日本語で表現（記述・口述・討論）

し，かつ国際的に通用するプレゼンテーショ

ン能力を修得する。 

・複雑で多岐にわたる工業技術分野に貢献出来

る技術を有し，学際領域にも対応出来る能力

を修得する。 

・生産システム工学専攻 

機械工学，電気情報工学を基礎とした精密加

工，システム工学，熱流体エネルギー，応用力

学，エレクトロニクス，情報，制御，新素材な

どを含む先端科学技術に深く関わる高度な科

学技術を修得する。特に，機械工学，電気情報

工学の学際領域におけるメカトロニクス技術

者として必要な総合力・システム思考能力を含

めた創造力を身につける。 

・環境システム工学専攻 

物質・材料工学，環境都市工学を基礎とした

無機材料，有機材料，微生物工学，水環境工学，

環境地盤工学，環境地域計画学などを含む先端

科学技術に深く関わる高度な科学技術を修得

する。特に無機材料・有機材料・生物材料を利

用した水環境改善のための処理技術など物質

工学，環境都市工学の学際領域における創造性

豊かな技術者として必要な総合力・システム思

考能力を含めた創造力を身につける。 

 

 

（出典 学校要覧から作成） 

 

 



秋田工業高等専門学校 基準１ 

- 11 - 

観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，各種刊行物やガイダンスをとおして「学校の目的」の周知を図っている。構成員に配

布される学校の目的が書かれた刊行物は，学校要覧（資料１－２－①－１）および学生便覧（資料

１－２－①－２），シラバス（資料１－２－①－３）などである。また，手軽に閲覧可能にするため

に，ホームページ（資料１－２－①－４）にも目的を記載している。 

 

資料１－２－①－１ 「秋田高専の目的」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.７） 



秋田工業高等専門学校 基準１ 

- 12 - 

資料１－２－①－２ 「秋田高専の目的」 
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（出典 平成 19 年度学生便覧 p.３～５）
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資料１－２－①－３ 「秋田高専の目的」 
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（出典 平成 19 年度 機械工学科授業計画 p.１～２） 
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これらの資料は，教職員や学生に配布し，学校の目的の周知の徹底を図っている。配布資料およ

びそこに書かれている学校の内容は，以下の表のとおりである。 

 

資料の内容と配布先 ○：記述あり ×:記述なし 

 学校要覧 学生便覧 シラバス ホームページ 

使命 ○ ○ ○ ○ 

基本方針 ○ ○ ○ ○ 

養成しようとしている

人材像 
○ ○ ○ ○ 

達成しようとしている

基本的な成果 
○ ○ ○ ○ 

配布対象者 全教員 

各係に一冊 

全学生 

全教員 

各係に一冊 

学生課全員 

新入生の保護者

全学生 

全教員 

 

不特定多数 

閲覧可能 

 

また，教職員や学生に対してガイダンスを実施している（資料１－２－①－５～６）。新任教員に

対しては，６月に新任教員研修会を実施し，本校の目的などに関してガイダンスを行っている（資

料１－２－①－７）。 

資料１－２－①－４ 「秋田高専の目的」 

 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校ホームページ）
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資料１－２－①－５ 「認証評価受審に関する説明会」 

 

 

 

 

（出典 認証評価受審に関する説明会の次第） 
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資料１－２－①－６ 「学校の諸制度に関するオリエンテーションについて」 

 

 

（出典 学級担任配布資料） 
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本校の目的の周知状況を把握するために，平成 19 年４月に教職員および学生を対象にアンケート

調査を行った（資料１－２－①－８）。アンケート調査結果の一部抜粋を，資料１－２－①－９～13

に，それをまとめたものを下表に示す。それぞれ，「目的があることを知っている割合」，「対応する

教科がある程度分かる割合」である。 

 

 学生（準学士

課程） 

学生（専攻科

課程） 

教員 非常勤講師 職員 

明文化された目的がある

ことを知っていますか? 
68% 68% 96% 86% 90% 

目標に対応する教科が

分かりますか? 
65% 56% 94% 79% 75% 

 

アンケート結果から，非常勤を含めた教職員への周知は良好であるが，学生に対しては今後も継

続してさらなる周知を図る必要がある。  

 

 

資料１－２－①－７ 「平成19年度 新任教員研修会校長説明資料」 

 

 

Ⅱ 目的 

１ 使命 

本校は，3S「創造・誠実・責任」と3K「健康・研究・協働」を校訓とし，準学士課程では「深く専門の学芸

を教授し職業に必要な能力の育成」，専攻科課程では「より高度な工業に関する知識及び技術を教授研究し，

すぐれた独創的開発能力を備えた実践的工業技術者の養成」を使命としている。 

 

 

２ 基本方針 

本校は，「自立・挑戦・創造」を教育理念に，教養教育・専門教育・専攻科複合教育及び卒業・特別研究を

通じて，地域を含む世界の産業界発展に貢献し，かつ，地球環境の共生・創成に寄与する人材を養成すること

を目指している。 

教育においては，教養および専門知識・技術の修得に加え，自立した人間形成を基本に，新しいことへ挑戦

する心，異分野の総合に必要な協調性と総合力，および自由な発想とそれを実現する創造力豊かな実践的技術

者の育成を目指している。 
 

 

（出典 総務課資料）
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資料１－２－①－８ 「『学校の目的』の周知に関するアンケート」 

 

 

 
 

 

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.10）
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資料１－２－①－９ 「『学校の目的』の周知に関するアンケートの集計結果（学生（準学士課程））」 

 

Q1 本校には明文化された「学校の目的」があることを知っていますか？ 

68%

32%

1 知らない　

2 知っている

 
 

Q3 教養教育の目標(A)～(C)に対応する教科が分かりますか？ 

15%

20%

35%

20%

10%

1　全く分からない　　

2　ほとんど分からない

3　ある程度分かる　　

4　大体分かる

5　よく分かる

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.11） 
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資料１－２－①－10 「『学校の目的』の周知に関するアンケートの集計結果（学生（専攻科課程））」 

 

Q1 本校には明文化された「学校の目的」があることを知っていますか？ 

32%

68%

1　知らない

5　知っている

 

Q5 専攻科課程の目標(1)～(3)に対応する教科が分かりますか？ 

20%

24%

36%

18%

2%

1　全く分からない　　

2　ほとんど分からない

3　ある程度分かる　　

4　大体分かる

5　よく分かる

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.13） 
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資料１－２－①－11 「『学校の目的』の周知に関するアンケートの集計結果（教員）」 

 

Q1 本校には明文化された「学校の目的」があることを知っていますか？ 

4%

96%

1　知らない

5　知っている

 
 

Q3 教養教育の目標(A)～(C)に対応する教科が分かりますか？ 

2% 4%

39%

22%

33%
1　全く分からない　　

2　ほとんど分からない

3　ある程度分かる　　

4　大体分かる

5　よく分かる

 

 
（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.４）
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資料１－２－①－12 「『学校の目的』の周知に関するアンケートの集計結果（非常勤教員）」 

 

Q1 本校には明文化された「学校の目的」があることを知っていますか？ 

14%

86%

1　知らない

5　知っている

 
 

Q3 教養教育の目標(A)～(C)に対応する教科が分かりますか？ 

18%

3%

18%

24%

37% 1　全く分からない　　

2　ほとんど分からない

3　ある程度分かる　　

4　大体分かる

5　よく分かる

 
 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.６） 
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資料１－２－①－13 「『学校の目的』の周知に関するアンケートの集計結果（職員）」 

 

Q1 本校には明文化された「学校の目的」があることを知っていますか？ 

10%

90%

1　知らない

5　知っている

 
Q3 教養教育の目標(A)～(C)に対応する教科が分かりますか？ 

15%

10%

31%

21%

23%

1　全く分からない　　

2　ほとんど分からない

3　ある程度分かる　　

4　大体分かる

5　よく分かる

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.８） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校では，印刷物およびそれを用いた説明により，学校の構成員へ本校の目的の周知を図ってい

る。本校の目的を記載し，各種印刷物（学校要覧，学生便覧，シラバス）を，年度の始めに学生お

よび教職員に配布している。さらに，学生や教員にはガイダンス等を利用して，目的の説明を行っ

ている。加えて，ホームページにも目的を掲載し，誰でも手軽に閲覧できるようにしている。 

周知の状況についてアンケート調査を行った。その結果，明文化された目的があることを知って

いる割合は，準学士課程の学生では 68%，専攻科課程の学生では 68%，教員では 96%，非常勤講師で

は 86%，職員では 90%であった。また，内容の理解度を調べるために，教育の目標と教科の関係につ

いて質問したところ，ある程度以上分かる割合は，準学士課程の学生では 65%，専攻科課程の学生

では 56%，教員では 94%，非常勤講師では 79%，職員では 75%であった。この結果，非常勤講師を含

めた教職員の周知は良好であるといえる。学生に対しては，継続した周知の活動が必要であるとい

える。 

以上のことから，今後も継続した周知の活動が必要なものの，おおむね学校の構成員に周知され

ているといえる。 
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観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の目的は，ホームページにより，広く一般に公表されている（前述資料１－２－①－４）。学

校の目的が記載された学校要覧や学生便覧は，関係団体へ配布している（資料１－２－②－１）。ま

た，就職先企業へのアンケートの調査時には，学校の目的を記述した印刷物を同封し，広く公表す

る努力を行っている（資料１－２－②－２）。 

 

 

 

 

 

 

資料１－２－②－１ 「配布先リスト（他大学・他高専）」 

 

 

「配布先リスト」（他大学・他高専への配布先一覧） 

 

配布先 学校要覧 学生便覧 

国立高専機構本部  5 1 

文部科学省  1 1 

高等専門学校    62 

秋田大学  1  

東北地区大学   

大学(進学先等)   

秋田県教育委員会  1  

秋田市教育委員会  1  

秋田県内中学校  133  

秋田県内工業高校  9  

報道機関  15  

秋田高専産学協力会  52  

国会図書館  5  

カレッジプラザ  5  

アルヴェ  5  

歴代校長  4  

教職員  87  

学生課(就職・入試用)  50  

総務課(来客用他)  526  

    

    

合計  900 64 

 

 

（出典 学生課資料から抜粋)
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資料１－２－②－２ 「配布先リスト（企業）」 

 

 

秋田南教農業協同組合 ＪＵＫＩ株式会社 

株式会社青葉コンサルタント ＴＤＫ株式会社 

株式会社新井組  日発精密工業株式会社 

株式会社住友大阪セメント 扶桑精工株式会社 

株式会社トマック 田中貴金属工業株式会社 

旭シンクロテック株式会社 株式会社アズマ 

菊川工業株式会社 石川島汎用機サービス株式会社 

住友金属プランテック株式会社 株式会社ケーヒン 

前田道路株式会社 本田技研工業株式会社 

水谷建設株式会社東日本支社 津田工業株式会社 

山崎建設株式会社 株式会社テクモ 

太田防水工業株式会社 株式会社日野自動車 

鹿島道路株式会社 日本オーチスエレベーター株式会社 

株式会社秋田銀行 ニプロファーマ株式会社大館工場 

雪印乳業株式会社 宇宙航空研究開発機構 

株式会社日清紡 館林工場 株式会社牧野フライス製作所 

花王株式会社 日本貨物鉄道株式会社東北支社 

株式会社カネカ JR 東日本株式会社 

塩野義製薬株式会社 NHK 秋田放送局 

住友化学株式会社 大阪ガス株式会社 

大日精化工業株式会社 秋田ゼロックス株式会社 

チッソ石油化学株式会社 五井製造所 株式会社アルメックス 

東レ株式会社 株式会社リキネット 

東洋インキ製造株式会社 株式会社秋田ルミナ 

大日本インキ化学工業株式会社 株式会社ＪＡＬ航空機整備成田 

コスモ石油株式会社 ＧＥ横河メディカルシステムズ株式会社 

新日本石油株式会社 綜合警備保障株式会社 

タイヨーインタナショナル株式会社 日本原子力発電株式会社 

株式会社ＴＳＧ 富士電機システムズ株式会社 

高砂熱学工業株式会社 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 

株式会社 OA 研究所 中外テクノビジネス株式会社  

ＴＤＫ－ＭＣＣ株式会社 フジテック株式会社 

株式会社日立製作所 丸水中央水産株式会社 

ＪＵＫＩ電子工業株式会社 日本興亜損保 秋田支店 

カシオテクノ株式会社 秋田市消防本部 

京セラ株式会社福島棚倉工場 社団法人 東北建設協会 

ソニー宮城株式会社 医療法人 久幸会 

株式会社五洋電子  

 

 

（出典 アンケート送付一覧から抜粋)
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の目的は，広く一般にはホームページで公表されている。県内の中学校や関係団体へは，目

的が書かれた学校要覧や学生便覧を配布することにより，公表を行っている。さらに，就職先企業

には，アンケートの調査時に，学校の目的を記述した印刷物を同封し，広く公表する努力を行って

いる。 

以上のことから，本校の目的は，社会に対して広く公表されているといえる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

該当なし。 

 

（改善を要する点） 

特になし。 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

本校では，高等専門学校の使命，教育活動を実施するうえでの基本方針，養成しようとする人材

像，達成しようとしている基本的な成果を明確に定めている。特に，人材像や教育の成果は，準学

士課程と専攻科課程の二つの教育課程で，学習段階および専攻に応じてきめ細かく設定し，具体的

な教育内容を決定する指針としている。 

本校の目的は，学校教育法第 70 条の２に規定されている，高等専門学校一般に求められる目的

からはずれるものではない。本校の使命は，学校教育法の精神にのっとり，および学校教育法に基

づき，策定されたものである。また，養成しようとしている人材像や達成しようとしている基本的

な成果は，学校教育法上の目的と合致している。 

各種刊行物（学校要覧や学生便覧，シラバス，他）やガイダンスをとおして，「学校の目的」の

周知に努めている。アンケート調査の結果から，本校の教職員は「学校の目的」を理解している。

一方，本校の学生の周知の度合いは必ずしも高いものではなく，継続した周知の活動が必要である。 

社会に対して本校の目的を公表する努力は，十分行われている。ホームページに「学校の目的」

を掲載し，誰でもが手軽に閲覧できるようにしている。また，各種印刷物により，入学対象者の中

学生や進学先，関係団体，就職先企業などに広く公表する努力を行っている。 

以上のことから，本校では適切な「学校の目的」を策定し，それを社会に公表していると結論で

きる。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 
（観点に係る状況）  
本校の準学士課程の使命は「深く専門の学芸を教授し職業に必要な能力の育成」である。広く社会

に必要な技術者の育成をとおして，この使命の達成を目指している。技術者を養成するために，機械

工学科，電気情報工学科，物質工学科，環境都市工学科の４学科（資料２－１－①－１）を設置し，

教育を行っている。そこでの５年間一貫教育では，「自立・挑戦・創造」を教育理念に，地域を含む

世界の産業界発展に貢献し，かつ，地球環境の共生・創成に寄与する人材を養成することを目指して

いる。このための教育活動では，まず養成しようとしている人材像を定めている。そして，教育課程

（教養教育と専門教育）ごとに達成しようとしている基本的な成果を規定している。さらに，学科ご

とに技術者としての職業に就くうえで基本的に修得すべき内容も定め（資料２－１－①－２），教授

内容に反映している。 

職業に必要な能力は，産業構造の変化に伴い変わる。その変化に迅速に対応するために，本校では

学科の改組を進めてきた。物質工学科は，平成４年に工業化学科から改組した。それまでの工業化学

に代わり，材料化学，精密化学，環境科学，生物化学へと産業構造の変化に対応するためである。環

境都市工学科は，平成５年に土木工学科から改組した。土木工学から，環境の保全や都市工学といっ

た社会基盤に必要とされる分野の変化を取り入れるためである。電気情報工学科は，平成 16 年に電

気工学科から名称変更した。発展の著しい情報関連技術へ対応するためである。 

 
資料２－１－①－１ 「秋田工業高等専門学校学則」 

 

 

（学科，学級数及び入学定員） 

第７条 学科，学級数及び入学定員は，次のとおりとする。 

 

学 科 学級数 入学定員 

  機械工学科 １ 40人 

  電気情報工学科 １ 40人 

  物質工学科 １ 40人 

  環境都市工学科 １ 40人 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）

 



秋田工業高等専門学校 基準２ 

- 32 - 

資料２－１－①－２ 「基本的に修得すべき内容」 

 

 

さらに，現代の産業や社会の要求に即して，学科毎に技術者として必要な知識・技術を規定している。そ

の内容は，準学士課程の卒業生にふさわしく，技術者の職業に就く上で基本的に修得すべきことを決めている。

各学科で達成しようとしている基本的な成果は次のとおりである。 

 

機械工学科 機械とその要素，機器，装置の開発，設計，製作できる技術，およびこれらを

支援するコンピュータの利用と制御に関する技術を修得する。 

電気情報工学科 高度情報化社会に対応したコンピュータ，制御および通信に関する技術を修得

する。新しい電子材料の創製と，電子回路およびエレクトロニクスデバイスに

関する技術を修得する。社会基盤に対応した電気エネルギーに関する技術を修

得する。 

物質工学科 有機材料，無機材料等に関するバイオテクノロジーを含む合成技術と得られた

分子，物質・材料の構造・物性を評価出来る技術を修得する。工業化された際

の製造プロセスを 適化する技術と運転・管理技術を修得する。 

環境都市工学科 社会基盤整備を支える施設の計画・設計・施工および完成した施設の維持管理

と再生のための技術，およびこれらを支援するために必要なコンピュータ技術

を修得する。環境アセスメントおよび都市計画・都市デザイン設計とその関連

技術を修得する。 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.４～５）

（分析結果とその根拠理由）  
本校の準学士課程の使命「深く専門の学芸を教授し職業に必要な能力の育成」に基づき，機械工学

科，電気情報工学科，物質工学科，環境都市工学科を設置している。これらの４学科を設置すること

により，広く社会に必要な技術者の育成を行っている。さらに，各学科は改組等を行うことで，産業

構造の変化に対応した技術者教育に努めている。その結果，現在の４学科は広く社会が必要とする技

術者教育を行ううえで，十分なものである。 

以上のことから，本校の学科の構成は，教育の目的を達成するうえで適切なものになっているとい

える。 
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観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  
専攻科課程では準学士課程を基に，創造性豊かで，かつ力量のある実践的技術者を育成するため，

準学士課程から継続性を活かし，専門分野の融合・複合化も視野に入れ，生産システム工学専攻（８

名），環境システム工学専攻（８名）の２専攻で構成している（資料２－１－②－１）。 
生産システム工学専攻は「機械工学，電気情報工学を基礎とした精密加工，システム工学，熱流体

エネルギー，応用力学，エレクトロニクス，情報，制御，新素材などを含む先端科学技術に深く関わ

る高度な科学技術を修得する。特に，機械工学，電気情報工学の複合領域におけるメカトロニクス技

術者として必要となる総合力・システム思考能力を含めた創造力を身につける」ことを教育の基本的

成果としている。 
環境システム工学専攻は「物質・材料工学，環境都市工学を基礎とした無機材料，有機材料，微生

物工学，水環境工学，環境地盤工学，環境地域計画学などを含む先端科学技術に深く関わる高度な科

学技術を修得する。特に無機材料・有機材料・生物材料を利用した水環境改善のための処理技術や物

質循環・エコマテリアル工学など物質工学，環境都市工学の複合領域における創造性豊かな技術者と

して必要な総合力・システム思考能力を含めた創造力を身につける」ことを教育の基本的成果として

いる。 
準学士課程との関連では，準学士課程第４・５学年と専攻科課程第１・２学年の４年間については，

４学科２専攻を一体化した融合的教育プログラム「創造工学システムプログラム」を設定し，創造性

豊かな実践的かつ力量のある技術者を育成することを推進している。 

 
資料２－１－②－１ 「秋田工業高等専門学校学則」 

 

 
     第８章 専攻科 

   （設置） 

 第40条 本校に専攻科を置く。 

   （目的） 

 第41条  専攻科は，高等専門学校における教育の基礎の上に，より高度な工業に関する知識及び技術を

教授研究し，すぐれた独創的開発能力を備えた実践的工業技術者を養成し，もって広く産業の発展に

寄与することを目的とする。 

   （専攻及び入学定員） 

 第42条  専攻科の専攻及び入学定員は，次のとおりとする。 

   生産システム工学専攻    ８人 

   環境システム工学専攻    ８人 

 

（中略） 

 

   （修業年限及び在学年限） 

 第45条  専攻科の修業年限は２年とする。ただし，４年を超えて在学することができない。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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（分析結果とその根拠理由）  
本校の専攻科課程の使命「より高度な工業に関する知識及び技術を教授研究し，すぐれた独創的開

発能力を備えた実践的工業技術者の養成」に基づき，生産システム工学専攻，環境システム工学専攻

を設置している。これらの２専攻を設置することにより，準学士課程の教育を基礎にして，さらに高

度な内容を教授している。 

融合的教育プログラムである「創造工学システムプログラム」をとおして，準学士課程第４・５学

年と専攻科課程第１・２学年の計４年間で，技術者教育を行っている。ここでは，創造性と力量のあ

る実践的技術者を育成するための「専門性と質」を確保し，さらに「幅広さ」としての学際分野の技

術にも対応できる，融合性を兼ね備えた教育を行っている。 

以上のことから，本校の専攻科の構成は，教育の目的を達成する上で適切なものになっているとい

える。 
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観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する 

上で適切なものとなっているか。 
（観点に係る状況）  

全学的なセンターとして，本校は，工業技術実習センター，技術教育支援センター，地域共同テク

ノセンター，情報処理センターを設置している。 

 

（１）工業技術実習センター 

工業技術実習センターは，本校の学生自らが自立心と新しいことへの挑戦の心を持ち，も

のづくりの基礎となる創造性教育の促進に寄与することを目的に設置されており，学生のも

のづくり実習，課外活動等で積極的に活用されている（資料２－１－③－１）。 

 

（２）技術教育支援センター 

技術教育支援センターは，実験・実習や卒業研究，特別研究，教員の教育研究活動の技術

的支援を行っている。さらに，ほかのセンターの支援も行い，本校の技術支援に関する全般

的な業務を受け持っている（資料２－１－③－２）。 

 

（３）地域共同テクノセンター 

地域共同テクノセンターは，本校と民間等外部の機関との共同研究および技術相談等を推

進することで，地域産業の振興，活性化に寄与することを目的として設置されているもので

あるが，センターのテクノラボラトリーに設置されている機器の教育面での活用もなされて

おり，本校の技術者教育の一端を担っている（資料２－１－③－３）。 

 

（４）情報処理センター 

情報処理センターは，本校の情報処理教育およびマルチメディア教育サポートを行う。授

業の演習で使うとともに，放課後の自習用にも開放している。また平成 18 年度から

e-Learning システム導入により，学生の英語の自学自習の場を提供している（資料２－１

－③－４）。 

 

資料２－１－③－１ 「秋田工業高等専門学校工業技術実習センター」 

 

 
（設置） 

 第１条 秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）に 秋田工業高等専門学校工業技術実習センター（以

下「センター」という。）を置く。 
   （目的） 
 第２条 センターは，本校の学生自らが自立心と新しいことへの挑戦の心を持ち，ものづくりの基礎となる創

造性教育の促進に寄与することを目的とする。 
   （業務） 
 第３条 センターにおける業務は，次の各号に掲げる業務を行うとおりとする。 
  (1)学生の実験・実習及び卒業研究・特別研究等に関すること。 
  (2)学生の課外活動（ロボコン等）に関すること。 

 (3)その他校長が必要と認めたもの。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料２－１－③－２ 「秋田工業高等専門学校技術教育支援センター規則」 

 

 
（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校学則第52条の４第２項の規定に基づき，秋田工業高等専門学校技術教育支援

センター（以下「技術教育支援センター」という。）の組織運営についてはこの規則の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 技術教育支援センターは，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育研究支援体制の

充実に資するため，本校の技術に関する専門的業務を円滑かつ効率的に処理し，技術教育支援職員の能力及

び資質向上を図ることを目的とする。 

（組織） 

第３条 技術教育支援センターは，技術教育支援センター長（以下「センター長」という。），技術長，支

援グループ長，技術専門員，技術専門職員及び技術職員をもって組織する。 

２ 技術教育支援センターに，次のグループを置く。 

(1)  生産システム支援グループ 

（機械・電気電子・情報系） 

(2)  環境システム支援グループ 

（物質・化学・環境系） 

（業務） 

第４条 技術教育支援センターは，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 学生の実験・実習及び卒業研究・特別研究等における技術支援に関すること 

二  教員の教育研究活動に伴う技術支援に関すること 

三  情報処理センター，地域共同テクノセンター，工業技術実習センター及び実習工場への技術支援に関

すること 

四 地域連携活動に伴う技術支援に関すること 

五  公開講座，体験入学等の学校行事への技術支援に関すること 

六 技術の継承及び保存，技術向上並びに技術教育支援のための技術研修に関すること 

七 実験室等の共通機器等の保守・管理及び災害事故防止に関すること 

八 その他技術教育支援センターの目的達成のための必要な事項に関すること 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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資料２－１－③－３ 「秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター運営委員会規則」 

 
（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）に秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター運営
委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 
 （目的） 
第２条 委員会は，本校と民間等外部の機関（以下「民間機関等」という。）との連携を推進することにより，
本校の教育及び研究の進展を図るとともに，地域産業の振興，活性化に寄与することを目的とする。 

 
 （組織） 
第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
 一 校長 
 二 地域共同テクノセンター長（以下「テクノセンター長」という。） 
 三 教務主事 
 四 専攻科長 
 五 各学科主任及び各学系主任 
 六 外部有識者５名程度 
 七 事務部長 
 八 その他校長が必要と認めた者 
 
 （委員の任期） 
第４条 前条第六号の委員の任期は１年とし，再任を妨げない。 
２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
 
 （審議事項） 
第５条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
 一 テクノセンターの運営，設備等の利用計画，事業計画に関すること。 
 二 秋田工業高等専門学校産学協力会との連携に関すること。 
 三 民間機関等との共同研究，受託研究等の受け入れに関すること。 
 四 リフレッシュ教育に関すること。 
 五 その他必要事項 
 
 （委員長） 
第６条 委員会に委員を置き，校長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故がある場合は，あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 
 
 （地域からの要請等の受入れ決定） 
第７条 地域からの要請等の受入れは，委員会の審議に基づき，校長が決定する。 
２ 前項の受入れは，本校の教育・研究に支障がない範囲で行うものとする。 
 
 （委員以外の者の出席） 
第８条 委員会は，必要に応じ委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。 
 
 （庶務） 
第９条 委員会の庶務は，企画室において処理する。 
 
 （雑則） 
第１０条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 
 
  附則 
この規程は，平成12年４月１日から施行する。 
 
    附則 
この規程は，平成17年４月１日から施行する。 
 
   附則 
この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 
 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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（分析結果とその根拠理由）  
本校は，全学的なセンターとして，工業技術実習センター，技術教育支援センター，地域共同テク

ノセンター，情報処理センターを設置している。それぞれのセンターは，目的と業務が規則により定

められており，それに沿った活動を行うことで，本校の教育をサポートすることになっている。 

これらのセンターは役割を分担して，本校の教育・研究活動を支えている。特に，設備を使う教

育においては，その維持・管理をはじめ，操作の役割を全面的に担っている。本校の教育の目的を

達成するうえで，必要不可欠な組織となっている。 

本校の使命は，準学士課程では「深く専門の学芸を教授し職業に必要な能力の育成」，専攻科課程

では「より高度な工業に関する知識及び技術を教授研究し，すぐれた独創的開発能力を備えた実践的

工業技術者の養成」である。これらを全うするためには，必要な設備を有し，その維持・管理，操作

を行うこれらのセンターは必要不可欠である。以上のことから，本校のセンターは教育の目的を達成

するうえで，適切なものであるといえる。 

 
 
 

資料２－１－③－４ 「秋田工業高等専門学校情報処理センター規則」 

 
 

   （趣旨） 
 第１条 秋田工業高等専門学校学則第 52 条第２項の規定に基づき，秋田工業高等専門学校情報処理センタ

ー規則（以下「センター」という。）の運営については，この規則の定めるところによる。 
   （目的） 
 第２条 センターは，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）学生に対する情報処理教育，職員の

学術研究及び本校運営に必要な校務の利用に供することを目的とする。 
   （業務） 
 第３条 センターにおける業務は，次のとおりとする。 
  (1)教育用電子計算機，パーソナルコンピュータ及び情報ネットワーク（以下「電子計算機システム」と

いう。）の管理運営及び保守に関すること。 
  (2)電子計算機システムの利用に伴う調査，研究に関すること。 
  (3)情報処理教育に関すること。 
  (4)その他情報センターに関すること。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展開

するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議するな

どの必要な活動を行っているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程の教育の企画・審議は，教務委員会（資料２－２－①－１）が行う。専攻科課程につい

ては，専攻科教務委員会（資料２－２－①－２）が企画・審議を行う。さらに，カリキュラム検討委

員会は，教務委員会と専攻科教務委員会にまたがる諸教務の処理を行い，５年間の準学士課程と２年

間の専攻科課程の 適な連携について企画，調整している。（資料２－２－①－３） 

教育課程全体を管理運営する体制としては，準学士課程に運営委員会（資料２－２－①－４），専

攻科課程に専攻科運営委員会（資料２－２－①－５）を設置している。そこでは，規則制定・規則改

定など教育活動に係る重要事項の審議を行うことにより，教育課程全体を管理している（資料２－２

－①－６）。 

 

資料２－２－①－１ 「秋田工業高等専門学校教務委員会規則」 

 

 
   （設置） 
 第１条  秋田工業高等専門学校に教育計画等教務に関する事項を審議するため秋田工業高等専門学校教務委

員会（以下「委員会という。」）を置く。 
   （審議事項） 
 第２条  委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
  一  教育課程に関すること。 
   二  学校行事に関すること。 
   三  学生の授業時間割の編成に関すること 
   四  学生の試験に関すること。 
   五  その他必要事項に関すること。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
 

資料２－２－①－２ 「秋田工業高等専門学校専攻科教務委員会規則」 

 

 
   （設置） 
 第１条  秋田工業高等専門学校専攻科規則第５条に基づき，専攻科教務に関する事項を審議するため，秋田

工業高等専門学校専攻科教務委員会（以下「委員会という。」）を置く。 
   （審議事項） 
 第２条  委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
  一  教育課程に関すること。 
   二  学生の授業時間割の編成に関すること。 
   三  学生の試験に関すること。 
   四  学校行事に関すること。 
   五  その他必要事項に関すること。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料２－２－①－３ 「カリキュラム検討委員会規則」 

 
 

秋田工業高等専門学校カリキュラム検討委員会規則 

 

（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規定に基づき、秋田工業高等専門学校（以下「本校」

という。）の教育課程に関する重要な事項を審議するため、秋田工業高等専門学校カリキュラム検討委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議・検討する。 

 一 修学年限５年の課程（以下「本科」という。）及び専攻科の教育課程の編成等に関して、本校の教育

目標を達成するための体系的教育課程の編成に関すること。 

 二 「創造工学システムプログラム」に関すること。 

 三 その他本科及び専攻科の教育課程の編成上重要な諸問題に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 教務主事 

 二 専攻科長 

 三 教務主事補 

 四 各専攻主任 

 五 各学科等から選出された教務委員会委員 各２名 

 六 学生課長 

（任期） 

第４条 前条第５号に掲げる委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、教務主事をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。 

（専門部会） 

第７条 委員会に特定の事項を調査・検討するため専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の部会長及び委員は校長が指名する。 

（庶務） 

第８条 委員会に関する庶務は、学生課において処理する。 

 

 附 則 

この規則は、平成18年 ４月 １日から施行する。 

 

 附 則 

この規則は、平成 19 年 ４月 １日から施行する。 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料２－２－①－４ 「秋田工業高等専門学校運営委員会規則」 

 

 
   （設置） 
 第１条  秋田工業高等専門学校の管理運営を円滑に行うため，秋田工業高等専門学校運営委員会（以下「委

員会という。」）を置く。 
   （組織） 
 第２条  委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
  一  校長 
   二  主事 
   三  専攻科科長 
   四  専攻主任 
   五  図書館長 
   六  学科主任等 
   七  学級担任会の代表１名 
   八  事務部長 
   九  その他校長が指名する者 
   （審議事項） 
 第３条  委員会は，校長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項を審議する。 
  (1)一学則その他重要な規則の制定，改廃に関すること。 
  (2)予算概算の方針に関すること。 
  (3)学科の設置，廃止に関すること。 
  (4)学生の厚生補導及び身分に関する重要事項 
  (5)その他教育施設及び学校運営に関する重要事項 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 

 

資料２－２－①－５ 「秋田工業高等専門学校専攻科運営委員会規則」 

 

 
  （趣旨） 

第１条 秋田工業高等専門学校専攻科規則第４条第２項の規定に基づき、秋田工業高等専門学校専攻科運営委

員会（以下「委員会」という。）の運営については、この規則の定めるところによる。 

 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

  一 教育課程の編成及び実施に関すること。 

 二  教育計画及び授業時間の編成に関すること。 

 三 入学者選抜に関すること。 

  四 入学、退学、転学、休学、復学及び修了に関すること。 

 五 試験及び学業成績に関すること。 

 六 進学及び就職に関すること。 

  七 学生支援の重要事項に関すること。 

 八 その他専攻科の運営に関すること。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料２－２－①－６ 「第13回運営委員会，第11回専攻科運営委員会議事要旨」 

 

 

第 13 回運営委員会，第 11 回専攻科運営委員会議事要旨 

  

日 時    平成 19 年３月５日（月） 14：00～14：35 

場 所    会議室Ａ 

出席者  島田委員長，成田(文)委員，脇野委員，堀江委員，須川委員，大上委員，対馬委員，豊嶋委員，

佐々木章，宮田委員，折田委員，金子委員，成田(章)委員，落合委員，茂木委員，事務部長，庶

務課長，学生課長，会計課課長補佐 

 

始めに，校長から，今回の運営委員会は，専攻科運営委員会との合同で開催する旨，説明があった。 

 

【審議・協議事項】 

 教務主事 

  １．秋田工業高等専門学校学則の一部改正（案）について 

教務主事から，資料１に基づき，秋田工業高等専門学校学則の一部改正（案）について説明があり，

協議の結果，原案のとおり承認された。 

 

２．秋田工業高等専門学校学業成績の評価並びに進級及び卒業の認定に関する規則の一部改正（案）について 

教務主事から，資料２に基づき，秋田工業高等専門学校学業成績の評価並びに進級及び卒業の認定に

関する規則の一部改正（案）について説明があり，協議の結果，原案のとおり承認された。 

 

専攻科長 

１．秋田工業高等専門学校学則の一部改正（案）について 

専攻科長から，資料１に基づき，秋田工業高等専門学校学則の一部改正（案）について説明があり，

協議の結果，原案のとおり承認された。 

 

事務部 

１．学校教育法の一部改正及び秋田工業高等専門学校事務組織の改編に伴う秋田工業高等専門学校諸規

則等の整備に関する規則の制定（案）について 

庶務課長から，資料３に基づき，学校教育法の一部改正及び秋田工業高等専門学校事務組織の改編に

伴う秋田工業高等専門学校諸規則等の整備に関する規則の制定（案）について説明があり，協議の結

果，原案のとおり承認された。 

引き続き，庶務課長から，配布資料に基づき，平成 19 年度変形労働時間制（案）について説明があ

り，協議の結果，原案のとおり承認された。 

 

 

（出典 運営委員会議事録） 

 

（分析結果とその根拠理由）  
教育の企画・審議は準学士課程では教務委員会が行い，専攻科課程では専攻科教務委員会が行う。

さらに，カリキュラム検討委員会を設置し，教務委員会と専攻科教務委員会にまたがる諸教務の処理

を行い，５年間の準学士課程と２年間の専攻科課程の 適な連携について企画，調整している。 

教育課程全体を管理運営する体制としては，準学士課程に運営委員会，専攻科課程に専攻科運営委

員会があり，規則制定・規則改定など教育活動に係る重要事項の審議などを行うことにより，教育課

程全体を管理している。 

以上のことから，教育課程全体の管理運営体制と企画調整するための運営体制が整備され，教育活

動に係る重要事項の審議などを行っているといえる。 
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観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 
（観点に係る状況）  

専門科目と一般科目の科目間または教員間の連携は，カリキュラムの内容まで踏み込んで検討する

場合は，教務委員会，専攻科教務委員会，カリキュラム検討委員会が担当する（前述資料２－２－①

－１～３）。 

数学のカリキュラムについて見直しをした際に，各学科専門科目と数学の授業内容との関連性を検

討している。このときは自然科学系（数学）と各学科が話し合うとともに，学科内でも検討を行った。

機械工学科における数学の必要状況を，資料２－２－②－１に示す。 

また，一般科目教員と専門科目教員が連携を深める場としては，公開授業研究会がある。公開授

業研究会では授業参観を行った後，授業内容および科目間連携について討論を行う（資料２－２－②

－２）。一般科目教員と専門科目教員は互いに意見を交換することで，継続して科目間連携について

検討している。 
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資料２－２－②－１ 「機械工学科科目と数学の対応」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典 自然科学系（数学）資料） 
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資料２－２－②－２ 「平成 18 年度公開授業研究会議事要旨」 
 

 

 

 

（出典 公開授業研究会議事要旨） 
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（分析結果とその根拠理由）  
一般科目と専門科目を担当する教員間の連携が行われている例としては，数学のカリキュラムの

見直しや，公開授業研究会における討論などが行われており，継続して科目間連携について検討し

ている。 

以上のことから，一般科目および専門科目を担当する教員間の連携が行われているといえる。 
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観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 
（観点に係る状況）  

準学士課程では，学級担任を中心として学生の教育支援を行っている。学級担任は，学生の成績や

生活に関する状況を把握し，適切な助言を与えている。一方，専攻科課程では，専攻主任が同様の

責務を担っている（資料２－２－③－１～２）。これら学級担任，専攻主任を，全学的な委員会が

様々な形でサポ－トしている。教務委員会，学生委員会（資料２－２－③－３），寮務委員会（資

料２－２－③－４），学級担任会，学科会議，専攻科においては専攻科教務委員会が支援組織とし

て機能している。 

学生課は，事務サイドの立場から教員の教育活動の支援を行っている。学生課教務係は，学習に関

する業務「授業時間，補習授業及び定期試験，教育課程，学業成績，本科入学者選抜，専攻科入学

者選抜，大学編入，大学院進学など」の事務処理を行う。学生課学生支援係は，学校生活一般に関

する業務「課外活動，生活指導，奨学金制度による学生支援，就職支援，保健管理など」の事務処

理を行う。そのほか，学寮には寮務係を配置している。また，図書館には総務課学術情報係を配置

している。これらの専門の係を設置することにより，教員による学生指導や学生生活全般を支援し

ている。 

 

資料２－２－③－１ 「専攻主任および学級担任について」 

 

      専 攻 主 任 

              生産システム工学専攻主任    大上 哲郎 

              環境システム工学専攻主任      対馬  雅己 

      学級担任                                            

  学年 機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 環境都市工学科 

   １   今田 良徳     田中 将樹   ○石塚 眞治     恒松 良純 

   ２    長井 栄二     佐藤 彰彦   ○小林  貢    佐藤 尊文 

   ３  ○菅原 隆行     大島 静夫     森本 真理     水野  麗 

   ４    土田  一   ○田畑 季章    上松  仁     折田 仁典 

 

   ５    木澤  悟    浅野 清光   ○岡村 澄夫     水田 敏彦 

 

                                                              ○印は学年代表 

                       学 級 担 任 会 代 表    浅野 清光 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度役職教員・各種委員会委員等名簿）
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資料２－２－③－２ 「秋田工業高等専門学校学級担任会規則」 
 
 

（昭和44年12月６日規則第10号） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第20条第２項の規定に基づき、秋田工業高等専門学校（以下「本

校」という。）に学級担任会（以下「担任会」という。）を置く。 

第２条 担任会は，学級担任相互の連携を保ち，学校長ならびに教務，学生および寮務の３主事との意志の

疎通をはかりつつ学級の円滑なる運営に関する諸問題を協議することを目的とする。 

第３条 担任会は，運営委員会直属のものとする。  

第４条 担任会は，全学年の学級担任をもって構成する。 

第５条 担任会の代表は，学級担任の互選による。 

第６条 担任会は，学校長の承認を得て学級担任代表が招集する。 

第７条 担任会の開催は，月１回とする。ただし，臨時に開催することもある。 

第８条 担任会には，本校関係職員の出席をもとめることがある。 

第９条 担任会の庶務は，学生課において処理する。 

 

   附 則 

 この規程は，昭和44年12月６日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，昭和56年３月９日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成16年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 

 

資料２－２－③－３ 「秋田工業高等専門学校学生委員会規則」 
 

（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第20条第２項の規定に基づき、秋田工業高等専門学校に本科学生

及び専攻科学生の厚生補導等に関する事項を審議するために秋田工業高等専門学校学生委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

  （審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

  一 課外活動に関すること。 

  二 学生の生活指導に関すること。 

  三 入学料及び授業料免除等に関すること。 

  四 日本学生支援機構奨学生及びその他の奨学生に関すること。 

  五 学生の保健衛生に関すること。 

  六 学生会の指導に関すること。 

 七 その他必要な事項に関すること。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料２－２－③－４ 「秋田工業高等専門学校寮務委員会規則」 

 

 
   （設置） 
 第１条  秋田工業高等専門学校寄宿舎規則第６条第２項の規程に基づき，秋田工業高等専門学校に学生寮に関する

事項を調査，審議することを目的とし，秋田工業高等専門学校寮務委員会（以下「委員会という。」）を置く。 
   （審議事項） 
 第２条  委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
  一  学生の入寮及び退寮に関すること。 
   二  学生寮生活の福祉増進及び規律保持に関すること。 
   三  学生寮関係の苦情処理に関すること。 
   四  その他必要な事項に関すること。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 

 

（分析結果とその根拠理由）  
学級担任や専攻主任を置くことにより，学生にきめ細かい教育活動の支援を行い，本校の教育活動

の支援組織の要となっている。各種委員会，学級担任会，学科会議は，学級担任や専攻主任をサポー

トする機能がある。事務部の組織においては，学生課に教務係，学生支援係，寮務係を，また，図書

館には総務課学術情報係を配置し，学校の教育活動の支援を行っている。 

以上のことから，教育活動を円滑にするための支援体制が整備され，機能しているといえる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  
特になし。 

 
（改善を要する点）  
 特になし。 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

本校は，機械工学科，電気情報工学科，物質工学科，環境都市工学科の４学科で，準学士課程を

構成している。専攻科課程は，生産システム工学専攻と環境システム工学専攻の２専攻で構成して

いる。生産システム工学専攻は電気情報工学と機械工学を，環境システム工学専攻は物質工学と環

境都市工学を融合・複合化した教育システムである。これらの学科および専攻での教育により，学

校の使命である「深く専門の学芸を教授し職業に必要な能力の育成」と「より高度な工業に関する

知識及び技術を教授研究し，すぐれた独創的開発能力を備えた実践的工業技術者の養成」を進めて

いる。 
準学士課程と専攻科課程の２つの体制があるものの，それらの間での教育の連携にも配慮してい

る。準学士課程の第４・５学年と専攻科課程を一体化した，融合的教育プログラムである「創造工

学システムプログラム」を作り，機能的に学習のステップアップが図れるようにしている。連続し

て高度な教育が受けられるように配慮したプログラムにより，創造性と力量のある実践的技術者の

育成を図っている。 

学科や専攻科とは別に，教育に必要な４つの全学的なセンターを設置している。情報関連の教育・

研究を支援する情報処理センターと，学生のものづくり実習，課外活動等で積極的に活用されてい
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る工業技術実習センター，本校の技術に関する全般的な業務を受け持っている技術教育支援センタ

ー，さらには外部機関との共同研究・技術相談を目的に設置されている地域共同テクノセンターも，

教育上有効に機能している。 

教育課程全体を効果的に展開するための検討・運営体制としては，準学士課程に関しては教務委

員会が，専攻科課程に関しては専攻科教務委員会がそれぞれ常設委員会として整備され，さらに両

課程を全体的に取り扱う組織としてはカリキュラム検討委員会がある。また，教育課程全体を企画・

調整・運営する体制としては運営委員会，専攻科運営委員会があり，重要事項の審議，決定がなさ

れている。 
一般科目および専門科目を担当する教員間の連携については，カリキュラム検討委員会が推進し

ている。数学のカリキュラムの見直しや，公開授業研究会などをとおして，継続的に科目間連携に

ついて検討している。 
教育活動を円滑に実施するための様々な支援体制がある。教員間においては学級担任会，学科会

議で問題点などを討議して対策を策定している。主に事務処理を行う支援組織を学生課に設置して

いる。学習に関する業務は学生課教務係，学校生活一般に関する業務は学生課学生支援係，学寮に

は寮務係，図書館には総務課学術情報係を配置し，きめ細かいサービスを行っている。これらの専

門の係により，教員による学生指導や学生生活全般の支援を機能的に行っている。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 
観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

（観点に係る状況） 
本校（入学定員 160 名，４学級編制）の一般教育担当教員は，高等専門学校設置基準第６条第２

項に定められている 18 名（助手を除く）を上回る 21 名の専任教員と，19 名の非常勤講師の計 40

名で構成され，担当科目ごとに専任の教員をバランス良く配置している（資料３－１－①－１「一

般科目担当教員の数」）。 

また，観点１－１－①で述べている具体的な教育目標等を達成するために，必要な科目に対して

各教員の専門分野を考慮のうえ，適切に配置している（資料３－１－①－２「一般科目担当教員の

専門分野と担当授業科目」）。しかしながら，教員の定数の関係から全ての科目に対して教員を配

置することは困難であるため，一般科目の一部について必要とする教員が不足している場合には，

秋田工業高等専門学校非常勤講師採用基準（資料３－１－①－３）に基づき，非常勤講師を採用し

ている。 

なお，実践的技術者の育成および工学基礎としての自然科学系科目を深く理解させるために，数

学，物理，化学に重点をおいて配置しているほか，「世界の多様な国・地域の歴史・伝統・文化を

理解する能力，互いの意思の疎通ができる実践的な英語能力を修得する。」とした教養教育におけ

る基本的な成果の達成のために，英語を含んだ外国語担当教員を多く配置するばかりでなく，本校

の教育目標を効果的に達成し得る教員配置を行っている。 

 

資料３－１－①－１ 「一般科目担当教員の数」 

教 授 准 教 授 講 師 助 教 計 非 常 勤 講 師

1 1 2 3

1 1 2 2

0 3

4 1 5 4

2 4 3 0 9 12

教 授 准 教 授 講 師 助 教 計 非 常 勤 講 師

3 3 6 1

1 1 2 1

化 　学 1 1 1

物 　理 1 1 1 3 3

生 　物 1

5 5 2 0 12 7

教 授 准 教 授 講 師 助 教 計 非 常 勤 講 師

7 9 5 0 21 19

区 分 （教 科 ）

国 　語

社 　会

芸 　術

外 国 語

そ の 他

【人 文 科 学 系 】

【自 然 科 学 系 】

人 　数 　計

人 　数 　計

人 　数 　合 　計

区 分 （教 科 ）

数 　学

体 　育

 

 

（出典 総務課資料）
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資料３－１－①－２ 「一般科目担当教員の専門分野と担当授業科目」 

 

 
【人文科学系】

職名 氏　　名 学　位 専門分野（非常勤は所属） 本科１ 本科２ 本科３ 本科４ 本科５ 本科６

教授 脇野　博 博士（社会学） 科学技術史 現代社会 政治経済 科学技術史 法と経済 技術者倫理

教授 手島邦夫 博士（文学） 日本語学・日本語史 国語ⅠＢ 国語Ⅱ 日本文学 日本語表現

准教授 小林　貢 修士（文学） 英文学・英語教育学 英語Ⅱ 英語 工業英語Ⅰ 教養ｾﾞﾐﾅｰﾙ

准教授 金子　淳 博士（学術） アメリカ文学・ドイツ文学 英語Ⅰ 独語Ⅱ 科学英語

准教授 菅原隆行 博士（情報科学） 英語学(生成文法理論・語彙意味論) 英語 現代英語演習 教養ｾﾞﾐﾅｰﾙ

准教授 桑本裕二 博士（文学） 言語学・音韻論 英語ＬＬ演習 英語Ⅱ 英語

講師 長井栄二 博士（文学） ドイツ近代史 人類史Ⅰ 人類史Ⅱ 社会と文化

講師 水野　麗 修士（文学） 日本近代文学 国語ⅠＡ 国語Ⅲ 日本文学 教養ｾﾞﾐﾅｰﾙ

講師 古河美喜子 修士（文学） イギリス文学，比較文学・文化 英語Ⅰ 英語

非常勤 工藤一紘 国語Ⅲ 日本文学

非常勤 橋本博美 国語ⅠＢ 日本文学

非常勤 目黒伊久夫 現代社会

非常勤 半田和彦 人類史Ⅱ

非常勤 藤盛節子 英語

非常勤 ﾁｪｹｯﾂ明子 英語

非常勤 大西絵理香 英語ＬＬ演習

非常勤 ｼﾞｬｯｸ ｱﾝﾘ ｼﾞｮｽﾞｴ （ジャック英仏会話スクール） 英語会話

非常勤 深谷朋広 音楽

非常勤 小柳　力 美術

非常勤 小柳　葵 美術

非常勤 伊藤晴美 （留学生担当） 日本語教育

【自然科学系】

職名 氏　　名 学　位 専門分野（非常勤は所属） 本科１ 本科２ 本科３ 本科４ 本科５ 本科６

教授 成田文雄 博士（理学） 微分幾何学 基礎数学Ⅲ 応用解析Ⅱ 応用解析Ⅳ

教授 成田　章 理学博士 物性物理学 卒業研究 工学研究 特別研究 応用解析Ⅰ 応用解析ⅢA 固体物性論

教授 麻生正道 微分方程式論 基礎数学Ⅰ 微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 応用解析Ⅱ 教養ｾﾞﾐﾅｰﾙ

教授 渡邊朋雄 運動生理・スポーツ行政（論）・トレーニング法，体育学 保健体育 教養ｾﾞﾐﾅｰﾙ

教授 大島静夫 音響工学 物理 物理Ⅰ 工学研究 卒業研究

准教授 上田　学 博士（理学） 原子核理論 応用物理 応用物理Ⅱ 教養ｾﾞﾐﾅｰﾙ 工学研究 卒業研究

准教授 佐藤尊文 博士（数学） 微分幾何学 微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 教養ｾﾞﾐﾅｰﾙ 編入生数学補習

准教授 白根弘也 体育科教育学・球技運動学・野球

准教授 森本真理 博士（理学） 環論 基礎数学Ⅰ 基礎数学Ⅱ 微分積分学Ⅱ 教養ｾﾞﾐﾅｰﾙ

准教授 吉井洋二 Ｐｈ．Ｄ 代数 基礎数学Ⅰ 基礎数学Ⅲ 微分積分学Ⅰ 応用解析ⅢB

講師 佐藤彰彦 理学修士 生物化学 化学Ⅰ 化学Ⅱ 教養ｾﾞﾐﾅｰﾙ 基礎研究 卒業研究

講師 上林一彦 博士（理学） 物性物理学 物理Ⅰ 応用物理Ⅰ

非常勤 安藤　洋 保健体育

非常勤 後藤文彦 （秋田大学工学資源学部　助教） 応用物理

非常勤 工藤　幹 基礎数学Ⅱ 応用解析Ⅰ 応用解析ⅢA

非常勤 松本　勉 応用物理

非常勤 長谷川武司 応用物理

非常勤 岩田朗子 化学Ⅰ

非常勤 高橋祥祐 生物

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧から作成）
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資料３－１－①－３ 「秋田工業高等専門学校非常勤講師採用基準」 

 

 
秋田工業高等専門学校非常勤講師採用基準 

 
                                                              平成 17 年 ６月 30 日 

                                                              校長裁定 
 
１ 非常勤講師を採用する場合は，あらかじめ教務主事と協議することとし，次の基準に従わなければな

らない。 
 (1) 原則として，年度当初に 65 歳を超えていないこと。ただし，65 歳を超える場合は理由書を付けて校

長に提出し，校長が裁定する。 
  (2) 本校を定年退職した者については，２年を超えないこととする。ただし，やむを得ない場合は理由

書を付して校長に提出し，校長が裁定する。 
  (3) 前号以外の者の採用期間は，原則として通算７年を超えないこと。ただし，やむを得ない場合は理

由書を付して校長に申し出ることにより，１年間に限り延長することができる。 
 
２ 非常勤講師採用の枠は，教務委員会において審議し，校長の承認を得ることとする。 
 
３ 外国人講師については，この基準は適用しない。 
 
 
      附 則 
１ この基準は，平成元年度採用者から適用する。 
２ 秋田工業高等専門学校非常勤講師採用についての申し合せ（昭和 57 年１月 12 日校長決裁）は廃止する。 
      附 則 
  この基準は，平成元年４月 26 日から施行し，平成元年４月１日から適用する。 
   附 則 
  この規程は，平成 18 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）

  

（分析結果とその根拠理由） 
一般科目担当教員の構成は，高等専門学校設置基準の要件を満たしつつ，本校教育課程の編成に照

らしてバランス良く配置している。 
また，数学，物理，化学に重点的に配置するなど，本校の教育目標に沿った教員配置を行っている

ほか，教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されているといえる。 
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観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 
（観点に係る状況） 
本校（入学定員 160 名，４学級編制）の専門科目担当教員は，高等専門学校設置基準第６条第３

項に定められている 29 名（助手を除く）を上回る 45 名の専任教員と，28 名の非常勤教員の計 73

名で構成され，各学科ごとに専任教員および非常勤講師をバランス良く配置している（資料３－１

－②－１「専門科目担当教員の数」）。同設置基準第８条に定められている専任の教授および准教

授の数についても，一般科目担当専任教員数と専門科目担当専任教員数との合計の２分の１（33 名）

を上回る 36 名であり，基準をクリアしている。 
また，観点１－１－①で述べている具体的な教育目標等を達成するために必要な科目に対して，

各教員の専門分野を考慮のうえ，適切に配置している（資料３－１－②－２「専門科目担当教員の

専門分野と担当授業科目」）。しかしながら，教員の定数の関係から全ての科目に対して教員を配

置することは困難であるため，専門科目の一部について必要とする教員が不足している場合には，

秋田工業高等専門学校非常勤講師採用基準（前述資料３－１－①－３）に基づき，非常勤講師を採

用している。 
「生産技術や製品開発に求められる専門的知識や技術，与えられた問題を解決する能力」を有し

た技術者を養成するために，深い専門知識を教授するにふさわしい教員として，修士または博士の

学位を取得した教員を中心に配置している。また，応用実践力の育成のため，企業経験のある教員

を各学科に複数名配置している（資料３－１－②－３「各学科の学位取得および企業経験者の配置

状況」）。 
 

資料３－１－②－１ 「専門科目担当教員の数」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課資料） 

    

教授 准教授 講師 助教 計 非常勤講師

4 6 0 2 12 6

    4  * 4 1 2 11 6

3 6 0 2 11 9

4 5 0 2 11 7

15 21 1 8 45 28

　* 特任教授１名含む

人　数　計

機械工学科

電気情報工学科

物質工学科

環境都市工学科

区分（学科名）
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資料３－１－②－２「専門科目担当教員の専門分野と担当授業科目」 

 
【機械工学科】

職名 氏　　名 学　位 専門分野（非常勤は所属） 本科１ 本科２ 本科３ 本科４ 本科５ 本科６ 本科７ 本科８ 本科９ 本科１０

教授 佐々木　章 博士（工学） 熱工学 計測工学 熱工学 工学実験 基礎研究 卒業研究

教授 落合雄二 博士（工学）
精密加工，超精密加工・生産工学・環
境配慮生産技術

機械製作法 工学実験 基礎研究 卒業研究

教授 茂木良平 博士（工学） 計測工学 電気工学Ⅰ 電気工学 電子工学 計測工学 工学実験 基礎研究 卒業研究

教授 大上哲郎 博士（工学） 材料力学、塑性加工 材料力学 計算力学 塑性加工論 工学実験 基礎研究 卒業研究 応用力学

准教授 山崎保輔 機械設計 機械要素 工学実験 基礎研究 工業英語 自動車工学 設計製図 卒業研究

准教授 安藤正昭 材料工学 材料学 工学実験 基礎研究 卒業研究 材料学特論

准教授 土田　一 熱工学 工作実習Ⅱ 機械製図Ⅱ 創造設計製作 工学実験 基礎研究 熱工学 卒業研究 内燃機関 熱工学特論

准教授 岡本正人 博士（工学） 流体工学 情報処理 流体工学 工学実験 基礎研究 卒業研究 流体機械
システム工学特
論

准教授 木澤　悟 博士（工学） 制御工学 情報処理Ⅰ
コンピュータ製
図

工学実験 基礎研究 卒業研究 制御工学 システム工学

准教授 小林義和 博士（工学） 機械力学 情報処理Ⅱ 機械力学 設計製図 工学実験 基礎研究 卒業研究

助教 今田良徳 工学修士 機械工学・生産工学 創造設計製作 機械製図Ⅰ 工作実習Ⅰ 基礎研究 卒業研究

助教 渡部英昭 工学修士 流体工学 流体工学 設計製図 工学実験 基礎研究 卒業研究

非常勤 田子　真 （秋田大学工学資源学部　准教授） 伝熱概論

非常勤 足立高弘 （秋田大学工学資源学部　講師） 熱工学

非常勤 門脇義次 （本校名誉教授） 工作機械

非常勤 宮野泰治 （本校元助教授） 破壊力学

非常勤 渋谷　嗣 （秋田大学工学資源学部　教授） 機械構造力学

非常勤 宮脇和人
（秋田県産業技術総合研究センター高
度技術研究所）

特別講義

【電気情報工学科】

職名 氏　　名 学　位 専門分野（非常勤は所属） 本科１ 本科２ 本科３ 本科４ 本科５ 本科６ 本科７ 本科８ 本科９ 本科１０

特任教授 柳原昌輝 博士（工学） 画像計測・絶縁材料 制御工学Ⅰ デジタル回路 実験実習 制御工学

教授 宮田克正 工学博士 アンテナ・電磁界解析 工学研究 実験実習 卒業研究 工業英語 電気通信

教授 浅野清光 工学博士
電子工学・表面科学・真空工学・超伝
導工学・加速器科学・マイクロ波工学

電気磁気学Ⅰ 電気英語 電子回路Ⅰ 工学研究 実験実習 卒業研究

教授 髙橋身佳 工学博士
電気機器一般・電磁界シミュレーショ
ン・超電導応用

電気基礎 電力工学 実験実習 工学研究 卒業研究 電気設計 電気法規

准教授 田畑季章 電力工学・電力応用工学 電気回路Ⅰ 電気計測 実験実習
電気機械変換
工学Ⅰ

基礎研究 工学研究 卒業研究

准教授 安東　至 博士（工学） パワーエレクトロニクス 基礎工学実験 電気回路Ⅱ 電気回路Ⅲ 卒業研究 特別研究 工学研究
電気機械変換
工学Ⅱ

准教授 山崎博之 博士（工学） 電気機器工学・電磁界解析 実験実習 卒業研究 応用計測 電気基礎 電気磁気学Ⅱ 電気製図

准教授 山本昌志 博士（理学） 電磁気学・電磁場のシミュレーション 実験実習 卒業研究 計算機応用 工学研究 情報処理応用 情報理論

講師 田中将樹 博士（工学） 電子デバイス 実験実習 工学研究 卒業研究 半導体工学
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ工
学

光通信工学
ものづくり工作
実習

オプトエレクトロ
ニクス

助教 伊藤桂一 工学修士 電子計測工学，電子計測 実験実習
ものづくり工作
実習

基礎工学実験 卒業研究 電気製図 電子回路 論理回路
ソフトウェア工
学

工学研究

助教 竹下大樹 博士（工学） コンピュータグラフィックス 実験実習 工学研究 卒業研究 情報処理基礎
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗ
ﾌｨｯｸｽ特論

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｭﾐﾚｰ
ｼｮﾝ

基礎工学実験

非常勤 佐藤正志 （秋田大学工学資源学部　准教授） 高電圧工学

非常勤 五十嵐　一
（北海道大学大学院情報科学研究科
教授）

特別講義

非常勤 今野和彦 （秋田大学工学資源学部　教授） 特別講義 音響工学

非常勤 田島克文 （秋田大学工学資源学部　准教授） 電気応用

非常勤 佐藤　忠 （秋田大学工学資源学部　教授） 電気材料

非常勤 鈴木雅史 （秋田大学工学資源学部　准教授） 電気材料
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（出典 平成 19 年度学生便覧から作成） 

【物質工学科】

職名 氏　　名 学　位 専門分野（非常勤は所属） 本科１ 本科２ 本科３ 本科４ 本科５ 本科６ 本科７ 本科８ 本科９ 本科１０

教授 船山　齊 博士（工学） 反応工学 物質工学序論 化学工学 化学工学実験 基礎研究 反応工学 卒業研究

教授 須川　浩 理学博士 高分子化学 物質工学序論 物理化学 高分子科学 物質循環工学 物理化学実験 基礎研究 有機材料工学 卒業研究 有機合成化学

教授 岡村澄夫 博士（農学） 応用微生物 生物化学 基礎研究 遺伝子工学 培養工学 生物工学実験 卒業研究

准教授 豊嶋幸子 有機合成化学 化学Ⅰ
物質工学基礎
実験

分析化学 分析化学実験 基礎研究 卒業研究

准教授 野坂　肇 博士（工学） 無機化学 無機化学 物理化学 無機化学実験 基礎研究 卒業研究

准教授 石塚眞治 博士（理学） 表面化学 工作実習
物質工学基礎
実験

有機化学 有機化学実験 機器分析 基礎研究 物質工学実験 卒業研究

准教授 西野智路 博士（工学） 反応工学 情報処理 物質工学製図 化学工業 物理化学実験 化学工学実験 基礎研究 卒業研究

准教授 上松　仁 博士（工学） 応用生物工学 生物化学工学 基礎研究 生物工学実験 医薬品工学 タンパク質工学 卒業研究

准教授 丸山耕一 博士（工学） 無機材料，磁性材料，湿式無機質合成 無機化学実験 無機材料工学 無機工業化学 金属材料工学 基礎研究 卒業研究

助教 佐藤徹雄 博士（工学） 有機金属化学・有機合成化学 有機化学 有機化学実験 有機合成化学 物質工学実験
有機合成化学
特論

基礎研究 卒業研究

助教 野中利瀬弘 博士（工学） 資源循環工学，化学工学，無機化学 無機化学 分析化学実験 機器分析 物質工学実験 基礎研究 卒業研究
環境システム特
別研究

非常勤 後藤正治 （秋田大学名誉教授） 品質管理

非常勤 後藤　猛 （秋田大学工学資源学部　准教授） 応用微生物学

非常勤 伊藤俊彦 （本校元教授） 有機工業化学

非常勤 三浦公久 （秋田大学工学資源学部　准教授） 機械工学概論

非常勤 田子　真 （秋田大学工学資源学部　准教授） 機械工学概論

非常勤 昌子智由 （秋田大学工学資源学部　講師） 情報処理

非常勤 菅原英一 （本校元助教授） 電気工学概論

非常勤 傳井　栄 （本校元教授） 化学Ⅰ 化学熱力学

非常勤 徳光直樹 （本校元教授） 環境工学

【環境都市工学科】

職名 氏　　名 学　位 専門分野（非常勤は所属） 本科１ 本科２ 本科３ 本科４ 本科５ 本科６ 本科７ 本科８ 本科９ 本科１０

教授 羽田守夫 工学博士 環境工学 工作実習
環境都市工学
実験実習

環境衛生工学 都市環境工学
環境アセスメン
ト

基礎研究 卒業研究

教授 折田仁典 博士（工学） 地域計画学 工作実習 測量学 計画数理 都市計画 基礎研究 卒業研究

教授 対馬雅己 工学博士 地盤工学 測量学
環境都市工学
実験実習

基礎研究 卒業研究 地盤工学

教授 堀江　保 博士（工学） 構造力学 構造力学
環境都市工学
実験実習

基礎研究 卒業研究

准教授 佐藤　悟 博士（工学） 衛生工学 基礎設計演習 環境水理学
環境都市工学
実験実習

基礎研究 卒業研究 河川工学

准教授 櫻田良治 博士（工学） コンクリート工学 材料学
鉄筋コンクリー
ト構造学

環境都市工学
実験実習

設計製図 基礎研究 卒業研究

准教授 水田敏彦 博士（工学） 地震防災学 建築一般構造学 鋼構造学 耐震工学 設計製図 基礎研究 卒業研究 基礎設計演習
環境都市工学
実験実習

准教授 恒松良純 博士（工学） 建築計画 意匠設計
環境都市デザ
イン論

建築史 基礎研究 卒業研究
環境都市ﾃﾞｻﾞｲ
ﾝ演習Ⅰ・Ⅱ

基礎設計演習
Ⅱ

准教授 金　主鉉 博士（工学） 環境工学 情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ 基礎生態工学 緑化保全工学
環境都市工学
実験実習

基礎研究 卒業研究

助教 日野　智 博士（工学） 土木計画学
環境都市工学実
験実習

卒業研究
基礎設計演習
Ⅰ

基礎研究 計画数理 交通工学

助教 角　　哲 博士（工学） 建築史・建築設計
環境都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ
演習Ⅰ

情報処理Ⅰ 意匠設計 基礎研究 卒業研究
環境都市工学
実験実習

非常勤 阿部　縁 （秋田県建設交通部道路課　技師） 材料学

非常勤 淡路孝次 （(株)クリエイテブライフ代表取締役）
環境都市デザイ
ン演習Ⅰ

非常勤 森　敏雄
（応用地質株式会社東北支社秋田支
店長）

施工管理工学

非常勤 長谷部　薫 （秋田大学工学資源学部　准教授） 構造力学

非常勤 佐々木貴信
（秋田県立大学木材高度加工研究所
講師）

構造力学

非常勤 伊藤恭一 （（有）伊藤建築事務所代表取締役） 建築施工論

非常勤 加藤一成 （加藤一成計画事務所所長） 建設法規論
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資料３－１－②－３ 「各学科の学位取得および企業経験者の配置状況」 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典 総務課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 
本校の目的を達成するため，その教育課程は時代の要請に見合った編制となるよう適宜見直され，

これに対する教員配置についても，そのカリキュラムの内容を専門とする教員が配置されている。 
専門科目担当教員の構成は，高等専門学校設置基準の要件を満たしつつ，各教員の専門分野を考慮

しバランス良く配置している。また，本校が目指す人材像「生産技術や製品開発に求められる専門的

知識や技術，与えられた問題を解決する能力を有する実践的技術者」を養成するために，学位取得者，

企業経験者を各学科に複数配置するなど，教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当

教員を適切に配置しているといえる。 

修士 博士

機 械 工 学 科 2 7 5 12

電気情報工学科 1 9 4 11

物 質 工 学 科 10 2 11

環境都市工学科 11 2 11

計 3 37 13 45

企業経験者数 全教員数
学位取得者数

学　　科　　名
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観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の 

        授業科目担当教員が適切に配置されているか。 
（観点に係る状況） 
本校では，生産システム工学専攻，環境システム工学専攻の２専攻を設置している。専攻科の一般

科目では，より深い一般基礎知識を教授するために，修士または博士の学位取得者を専門分野と担当

授業科目に対応させ，適切に配置している。また，専攻科課程で達成しようとしている基本的な成果

「（２）産業社会におけるグローバル化に対応するため，正しい日本語で表現（記述・口述）・討論」

し，かつ国際的に通用するプレゼンテーション能力を修得する。」の実現のために英語を必修化する

ほか，一般科目の授業科目においてもその重要性を考慮し，適任の教員を配置している（資料３－１

－③－１「専攻科の一般科目および専門共通科目担当教員の専門分野と担当授業科目」）。 
また，専門科目においても担当授業科目と教員の専門分野とに対応させて適切に配置し，専攻科課

程で達成しようとしている基本的な成果「（１）自ら問題を発見・解決する能力を備え，生涯に亘っ

て学ぶことのできる能力を修得する。」および「（３）複雑で多岐にわたる工業技術分野に貢献でき

る技術を有し，複合領域にも対応できる能力を修得する。」の達成のために，企業経験のある教員を

含み，専門科目担当教員を適切に配置している（資料３－１－③－２「専攻科の専門専攻科目担当教

員の専門分野と担当授業科目」）。さらに，特別研究を指導するため，博士の学位を有し，十分な研

究実績を持つ教員を特別研究指導教員として配置している（資料３－１－③－３「特別研究指導教員

の学位および研究テーマ」）。 
なお，本校教員の専門分野以外の授業科目については，秋田工業高等専門学校非常勤講師採用基準

（前述資料３－１－①－３）に基づき，非常勤講師を採用している。 
以上のことから，専攻科の教育の目的に照らして専門分野と担当授業科目に対応させ，専攻科の授

業科目担当教員を適切に配置している。 
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資料３－１－③－１「専攻科の一般科目および専門共通科目担当教員の専門分野と担当授業科目」

 

 

【一般科目】

職名 氏　　名 学　位 専門分野 専攻科１ 専攻科２ 専攻科３

教授 手島邦夫 博士（文学） 日本語学・日本語史 日本文化論

教授 成田文雄 博士（理学） 微分幾何学 応用数学

教授 岡村澄夫 博士（農学） 応用微生物 環境科学

教授 羽田守夫 工学博士 環境工学 環境科学

准教授 小林　貢 修士（文学） 英文学・英語教育学 応用英語Ⅱ

准教授 金子　淳 博士（学術） アメリカ文学・ドイツ文学 応用英語

准教授 菅原隆行 博士（情報科学） 英語学(生成文法理論・語彙意味論) 応用英語Ⅰ

講師 長井栄二 博士（文学） ドイツ近代史 社会経済史

【専門共通科目】

職名 氏　　名 学　位 専門分野 専攻科１ 専攻科２ 専攻科３

特任教授 柳原昌輝 博士（工学） 画像計測・絶縁材料 ｼｽﾃﾑ情報工学

教授 大上哲郎 博士（工学） 材料力学、塑性加工 応用力学

教授 成田　章 理学博士 物性物理学 固体物性論

教授 落合雄二 博士（工学）
精密加工，超精密加工・生産工学・環境
配慮生産技術

生産ｼｽﾃﾑ工学

准教授 上田　学 博士（理学） 原子核理論 熱・統計力学 量子力学

准教授 石塚眞治 博士（理学） 表面化学 量子力学

講師 上林一彦 博士（理学） 物性物理 ｴﾈﾙｷﾞｰ材料科学

（出典 平成 19 年度授業時間割表から作成）
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資料３－１－③－２「専攻科の専門専攻科目担当教員の専門分野と担当授業科目」 

 

 

【生産システム工学専攻】

職名 氏　　名 学　位 専門分野（非常勤は所属） 専攻科１ 専攻科２ 専攻科３

教授 佐々木　章 博士（工学） 熱工学 熱移動論 数値熱工学

教授 落合雄二 博士（工学）
精密加工，超精密加工・生産工学・
環境配慮生産技術

超精密加工学

教授 茂木良平 博士（工学） 計測工学 振動工学

特任教授 柳原昌輝 博士（工学） 画像計測・絶縁材料 図形・画像工学

教授 宮田克正 工学博士 アンテナ・電磁界解析 電磁波工学

教授 浅野清光 工学博士
電子工学・表面科学・真空工学・超
伝導工学・加速器科学・マイクロ波

電子物性

講師 田中将樹 博士（工学） 電子デバイス ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

教授 成田　章 博士（理学） 物性物理学 磁気工学

准教授 山崎博之 博士（工学） 電気機器工学・電磁界解析 ｴﾈﾙｷﾞｰ変換工学 電気機器学特論

准教授 山本昌志 博士（理学） 電磁気学・電磁場のシミュレーション 電気磁気学特論

非常勤 伊藤　惇 （本校元教授） 高速流体力学

【環境システム工学専攻】

職名 氏　　名 学　位 専門分野（非常勤は所属） 専攻科１ 専攻科２ 専攻科３

教授 船山　齊 博士（工学） 反応工学 反応工学特論 分離工学

教授 須川　浩 理学博士 高分子化学 物質循環工学

准教授 野坂　肇 博士（工学） 無機化学 無機材料論

准教授 上松　仁 博士（工学） 応用生物工学 有機合成学特論

教授 折田仁典 博士（工学） 地域計画学 環境地域計画学

教授 対馬雅己 工学博士 地盤工学 環境地盤工学

教授 堀江　保 博士（工学） 構造力学 複合構造学

准教授 櫻田良治 博士（工学） コンクリート工学 ｺﾝｸﾘｰﾄ工学特論

准教授 水田敏彦 博士（工学） 地震防災学 防災ｼｽﾃﾑ工学

 

 

（出典 平成 19 年度授業時間割表から作成）
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資料３－１－③－３ 「特別研究指導教員の学位および研究テーマ」 
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（出典 平成 19 年度専攻科授業計画，専攻科特別研究教授要項から作成） 
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（分析結果とその根拠理由） 
本校の専攻科課程では，一般科目，専門科目ともに，それぞれ専攻科課程で達成しようとしている

基本的な成果を達成させるために，博士の学位取得者や企業経験のある教員を中心に配置するほか，

十分な研究実績を持つ教員を特別研究指導教員として配置するなど，教育の目的を達成するために必

要な専攻科の授業科目担当教員を適切に配置しているといえる。 
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観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置（例

えば，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴や実務経験への配慮等が考えられる。）

が講じられているか。 

（観点に係る状況） 
観点１－１－①で述べている具体的な教育目標の達成を目指した教育活動を適切に行うために，組

織を構成する人員の特徴は考慮されるべきである。教員の年齢構成については，資料３－１－④－１

「教員年齢構成」からわかるように，特定の範囲の年代に著しく偏ることのない構成となっている。

なお，教員採用には原則として公募制を導入しており，募集の際には応募資格の一つとして年齢の均

衡を図るための条件（年齢）を提示している（後述資料３－２－①－３「教員公募サンプル」参照）。 
また，教員組織の活動をより活発なものとし，質の向上を図るべく，秋田工業高等専門学校教員顕

彰要項（資料３－１－④－２）に基づき，顕著な業績を上げた教員を「校長賞」として表彰している

（資料３－１－④－３）。 
教員の学位の取得状況については，資料３－１－④－４のとおりとなっている。 

 

資料３－１－④－１ 「教員年齢構成」 

 

2%

34%

15%

32%

17%

２０～２９

３０～３９

４０～４９

５０～５９

６０～

 

 

【一般科目】

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

人文科学系 0 0 3 2 2 0 2 0 0 0 9

自然科学系 0 0 4 1 2 0 3 0 2 0 12

計 0 0 7 3 4 0 5 0 2 0 21

【専門科目】

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

機械工学科 0 0 1 0 3 0 5 0 3 0 12

電気情報工学科 1 0 2 0 3 0 3 0 2 0 11

物質工学科 0 0 5 0 0 0 3 0 2 1 11

環境都市工学科 0 0 5 0 0 0 5 0 1 0 11

計 1 0 13 0 6 0 16 0 8 1 45

合　計 66

６０～

６０～

計

1 23 10 21 11

２０～２９ ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９

計
２０～２９ ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９

（出典 総務課資料）
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資料３－１－④－２ 「秋田工業高等専門学校教員顕彰要項」 

 
秋田工業高等専門学校教員顕彰要項 

（目的） 
第１ この要項は，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）における学生教育を中心とした分野及び管

理運営やFD活動において，顕著な業績を上げている教員を顕彰するため，必要な事項を定めるものとする。 
 
 （顕彰基準） 
第２ 本校における教育活動，学生生活指導，地域社会への貢献等において顕著な功績が認められる者及び本校

の名誉となり，又は教職員の模範となる功労があった者とする。 
 
 （賞の名称） 
第３ 賞の名称は，秋田工業高等専門学校校長賞（以下「校長賞」という。）とする。 
 
 （受賞者の決定） 
第４ 受賞者の決定は，校長が行う。 
 
 （校長賞の授与） 
第５ 校長は，受賞者に別紙様式１による校長賞を授与する。 
 
 （副賞） 
第６ 校長は，第５の校長賞に併せて副賞を添えることができるものとし，副賞については，その都度校長が定

める。 
 
 （顕彰の時期） 
第７ 顕彰の時期は，原則として４月開催の教員会議の席上で行う。 
 
 （事務） 
第８ 秋田工業高等専門学校教員顕彰（以下「教員顕彰」という。）に関する事務は，総務課において処理する。

 
 （補則） 
第９ この要項に定めるもののほか，教員顕彰に関し必要な事項は，校長が定める。 
 

附 則 
 この要項は，平成17年３月３日から施行し，平成16年４月１日から適用する。 

 
附 則 

 この要項は，平成19年４月１日から施行する。 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）

 

資料３－１－④－３ 「校長賞」 

受賞年度 所　　属 職　　名 氏　　名

平成１６年度 機械工学科 助教授 土　田　　　一

人文科学系 助教授 菅　原　隆　行

機械工学科 教　授 茂　木　良　平

電気情報工学科 教　授 宮　田　克　正

物質工学科 助　手 佐　藤　徹　雄

環境都市工学科 教　授 対　馬　雅　己

機械工学科 助教授 安　藤　正　昭

電気情報工学科 教　授 柳　原　昌　輝

物質工学科 助　手 佐　藤　徹　雄

環境都市工学科 助教授 恒　松　良　純

平成１７年度

平成１８年度

 

（出典 総務課資料） 



秋田工業高等専門学校 基準３ 

- 66 - 

資料３－１－④－４ 「学位の取得状況」 
 

 

 

（出典 総務課資料） 
 

（分析結果とその根拠理由） 
年齢構成は各学科等の間で若干の差異はあるものの，いずれも各年代にわたりバランスのとれた構

成となっている。教員の採用にあたっては，均衡のある年齢構成となるための条件（年齢）を応募資

格の一つに提示し，均衡ある年齢構成が維持されている。 
また，顕著な業績を上げた教員を評価・表彰するなど，教員組織の活動のさらなる活発化と，質の

向上に取り組んでいる。 
なお，学位取得者の割合は，専門学科と自然科学系を合わせると 77.1％が博士取得者である。さ

らに，人文科学系のそれは 66.6％であるが，修士以上の取得状況で見ると 100％取得者であり，適切

な措置が講じられているといえる。 

 

 

11%

75%

14%

修士

博士

学士

【一般科目】

修　士 博　士

人文科学系 3 6 0 9

自然科学系 1 7 4 12

計 4 13 4 21

【専門科目】

修　士 博　士

機械工学科 2 7 3 12

電気情報工学科 1 9 1 11

物質工学科 0 10 1 11

環境都市工学科 0 11 0 11

計 3 37 5 45

合　計 7 50 9 66

学　士 全教員数

学　　　位
学　士 全教員数

学　　　位
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観点３－２－①： 教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運用

がなされているか。 

（観点に係る状況） 
本校専任教員の任用等（採用・昇任）については，高等専門学校設置基準第 11 条～14 条をふまえ，

「秋田工業高等専門学校人事委員会規則」，「秋田工業高等専門学校教員の選考について」を制定し，

当該規則により実施・運用している（資料３－２－①－１～２）。 
採用は原則として公募によるものとし，公募の必要が生じた時は人事委員会委員長の付託により，

当該公募に関する人事専門委員会が設置され，公募の準備を行う。締め切り後，同専門委員会は各応

募者の適否を検討し，適任と認める候補者数名を選考のうえ，当該候補者の教育評価および研究評価

について審査し，結果を人事委員会委員長に報告する。同委員長はこの報告を受けて第一候補者を決

定し，当該候補者との面接を実施し，結果を人事委員会に報告。その後，人事委員会で当該者の採用

の可否について審議される。 
応募書類には，履歴書のほか，教育・研究実践の業績目録，主要著書・論文の別刷り，高専におけ

る教育・研究についての抱負，推薦書（または応募者について所見を求めることができる者の氏名）

等の提出を義務付けており，教育上の能力については書類選考および面接の際に総合的に考慮，適切

に評価されている（資料３－２－①－３「教員公募サンプル」）。 
昇任についても，当該候補者の履歴書，教育・研究実践の業績目録，主要著書・論文の別刷りによ

り，教育・研究評価について審査している。規則等での整備はされていないが，特に一般科目担当教

員の審査にあたっては，分野によって専門科目担当教員と同様の評価がしづらい面もあるため，研究

業績のみに偏ることなく，本校における教育活動・役職等についても考慮しつつ，総合的な評価を行

っている。 
また，非常勤講師の採用については，秋田工業高等専門学校非常勤講師採用基準（前述資料３－１

－①－３）に基づき，教務委員会で審議の後，校長の承認を得ている。なお，あらかじめ教務主事と

協議することとしており，教育上の能力についても適切に評価されている。 
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資料３－２－①－１「秋田工業高等専門学校人事委員会規則」 
 

秋田工業高等専門学校人事委員会規則 

 

 （設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規定に基づき，秋田工業高等専門学校における教員の人事

に関する事項を審議するため，秋田工業高等専門学校人事委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （組織） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 校長 

 二  主事 

 三  専攻科長 

 四  学科主任等 

 五  事務部長 

 六  その他校長が必要と認める者 

 

 （審議事項） 

第３条 委員会は，校長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 教員人事の方針に関すること。 

 二 教員の採用及び昇任に係る選考に関すること。 

 三 その他教員の人事に関すること。 

 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

 

 （委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させ，意見を聞くことができる。 

 

 （専門委員会） 

第６条 委員会に人事に関する事項を審査するため専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は，委員長の付託を受けて，教員の採用及び昇任に係る選考その他教員の人事に関し審査する。 

 

 （専門委員会委員） 

第７条 専門委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 当該人事に係る学科主任等 

 二  当該人事に係る学科等の教授等 若干人 

 

 （専門委員会委員長） 

第８条 専門委員会に委員長を置き，当該人事に係る学科主任等をもって充てる。 

２ 専門委員会委員長は，専門委員会を招集し，その議長となる。 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，総務課において処理する。 

 

 （雑則） 

第10条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営上必要な事項は，別に定める。 

 

      附 則 

 この規則は，平成13年９月12日から施行する。 

      附 則 

  この規則は，平成17年３月16日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

 

                                       （出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料３－２－①－２ 「秋田工業高等専門学校教員の選考について」 

 

 

秋田工業高等専門学校教員の選考について 

 

                                                             平成 13 年９月 12 日 

                                                   校長裁定 

 

  教員の選考については，高等専門学校設置基準及び秋田工業高等専門学校人事委員会規則に基づき，秋田工

業高等専門学校の判断と見識により，下記のとおり取り扱うこととする。 

  

記 

 

１．教員の選考についての基本的な考え方 

  (1)当該学科等の教育研究に関する現状と将来構想に基づくこと。 

  (2)授業科目及び研究分野を学科等の教育研究構想の中に位置付けて明示すること。 

  (3)教育評価の方法 

   ・授業 

   ・学生指導 

   ・課外活動 

   ・教育論文（高専教育，テクノセンター報告等） 

      ・その他 

  (4)研究評価の方法 

   ・研究論文数 

   ・研究論文の質（必要があれば学外専門家の意見を聴くことができる。） 

      ・その他 

  (5)専攻科担当 

   ・可能な限り博士の学位を有することが望ましい。 

   ・その他 

 

２．採用 

  (1)原則として公募によるものとする。 

  (2)専門委員会は，公募内容に対する各応募者の適否を検討し,適任と認める候補者数名を選考の上,当該候

補者の教育評価及び研究評価について審査し，その結果を人事委員会委員長に報告する。 

 

３．昇任 

  専門委員会は，人事委員会委員長からの付託により，当該候補者の教育評価及び研究評価について審査し，

その結果を人事委員会委員長に報告する。 

 

４．候補者の決定・報告 

  人事委員会委員長は，専門委員会からの報告に対して総合的に判断を加え，第一候補者を決定の上，第一

候補者に対して人事委員会委員長及び人事委員会により選出された委員による面接を行い，その結果を人事

委員会に報告する。 

 

５．採用又は昇任の決定 

  人事委員会は，候補者選考の可否を審議の上，採用又は昇任を決定する。 

 

   附 則 

 この取扱いは，平成 13 年９月 12 日から施行する。 

   附 則 

 この取扱いは，平成 16 年４月１日から施行する。 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料３－２－①－３ 「教員公募サンプル」 
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（出典 総務課資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 
高専における教育を担当するにふさわしい教育上の能力について，然るべき書類審査・面接等，

数次に亘る審査を実施し，適切に評価されている。採用応募者，昇任候補者の提出書類についても

十分な内容となっている。 
また，非常勤講師の採用についても，本校の基準を明確に定めている。 

以上のことから，教員の任用（採用・昇任）については，高等専門学校設置基準を満たしつつ，

本校規則等により明確かつ適切に定め，適切に運用されているといえる。 
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観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され，

実際に評価が行われているか。また，その結果把握された事項に対して適切な取

組がなされているか。 

（観点に係る状況） 
本校の教育活動に関する評価体制は，「教員本人による自己評価」と「学生による授業評価」の

二つの軸で整備されている。前者については，教員業績評価実施要項（資料３－２－②－１）に基

づき，所定の様式により教員自ら作成し，校長に提出することにより評価（毎年 11 月に実施・A～I

の９段階評価）されることとなるが，H および I 評価された教員には校長が面談を行うこととしてい

る。また，この評価内容については，教員の昇給判定の際に考慮されることとなる。 

学生による「授業評価アンケート」は，前述の自己点検・評価実施要項に基づき，平成 13 年度か

ら年１回実施しており，平成 13～15 年度の集計結果は，平成 16 年 12 月報告の「自己点検・評価報

告書」（資料３－２－②－２）に掲載し，また，平成 16，17 年度の調査結果については，平成 18

年９月報告の「『学生による授業アンケート』の対応・課題」（資料３－２－②－３）として冊子

にまとめて公表している。その評価結果は教員個人と学科・系別に取りまとめ，授業内容の改善に

役立てられている。 
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資料３－２－②－１ 「秋田工業高等専門学校教員業績評価実施要項」 

 

 

秋田工業高等専門学校教員業績評価実施要項 

 

                              平成 18 年７月３日 

                          校 長 裁 定 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）における教員の教育水準の向上を図る

ため，教育研究活動等の状況について，本校教員の業績評価（以下「業績評価」という。）を行うために必

要な事項を定める。 

 

（業績評価の項目） 

第２条 業績評価の項目は，別表（様式１号，様式２号）のとおりとする。 

 

（実施方法） 

第３条  業績評価は，教員が現在行っている教育研究活動等について，教員活動報告書（様式１号）及び教員

の活動計画・報告書（様式２号）に基づき，校長が実施する。 

２ 業績評価の方法は，教員の職名別に９段階（A，B，C，D，E，F，G，H，I）に区分して評価する。 

 

（実施時期） 

第４条 業績評価は，毎年 11 月に実施する。 

 

（結果通知） 

第５条 校長は，業績評価を実施したときは，その結果を教員に通知する。 

２ 業績評価の結果，H 及び I に評価された教員は，校長が面談を行うものとする。 

 

（異議申立） 

第６条 業績評価の結果について，教員は前条第一項の通知を受けてから２週間以内に校長へ異議を申し立て

ることができる。 

 

（雑則） 

第７条 この要項に定めるもののほか，業績評価の実施に関し必要な事項は，校長が定める。 

 

   附 則 

 この要項は，平成 18 年７月３日から施行する。 
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様 式 １ 号

教 員 活 動 報 告 書
（平成 年 月～平成 年 月）

提出締切：平成 年 月 日（ ）

学科等名 職 名 氏 名

項 目 記 入 欄

役職①

委員会②

授業科目③

クラブ指導④

⑤ﾛﾎﾞｺﾝ､ﾌﾟﾛｺﾝ､ﾃﾞｻﾞｺﾝ

・研究論文
研究活動 ・総説、解説⑥

・特許
・口頭発表
・科研費
・共同研究
・受託研究
・奨学寄附金
・受賞

研修⑦

外部委員会委員⑧

学協会委員会委員⑨
（支部含む）

編入学試験問題担当・
専攻科入学試験問題担当⑩ ・入学関連

・予備問題担当

その他⑪
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（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 

様式２号

平成 年度 教員の活動計画・報告書

活動計画書の提出：６月中旬
活動報告書の提出：翌年の４月末

学科名 職名 氏名

活動の計画 活動の報告

（本表一枚に簡潔に箇条書きに記載してください ） （計画と対応して記載してください ）。 。

【教育】

【課外活動支援】

【クラス担任教員はクラス運営】

【主事・主事補、館長・館長補、各センター長と学科主任、
学系主任、専攻主任の教員は担当運営】

【研究】

【その他】
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資料３－２－②－２ 「自己点検・評価報告書（目次）」 
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（出典 自己点検・評価報告書－現状と課題（第３回報告書）－） 
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資料３－２－②－３ 「『学生による授業アンケート』の対応・課題（まえがき）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

（出典 「学生による授業アンケート」の対応・課題 平成 16 年度・平成 17 年度版） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育活動に関する評価体制についても，「教員本人による自己評価」と「学生による授業評価」の

２つの軸で整備されており，適切な評価体制になっているといえる。 
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観点３－３－①： 学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等の

教育支援者が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況） 
教育課程を適切に展開するために，本校は事務部組織図（資料３－３－①－１）および技術教育支

援センター構成図（資料３－３－①－２）に示す，事務職員および技術職員が配置されている。技術

職員は，これまで実験実習係として学生課に属していたが，本校において編成された教育課程につい

て，より機能的に支援することと，技術教育支援職員の能力・資質のさらなる向上を目指し，平成

19 年度から技術教育支援センターに配置された。（資料３－３－①－２～３「技術教育支援センタ

ー構成図」，「技術教育支援センター規則」）。 
本校の技術職員は，平成 17 年度から技術教育研究発表会（資料３－３－①－４）を開催するなど，

資質の向上に努めている。なお，科学研究費補助金を獲得している優秀な技術職員もいる。 

 

資料３－３－①－１ 「事務部組織図」 

 

 

（出典 総務課資料） 

職　名 氏 名
事務部長 佐 藤 義 克

総務課 総務課長 長 代 健 児
課長補佐（総務担当） 石 川 清 高
課長補佐（財務担当） 栗 澤 隆 夫

総務係 総務係長 佐 藤 尚 洋
総務主任 大 崎 多鶴子
事務補佐員 藤 原 美奈子

人事係 人事係長 高 橋 朋 子
一般職員 高 橋 篤 志
一般職員 石 井 由 香

学術情報係 学術情報係長 加 藤 浩 貴
学術情報主任 畠 山 祥 子
事務補佐員 佐々木 史 子

財務係 財務係長 原 岡 栄 喜
一般職員 藤 田 大 和

出納係 出納係長 宇佐美 秀 樹
出納主任 斎 藤 恵 美
事務補佐員 中 川 恵理子

調達施設係 調達施設係長 秋 元 栄 一
調達施設主任 熊 澤 聡 美
一般職員 日 景 　　玄
技術職員 杉 渕 　　望

企画室 企画室長 石 川 清 高 （総務課長補佐兼務）
企画係長 伊 藤 俊 治
事務補佐員 沓 沢 しのぶ

学生課 学生課長 工 藤 美 明
課長補佐 金 谷 栄 光

学生支援係 学生支援係長 佐々木 次 男
一般職員 鈴 木 理恵子
看護師 若 木 宗 子
事務補佐員 浅 野 志 生

教務係 教務係長 佐々木 繁 男
一般職員 丸 山 貴 生
一般職員 髙 橋 良 輔

寮務係 寮務係長 武 藤 幸 男
栄養士 猿 田 啓 子
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資料３－３－①－２ 「技術教育支援センター構成図」 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（出典 総務課資料） 

職　名 氏 名
センター長 成 田 文 雄

技術長 樋 渡 久 孝

技術専門員
生産システム支援グループ長

技術専門職員 足 利 一 司
技術専門職員 杉 沢 久 雄
技術専門職員 齋 藤 輝 雄
技術職員 松 田 英 昭
技術職員 岡 部 克 利
技術職員 阿 部 慶 子
技術補佐員 鎌 田 勝 治

環境システム支援グループ長

技術専門職員
技術専門職員 米 谷 　　裕
技術専門職員 伊 藤 　　恵
技術職員 花 田 智 秋
技術職員 大 塚 　　恵
技術補佐員 伊 藤 正 治

堅固山　幸　治

上　杉　良　市
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資料３－３－①－３ 「技術教育支援センター規則」 

 

 

秋田工業高等専門学校技術教育支援センター規則 

 

（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校学則第 52 条の４第２項の規定に基づき，秋田工業高等専門学校技術教育支援セン

ター（以下「技術教育支援センター」という。）の組織運営についてはこの規則の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 技術教育支援センターは，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育研究支援体制の充実

に資するため，本校の技術に関する専門的業務を円滑かつ効率的に処理し，技術教育支援職員の能力及び資質

向上を図ることを目的とする。 

（組織） 

第３条 技術教育支援センターは，技術教育支援センター長（以下「センター長」という。），技術長，支援グ

ループ長，技術専門員，技術専門職員及び技術職員をもって組織する。 

２ 技術教育支援センターに，次のグループを置く。 

(1)  生産システム支援グループ 

（機械・電気電子・情報系） 

(2)  環境システム支援グループ 

（物質・化学・環境系） 

（業務） 

第４条 技術教育支援センターは，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 学生の実験・実習及び卒業研究・特別研究等における技術支援に関すること 

二  教員の教育研究活動に伴う技術支援に関すること 

三  情報処理センター，地域共同テクノセンター，工業技術実習センター及び実習工場への技術支援に関すること 

四 地域連携活動に伴う技術支援に関すること 

五  公開講座，体験入学等の学校行事への技術支援に関すること 

六 技術の継承及び保存，技術向上並びに技術教育支援のための技術研修に関すること 

七 実験室等の共通機器等の保守・管理及び災害事故防止に関すること 

八 その他技術教育支援センターの目的達成のための必要な事項に関すること 

（センター長） 

第５条 センター長は，本校教員のうちから校長が任命する。 

２ センター長は，技術教育支援センターの業務を掌理する。 

３ センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター

長の任期は，前任者の残任期間とする。 

（技術長） 

第６条 技術長は，技術専門員及び技術専門職員のうちから校長が任命する。 

２ 技術長は，上司の命を受け，技術教育支援センターの業務の総括及び業務に関する企画調整を行う。 

３ 技術長は，技術教育支援センターの職員の職務遂行に必要な知識及び技術等を修得させ，職員の能力及び資

質等を向上させる内容の研修に努めなければならない。 

（支援グループ長） 

第７条 支援グループ長は，技術専門職員のうちから校長が任命する。 

２ 支援グループ長は，上司の命を受け，当該グループの業務に関して必要な連絡調整を行う。 

３ 支援グループ長は，当該グループに所属する職員の能力及び資質の向上に努めなければならない。 

（運営委員会） 

第８条 技術教育支援センターの運営及び業務を円滑に行うため，秋田工業高等専門学校技術教育支援センター

運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会に関する事項は，別に定める。 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか，技術教育支援センターに関し必要な事項は，別に定める。 

 

    附 則 

 この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料３－３－①－４ 「技術教育研究発表会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

効率的な人員配置により，教育課程を展開するために必要な事務職員，技術職員等の教育支援者が

適切に配置され，少人数ながらも水準の高い教育支援体制が保たれているといえる。 
また，技術職員は技術発表会を開催するなど，資質の向上に努めており，科学研究費補助金を獲得

している優秀な技術職員もいる。 
 
（２）優れた点及び改善を要する点 
（優れた点） 
教育活動に関する評価体制について，「教員本人による自己評価」と「学生による授業評価」の２

つの軸で整備されており，適切な評価体制になっている。 

 
（改善を要する点） 

特になし。 
 
（３）基準３の自己評価の概要 

一般科目担当教員および専門科目担当教員の構成は，高等専門学校設置基準の要件を満たしつつ，

本校教育課程の編成に照らしてバランス良く配置している。 

一般科目担当教員は，数学，物理，化学に重点的に配置するなど，本校の教育目標に沿った教員

配置を行っている。 
専門科目担当教員は，本校が目指す人材像「生産技術や製品開発に求められる専門的知識や技術，

与えられた問題を解決する能力を有する実践的技術者」を養成するために，学位取得者，企業経験

者を各学科に複数配置している。 
本校の専攻科課程では，一般科目，専門科目ともに，それぞれ専攻科課程で達成しようとしてい

る基本的な成果を達成するために，博士の学位取得者や企業経験のある教員を中心に配置するほか，

十分な研究実績を持つ教員を特別研究指導教員として配置している。 
教員の年齢構成は各学科等の間で若干の差異はあるものの，いずれも各年代にわたりバランスの

とれた構成となっている。教員の採用にあたっては，均衡のある年齢構成となるための条件（年齢）

を応募資格の一つに提示し，均衡ある年齢構成が維持されている。また，顕著な業績を上げた教員

を評価・表彰するなど，教員組織の活動のさらなる活発化と，質の向上に取り組んでいる。 
高専における教育を担当するにふさわしい教育上の能力について，然るべき書類審査・面接等，

数次に亘る審査を実施し，適切に評価されている。また，非常勤講師の採用についても，本校の基

準を明確に定めている。 

教育活動に関する評価体制についても，「教員本人による自己評価」と「学生による授業評価」

の２つの軸で整備されており，適切な評価体制になっている。 

効率的な人員配置により，教育課程を展開するために必要な事務職員，技術職員等の教育支援者

が適切に配置され，少人数ながらも水準の高い教育支援体制が保たれているといえる。また，技術

職員は技術発表会を開催するなど，資質の向上に努めている。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学者

選抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の基本方

針などが記載された入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定め

られ，学校の教職員に周知されているか。また，将来の学生を含め社会に公表さ

れているか。 

（観点に係る状況） 

理数系の科目に興味を持ち，ものづくりに関心があり，工学に対する勉学意欲と適性を持った学

生の受け入れのために，本校ではホームページに記載しているとおり，アドミッション・ポリシー

を明確に定めている（資料４－１－①－１）。 

アドミッション・ポリシーはホームページのほか，募集要項，学校案内(中学生の皆さんへ）等の

冊子にも記載しており，教職員にも周知を図っている。 

アドミッション・ポリシーの本校教職員への周知の状況を，アンケートにより確認した結果，常

勤の教員の認識率は 100％であり，内 85％が内容をほぼ理解していると回答している。職員では認

識率は 82％であり，その内約 60％が内容をほぼ理解しているといえる。しかし，非常勤講師では認

識率が下がり 40％台に留まったため，今後のより一層の周知の努力を継続して行う必要がある。（資

料４－１－①－２）。 

 

資料４－１－①－１ 「アドミッション・ポリシー（準学士課程および専攻科課程）」 

 

本校では，次のような人を求めています。 

  本科のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

1. 理数系の科目に興味のある人  

2. 新しいことを知りたい，理解したいという学習意欲があり，自ら新しいことを考え出す
など，創造性豊かな人  

3. 自ら新しいことに取り組むなど，企画力に富みチャレンジ精神旺盛な人  

4. ものづくりに関心がある人 

  専攻科のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

1. 基礎専門学力を有し，創造力豊かな実践的技術を修得する意欲のある人 
   

2. 複合領域の科学技術に興味を持ち，技術開発に対して意欲のある人 
   

3. 技術者倫理を身につけ，地域及び社会に貢献したい人 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校ホームページ） 



秋田工業高等専門学校 基準４ 

- 87 - 

資料４－１－①－２ 「アドミッション・ポリシーに関するアンケート結果」 

 

Q6 秋田高専のアドミッションポリシーを知っていますか？（教員） 

0%0%
15%

31%

54%

1　全く知らない

2　聞いたことや読んだことは
あるが，全く覚えていない

3　ある程度分かる

4　大体の内容は分かる

5　十分知っている

 

 

Q6 秋田高専のアドミッションポリシーを知っていますか？（非常勤職員） 

58%

0%

14%

14%

14% 1　全く知らない

2　聞いたことや読んだことは
あるが，全く覚えていない

3　ある程度分かる

4　大体の内容は分かる

5　十分知っている

 

 

Q6 秋田高専のアドミッションポリシーを知っていますか？（職員） 

8%

10%

23%

25%

34%

1　全く知らない

2　聞いたことや読んだこと
はあるが，全く覚えていない

3　ある程度分かる

4　大体の内容は分かる

5　十分知っている

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.５・７・９） 

回答数：48 人

回答数：７人

回答数：40 人
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＜準学士課程＞ 

本校のアドミッション・ポリシーは，入学者募集要項（資料４－１－①－３）とホームページへの

掲載により，広く社会に公表されている。入試関連情報および本校の概要についての刊行物を，秋田

県内の全中学校に配布しており，特に将来の学生に対するアドミッション・ポリシーの周知に努めて

いる。さらに，校長，教務主事，教務主事補，教務委員が中心となって秋田県内の中学校への訪問を

行い，進学に関する説明，アドミッション・ポリシーの周知を行っている。平成 18 年度は 81 校の中

学校への訪問を実施した（資料４－１－①－４）。 

また，中学校の生徒，保護者，教員に向けた進学説明会を，毎年 11 月頃本校および市中央部のアト

リオンで開催し，募集要項とともにアドミッション・ポリシーの説明を行っている。また，10 月頃に

市内各高校が参加して行われる「親子の進路相談会」にも参加し，積極的に入試情報・アドミッショ

ン・ポリシーの周知に努めている。 

10 月下旬に，本校の１日体験入学を中学校生徒向けに実施している（資料４－１－①－５）。生徒

の付き添いとして中学校教員，保護者も参加していることから，進学相談コーナーを設け，進学・入

学試験に関する相談を行っている。平成 18 年度は 53 校の中学校から参加があり，生徒は 153 名，中

学校教員は８名，保護者は 65 名の参加があった。 

以上のように，中学校訪問，進学説明会等において，本校のアドミッション・ポリシーを説明し，

理工系の知識，技術の修得を希望する中学生に受験を勧めてほしいとのお願いをしている。 

また，高等学校からの編入学は，工業高等学校，総合高等学校および普通高等学校の卒業予定者を

対象としている（資料４－１－①－６）。入試情報ならびに本校の特徴についての周知を図るため，

編入学生募集要項を秋田県内の全高等学校に配布している。ホームページでも募集要項の概要を公開

している。教務主事，教務主事補が県内工業高校等へ訪問して，中学校訪問と同様の進学に関する説

明，アドミッション・ポリシーの概要についての周知を行っている。平成 18 年度は８校の工業高校へ

の訪問を実施した。 

 

＜専攻科課程＞ 

専攻科募集要項に，専攻科入学生に対するアドミッション・ポリシーは明記されており（資料４－

１－①－７），幅広い人材の確保のために，北海道，東北の各高専まで募集要項を送付し周知に努め

ている。 
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資料４－１－①－３ 「入学者募集要項」 

 

 

（出典 平成 19 年度入学者募集要項・入学案内） 
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資料４－１－①－４ 「平成 18 年度中学校訪問実施状況」 

 

 

（出典 学生課教務係資料から抜粋） 
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資料４－１－①－５ 「平成 18 年度一日体験入学・進学説明会の参加申し込み状況」 

 

 

 

（出典 平成 18 年度 １日体験入学のしおり）
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資料４－１－①－６ 「編入学生募集要項」 

 

 

 

 

 

（出典 平成 20 年度編入学生募集要項） 
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資料４－１－①－７ 「専攻科学生募集要項」 

 

（出典 平成 20 年度専攻科学生募集要項） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校のアドミッション・ポリシーは明確に定められている。入学者募集要項，ホームページにお

いても公開されている。 

本校の教職員には，資料配布，教員会議などでアドミッション・ポリシーの内容を周知するとと

もに，アンケート調査により周知状況を確認している。 

アドミッション・ポリシーの周知と公表のため，入学試験関係資料等を秋田県内の中学校および

工業高校に配布するとともに，直接中学校および工業高校を訪問し説明している。また，募集要項

は本校ホームページに公開し，選抜方法，アドミッション・ポリシー等について記載している。専

攻科に関しては北海道，東北の各高専に募集要項を送付し周知に努めている。 

以上のことから，将来の学生を含め，アドミッション・ポリシーを社会に公表しているといえる。 
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観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

＜準学士課程＞ 

準学士課程の入学試験は，推薦選抜と学力選抜を実施している（前述資料４－１－①－３）。推

薦選抜ではアドミッション・ポリシーに基づき，推薦基準を「数学・理科の成績が優秀な者」とし

ている（資料４－２－①－１）。推薦選抜では中学校長から推薦のあった者に対し作文，面接を行

い，募集定員の 40％程度を合格させている（前述資料４－１－①－３）。その際，推薦書，調査書，

作文および面接結果の総合判定に基づき，入学者選抜委員会にて合否を決定している。学力選抜の

学力検査は，全国の国立高等専門学校の共通試験を用いた，英語・数学・国語・理科の４科目で実

施している。この試験問題および解答は試験当日公開するとともに，ホームページ上でも公開して

いる。入学者の選抜は，学力検査，調査書および面接結果の総合判定に基づき，入学者選抜委員会

にて合否を決定している。なお，本校の求める学生の受け入れを目的に，推薦選抜，学力選抜いず

れにおいても，面接でアドミッション・ポリシーに沿った質問を行っている。  

第４学年への編入学試験は，編入学者募集要項に従って行っている。工業高等学校，総合高等学

校および普通高等学校の卒業予定者および卒業生を対象としていることから，学力検査科目は，数

学，英語，専門学科科目，または数学，英語，理科（物理および化学）としている。面接では，本

校の求める学生の受け入れを目的に，アドミッション・ポリシーに沿った質問を行っている。学力

検査の成績，在籍（出身）高等学校からの調査書および面接の総合判定に基づいて，入学者選抜委

員会にて合否を決定している（資料４－２－①－２）。 

 

＜専攻科課程＞ 

専攻科課程の入学試験は，推薦選抜と学力選抜，社会人特別選抜を実施している（前述資料４－

１－①－７）。推薦選抜では，口頭試問と面接，出身校からの調査書および推薦書の内容を総合的

に判定する。合否は，専攻科入学者選抜委員会にて決定される。学力選抜は，筆記試験による学力

検査と面接，出身校からの調査書を総合的に判断する。合否は，専攻科入学者選抜委員会にて決定

される。学力検査科目は，英語，数学，および各学科の専門科目である。この試験問題は試験当日

公開するとともに，ホームページ上でも公開している。社会人特別選抜は，口頭試問と面接，所属

長からの推薦書，出身学校長からの調査書を総合的に判断する。なお，本校の求める学生の受け入

れを目的に，推薦選抜，学力選抜いずれにおいても，面接でアドミッション・ポリシーに沿った質

問を行っている。 
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資料４－２－①－１ 「推薦による入学者選抜」 

 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度入学者募集要項・入学案内） 
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資料４－２－①－２ 「編入学生の選抜」 

 

 

 

 

（出典 平成 20 年度編入学生募集要項） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受け入れ方法を採用しており，入学者選抜を適

切に実施しているといえる。 

準学士課程では，学生募集要項に従って推薦選抜と学力選抜を行っている。推薦選抜では，アド

ミッション・ポリシーに沿った推薦基準を設け，適切な学生の受け入れ方法を採用している。また，

面接においてもアドミッション・ポリシーに沿った質問を行い，本校の求める学生の受け入れに努

めており，募集要項に従った入学者選抜を適切に実施している。 

専攻科課程では，準学士課程と同様に推薦選抜および学力選抜だけでなく，社会人特別選抜を行

っており，広く門戸を開放している。また，面接においてもアドミッション・ポリシーに沿った質

問を行い，本校の求める学生の受け入れに努めている。 
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観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立ててい

るか。 

（観点に係る状況） 

アドミッション・ポリシーに沿った学生の受け入れと改善は，入学者選抜委員会（資料４－２－

②－１～２）が行う。アドミッション・ポリシーに沿った学生を優先的に確保する目的で，準学士

課程推薦入試では，中学校一校あたりの推薦枠の見直し，ならびに推薦者数の制限撤廃などについ

て改善を行った。 

アドミッション・ポリシーに沿った学生の受け入れが行われているかどうかについては，推薦入

学追跡調査専門委員会（資料４－２－②－３）において，平成 18 年度５月に推薦入学者の追跡調査

を行った。その調査結果を入学者選抜の改善に役立てている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

これまで準学士課程推薦入試では，中学校一校あたりの推薦枠の見直し，ならびに推薦者数の制

限撤廃などについて改善を重ね，アドミッション・ポリシーに沿った学生の受け入れを図っている。

アドミッション・ポリシーに沿った学生の受け入れが行われているかどうかについては，推薦入学

者の追跡調査を行い検証しており，入学者選抜の改善に役立てているといえる。 
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資料４－２－②－１ 「秋田工業高等専門学校入学者選抜委員会規則」 

 

 

秋田工業高等専門学校入学者選抜委員会規則 

 

 

 （設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校学則第17条第１項及び第18条に定める本科入学者選抜に関する事項を審議

するため，秋田工業高等専門学校入学者選抜委員会（以下「委員会という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 学生の募集に関すること。 

 二 学力検査による選抜に関すること。 

 三 推薦による選抜に関すること。 

 四 編入学試験の実施に関すること。 

 五 合格判定に関すること。 

 六 その他入学者選抜の必要な事項に関すること。 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 校長 

 二 教務主事，学生主事及び寮務主事 

 三 各学科主任等 

 四 事務部長 

 五 学生課長 

 六 その他校長が必要と認めた者 

 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は校長とし，副委員長は教務主事とする。  

３ 委員長は委員会を招集し，その議長となる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときはその職務を行う。 

 

 （委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。 

 

 （専門部会） 

第６条 委員会に，特定の事項を調査・検討するため，専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の部会長及び委員は校長が指名する。 

 

 （庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は，学生課において処理する。 

 

 （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営上必要な事項は，別に定める。 

  

   附 則 

 この規程は、平成６年４月６日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成14年12月11日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料４－２－②－２ 「入学者選抜委員会議事録」 

 

 

 

 

（出典 学生課教務係資料） 
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資料４－２－②－３ 「推薦入学追跡調査報告書」 

 

 

 

 

 

（出典 学生課教務係資料） 
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観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定

員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況） 

入学者選抜委員会では，実入学者が適正になるよう配慮しているので，入学定員を大幅に越える，

または大幅に下回る状況ではない。過去５年間で，定員 40 人に対して，実入学者数が 大５人上回

ったことがある（資料４－３－①－１）。一方，下回ったことはない。入学者選抜試験実施後，受

験者数と倍率などを検討し，次年度の入学試験へ向けて改善を図っている。 

専攻科入学者数は，過去５年間で 21 名，27 名，17 名，18 名，29 名となっており，16 名の定員

に対して定員オーバーがあるものの，下回る状況にはなっていない。入学定員をオーバーしても，

専攻科担当教員が指導できる状況にあり問題はない。 

 

資料４－３－①－１ 「過去５年間の入学志願者数および入学者数」 

（出典 平成 18 年度学校要覧） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程では実入学者数が入学定員を大幅に超える，または大幅に下回る状況にはなっていな

い。過去５年間に，実入学者数が定員を５人上回ったケースがあるが，大幅に超えたことはない。

また，定員を下回ったこともない。 

専攻科課程では入学者数が定員を超える状況になっているが，十分な教育指導体制をとっていて，

指導時間の確保ができている。また，本校は JABEE の認定を受け合格していることから，今後専攻

科志望学生の増加が予想される。将来的には，定員増をふまえた検討が必要となる。 



秋田工業高等専門学校 基準４ 

- 102 - 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

本校のアドミッション・ポリシーは，本校ホームページ，募集要項において公開されている。ま

た，秋田県全域の中学校訪問，秋田県中央部での進学説明会などを開催し，中学校の生徒，保護者，

教員への周知を行っている。また，本校の求める学生の受け入れを目的に，推薦選抜，学力選抜い

ずれにおいても，面接でアドミッション・ポリシーに沿った質問を行っている。アドミッション・

ポリシーに沿った学生の受け入れが行われているかどうかについては，推薦入学追跡調査専門委員

会において，平成 18 年５月から推薦入学者の追跡調査を行った。その調査結果を入学者選抜の改善

に役立てている。 

実入学者数に関しては，入学定員を大幅に超える，または下回ることはなく，入学定員と実入学

者数との関係の適正化が図られている。 

 

（改善を要する点） 

今後は学力入学者についても追跡調査を行うなど，さらに入学者受け入れ方法の改善を行う必要

がある。 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

本校のアドミッション・ポリシーは，本校ホームページにおいて公開されており，中学校訪問，

入試説明会等でも直接的に周知・公表されている。学生の受け入れ方針としては，アドミッション・

ポリシーに基づき，数学，理科が好きで，ものづくりに興味がある，工学系に適した学生の受け入

れに努めている。 

入学者選抜については，準学士課程では推薦選抜，学力選抜が実施されている。推薦選抜におい

ては，理工系学生の基礎となる数学，理科の成績が優秀であることを推薦条件としており，アドミ

ッション・ポリシーに沿って，適切な学生の受け入れ方法を採用している。推薦選抜，学力選抜い

ずれにおいても，本校の求める学生の受け入れを目的に，面接でアドミッション・ポリシーに沿っ

た質問を行っている。また，募集要項に従った入学者選抜を適切に実施している。アドミッション・

ポリシーに沿った学生の受け入れが行われているかどうかについては，推薦入学追跡調査専門委員

会において，平成 18 年５月から推薦入学者の追跡調査を行った。その調査結果を入学者選抜の改善

に役立てている。 

専攻科課程では，準学士課程と同様に推薦選抜および学力選抜だけでなく，社会人特別選抜を行

っており，広く門戸を開放している。また，面接においてアドミッション・ポリシーに沿った質問

を行い，本校の求める学生の受け入れに努めている。 

入学者数に関しては，準学士課程は適正な人数となっており問題はない。専攻科課程は定員を超

える状況になっているが，十分な教員組織で対応ができている。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（例えば，一般科目

及び専門科目のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。）され，

教育課程が体系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課

程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている

か。 

（観点に係る状況） 

本校の準学士課程の使命は「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力の育成」であり，養成

しようとしている人材像は「実践的かつ専門的な知識と技術を有する実践的技術者」である。この

目的のために，機械工学科・電気情報工学科・物質工学科・環境都市工学科を設置している。各学

科に応じた内容を，中学校卒業後５年一貫教育で学ぶ。中学校卒業生を対象にすることから，工学

の専門分野に段階的に慣れるような教育体系としている。低学年では一般科目を多くし，徐々に専

門科目を多く配置している（資料５－１－①－１～５）。一般科目は工学共通の基礎科目や教養科目

で，全ての学科で同一の学修を行う。本校の目的に照らした各学科の教育課程の体系性と科目系統

図を，資料５－１－①－６～９に示す。 

本校の目的（達成しようとする基本的な成果）のうち，「(A)自らの意思を的確に表現し行動でき

る能力，知識を整理し総合化できる能力，技術者倫理等，人間としての素養を年齢の発達段階に応

じて修得する」に沿って，特別活動を第１学年から第３学年までに 90 単位時間配置し，人間として

の豊かな素養の育成に資している。また，技術者としての教養，かつ技術者としての社会的責任を

自覚できるように，第４学年と第５学年に人文科学系の必修，選択科目を設定している（資料５－

１－①－１，６～９）。 

本校の目的（達成しようとする基本的な成果）のうち，「(B)工学基礎としての自然科学系科目を

理解する」に沿って，自然科学系の数学，物理，化学，生物に関しては，第１学年から第５学年ま

で必修，選択科目が設定されており，低学年では基礎的な内容を身につけさせ，高学年では専門的

な内容を身につけさせるよう科目を構成している（資料５－１－①－１，６～９）。 

本校の目的（達成しようとする基本的な成果）のうち，「(C)世界の多様な国・地域の歴史・伝統・

文化を理解する能力，互いの意思の疎通ができる実践的な英語能力を修得する」に沿って，英語教

育に関しては，低学年に基礎的授業を中心とした授業科目を配置し，高学年になるにつれて専門性

を高めた授業や会話力の育成を図るよう科目を構成している（資料５－１－①－１，６～９）。 

本校の目的（達成しようとする基本的な成果）のうち，「(D)実践的かつ専門的な知識と技術の基

礎となる専門基礎学力を修得する」，「(E)教養教育による工学基礎および専門基礎を土台とし，現

象・動作を具体的に理解できる実践的な能力を修得する」，「(F)問題・課題解決のための方法・手段

を模索し，実行できる能力を身につける」に沿って，専門科目では各学科とも学年の進行に伴って，

基礎的な科目から専門的な科目へと段階的に配置されると同時に，実験・実習科目が適切に配置さ

れている（資料５－１－①－２～５）。教育課程の体系と科目の流れを図に示す（資料５－１－①－

６～９）。さらに，第４～５学年においては学修単位科目を設定し，自学自習の時間を設けて，自分

で考え行動する実践的な技術者の育成に取り組んでいる（資料５－１－①－２～５）。 

授業内容は，学校の目的に沿うとともに，社会の要求する水準を考慮し決めている。毎年全てシ
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ラバスを更新することにより，授業内容の見直しを図っている（資料５－１－①－10）。 

 

資料５－１－①－１ 「一般科目教育課程カリキュラム表（平成 18 年度以降入学者）」 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.94）
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資料５－１－①－２ 「機械工学科教育課程カリキュラム表（平成 18 年度以降入学者）」 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.97）
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資料５－１－①－３ 「電気情報工学科教育課程カリキュラム表（平成 18 年度以降入学者）」 

 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.102）
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資料５－１－①－４ 「物質工学科教育課程カリキュラム表（平成 18 年度以降入学者）」 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.106）
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資料５－１－①－５ 「環境都市工学科教育課程カリキュラム表（平成 18 年度以降入学者）」 

 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.109）
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資料５－１－①－６ 「機械工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成 18 年度以降入学者）」 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

授業科目名
（必は必修科目、選は選択科目、数字は単位数、※は学修単位）達成しようとしている

基本的な成果

（Ａ）

自らの意思を的確に表
現し行動できる能力、
知識を整理し構造総合
化できる能力,技術者
倫理等、人間としての
素養を年齢の発達段階
に応じて修得する。

（Ｂ）

工学基礎としての自然
科学系科目を深く理解

する。

（Ｃ）
世界の多様な国・地域
の歴史・伝統・文化を
理解する能力、互いの
意思の疎通ができる実
践的な英語能力を修得
する。

（Ｄ）

実践的かつ専門的な知
識と技術の基礎となる
専門基礎学力を修得す
る。

（Ｅ）
教養教育による工学基礎
および専門基礎を土台と
し、現象・動作を具体的
に理解できる実践的な能
力を修得する。

（Ｆ）
問題・課題の解決のた
めの方法・手段を模索
し、実行できる能力を
身につける。

機械工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成１８年度以降入学者）

卒業研究(必９)  基礎研究(必２)  

応用解析Ⅰ(必２※)  

応用解析Ⅱ(必２※)  

現代応用物理学(必２※)  

応用解析Ⅲ(選１※)  

工業力学(必１)  

基礎材料力学(必１)  

機械設計基礎(必１)  

機械製図Ⅰ(必２)  機械製図Ⅱ(必２)  機械製図Ⅲ(必２)  

工作実習Ⅰ(必３)  工作実習Ⅱ(必３)  

コンピュータ製図(必１)  

電気工学Ⅰ(必１)  電気工学Ⅱ(必１)  

電子基礎(必１)  

情報処理Ⅰ(必１)  情報処理Ⅱ(必２)  情報処理Ⅲ(必１)  

機械加工学(必２※)  

機械力学Ⅰ(必２※)  

流体工学Ⅲ(必２※)  

制御工学Ⅰ(必２※)  

電子応用(必１※)  

材料工学Ⅰ(必１※)  

機械設計(必１※)  

熱工学(必１※)  

内燃機関Ⅰ(必１※)  

機械力学Ⅱ(必１※)  

設計製図Ⅰ(必２※)  設計製図Ⅱ(必２※)  

工学実験Ⅰ(必２※)  工学実験Ⅱ(必２※)  

環境工学(選１)  

校外実習Ａ(選１)  

校外実習Ｂ(選２)  

材料工学Ⅱ(選１※)  

機械力学Ⅲ(選１※)  

制御工学Ⅱ(選１※)  

ロボット工学(選１※)  

内燃機関Ⅱ(選１※)  

工作機械(選１※)  

流体機械(選１※)  

計測工学(選１※)  

機械製作法(必２)  

計算力学(必２※)  

材料学(必２)  

創造設計製作(必２)  

日本語表現(必２)  

基礎解析(必２)  

物理Ⅰ(必３)  物理Ⅱ(必１)  

英語Ⅰ(必４)  英語Ⅱ(必４)  英語Ⅲ(必４)  総合英語Ⅰ(必２)  総合英語Ⅱ(必２)  

独語(必２)  

応用化学(選１)  

上級英語(選１)  

国語ⅠA（必２）

政治経済(必１)  

人類史Ⅰ(必２)  人類史Ⅱ(必２)  

科学技術史(必１)  

技術者倫理(必１)  

教養ゼミナール(必１)  

科学技術社会史(選１)  

国語Ⅱ(必２)  国語Ⅲ(必２)  

現代社会(必２)  

社会と文化(選１)  

国語ⅠB（必２）

保健体育Ⅰ(必２)  保健体育Ⅱ(必２)  保健体育Ⅲ(必２)  スポーツ教育Ⅰ(必１)  スポーツ教育Ⅱ(必１)  

基礎数学Ⅲ(必２)  

微分積分学Ⅰ(必４)  微分積分学Ⅱ(必３)  

化学Ⅰ(必３)  化学Ⅰ(必２)  

生物(選１)  

応用物理（必２）

基礎数学Ⅰ(必４)  

基礎数学Ⅱ(必２)  

教養ゼミナール(必１)  

英語LL演習(必２)  英語会話(必２)  

材料力学Ⅰ(必２※)  

材料力学Ⅱ(必１※)  

工業熱力学Ⅰ(必２※)  

工業熱力学Ⅱ(必１※)  

流体工学Ⅰ(必２※)  

流体工学Ⅱ(必１※)  

芸術Ⅰ(必１) 芸術Ⅱ(必１)

（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.６）
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資料５－１－①－７ 「電気情報工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成18年度以降入学者）」

 

（出典 平成 19 年度 授業計画電気情報工学科 p.９）

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

授業科目名
（必は必修科目、選は選択科目、数字は単位数、※は学修単位）達成しようとしている

基本的な成果

電気情報工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成１８年度以降入学者）

基礎電気磁気学(必２)  

ものづくり工作実習(必２)  基礎工学実験(必３)  電気情報基礎実験(必３)  

情報処理基礎(必２)  

論理回路(必１)  

情報処理応用(必２)  

卒業研究(必９)  

電気機器学(必２)  電気機械変換工学(必２)  

コンピュータ基礎(必２)  

基礎研究(必２)  

電気磁気学(必２※)  

回路網理論(必２※)  

電気法規(必２※)  

基礎制御工学(必２※)  制御システム工学(必２※)  

電子回路(必２※)  

ＩＣ応用回路(必２※)  

工業英語(必２※)  

ソフトウェア工学(必２※)  

半導体工学(必２※)  物性工学(必２※)  

電波工学(必２※)  

電気情報工学実験
Ⅰ(必２※)  

電気情報工学実験
Ⅱ(必２※)  

ＩＣ応用回路演習(選２)  ソフトウェア工学演習(選２)  

電力工学(選２)  

環境工学(選１)  

電気計測(必１)  

電子デバイス工学(必２)  

電気回路Ⅰ(必２)  電気回路Ⅱ(必２)  

電気製図(必２)  

電気基礎(必２)  

センサ工学(選２)  

Cシミュレーション(必２)

校外実習A(選１)  

校外実習B(選２)  

（Ａ）

自らの意思を的確に表
現し行動できる能力、
知識を整理し構造総合
化できる能力,技術者
倫理等、人間としての
素養を年齢の発達段階
に応じて修得する。

（Ｂ）

工学基礎としての自然
科学系科目を深く理解

する。

（Ｃ）

世界の多様な国・地域
の歴史・伝統・文化を
理解する能力、互いの
意思の疎通ができる実
践的な英語能力を修得
する。

（Ｄ）

実践的かつ専門的な知
識と技術の基礎となる
専門基礎学力を修得す
る。

（Ｅ）
教養教育による工学基礎
および専門基礎を土台と
し、現象・動作を具体的
に理解できる実践的な能
力を修得する。

（Ｆ）
問題・課題の解決のた
めの方法・手段を模索
し、実行できる能力を
身につける。

応用解析Ⅰ(必２※)  

応用解析Ⅱ(必２※)  

現代応用物理学(必２※)  

応用解析Ⅲ(選１※)  

日本語表現(必２)  

基礎解析(必２)  

物理Ⅰ(必３)  物理Ⅱ(必１)  

英語Ⅰ(必４)  英語Ⅱ(必４)  英語Ⅲ(必４)  総合英語Ⅰ(必２)  総合英語Ⅱ(必２)  

独語(必２)  

応用化学(選１)  

上級英語(選１)  

国語ⅠA（必２）

政治経済(必１)  

人類史Ⅰ(必２)  人類史Ⅱ(必２)  

科学技術史(必１)  

技術者倫理(必１)  

教養ゼミナール(必１)  

科学技術社会史(選１)  

国語Ⅱ(必２)  国語Ⅲ(必２)  

現代社会(必２)  

芸術Ⅰ(必１)

社会と文化(選１)  

国語ⅠB（必２）

芸術Ⅱ(必１)

保健体育Ⅰ(必２)  保健体育Ⅱ(必２)  保健体育Ⅲ(必２)  スポーツ教育Ⅰ(必１)  スポーツ教育Ⅱ(必１)  

基礎数学Ⅲ(必２)  

微分積分学Ⅰ(必４)  微分積分学Ⅱ(必３)  

化学Ⅰ(必３)  化学Ⅰ(必２)  

生物(選１)  

応用物理（必２）

基礎数学Ⅰ(必４)  

基礎数学Ⅱ(必２)  

教養ゼミナール(必１)  

英語LL演習(必２)  英語会話(必２)  
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資料５－１－①－８ 「物質工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成 18 年度以降入学者）」

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

達成しようとしている
基本的な成果

（Ａ）

自らの意思を的確に表
現し行動できる能力、
知識を整理し構造総合
化できる能力,技術者
倫理等、人間としての
素養を年齢の発達段階
に応じて修得する。

（Ｂ）

工学基礎としての自然
科学系科目を深く理解

する。

（Ｃ）

世界の多様な国・地域
の歴史・伝統・文化を
理解する能力、互いの
意思の疎通ができる実
践的な英語能力を修得
する。

（Ｄ）

実践的かつ専門的な知
識と技術の基礎となる
専門基礎学力を修得す
る。

（Ｅ）
教養教育による工学基礎
および専門基礎を土台と
し、現象・動作を具体的
に理解できる実践的な能
力を修得する。

（Ｆ）
問題・課題の解決のた
めの方法・手段を模索
し、実行できる能力を
身につける。

物質工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成１８年度以降入学者）

卒業研究(必９)  基礎研究(必２)  

工業英語(必１)  

基礎物理化学(必２)  

基礎化学工学(必１)  

生物化学(必２)  

材料計測工学(必１)  

物質工学製図(必１)  

工作実習(必１)  

物理化学Ⅰ(必２※)  

物理化学Ⅱ(必２※)  

生物化学工学Ⅰ(必２※)  

生物化学工学Ⅱ(必２※)  

無機工業化学(必２※)  

機能性無機材料(必２※)  

プロセス工学(必２※)  

反応工学(必２※)  

有機合成化学(必２※)  

化学工学(必２※)  

有機工業化学(必２※)  

無機材料工学(物必２※)  

高分子材料工学(物必２※)  

物質工学実験(物必２※)  

応用微生物学(生必２※)  蛋白・遺伝子工学(生必２※)  

生物工学実験(生必２※)  

電気工学概論(選１)  

情報処理(必１)  情報処理(必２)  

物質工学序論(必１)  

分析化学(必２)  

無機化学(必２)  

有機化学(必２)  

品質管理(選１)  

医薬品工学(選１)  

環境工学(選１)  

無機化学(必２)  

有機化学(必２)  

物質工学基礎実験(必１)  分析化学実験(必３)  

校外実習A(選１)  

校外実習B(選２)  

授業科目名
（物は物質コース、生は生物コース、必は必修科目、選は選択科目、数字は単位数、※は学修単位）

日本語表現(必２)  
国語ⅠA（必２）

政治経済(必１)  

人類史Ⅰ(必２)  人類史Ⅱ(必２)  

科学技術史(必１)  

技術者倫理(必１)  

教養ゼミナール(必１)  

科学技術社会史(選１)  

国語Ⅱ(必２)  国語Ⅲ(必２)  

現代社会(必２)  

社会と文化(選１)  

国語ⅠB（必２）

保健体育Ⅰ(必２)  保健体育Ⅱ(必２)  保健体育Ⅲ(必２)  スポーツ教育Ⅰ(必１)  スポーツ教育Ⅱ(必１)  

応用解析Ⅰ(必２※)  

応用解析Ⅱ(必２※)  

現代応用物理(必１※)

応用解析Ⅲ(選１※)  
基礎解析(必２)  

物理Ⅰ(必３)  物理Ⅱ(必１)  

基礎数学Ⅲ(必２)  

微分積分学Ⅰ(必４)  微分積分学Ⅱ(必３)  

応用物理（必２）

基礎数学Ⅰ(必４)  

基礎数学Ⅱ(必２)  

教養ゼミナール(必１)  

化学Ⅰ(必４)  

生物(必２)  

英語Ⅰ(必４)  英語Ⅱ(必４)  英語Ⅲ(必４)  総合英語Ⅰ(必２)  総合英語Ⅱ(必２)  

独語(必２)  

上級英語(選１)  英語LL演習(必２)  英語会話(必２)  

無機化学実験(必３)  

有機化学実験(必３)  

物理化学実験(必３)  

化学工学実験(必３)  

芸術Ⅰ(必１) 芸術Ⅱ(必１)

 

 

（出典 平成 19 年度 授業計画物質工学科 p.６）
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資料５－1－①－９ 「環境都市工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成 18 年度以降入学者）」 

 

 

（出典 平成 19 年度 授業計画環境都市工学科 p.６） 

 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

授業科目名
（必は必修科目、選は選択科目、数字は単位数、※は学修単位）達成しようとしている

基本的な成果

環境都市工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成１８年度以降入学者）

卒業研究(必９)  基礎研究(必２)  

測量学Ⅰ(必１)  測量学Ⅱ(必２)  

基礎水理学(必１)  

材料学Ⅰ(必１)  材料学Ⅱ(必１)  土質工学(必２)  

構造力学演習(必２)  

コンクリート構造学(必２)  

計画数理(必１※)  

測量学Ⅲ(必２※)  

都市環境工学(必２※)  

水理学(必２※)  

環境衛生工学(必２※)  環境アセスメント(必１※)  

建築デザイン論(必２※)  

建築史(必１※)  

地盤工学(必２※)  

構造力学(必２※)  

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工学(必２※)

耐震工学(必１※)  

環境都市工学応用
実験Ⅰ(必１※)  

環境都市工学応用
実験Ⅱ(必１※)  

建設施工論(選１※)  

室内環境工学(選１※)  

建設法規論(選１※)  

交通工学(選１※)  

環境工学(選１※)  

水工学(選２※)  

情報処理Ⅰ(必２)  情報処理Ⅱ(必２)  

都市計画(必２※)  

基礎生態工学(必１)  

緑化保全工学(必１)  

基礎構造力学(必１)  

建築一般構造学(必１)  

鋼構造学(必２※)  

校外実習A(選１)  

校外実習B(選２)  

社会資本整備論(必１)  

工作実習(必１)  

基礎設計演習Ⅰ(必１)  基礎設計演習Ⅱ(必１)  

意匠設計Ⅰ(必１)  意匠設計Ⅱ(必１)  意匠設計Ⅲ(必１)  建築系演習Ⅰ(必２)  建築系演習Ⅱ(必１)  

設計製図Ⅰ(必１)  設計製図Ⅱ(必１)  

環境都市工学実験
実習Ⅰ(必２)  

環境都市工学実験
実習Ⅱ(必２)  

環境都市工学実験
実習Ⅲ(必２)  

水理学演習(必１)  

地盤工学演習(必１)  

（Ａ）

自らの意思を的確に表
現し行動できる能力、
知識を整理し構造総合
化できる能力,技術者
倫理等、人間としての
素養を年齢の発達段階
に応じて修得する。

（Ｂ）

工学基礎としての自然
科学系科目を深く理解

する。

（Ｃ）
世界の多様な国・地域
の歴史・伝統・文化を
理解する能力、互いの
意思の疎通ができる実
践的な英語能力を修得
する。

（Ｄ）

実践的かつ専門的な知
識と技術の基礎となる
専門基礎学力を修得す
る。

（Ｅ）
教養教育による工学基礎
および専門基礎を土台と
し、現象・動作を具体的
に理解できる実践的な能
力を修得する。

（Ｆ）
問題・課題の解決のた
めの方法・手段を模索
し、実行できる能力を
身につける。

応用解析Ⅰ(必２※)  

応用解析Ⅱ(必２※)  

現代応用物理学(必１※)

応用解析Ⅲ(選１※)  

日本語表現(必２)  

基礎解析(必２)  

物理Ⅰ(必３)  物理Ⅱ(必１)  

英語Ⅰ(必４)  英語Ⅱ(必４)  英語Ⅲ(必４)  総合英語Ⅰ(必２)  総合英語Ⅱ(必２)  

独語(必２)  

応用化学(選１)  

上級英語(選１)  

国語ⅠA（必２）

政治経済(必１)  

人類史Ⅰ(必２)  人類史Ⅱ(必２)  

科学技術史(必１)  

技術者倫理(必１)  

教養ゼミナール(必１)  

科学技術社会史(選１)  

国語Ⅱ(必２)  国語Ⅲ(必２)  

現代社会(必２)  

社会と文化(選１)  

国語ⅠB（必２）

保健体育Ⅰ(必２)  保健体育Ⅱ(必２)  保健体育Ⅲ(必２)  スポーツ教育Ⅰ(必１)  スポーツ教育Ⅱ(必１)  

基礎数学Ⅲ(必２)  

微分積分学Ⅰ(必４)  微分積分学Ⅱ(必３)  

化学Ⅰ(必３)  化学Ⅰ(必２)  

生物(選１)  

応用物理（必２）

基礎数学Ⅰ(必４)  

基礎数学Ⅱ(必２)  

教養ゼミナール(必１)  

英語LL演習(必２)  英語会話(必２)  

芸術Ⅰ(必１) 芸術Ⅱ(必１)
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資料５－１－①－10 「シラバスの例」 

 

 

（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.85） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の目的，特に「達成しようとする基本的な成果」に照らして，授業科目が学年ごとに適切に

配置され，教育課程の体系性を確保しているといえる。 

一般科目を低学年に多く配置し，徐々に専門科目を多くすることで，工学の専門分野に段階的に

慣れるような教育体系としている。人間としての豊かな素養の育成を目指し，特別活動を第１学年

から第３学年までに 90 単位時間配置している。技術者の社会的責任を自覚できるように，高学年に

人文科学系の必修，選択科目を設定している。 

工学基礎の自然科学系科目を理解するために，自然科学系科目を第１学年から第５学年まで，段

階に応じて学べるように配置している。また，実践的な英語能力を目指して，低学年に基礎的授業

を中心とした授業科目を配置し，高学年になるにつれて専門性を高めた授業や会話力の育成を図る

よう科目を構成している。 

「専門基礎学力の修得」，「現象・動作を理解できる能力の修得」，「問題・課題解決のための方法・

手段を模索し，実行できる能力を身につける」に沿って，専門科目では，各学科とも学年の進行に

伴って，基礎的な科目から専門的な科目へと段階的に配置している。実験・実習科目も学修の段階

に応じて適切に配置している。 

授業内容は，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なも

のになっている。授業内容は，学校の目的に沿うとともに，社会の要求する水準を考慮し決めてい

る。毎年全てシラバスを更新することにより，授業内容の見直しを図っている。 
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観点５－１－②： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他学科の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施，専攻科教育との連携等が考えら

れる。）に配慮しているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応すべく教育課程を編

成している。 

平成 15 年度から，秋田県における大学，短期大学および高等専門学校間の単位互換に関する協定

を結んだ（資料５－１－②－１～２）。これにより，秋田県内の大学との単位互換が可能となり，学

生の勉学の機会を広げることができた。 

企業や公的研究機関，他大学でのインターンシップでの学修に対して単位認定を行っており，時

間によって１単位あるいは２単位の単位を認定している。１単位の修得には 低実習時間が 30 時間，

２単位の修得には 低実習時間が 60 時間である（資料５－１－②－３～４）。平成 18 年度から，専

攻科第１学年においても１単位のインターンシップを単位認定している。 

中学校の教育内容の変更によって影響される数学の学力を補充するため，平成 14 年度入学者から，

第２学年前期に補充授業を行ってきたが，平成 17 年度入学生から，第３学年の微分積分学Ⅱを２単

位から３単位に増やして基礎学力の不足分を補うことにした（前述資料５－１－①－１）。 

産業社会におけるグローバル化に対応するために，国際的に通用するプレゼンテーション能力を

持つ技術者の育成のため，必修の英語科目を第５学年まで連続して設定し，英語力の向上を図って

いる（前述資料５－１－①－１）。 

高校からの編入生に対して，カリキュラムの違いから生じる不足の科目，特に，数学に対して補

充授業を行っている。さらに，留学生に対しては，日本語教育および専門基礎科目について補充授

業を行っている（資料５－１－②－５）。 
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資料５－１－②－１ 「秋田県における大学，短期大学及び高等専門学校間の単位互換に関する協定書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課資料） 
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資料５－１－②－２ 「他の高等専門学校及び高等専門学校以外の教育施設等における学修等に対

する単位認定に関する規則」 
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（出典 平成 19 年度 学生便覧 p.122～123）
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資料５－１－②－３ 「校外実習 A シラバス」 

 

 

（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.103）
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資料５－１－②－４ 「校外実習 B シラバス」 

 

（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.104）
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資料５－１－②－５  「留学生および編入生に対する補充授業一覧」 

 

 

留学生および編入生に対する補充授業一覧

平成18年度
対象学生 学科 講義名 前期 後期

機械工学科 金曜7,8時限
電気情報工学科 金曜7,8時限
環境都市工学科 金曜7,8時限

月曜3,4時限
火曜5,6時限

月曜1,2時限 月曜1,2時限
火曜5,6時限 火曜5,6時限
木曜1,2時限 月曜3,4時限
金曜3,4時限 金曜5,6時限
火曜3,4時限 火曜3,4時限
水曜5,6時限 水曜5,6時限
木曜5,6時限 木曜5,6時限

平成19年度
対象学生 学科 講義名 前期 後期

機械工学科 金曜7,8時限
電気情報工学科 金曜7,8時限

火曜5,6時限
金曜7,8時限

物質工学科 物質基礎 水曜3,4時限
月曜5,6時限
金曜3,4時限
火曜3,4時限
水曜5,6時限
木曜5,6時限

３年留学生

機械工学科 機械基礎

環境都市工学科 建設基礎

留学生共通 日本語教育

月曜5～8時限

数学補習

４年編入生 数学補習

機械基礎

電気基礎

建設基礎

日本語教育

４年編入生

３年留学生

機械工学科

電気情報工学科

環境都市工学科

留学生共通

 

 

 

 

（出典 授業時間割表から抜粋）

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応するために，様々な方策を施し

ている。インターンシップは積極的に実施して単位認定を行っている。学外単位の取得に向けては，

秋田県における大学，短期大学および高等専門学校間の単位互換に関する協定書により，秋田県内

の大学との単位互換が可能である。また，工学の基本となる数学に対する入学生の学力変動に対応

するために，数学の授業時間を増やした。英語によるプレゼンテーション能力向上は社会的要請で

あり，これに対応できるように，すべての学年で連続して設定し，継続的に学習できるようにして

ある。 

以上のことから，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成に配慮したものとなっているといえる。 
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観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用，基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられる。） 

（観点に係る状況） 

教育の目的（達成しようとしている基本的な成果）に照らして，講義，演習，実験，実習等の授

業形態をバランス良く配置している（資料５－２－①－１）。一般科目，専門科目を問わず，教育内

容によっては，講義科目であっても演習を取り入れるなどして，学生の理解を深める学習指導を行

っている。専門科目における講義，演習，実験・実習の各授業形態別の単位数の配分において，演

習，実験・実習は必要な量を確保している。実験・実習を通じて，講義で学んだ理論を修得できる

ようにしている。 

「(B)工学基礎としての自然科学系科目を理解する」という目的に沿って，低学年では基礎的な内

容を身につけさせ，高学年では専門的な内容を身につけさせるよう科目を構成している。教材の工

夫については，低学年の数学では独自の問題集（資料５－２－①－２）を作成し，それを利用して

計算力をつける工夫をしている。第３学年の学生を 15～16 人に分けて行う教養ゼミナールでは，

様々なテーマについて，対話・討論型授業を頻繁に行っている（資料５－２－①－３）。 

「(C)世界の多様な国・地域の歴史・伝統・文化を理解する能力，互いの意思の疎通ができる実践

的な英語能力を修得する」という目的に沿って，英語教育に関しては，基礎的内容から始まり，高

学年では専門に関する英語の講義を行っている（前述資料５－１－①－１，６～９）。会話力の育成

を図るために，ALC NetAcademy を利用した情報機器を取り入れた教育も行っている（資料５－２－

①－４）。 

「(E)教養教育による工学基礎および専門基礎を土台とし，現象・動作を具体的に理解できる実践

的な能力を修得する」という目的に沿って，各専門学科では，第１学年にものづくり教育の一環と

して「工作実習」を導入している（後述資料５－２－③－１）。 

「(F)問題・課題解決のための方法・手段を模索し，実行できる能力を身につける」という目的に

沿って，専門学科では，少人数授業として，第４学年から基礎研究，第５学年では卒業研究を行い，

一人の教員が３～４人程度の学生を受け持って授業を行っている（資料５－２－①－５～６）。さら

に，コミュニケーション能力を高めるために，対話・討論型授業が頻繁に行われている。 

基礎学力不足の学生に対する配慮としては，各科目において夏季休業中，冬季休業中に補習授業

を実施している。さらに，数学教員は組織的に年４回，定期試験前に，第１・２学年で数学の基礎

学力不足の学生に対する補充教育を実施している（資料５－２－①－７）。 
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資料５－２－①－１ 「学生が卒業時に身に付ける学力や資質・能力の各項目に対する授業形態の割合」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 カリキュラム表から抜粋） 
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資料５－２－①－２ 「秋田高専 新 数学問題集２」 

 

 

 

 

        

 

（出典 秋田高専 新数学問題集２ p.３～４）
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資料５－２－①－３ 「教養ゼミナール」 

 

     

 

（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.43） 
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資料５－２－①－４ 「英語シラバス」 

 

 

   

 

（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.45） 
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資料５－２－①－５ 「基礎研究シラバス」 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.99） 
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資料５－２－①－６ 「卒業研究シラバス」 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.113） 
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資料５－２－①－７ 「微分積分学Ⅰチェックテストについて」 

 

 

（出典 教室掲示物） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程の達成しようとする基本的な成果に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態

をバランス良く配置している。実験・実習を通じて，講義で学んだ理論について修得できるように

している。教育内容によっては，講義科目であっても演習を取り入れるなどして，学生の理解を深

める学習指導を行っている。教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，情報機器を取り入れた

教育，基礎学力不足の学生に配慮した教育も行われている。 

以上のことから，教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているといえる。 
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観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，活用されている

か。 

（観点に係る状況） 

前述資料５－１－①－１～５の教育課程表に沿って，科目ごとのシラバスを毎年作成している。

シラバスの内容は，学生が学習を進めるうえで必要な情報を載せている（前述資料５－１－①－10）。 

シラバスは，年度の初めに全学生と全教員に配布されている。各教員は学期の初めの授業時に，

シラバスを用いて学生に授業内容や学習方法についてのガイダンスを行っている。また，各教員は

高学年の授業において，学生による授業進行状況の確認の際にシラバスを活用している。（資料５－

２－②－１）。 

 シラバスの活用度については，学生による「授業アンケート」ならびに「学校の授業の諸制度と

学習の達成度に関するアンケート」によって実態を把握している（資料５－２－②－２～３）。アン

ケート結果から，各項目とも 70～80％程度の学生がシラバスを活用している状況にある。 

 高学年に導入している学修単位については，シラバスに明記するとともに， 初の授業のガイダ

ンスで詳しく説明している。特に，自学自習時間と単位の関係を学生に理解させている。アンケー

ト結果から，第４，５学年の学修単位の理解度は平均すると 80％程度の学生が理解しており，おお

むね周知されているといえる（資料５－２－②－４）。 

 

資料５－２－②－１ 「授業計画の授業経過確認」 

 

 

 

（出典 JABEE 資料） 
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資料５－２－②－２ 「シラバスの活用度に関するアンケート結果」 

 

＜講義科目＞ 

Q3 授業のガイダンスにおいて先生はシラバスを活用していたと思いますか 

11%

22%

45%

14%

8%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

Q4 授業のガイダンスにおいてシラバスの内容を理解したと思いますか 

9%

21%

45%

16%

9%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

Q5 シラバスを見ることで評価方法や授業の進行状況の把握や理解の助けになったと思いますか 

9%

19%

42%

19%

11%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

    

回答数：8669 人

回答数：8674 人

回答数：8670 人
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＜体育科目＞ 

Q1 授業のガイダンスにおいて先生はシラバスを活用していたと思いますか 

14%

25%

41%

12%

8%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

Q2 授業のガイダンスにおいてシラバスの内容を理解したと思いますか 

13%

23%

43%

14%

7%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

Q3 シラバスを見ることで評価方法や授業の進行状況の把握や理解の助けになったと思いますか 

10%

20%

45%

16%

9%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

 

回答数：657 人

回答数：657 人

回答数：654 人
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＜実験科目＞ 

Q3 実験・実習のガイダンスにおいて先生はシラバスを活用していたと思いますか 

14%

23%

40%

14%

9%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

Q4 実験・実習のガイダンスにおいてシラバスの内容を理解したと思いますか 

11%

24%

42%

14%

9%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

Q5 シラバスを見ることで評価方法や実験・実習の進行状況の把握や理解の助けになったと思いますか 

12%

18%

37%

20%

13%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

（出典 授業アンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.25～26，33，40～41） 

回答数：1029 人

回答数：1028 人

回答数：1029 人
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資料５－２－②－３ 「シラバスの活用度に関するアンケート結果」 

 

 

Q7 授業の進み具合や試験範囲などをシラバスを見て確認していますか？（準学士課程の１～４年生） 

33%

29%

24%

9%
5%

1 まったく確認していない

2 あまり確認していない

3 確認したことがある

4 ときどき確認している

5 よく確認している

 

 

Q8 成績評価の方法についてシラバスにより確認していますか？（準学士課程の１～４年生） 

22%

23%
35%

13%

7%

1 まったく確認していない

2 あまり確認していない

3 確認したことがある

4 ときどき確認している

5 よく確認している

 

 

Q9 （４年生のみ）選択科目の選定において，シラバスを参考にしましたか？（準学士課程の４年生） 

14%

28%

29%

18%

11%
1 選択科目の講義がない

2 まったく参考にしなかった

3 少しは参考にした

4 参考にした

5 よく参考にした

 

 

 

回答数：650 人

回答数：637 人

回答数：158 人
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Q7 授業の進み具合や試験範囲などをシラバスを見て確認していますか？（準学士課程卒業予定者） 

13%

22%

37%

19%

9%

1 まったく確認していない

2 あまり確認していない

3 確認したことがある

4 ときどき確認している

5 よく確認している

 

 

Q8 成績評価の方法についてシラバスにより確認していますか？（準学士課程卒業予定者） 

10%

19%

45%

16%

10%

1 まったく確認していない

2 あまり確認していない

3 確認したことがある

4 ときどき確認している

5 よく確認している

 

 

Q9 選択科目の選定において，シラバスを参考にしましたか？（準学士課程卒業予定者） 

12%

13%

50%

16%

9%
1 選択科目の講義がない

2 まったく参考にしなかった

3 少しは参考にした

4 参考にした

5 よく参考にした

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.18，23） 

回答数：134 人

回答数：134 人

回答数：134 人
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資料５－２－②－４ 「学修単位の理解度に関するアンケート調査」 

 

Q10 （４年生のみ）学修単位科目の学習時間の説明が行われ，理解しましたか？（準学士課程） 

6%

18%

47%

21%

8%
1 説明を受けていないし，
理解していない

2 説明を受けたが，理解し
ていない

3 説明を受け，ある程度理
解している

4 説明を受け，大体理解し
ている

5 説明を受け，よく理解し
ている

 

 

Q10 学修単位科目の学習時間の説明が行われ，理解しましたか？（準学士課程卒業予定者） 

3%
13%

49%

24%

11%
1 説明を受けていないし，
理解していない

2 説明を受けたが，理解し
ていない

3 説明を受け，ある程度理
解している

4 説明を受け，大体理解し
ている

5 説明を受け，よく理解して
いる

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.19，24） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育課程表に沿って，科目ごとのシラバスを毎年作成し，全学生と全教員に配布している。シラ

バスの内容は，学生が学習を進めるうえで必要な情報をコンパクトにまとめている。学修単位につ

いても，授業以外の学修の時間についてシラバスに明示している。シラバスは，各教員による授業

ガイダンス，授業の進行状況の学生による確認などに活用している。学生のシラバス活用度につい

ては，アンケートから実態を把握し，良好な結果を得ている。 

以上のことから，教育課程の編成の趣旨に沿い，適切なシラバスを作成し活用しているといえる。 

回答数：158 人

回答数：132 人
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観点５－２－③： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況） 

[創造性を育む教育の工夫] 

学生の創造性を育む取り組みの一環として，平成 18 年度より工作実習による「ものづくり教育」

を，全第１学年に取り入れている（資料５－２－③－１）。 

各学科各学年で実施する実験・実習でも，自ら装置を作ることにより，創造性が発揮できるよう

にしている。たとえば，機械工学科では以前から，第３学年に工作実習等の基礎的技術，図面作製，

部品加工を基に，学生自ら設計し製作する「創造設計製作」を設けている（資料５－２－③－２）。

また，電気情報工学科では第３学年の実験実習において，学生一人一人が自らプログラムを作り，

ワンチップマイコンを動作させる実験を行っている(資料５－２－③－３）。 

全学科の第４学年の基礎研究（前述資料５－２－①－５）も創造性を育む機会となっている。た

とえば，電気情報工学科では Field Programmable Gate Array（FPGA;書き換え可能な論理回路）を，

各学生に自主的に学習させている。問題点については，ホームページや参考書を頼りに，自ら解決

することを求めている。 終的には，独自の回路の製作を課しており，そこで創造性を身に付ける

指導を行っている(資料５－２－③－４）。 

本校の教育で，もっとも学生の創造性を育んでいるのは第５学年の卒業研究である。学生は与え

られた課題について，調査や議論を行いながら，計算や実験を進め，成果を出すことが求められる。

そして，卒業論文や卒業研究発表により，課題を仕上げなくてはならない。この過程をとおして，

教員は指示を行うが，学生自らの発想で課題解決に至るように配慮を行っている。 

 

[インターンシップの活用] 

インターンシップについては，社会経験の大事さを説き，積極的に参加するよう指導しており，

多くの学生が経験している。その後の学業や進路決定の助けになるようにしている（前述資料５－

１－②－３～４，資料５－２－③－５～６）。 

 

資料５－２－③－１ 「第１学年のものづくり教育科目一覧」 

 

ものづくり教育　　第１学年

科 授　業　科　目 単　位　数

機械工学科 工作実習Ⅰ 　３

電気情報工学科 ものづくり工作実習 　２

物質工学科 工作実習 　１

環境都市工学科 工作実習 　１
 

 

（出典 平成 19 年度 学生便覧 p.97，102，106，109 から作表） 
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資料５－２－③－２ 「創造設計製作シラバス」 

 

 

 

 

        （出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.83） 
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資料５－２－③－３ 「FPGA 学習風景」 

 

 

 

（出典 電気情報工学科担当教員資料） 

 

資料５－２－③－４ 「電気情報工学科実験実習風景（ワンチップマイコンの実習）」 

 

 

 

（出典 電気情報工学科担当教員資料） 
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資料５－２－③－５ 「平成 18 年度校外実習先一覧」 

# 会社名 実習期間 実習生氏名１
所属
学科

実習生氏名２
所属
学科

実習生氏名３
所属
学科

実習生氏名
４

所属
学科

実習生氏名
５

所属
学科

実習学生数

1 秋田県農林水産技術センター総合食品研究所 7/24-7/28 伊藤　将来 Ｃ 篠原　雄二 Ｃ 中山　浩太 Ｃ 3

2 秋田県庁 7/24-7/28 菅原　将史 Ｂ 1

3 （株）秋田県分析化学センター 7/24-7/28 八端　文也 Ｃ 1

4 秋田県立大学木材高度加工研究所 8/17-8/23 榎　　将章 Ｂ 米澤公太郎 Ｂ 2

5 秋田指月(株) 8/ 1-8/ 4 小原　貢輝 Ｅ 中嶋　　聡 Ｅ 2

6 秋田市役所 8/ 7/-8/11 成田　直子 Ｂ 1

7 秋田精工(株) 8/ 7/-8/11 村井　慶之介 Ｍ 渡部　俊 Ｍ 柳橋　俊 Ｅ 3

8 秋田ダイハツ販売(株) 8/ 2/-8/11 海和　悠 Ｍ 塚田　直也 Ｍ 2

9 （株）秋田電子システムズ 8/ 2/-8/11 新井　貴之 専 1

10 旭化成(株) 8/21-8/25 鈴木　奏夢 Ｍ 山田　澄 Ｃ 2

11 (株)ＩＮＡＸ 8/21-9/ 1 加賀　達也 Ｍ 松橋　壮耶 Ｍ 茂呂　珠枝 Ｃ 3

12 ＮＨＫ秋田放送局 7/24-7/28 漆戸　宏平 Ｅ 1

13 （株）ＦＭ秋田
8/ 9-8/11
8/18-8/19

安藤　太一 Ｅ 藤田　豪士 Ｅ 佐藤　望 Ｂ 山方　貴士 Ｂ 4

14 男鹿市役所
7/24-7/26
7/31-8/1

小間屋　佐武 Ｂ 斎藤　和也 Ｂ 2

15 奥山ボーリング（株） 7/24-7/28 斉藤　雅奈 Ｂ 髙橋　祐也 Ｂ 2

16 花王（株） 7/25-8/ 3 藤川　拓実 Ｃ 佐々木　恭太 Ｍ 2

17 鹿島道路(株)東北支店秋田営業所 8/ 1-8/10 齋藤　智徳 Ｂ 1

18 鹿角市役所 7/24-7/28 小野　将文 Ｂ 1

19 (株)カネカ 8/ 2-8/11 渡部　雄二 Ｍ 1

20 コスモ石油（株）千葉製油所 8/21-8/25 目黒　由也 Ｃ 1

21 国土交通省東北地方整備局秋田河川国道事務所 大久保　洋祐 Ｂ 菅原　真之介 Ｂ 2

22 国土交通省東北地方整備局秋田港湾事務所 吉田　未里 Ｂ 1

23 国土交通省東北地方整備局鳥海ダム調査事務所 篠田　　啓 Ｂ 1

24 国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所 安藤　尚也 Ｂ 相馬　健太郎 Ｂ 田口　純輝 Ｂ 3

8/ 7-8/10 真壁　一輝 Ｍ 1

8/ 8-8/11 佐藤　　渉 Ｍ 1

26 (株)沢木組 7/24-7/29 能登谷　孝介 Ｂ 1

27 ＪＳＲ(株)千葉工場 7/31-8/ 8 古谷　晃司 Ｍ 1

28 ジューキ電子工業 7/25-7/27 武石　　啓 Ｍ 谷村　竜大 Ｅ 吉田　達也 Ｅ 3

29 首都高速道路(株) 8/ 7-8/11 井上　智史 Ｂ 1

30 新日本石油（株）中央技術研究所 8/21-8/25 中川　　京 Ｃ 1

31 （株）スズキ部品秋田 7/24-7/28 大橋　一永 Ｍ 佐藤　久嗣 Ｍ 2

32 住鉱テック（株） 7/24-8/ 4 相原　忠王 Ｍ 宇佐美　光宏 Ｅ 2

33 住友化学（株）千葉工場 石山　　瞬 Ｅ 大越　　誠 Ｃ 2

34 （株）仙台技術サービス 近間　和紀 Ｂ 成田　雄一 Ｂ 2

35 仙北地域振興局　仙北平野農村整備事務所 7/24-7/28 戸嶋　　英 Ｂ 1

36 綜合警備保障（株）東北採用センター 8/21-8/25 熊谷　　晃 Ｅ 橋本　幸大 Ｅ 2

37 第一ファルマテック（株）秋田工場 8/21-8/25 鈴木　一也 Ｃ 永井　夏美 Ｃ 畠山　健太 Ｃ 3

38 ダイキン工業（株） 7/31-8/11 石田　健晃　 Ｃ 1

7/31-8/ 8 若松　拓馬 Ｅ 1

7/24-8/ 4 鈴木　将太 Ｃ 1

40 （株）ダイヤコンサルタント東北支社秋田支店 中村　大輝 Ｂ 本間　大斗 Ｂ 2

41 （株）タマディック 8/21-8/24 田端　泰寛 Ｍ 1

8/ 7-8/24 小南　義実 Ｍ 1

7/24-8/ 4 高橋　直也 Ｅ 高橋　雄也 Ｅ 千葉　雄大 Ｅ 3

8/28-9/ 1 米塚　和也 Ｅ 1

8/21-8/25 高野　麻衣 Ｃ 1

44 中部電力（株） 8/ 7-8/11 千釜　大和 Ｅ 1

45 津田工業（株） 7/31-8/11 石井　　誠 Ｅ 1

8/ 1-8/12 藤田　昂志 Ｍ 吉田　幸奨 Ｅ 2

8/21-9/ 1 蛭田　　陽 Ｅ 1

47
東燃ゼネラル石油（株）・エクソンモービル有
限会社

7/26-8/ 4 五十嵐　拓也 Ｅ 1

7/31-8/ 4 保坂　悠仁 Ｍ 1

7/21-8/25 菊地　　潤 Ｅ 1

49 東レ（株） 7/24-8/ 4 佐藤　博之 Ｃ 1

50 （株）同和半導体 7/25-8/ 4 山本　雄大 Ｍ 斉藤　晃一 Ｅ 2

51 日陽エンジニアリング（株） 7/24-7/28 畠山　　卓 Ｍ 1

52 日発精密工業（株）横手工場 7/24-8/11 佐々木　優太 Ｍ 1

53 （株）ＮＩＰＰＯコーポレーション 8/21-8/25 三浦　久茂 Ｍ 1

54 日本原子力発電（株） 7/31-8/ 4 小野　大祐 Ｅ 1

55 （株）日本色材工業研究所 8/ 1-8/ 5 小坂　　瞳 Ｅ 1

56 (株)日本触媒川崎製造所 7/26-8/ 2 浦田　裕之 Ｃ 1

57 日本ゼオン（株）川崎工場 7/25-8/ 4 櫻庭　　司 Ｃ 津谷　浩晃 Ｃ 2

58 日本モレックス（株）栃木工場 8/ 7-8/11 大髙　　唯 Ｍ 渡邉　恭平 Ｍ 佐藤　光太郎 Ｅ 3

59 東日本高速道路（株）東北支社 8/14-8/25 伊藤　直宏 Ｂ 1

60 東日本電信電話（株）秋田支店 7/24-7/28 佐藤　郁弥 Ｅ 藤澤　佑太 Ｅ 2

61 (株)日立エレクトリックシステムズ 7/28-8/ 9 鈴木　琢夢 Ｅ 1

62 （株）日立ビルシステム 8/21-8/25 川上　雅央 Ｍ 1

63 富士重工業（株）群馬製作所 船山　和輝 Ｅ 1

64 （株）放電精密加工 8/ 7-8/11 伊藤　紘介 Ｍ 萩谷　憲治 Ｍ 佐々木　健司 Ｅ 3

65 北光金属工業（株） 7/24-7/28 大関　文弥 Ｍ 1

66 （株）牧野フライス製作所 7/24-8/ 4 江畑　修平 Ｍ 1

67 三菱重工業（株）　汎用機・特車事業本部 8/ 2-8/11 嵯峨　隆介 Ｍ 1

68 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ（株） 7/24-8/4 相原　卓磨 Ｅ 1

69 三菱マテリアルテクノ（株） 8/ 7-8/11 藤田　祥大 Ｍ 菅原　恭平 Ｅ 2

70 （株）宮盛 8/21-8/25 佐々木　剣人 Ｍ 1

71 明治乳業（株）神奈川工場 熊地　友香 Ｃ 1

8/ 7-8/11 山内　謙治 Ｍ 1

7/31-8/ 4 齋藤　茉里絵 Ｅ 1

73 リコーテクノシステムズ（株） 7/31-8/ 8 遠藤　　基 Ｅ 1

501 長岡技術科学大学 8/ 7-8/18 ロクマン Ｍ 1

8/ 7-8/16 フィルダウス Ｅ 1

7/24-8/4 小笠原　有望 Ｃ 斎藤　権一 Ｂ 田中　純一 Ｂ 三浦　謙介 Ｂ 吉田　理央 Ｂ 5

7/31-8/4 佐藤　　健 Ｃ 柴田　純司 専 2

7/24-7/28 牧野　　翠 Ｃ 佐藤　佳和 Ｂ 永沢　　薫 Ｂ 3

502 豊橋技術科学大学 8/ 7-8/1１ 秋山　雄介 Ｍ 1

7/31-8/1１ 渡部　沙春 Ｍ 1

合計 134

72 （株）森精機製作所

46 （株）デザインネットワーク

48 東洋インキ製造（株）

42 チバテクノ（株）湯沢工場

43 中外製薬（株）

25 小林工業(株)

39 大日本インキ（株）

 

 

（出典 学生課教務係資料） 



秋田工業高等専門学校 基準５ 

- 141 - 

資料５－２－③－６ 「平成 18 年度校外実習発表会プログラム」 

 

 

平成 18 年 10 月 24 日 

教 職 員 各位 

学 生 主 事 

 
高専祭におけるインターンシップ（校外実習）発表会 

 
ご来場のご案内 

 
 高専祭および学生支援活動に対し、日頃よりご指導及びご支援賜りありがとうございます。 

 昨年同様、高専祭でインターンシップ（校外実習）の発表会をイベント企画の一つとして開催

いたします。４年生の一部の学生の発表となりますが、本発表会は学生が自ら発案した企画で、

校外実習において学習した事柄を学生自身が発表します。実社会での実体験を通じて社会との接

点を実感し、また成長したであろう学生の姿を多くの方々に知っていただきたく、教職員の皆様

におかれましては是非ご来場いただき、学生達にお声をおかけいただけますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 

記 

 

企画目的：（学生会企画書より抜粋）インターンシップでの体験を発表し、高専というものを明

らかにする。また、将来必ず必要とする、プレゼンテーション能力を身につける。 

発表形式：ポスタープレゼンテーション形式 

発表日時：平成 18 年 10 月 28 日（土） 13:00～14:00 

平成 18 年 10 月 29 日（日） 11:00～12:00 

  13:00～14:00 

以上の時間帯に学生がポスター脇で待機し、ご説明いたします。 

発表会場：4 年物質工学科教室（講義棟 3 階） 

発 表 者： 

機械工学科  佐藤久嗣 松橋壮耶 山本雄大 渡部恭平 

電気工学科  遠藤基 小野大祐 熊谷晃 

  モハマド・フィルダウス・ビン・エムラン 

物質工学科  石田健晃 熊地友香 中山浩太 八端文也 

環境都市工学科 伊藤直宏 相馬健太郎 戸嶋英 

 

以 上 

 

 

（出典 高専祭におけるインターンシップ（校外実習）発表会ご来場のご案内） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

ものづくりの重要性を認識した教育活動として，工作実習を第１学年の全学科に取り入れている。

創造教育を育む教育は，創造設計製作，実験実習，基礎研究，卒業研究においても行われている。

インターンシップは多くの学生が参加しており，その後の学業や進路決定の助けになっている。 

 このように，創造性を育む教育方法やインターンシップの活用が積極的に行われているといえる。 
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観点５－３－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

成績評価方法，単位認定規定，進級規定，卒業認定規定は明確に定められている（資料５－３－

①－１）。その内容は，学生便覧およびシラバスに明記されており，いずれも毎年学生に配布し，

周知している。特に，シラバスには履修の手引きを記載しており，各学科の履修要領が説明されて

いる。 

成績評価・単位認定や進級・卒業認定に関しては，学生に対するアンケートにより，周知の度合

いの把握に努めている。平成 18 年度の調査の結果，第５学年で 80％以上，第１～４学年で 90％程

度が理解していた（資料５－３－①－２）。 

各科目の成績評価および単位認定は，全教員が出席する成績判定会議において，規定に基づいて

なされ，それにより進級判定および卒業認定が行われている。平成 19 年度からは，成績評価の異

議申し立てを受け付けるために，試験終了後に試験の解答と解説を行う授業時間を設けている｡ 
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資料５－３－①－１ 「秋田工業高等専門学校学業成績の評価並びに進級及び卒業の認定に関する規則」
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。 
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施行
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（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.８～11）
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資料５－３－①－２ 「成績評価・単位認定規定および進級・卒業認定規定に関するアンケート」 

 

 

Q1 成績評価・単位認定規程の説明を受け，理解していますか？（準学士課程の１～４年生） 

5%
7%

35%

34%

19% 1 説明を受けていないし，
理解していない

2 説明を受けたが，理解し
ていない

3 説明を受け，ある程度理
解している

4 説明を受け，大体理解し
ている

5 説明を受け，よく理解し
ている

 

 

Q2 進級規程の説明を受け，理解していますか？（準学士課程の１～４年生） 

4%
7%

32%

34%

23%
1 説明を受けていないし，
理解していない

2 説明を受けたが，理解し
ていない

3 説明を受け，ある程度理
解している

4 説明を受け，大体理解し
ている

5 説明を受け，よく理解して
いる

 

 

 

Q1 成績評価・単位認定規程の説明を受け，理解していますか？（準学士課程卒業予定者） 

7%

10%

42%

27%

14%
1 説明を受けていないし，
理解していない

2 説明を受けたが，理解し
ていない

3 説明を受け，ある程度理
解している

4 説明を受け，大体理解し
ている

5 説明を受け，よく理解し
ている

 

 

回答数：649 人

回答数：648 人

回答数：134 人
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Q2 卒業認定規程の説明を受け，理解していますか？（準学士課程卒業予定者） 

8%

12%

46%

25%

9%
1 説明を受けていないし，
理解していない

2 説明を受けたが，理解し
ていない

3 説明を受け，ある程度理
解している

4 説明を受け，大体理解し
ている

5 説明を受け，よく理解して
いる

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.16，21） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

成績評価方法，単位認定規定，進級認定規定，卒業認定規定は明確に定められており，学生便覧

およびシラバスに明記され，学生に周知されている。これらの規定に従って，全教員が出席する成

績判定会議において，成績評価や各認定が適切に実施されているといえる。 

回答数：133 人
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観点５－４－①： 教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされるよ

う配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

人間の素養の涵養のために，特別活動や各種行事，各種講演会などが行われている。第１～３学

年では，特別活動が授業時間割表（資料５－４－①－１）に設定され，週１単位時間，年間で 30 単

位時間の特別活動が実施されている。この特別活動の内容は，担任によって計画され実施されてい

る（資料５－４－①－２）。 

また，第１学年の学級担任を専門学科の教員とすることで，学生に将来の進路や展望について話

し，将来像を描き易くし，目的意識を継続できるきめ細かい学生指導が行われている。 

学校行事としては，第１学年で１泊の新入生合宿研修（資料５－４－①－３），第３学年では１泊

の合宿研修，第４学年で２泊３日の工場見学が行われる（資料５－４－①－４）。 

このほかに，学校主催の各種講演会が行われ，幅広い体験や豊かな人間性を育む工夫を行ってい

る（資料５－４－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学生指導が円滑に行われるように，対象学年学生や職員との連携も効果的に進められ，各種行事

や各種講演会も積極的に行っている。また，第１学年の学級担任を専門学科の教員とすることで，

学生に将来の進路や展望について話し，目的意識を継続できるようにきめ細かい学生指導が行われ

ている。 

以上のことから，技術者としての人間の素養の涵養がなされるよう配慮されているといえる。 
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資料５－４－①－１ 「平成 19 年度授業時間割表（前期）」 

 

 

 

 （出典 平成 19 年度授業時間割表（前期））
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資料５－４－①－２ 「平成 18 年度前期特別活動計画書」 

 

 

 

 

（出典 平成 18 年度前期特別活動計画書）
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資料５－４－①－３ 「平成 18 年度新入生合宿研修実施要項」 

 

 

 

（出典 平成 18 年度新入生合宿研修実施要項） 
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資料５－４－①－４ 「平成 18 年度工場見学計画書（４Ｃ）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 18 年度工場見学計画書（４Ｃ）） 
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資料５－４－①－５ 「各種講演会」 

 

 

 

 

（出典 平成 18 年度年間計画書）
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観点５－４－②： 教育の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵養

が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の目的（使命や基本方針）に書かれている校訓や教育理念をもとに，人間の素養の涵養を目

指している。校長の指導のもと，教務主事，学生主事，寮務主事，専攻科長がその遂行の責任者と

なっている（資料５－４－②－１）。本校の校訓・教育理念（資料５－４－②－２）のもと，規則，

準則（資料５－４－②－３）を作成している。学級担任を中心に，これら規則遵守の精神を育んで

いる。学生委員は登校指導や校内外巡回指導を実施し，常に学生の動向に気を配っている（資料５

－４－②－４）。 

また，学生スタッフ（学生主事と主事補）が中心となって，学生会活動の支援を行っている。学

生会が主体で行う学校行事（資料５－４－②－５～８）の計画・実行をサポートしている。ここで

は「学生が主体である」という意識を持たせ，「学生自身で行事を作り上げたという充実感」が得ら

れるように，配慮して助言を与えている。 

学校は後援会の費用をとおして，課外活動を積極的に支援している。また，他の学生の模範とな

る優れた活動を行った学生は，学年末に表彰している（資料５－４－②－９～10）。 
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資料５－４－②－１ 「秋田工業高等専門学校の組織」 

 

 

技術長 
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 （出典 平成 19 年度学生便覧 p.153～154）
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資料５－４－②－２ 「校訓」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.１）
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資料５－４－②－３ 「学生の諸心得」 
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（出典 平成 19 年度学生便覧 p.33～36）
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資料５－４－②－４ 「校内の巡回学生指導（前期分）」 

 

 

 

 

 

（出典 平成 18 年度学生委員会資料）
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資料５－４－②－５ 「学生会組織図」 

 

 

 （出典 平成 19 年度学生便覧 p.149）
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資料５－４－②－６ 「平成 18 年度運動会」 

 

 

 

 

 

（出典 学生課学生支援係資料）
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資料５－４－②－７ 「2005 校内スポーツ大会」 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課学生支援係資料）
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資料５－４－②－８ 「第 32 回高専祭」 

 

 

 

  

 

 

 

 

（出典 学生課学生支援係資料）
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資料５－４－②－９ 「表彰の記録および公示」 
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（出典 平成 19 年度学生便覧 p.135～136）
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資料５－４－②－10 「平成 18 年度受賞者」 

 

 

 



 秋田工業高等専門学校 基準５ 

 

 - 170 - 

 

 

 

 

 

 （出典 学校だより Vol.71 p.２～３）
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，教育の目的に照らして，生活指導や課外活動などにおいて，人間の素養の涵養が図ら

れるように配慮しているといえる。 

本校の校訓・教育理念のもと，規則，準則を作成し，学級担任を中心にこれら規則遵守の精神を

育んでいる。学生委員は登校指導や校内外巡回指導を実施し，常に学生の動向に気を配っている。

また，学生スタッフを中心にして学生会活動の支援を行っている。学校は後援会の費用をとおして，

課外活動を積極的に支援している。さらに，他の学生の模範となる優れた活動を行った学生は，学

年末に表彰している。 
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＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科課程のカリキュラムは，一般科目を中心に学ぶ本科第１学年から第３学年と，学年の進行

とともにくさび型に専門科目の比率が高くなる本科第４学年および第５学年の準学士課程を土台と

して，本科から専攻科までの連携を考慮に入れた編成となっている（資料５－５－①－１～６）。 

専攻科課程の教育は，準学士課程と以下の点において密接な連携がなされている。 

（１）国語教育では，必要な内容をまとめ的確な日本語で表現し相手に伝える表現手法の向上を図

り，英語教育では，TOEIC において 400 点相当の実践的コミュニケーション能力の育成を行

う。また，社会の仕組みや経営論を学び人間性，社会性を育む。 

（２）数学や自然科学分野では，十分な理論の土台を固め，工学的専門分野における基礎学力を修

得する。 

（３）専門分野については，各分野の基礎を固める準学士課程を基に，応用および開発分野も学習

する。 

（４）研究については，基本的に準学士課程の第５学年で行われる卒業研究のさらなる発展を期待

し，研究を継続できるようカリキュラムを構築することで，卒業研究と専攻科で行われる特

別研究を合わせ，３年間にわたる研究活動を可能にしている。 
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資料５－５－①－１ 「生産システム工学専攻の体系性と科目系統図（平成 18 年度入学者）」 

第１学年 第２学年

授業科目名
（必修は必修科目、選択は選択科目、数字は単位数）

生産システム工学専攻の教育課程の体系性と科目系統図（平成１８年度入学者）

達成しようとしている
基本的な成果

（３）

複雑で多岐にわたる工業技
術分野に貢献できる技術を
有し,複合領域にも対応で
きる能力を修得する。

（２）

産業社会におけるグロー
バル化に対応するため,正
しい日本語で表現（記
述・口述・討論）し，か
つ国際的に通用するプレ
ゼンテーション能力を修
得する。

（１）

自ら問題を発見・解決する
能力を備え，生涯に亘って
学ぶことのできる能力を修
得する。

システム工学特論(選２)  

応用力学(選２)  

量子力学(選２)  

校外実習(選１)  

創造工学演習(必２)  

前期 前期後期 後期

創造工学演習(必２)  

特別研究(必４)  特別研究(必４)  特別研究(必４)  

英語II(必２)  応用英語(選２)  

日本文学の心と形(選２)  

科学技術社会論(選２)  

環境の化学(選２)  

地球環境科学(選２)  

応用数学(選２)  

熱・統計力学(選２)  

システム情報工学(選２)  

セラミックス工学特論(選２)  

特別研究(必２)  

英語Ⅰ(必２)

生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験
(必２)  

図形・画像工学(選２)  

伝熱制御工学(選２)  

エネルギー変換工学(選２)  

製作システム工学(選２)  超精密加工学(選２)  

高速流体力学(選２)  

熱数値工学(選２)  

電子物性(選２)  

ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(選２)  

電気磁気学特論(選２)  

電磁波工学(選２)  

機能性高分子材料(選２)  

振動工学(選２)  

磁気工学(選２)  

電気機器学特論(選２)  

生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験
(必２)  

機械工学科
および
電気工学科
(平成１３年度
入学）教育課程
との科目関連

(2)①

(2)②

(3)①

(3)②

(2)③

(3)③

(3)④

(3)⑤

(3)⑥

(3)⑦

(1)②

(1)①

(3)⑧

(3)⑨

(3)⑩

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.３） 
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資料５－５－①－２ 「環境システム工学専攻の体系性と科目系統図（平成 18 年度入学者）」 

第１学年 第２学年

授業科目名
（必修は必修科目、選択は選択科目、数字は単位数）

環境システム工学専攻の教育課程の体系性と科目系統図（平成１８年度入学者）

達成しようとしている
基本的な成果

（３）

複雑で多岐にわたる工業技
術分野に貢献できる技術を
有し,複合領域にも対応で
きる能力を修得する。

（２）

産業社会におけるグロー
バル化に対応するため,正
しい日本語で表現（記
述・口述・討論）し，か
つ国際的に通用するプレ
ゼンテーション能力を修
得する。

（１）

自ら問題を発見・解決する
能力を備え，生涯に亘って
学ぶことのできる能力を修
得する。

物質工学科
および
環境都市工学科
(平成１３年度
入学）教育課程
との科目関連

システム工学特論(選２)  

応用力学(選２)  

量子力学(選２)  

校外実習(選１)  

創造工学演習(必２)  

前期 前期後期 後期

創造工学演習(必２)  

特別研究(必４)  特別研究(必４)  特別研究(必４)  

環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験
(必２)  

有機合成化学特論(選２)  高分子物性論(選２)  

無機材料論(選２)  

微生物工学(選２)  

反応工学特論(選２)  

防災システム工学(選２)  

環境地域計画学(選２)  

環境地盤工学(選２)  

環境水文学(選２)  

コンクリート工学特論(選２)  

英語II(必２)  応用英語(選２)  

日本文学の心と形(選２)  

科学技術社会論(選２)  

環境の化学(選２)  

地球環境科学(選２)  

応用数学(選２)  

熱・統計力学(選２)  

システム情報工学(選２)  

セラミックス工学特論(選２)  

特別研究(必２)  

生物化学工業(選２)  

分離工学(選２)  

物質循環工学(選２)  

水環境工学(選２)  

複合構造学(選２)  

電磁環境工学(選２)  

環境都市構造論(選２)

英語Ⅰ(必２)

環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験
(必２)  

(2)①

(2)②

(3)①

(3)②

(2)③

(3)③

(3)④

(3)⑤

(3)⑥

(3)⑦

(1)②

(1)①

(3)⑧

(3)⑨

(3)⑩

(3)⑪

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.５） 



 秋田工業高等専門学校 基準５ 
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資料５－５－①－３ 「機械工学科の体系性と科目系統図（平成 13 年度入学者）」 

応用物理（必２）

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

授業科目名
（必は必修科目、選は選択科目、数字は単位数、※は学修単位）達成しようとしている

基本的な成果

応用物理（必２）

機械基礎研究（必１） 卒業研究（必７）

機械工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成１３年度入学者）

工学実験(必３)  創造設計製作(必２)  

工業英語(選１)  

校外実習A(選１)  

校外実習B(選２)  

工学実験(必３)  工作実習(必３)  工作実習(必３)  

応用解析Ⅱ（必２）

応用解析ⅢB（必３）

国語Ⅱ(必２)  国語Ⅲ(必２)  日本文学(必２)  

現代社会(必２)  倫理(必２)  

世界史(必２)  日本史(必２)  

産業・経済(必２)  

線形代数(必２)  

微分積分学(必４)  微分積分学(必２)  

応用解析Ⅰ(必２)  

化学ⅠB(必３)  化学ⅠB(必２)  

物理(必３)  物理(必１)  

科学ゼミナール(必１)  

保健体育(必３)  保健体育(必２)  保健体育(必２)  保健体育(必１)  保健体育(必１)  

芸術(必１)  

英語(必４)  英語(必４)  英語(必４)  英語(必２)  英語(必２)  

英語LL演習(必２)  英語会話(必２)  

独語Ⅰ(必２)  

文科ゼミナール(必１)  

生物A(選１)  

化学Ⅱ(選１)  

地球科学(選１)  

社会と文化(選１)  

法と経済(選１)  技術者倫理(選１)  

日本語表現(選１)  

現代英語演習(選１)  

英語購読(選１)  

科学英語(選１)  

独語Ⅱ(選１)  

国語Ⅰ(必３)

基礎数学Ⅰ(必４)  

基礎数学Ⅱ(必２)  

（Ａ）

自らの意思を的確に表
現し行動できる能力、
知識を整理し構造総合
化できる能力,技術者
倫理等、人間としての
素養を年齢の発達段階
に応じて修得する。

（Ｂ）

工学基礎としての自然
科学系科目を深く理解

する。

（Ｃ）
世界の多様な国・地域
の歴史・伝統・文化を
理解する能力、互いの
意思の疎通ができる実
践的な英語能力を修得
する。

（Ｄ）

実践的かつ専門的な知
識と技術の基礎となる
専門基礎学力を修得す
る。

（Ｅ）
教養教育による工学基礎
および専門基礎を土台と
し、現象・動作を具体的
に理解できる実践的な能
力を修得する。

（Ｆ）
問題・課題の解決のた
めの方法・手段を模索
し、実行できる能力を
身につける。

生産ｼｽﾃﾑ工学
専攻(平成18年
度入学者)
教育課程との
科目関連

(2)①

(2)②

(3)①

(3)②

(2)③

(3)③

(3)④

(3)⑥

(3)⑦

(1)②

(1)①

(3)⑤

情報処理(必１)  情報処理(必２)  

機械力学(必１)  

材料力学(必１)  材料力学(必２)  計算力学(必２※)  

材料学(必２)  材料学(必１)  

流体工学(必２※)  

熱工学(必２※)  

機械製作法(必２)  機械製作法(必１)  

電気工学(必１)  

電子工学(必１)  

制御工学(必２※)  

計測工学(必１)  

機械要素(必１)  

設計製図(必２)  

コンピューター製図(必１)  

システム工学(選１)  

材料学特論(選１)  

ロボット工学(選１)  

機械構造力学(選１)  

破壊力学(選１)  

伝熱概論(選１)  

自動車工学(選１)  

工作機械(選１)  

内燃機関(選１)  

熱工学特論(選１)  

流体機械(選１)  

情報処理(必１)  

機械力学(必１)  機械力学(必１)  

流体工学(必２※)  

熱工学(必２※)  

電気工学(必１)  

電子工学(必１)  

計測工学(必１)  

機械要素(必１)  

設計製図(必２)  設計製図(必２)  設計製図(必２)  設計製図(必２)  

塑性加工論(選１)  

特別講義(必１)  

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.７） 



 秋田工業高等専門学校 基準５ 
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資料５－５－①－４ 「電気工学科の体系性と科目系統図（平成 13 年度入学者）」 

電気設計（必２）

制御工学（必２）

電子回路（必２）

特別講義（必１）

工業英語（必１）

電気通信（必２）

高電圧工学（選２）

応用計測（選２）

電気法規（選１）

電気応用（選２）

音響工学（選１）

情報処理（必２）

電子工学（必２）

電気回路（必２）

電気材料（必１）

電力工学Ⅰ（必２）

制御工学（必１）

電気機器（必２）

電気化学（選１）

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

授業科目名
（必は必修科目、選は選択科目、数字は単位数、※は学修単位）達成しようとしている

基本的な成果

電気磁気学（必２） 電気磁気学（必２）

電気回路（必２） 電気回路（必２）

電子工学（必２）

電気計測（必１） 電気計測（必１）

電子計算機（必１） 電子計算機（必１） 電子計算機（必１）

電気機器（必２）

電気材料（必１）

電子回路（必１）

電力工学Ⅰ（必１）

機械工学概論（選１）

電気製図（必３）

電気基礎（必２）

実験実習（必３） 実験実習（必３） 実験実習（必３） 実験実習（必３）実験実習（必２）

工学研究（必１） 卒業研究（必７）

校外実習Ａ（選１）

校外実習Ｂ（選２）

電気工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成１３年度入学者）

電力工学Ⅱ（選２）

（Ａ）

自らの意思を的確に表
現し行動できる能力、
知識を整理し構造総合
化できる能力,技術者
倫理等、人間としての
素養を年齢の発達段階
に応じて修得する。

（Ｂ）

工学基礎としての自然
科学系科目を深く理解

する。

（Ｃ）

世界の多様な国・地域
の歴史・伝統・文化を
理解する能力、互いの
意思の疎通ができる実
践的な英語能力を修得
する。

（Ｄ）

実践的かつ専門的な知
識と技術の基礎となる
専門基礎学力を修得す
る。

（Ｅ）
教養教育による工学基礎
および専門基礎を土台と
し、現象・動作を具体的
に理解できる実践的な能
力を修得する。

（Ｆ）
問題・課題の解決のた
めの方法・手段を模索
し、実行できる能力を
身につける。

国語Ⅱ(必２)  国語Ⅲ(必２)  日本文学(必２)  

現代社会(必２)  倫理(必２)  

世界史(必２)  日本史(必２)  

産業・経済(必２)  

保健体育(必３)  保健体育(必２)  保健体育(必２)  保健体育(必１)  保健体育(必１)  

芸術(必１)  

文科ゼミナール(必１)  

社会と文化(選１)  

法と経済(選１)  技術者倫理(選１)  

日本語表現(選１)  国語Ⅰ(必３)

応用物理（必２） 応用物理（必２）

応用解析Ⅱ（必２）

応用解析ⅢB（必３）

線形代数(必２)  

微分積分学(必４)  微分積分学(必２)  

応用解析Ⅰ(必２)  

化学ⅠB(必３)  化学ⅠB(必２)  

物理(必３)  物理(必１)  

科学ゼミナール(必１)  

生物A(選１)  

化学Ⅱ(選１)  

地球科学(選１)  

基礎数学Ⅰ(必４)  

基礎数学Ⅱ(必２)  

英語(必４)  英語(必４)  英語(必４)  英語(必２)  英語(必２)  

英語LL演習(必２)  英語会話(必２)  

独語Ⅰ(必２)  

現代英語演習(選１)  

英語購読(選１)  

科学英語(選１)  

独語Ⅱ(選１)  

生産ｼｽﾃﾑ工学
専攻(平成18年
度入学者)
教育課程との
科目関連

(2)①

(2)②

(3)①

(3)②

(2)③

(3)⑧

(3)⑨

(1)②

(1)①

(3)⑩

計算機応用（選２）

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.８） 



 秋田工業高等専門学校 基準５ 
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資料５－５－①－５ 「物質工学科の体系性と科目系統図（平成 13 年度入学者）」 

無機化学実験(必３)  

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

達成しようとしている
基本的な成果

基礎研究（選１）

物質工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成１３年度入学者）

情報処理(必１)  情報処理(必２)  

物質工学序論(必１)  

分析化学(必２)  

無機化学(必２)  

有機化学(必２)  

物理化学(必２)  物理化学(必２※)  

化学工学(必２)  化学工学(必２※)  

無機工業化学(必２)  

有機工業化学(必２)  高分子科学(必１)  

生物化学(必１)  

化学熱力学(必２)  

機器分析(必１)  

物質工学製図(必２)  

物質工学基礎実験(必１)  分析化学実験(必３)  
有機化学実験(必３)  

物理化学実験(必３)  

化学工学実験(必３)  

卒業研究(必８)  

無機材料工学(物必２)  金属材科工学(物必１)  

有機合成化学(物必２)  有機材料工学(物必２)  

反応工学(物必２※)  

物質工学実験(物必４)  

応用微生物学(生必２)  

遺伝子工学(生必２※)  

培養工学(生必１)  

タンパク質工学(生必２)  

生物化学工学(生必２)  

生物工学実験(生必４)  

応用解折Ⅳ(選１)  

機械工学概論(選２)  

電気工学概論(選２)  

品質管理(選１)  

工業計測(選１)  

物質工学総論(選１)  

生物工学総論(選１)  

医薬品工学(選１)  

環境工学(選１)  

校外実習A(選１)  

校外実習B(選２)  

無機化学(必２)  

有機化学(必２)  

生物化学(必１)  

授業科目名
（物は物質コース、生は生物コース、必は必修科目、選は選択科目、数字は単位数、※は学修単位）

（Ａ）

自らの意思を的確に表
現し行動できる能力、
知識を整理し構造総合
化できる能力,技術者
倫理等、人間としての
素養を年齢の発達段階
に応じて修得する。

（Ｂ）

工学基礎としての自然
科学系科目を深く理解

する。

（Ｃ）

世界の多様な国・地域
の歴史・伝統・文化を
理解する能力、互いの
意思の疎通ができる実
践的な英語能力を修得
する。

（Ｄ）

実践的かつ専門的な知
識と技術の基礎となる
専門基礎学力を修得す
る。

（Ｅ）
教養教育による工学基礎
および専門基礎を土台と
し、現象・動作を具体的
に理解できる実践的な能
力を修得する。

（Ｆ）
問題・課題の解決のた
めの方法・手段を模索
し、実行できる能力を
身につける。

国語Ⅱ(必２)  国語Ⅲ(必２)  日本文学(必２)  

現代社会(必２)  倫理(必２)  

世界史(必２)  日本史(必２)  

産業・経済(必２)  

保健体育(必３)  保健体育(必２)  保健体育(必２)  保健体育(必１)  保健体育(必１)  

芸術(必１)  

文科ゼミナール(必１)  

社会と文化(選１)  

法と経済(選１)  技術者倫理(選１)  

日本語表現(選１)  国語Ⅰ(必３)

応用物理（必２）

応用解析Ⅱ（必２）線形代数(必２)  

微分積分学(必４)  微分積分学(必２)  

応用解析Ⅰ(必２)  

物理(必３)  物理(必１)  

科学ゼミナール(必１)  

地球科学(選１)  

基礎数学Ⅰ(必４)  

基礎数学Ⅱ(必２)  

応用物理(必１)  

応用解析ⅢA(必２)  

英語(必４)  英語(必４)  英語(必４)  英語(必２)  英語(必２)  

英語LL演習(必２)  英語会話(必２)  

独語Ⅰ(必２)  

現代英語演習(選１)  

英語購読(選１)  

科学英語(選１)  

独語Ⅱ(選１)  

工業英語Ⅰ（必１）

化学ⅠA(必４)  

生物B(必２)  

(2)①

(2)②

(3)①

(3)②

(2)③

(3)③

(3)④

(3)⑤

(3)⑥

(3)⑦

(1)②

(1)①

環境ｼｽﾃﾑ工学
専攻(平成18年
度入学者)
教育課程との
科目関連

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.９） 



 秋田工業高等専門学校 基準５ 
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資料５－５－①－６ 「環境都市物質工学科の体系性と科目系統図（平成 13 年度入学者）」 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

授業科目名
（必は必修科目、選は選択科目、数字は単位数、※は学修単位）達成しようとしている

基本的な成果

基礎研究（選１） 卒業研究（必６）

環境都市工学科の教育課程の体系性と科目系統図（平成１３年度入学者）

応用物理(必１)  

情報科学(必２) Cプログラミング(必２) 数値解析論(必１)  

環境都市工学概論(必１)  

測量学(必１)  測量学(必２)  

環境水理学(必１)  環境水理学(必２※)  

環境衛生工学(必２)  

都市計画(必２※)  

計画数理(必１)  

都市環境工学(必１)  

環境アセスメント(必１)  基礎生態工学(必１)  

緑化保全工学(必１)  

環境都市デザイン論(必２)  

建築史(必１)  

材料学(必１)  地盤工学(必２)  地盤工学(必２※)  

施工管理工学(必１)  

基礎構造力学(必１)  

構造力学(必２)  
構造力学(必３)  

建築一般構造学(必１)  

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造学(必２) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造学(必１)

鋼構造学(必２※)  

耐震工学(必１)  

環境都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ
演習Ⅰ(必２)

意匠設計(必１)  

設計製図(必１)  設計製図(必２)  

環境都市工学実験
実習(必２)  

環境都市工学実験
実習(必１)  

環境都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ
演習Ⅱ(選２)

建築施工論(選１)  

室内環境工学(選１)  

建設法規論(選１)  

交通工学(選２)  

河川工学(選２)  

港湾工学(選１)  

校外実習A(選１)  

校外実習B(選２)  

測量学(必１)  

材料学(必１)  

環境都市工学実験
実習(必２)  

環境都市工学実験
実習(必２)  

環境都市工学実験
実習(必２)  

意匠設計(必１)  意匠設計(必１)  意匠設計(必１)  

設計製図(必１)  設計製図(必１)  

構造設計論(必１）

自然環境防災工学(必１）

（Ａ）

自らの意思を的確に表
現し行動できる能力、
知識を整理し構造総合
化できる能力,技術者
倫理等、人間としての
素養を年齢の発達段階
に応じて修得する。

（Ｂ）

工学基礎としての自然
科学系科目を深く理解

する。

（Ｃ）
世界の多様な国・地域
の歴史・伝統・文化を
理解する能力、互いの
意思の疎通ができる実
践的な英語能力を修得
する。

（Ｄ）

実践的かつ専門的な知
識と技術の基礎となる
専門基礎学力を修得す
る。

（Ｅ）
教養教育による工学基礎
および専門基礎を土台と
し、現象・動作を具体的
に理解できる実践的な能
力を修得する。

（Ｆ）
問題・課題の解決のた
めの方法・手段を模索
し、実行できる能力を
身につける。

応用物理（必２）

応用解析Ⅱ（必２）

応用解析ⅢB（必３）

国語Ⅱ(必２)  国語Ⅲ(必２)  日本文学(必２)  

現代社会(必２)  倫理(必２)  

世界史(必２)  日本史(必２)  

産業・経済(必２)  

線形代数(必２)  

微分積分学(必４)  微分積分学(必２)  

応用解析Ⅰ(必２)  

化学ⅠB(必３)  化学ⅠB(必２)  

物理(必３)  物理(必１)  

科学ゼミナール(必１)  

保健体育(必３)  保健体育(必２)  保健体育(必２)  保健体育(必１)  保健体育(必１)  

芸術(必１)  

英語(必４)  英語(必４)  英語(必４)  英語(必２)  英語(必２)  

英語LL演習(必２)  英語会話(必２)  

独語Ⅰ(必２)  

文科ゼミナール(必１)  

生物A(選１)  

化学Ⅱ(選１)  

地球科学(選１)  

社会と文化(選１)  

法と経済(選１)  技術者倫理(選１)  

日本語表現(選１)  

現代英語演習(選１)  

英語購読(選１)  

科学英語(選１)  

独語Ⅱ(選１)  

国語Ⅰ(必３)

基礎数学Ⅰ(必４)  

基礎数学Ⅱ(必２)  

環境ｼｽﾃﾑ工学
専攻(平成18年
度入学者)
教育課程との
科目関連

(2)①

(2)②

(3)①

(3)②

(2)③

(3)⑧

(3)⑨

(3)⑩

(3)⑪

(1)②

(1)①

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.10） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校専攻科課程では，人文科学分野，自然科学分野，専門分野をとおして，準学士課程のカリキ

ュラム体系を土台に，継続性と整合性，そして学問の修得における効率性を考慮した専攻科カリキ

ュラムが構築されている。また，研究活動においては，卒業研究と特別研究を併せて，３年間継続

して研究活動に取り組むことができ，より深い研究が可能である。 

以上のことから，準学士課程との連携に考慮した教育課程となっているといえる。 
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観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置（例えば，必修科目，選択科目

等の配当等が考えられる。）され，教育課程が体系的に編成されているか。また，

授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成す

るために適切なものになっているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科課程では，準学士課程の教育を基盤とし，効率の良い形で修得できるカリキュラムを編成

している（資料５－５－②－１～２）。 

本校の教育の目的に照らして，専攻科課程の授業科目は適切に配置されている（前述資料５－５

－①－１～２）。 

「（１）自ら問題を発見・解決する能力」を達成するために，特別研究は２年間を通じて継続的，

定常的に取り組むことが可能であるばかりでなく，第２学年後期では，特別研究の展開や仕上げを

総点検する時間を確保できるようカリキュラムを編成している。また，第１学年では，特別実験を

必修科目として配置している。そこでは，準学士課程で学んだ分野とは異なる実験－例えば，電気

情報工学科出身の学生は機械工学科の実験－を行うことにより，広い分野の知識を修得できるよう

にしている。創造性を育み，自らの考えを実現する創造工学演習を，第１学年および第２学年に必

修科目として配置し，問題解決能力と生涯に亘って学び得る能力の育成を目指している｡ 

「（２）正しい表現や国際的プレゼンテーション能力」を達成するために，準学士課程から継続し

たコミュニケーション能力の養成に努める英語や国語は，常に継続した学習が可能となるよう，で

きるだけ応用英語 I， 応用英語Ⅱ， 応用英語Ⅲのように空白期間の無いよう配置し，必修科目と

して TOEIC400 点相当の能力の達成を目指している。また，広い視野と教養を育む社会系科目は，精

選してカリキュラムの前半に配置し，社会観や倫理観を土台に高い専門的教育を編成している。 

「（３）複合領域にも対応できる能力」を達成するために，大学工学部レベルの数学，自然科学を

カリキュラムの前半に設定し，工学の基礎となる高度な応用数学を２専攻共通の必修科目とし，ま

た，システム情報工学などのシステム系科目，応用力学などの力学系科目および固体物性論などの

物性系科目を，広い工学分野に共通して必要となる基礎工学として重視し，専門共通科目として配

置している。専門的な各分野の専門科目は，２年間にほぼ平均して配置している。 



 秋田工業高等専門学校 基準５ 

 

 - 181 - 

資料５－５－②－１ 「平成 18年度以降専攻科入学者カリキュラム表(生産システム工学専攻の場合)」 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.110） 
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資料５－５－②－２ 「平成 19年度以降専攻科入学者カリキュラム表（生産システム工学専攻の場合）」 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.111） 
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（分析結果とその根拠理由）  

専攻科課程では，準学士課程の教育を基盤とし，効率の良い形で修得できるカリキュラムを編成

している。また，本校の教育の目的に照らして，専攻科の授業科目は適切に配置されているといえ

る。 
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観点５－５－③： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程

の編成（例えば，他専攻の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，イン

ターンシップによる単位認定，補充教育の実施等が考えられる。）に配慮している

か。 

（観点に係る状況）  

専攻科学生には，準学士課程あるいは専攻科課程のいずれかにおいて，１週間以上のインターン

シップを行うよう履修指導している。（資料５－５－③－１）。 

大学等との単位互換に関しては，秋田県内の高等教育機関と平成 15 年に協定書を交わし，多様な

学習機会を提供できる環境を整備している。（資料５－５－③－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学生からの要望や，学術の発展動向，社会からの要望に対応すべく，インターンシップの履修指

導を積極的に行っている。また，秋田県内の高等教育機関との単位互換制度を確立している。 
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資料５－５－③－１ 「校外実習シラバス」 

 

 

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.33） 



 秋田工業高等専門学校 基準５ 

 

 - 186 - 

資料５－５－③－２ 「秋田県における大学，短期大学及び高等専門学校間の単位互換に関する  

協定書」 

 

 

 

 

 

（出典 総務課総務係資料） 
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観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド型授業，

情報機器の活用等が考えられる。） 

（観点に係る状況）  

講義，演習，実習に分類される授業形態の開設単位数の内訳は，資料５－６－①－１に示すとお

りである。高度な専門的内容の修得や理論解析能力の向上のために，講義形式が数的には多くなっ

ているが，講義形式の授業であっても理解を深めるために，実習講義形式や演習講義形式を適宜導

入して授業を行っている科目も少なくない。 

応用英語Ⅱでは，情報機器として ALC NetAcademy を利用した演習を継続的に重ね，TOEIC のスコ

アアップを指標にプレゼンテーション能力も含めた，総合的で実践的なコミュニケーション能力を

育成している（資料５－６－①－２）。 

創造工学演習では，準学士課程の学習を土台に，その応用として少人数グループによる自作実習

を行っている。これにより，企画，対話・討論，製作，改良，完成までの一巡形授業を行うことで，

教員をはじめグループ内での双方向授業として，興味の喚起と自発的向上心，知識の広がりを促す

ことができる（資料５－６－①－３～４）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

講義形態を基本とした授業においても，演習，実習を適宜織り交ぜた形態で授業が行われており，

理論と演習，実習のバランスが適切であるといえる。また，自作の教材を用いて授業内容の理解を

助けるとともに，対話・討議形式，自己提案型の創造工学演習，小テストや演習的内容を多く取り

入れた授業が行われている。 

 

資料５－６－①－１ 「授業形態別単位数（平成 18 年度入学生）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 カリキュラム表から抜粋）

 

 

 

学生が卒業時に身に付ける学力や資質・能力の各項目に対する授業形態の割合

学科名 学年 合計単位数

割合 講義 演習 実験・実習 累計 講義 演習 実験・実習 累計 講義 演習 実験・実習 累計
合計単位数 0 2 10 12 4 0 1 5 34 0 0 34

割合 0.0% 16.7% 83.3% 100.0% 80.0% 0.0% 20.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
合計単位数 0 2 8 10 2 0 0 2 14 0 0 14

割合 0.0% 20.0% 80.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
合計単位数 0 2 10 12 4 0 1 5 34 0 0 34

割合 0.0% 16.7% 83.3% 100.0% 80.0% 0.0% 20.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
合計単位数 0 2 8 10 2 0 0 2 14 0 0 14

割合 0.0% 20.0% 80.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

（1）自ら問題を発見・解決する能力を備え、
生涯に亘って学ぶことのできる能力を修得
する。

（2）産業社会におけるグローバル化に対応
するため、正しい日本語で表現（記述・口
述・討論）し、かつ国際的に通用するプレゼ
ンテーション能力を修得する。

（3）複雑で多岐にわたる工業技術分野に貢献できる
技術を有し、学際領域にも対応できる能力を修得す
る。

環境システム工学
専攻

1年

2年

2年

生産システム工学
専攻

1年



 秋田工業高等専門学校 基準５ 

 

 - 188 - 

資料５－６－①－２ 「応用英語Ⅱシラバス」 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.22） 
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資料５－６－①－３ 「創造工学演習シラバス」 

 

 

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.36） 
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資料５－６－①－４ 「創造工学演習シラバス」 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.48） 
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観点５－６－②： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行わ

れているか。 

（観点に係る状況）  

創造性を育む教育方法として，学生３～４名を１グループとした「創造工学演習」を導入している。 

生産システム工学第１学年における創造工学演習では，ロボット競技の企画，調査，設計，開発，

試作を行い，競技会を開いてロボットの性能を評価する（前述資料５－６－①－３，資料５－６－②－

１）。 

また，生産システム工学第２学年の創造工学演習では，デジタルおよびアナログ IC による電子回

路の設計および製作を行っている。各グループが興味ある課題を自己提案し，調査，設計，開発，

試作を行い，その課程における様々な問題点を調べ，改善し，克服することを学ぶ。 終的には，

期限までに試作機を完成させ，発表会を開き質疑応答に応えるという自己提案型創造工学授業であ

る（前述資料５－６－①－４，資料５－６－②－２）。 

これら創造工学演習では，これまでの基礎工学知識を土台にして，学生自らのアイディアを「ど

のような方法で実現できるのか」，「どのような問題解決方法があるのか」をグループで議論し，教

員との議論やアドバイスをもとにロボットや電子回路の製作を行っている｡   

また，特別研究は準学士課程の卒業研究からの延長線上にあり，研究遂行に当たっては学生の自

主性を促しながら，指導教員の適切な指導とアドバイスのもとで進めている。これらの経験は学生

の豊かな創造性の育成と発展に活かされている。 

インターンシップは，平成 18 年度以降の専攻科修了生はすべての学生が，準学士課程もしくは専

攻科課程のどちらかで履修するよう指導している（資料５－６－②－３～４）。 
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資料５－６－②－１ 「創造工学演習（生産システム専攻第１学年）」 

 

 

 

 

 

（出典 担当教員ホームページ） 
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資料５－６－②－２ 「創造工学演習（生産システム専攻第２学年）」 

 

 

 

 

 

（出典 担当教員資料） 
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資料５－６－②－３ 「専攻科校外実習に関する指導内容」 

 

 

 

（出典 平成 17 年度第 11 回教員会議資料） 

 

資料５－６－②－４ 「インターンシップ単位履修状況」 

 

インターンシップ単位履修状況（平成18年度専攻科課程修了生）

生産システム工学専攻

氏名 授業科目名 単位数 備考
新井　貴之 校外実習 1単位 専攻科課程で単位取得
遠藤　信二 校外実習 1単位 専攻科課程で単位取得
大川　泰典 校外実習 1単位 専攻科課程で単位取得
後藤　智 校外実習 1単位 専攻科課程で単位取得
小森　宏樹 校外実習 1単位 専攻科課程で単位取得
齊藤　絵美 校外実習 1単位 専攻科課程で単位取得
佐藤　圭佑 校外実習A 1単位 準学士課程で単位取得
土田　さくら 校外実習 1単位 専攻科課程で単位取得
奈良　森紹 校外実習A 1単位 準学士課程で単位取得
三浦　明浩 校外実習 1単位 専攻科課程で単位取得
三浦　直哉 校外実習 1単位 専攻科課程で単位取得

環境システム工学専攻

氏名 授業科目名 単位数 備考
浅井　翔 校外実習A 1単位 準学士課程で単位取得
加藤　大輔 校外実習A 1単位 準学士課程で単位取得
鎌田　宏之 校外実習A 1単位 準学士課程で単位取得
小山田　紀暢 校外実習B ２単位 準学士課程で単位取得
庄司　都志哉 校外実習A 1単位 準学士課程で単位取得
土田　昇 校外実習A 1単位 準学士課程で単位取得
藤原　元気 校外実習A 1単位 準学士課程で単位取得

 

 

（出典 平成 18 年度「創造工学システムプログラム」修了認定資料から作表） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

創造性を育む科目として「創造工学演習」や「特別研究」などが設定されており，学生の創造性

の育成と発展に活かされているといえる。 
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観点５－６－③： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

シラバスは，授業に関する目標，内容，進め方，毎回の授業内容，到達目標，評価方法等が，わ

かりやすく適切に学生に情報提供できるように，毎年改善を重ねている。シラバスは，各科目担当

教員が作成し，目標，授業計画を明示し，試験結果，小テスト結果，レポート結果などの評価割合

を明確化している。（資料５－６－③－１）。なお，すべての科目において，担当教員は第１回目の

授業で行うガイダンスで，授業の概要や授業計画等をシラバスに基づいて説明している。 

資料５－６－③－２は，シラバスの活用に関して学生に行ったアンケート結果である｡これより，

学生は各科目の成績評価方法の確認や，選択科目の選定においてシラバスを活用している傾向が伺

える｡ 

 また，アンケート結果から，専攻科学生の学修単位の理解度は 84％であり，おおむね良好である

（資料５－６－③－３）。 

毎回の授業内容についても，教員は適宜シラバスを用いて授業進度の確認を行い，学生にも授業

進度を確認してもらっている（前述資料５－２－②－１）。 
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資料５－６－③－１ 「平成 19 年度専攻科シラバスの例」 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.95） 
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資料５－６－③－２ 「シラバスの活用に関するアンケート」 

 

Q7 授業の進み具合や試験範囲などをシラバスを見て確認していますか？ 

19%

37%

40%

4%

0%

1 まったく確認していない

2 あまり確認していない

3 確認したことがある

4 ときどき確認している

5 よく確認している

 

 

Q8 成績評価の方法についてシラバスにより確認していますか？ 

4%

26%

37%

26%

7%

1 まったく確認していない

2 あまり確認していない

3 確認したことがある

4 ときどき確認している

5 よく確認している

 

 

Q9 選択科目の選定において，シラバスを参考にしましたか？ 

7%

19%

36%

19%

19%
1 選択科目の講義がない

2 まったく参考にしなかった

3 少しは参考にした

4 参考にした

5 よく参考にした

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.30） 

回答数：27 人

回答数：27 人

回答数：27 人
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資料５－６－③－３ 「学修単位の理解度に関するアンケート調査」 

 

Q10 学修単位科目の学習時間の説明が行われ，理解しましたか？ 

4%
12%

53%

23%

8%
1 説明を受けていないし，
理解していない

2 説明を受けたが，理解し
ていない

3 説明を受け，ある程度理
解している

4 説明を受け，大体理解し
ている

5 説明を受け，よく理解して
いる

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.31） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

シラバスには，授業の教材，目標と概要，授業の進め方，毎回の授業内容，到達目標，自学自習

時間，評価方法，関連科目，学習上の注意，本校の学習・教育目標，JABEE 基準が示されている。

毎年検討が加えられ，改善が繰り返されている。 

第１回目の授業で行うガイダンスにおいては，担当教員がシラバスに基づいて授業の概要や授業

計画，評価方法などを学生に必ず説明し，授業進度にあわせ，適宜授業中に参照させ活用している。

また，学生はシラバスの内容を理解し，授業選択や授業内容修得に活用している。 

回答数：26 人
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観点５－７－①： 専攻科で修学するにふさわしい研究指導（例えば，技術職員などの教育的機能

の活用，複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられる。）が

行われているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科開設時より，すべての教員が適切な専攻科教育に従事している。また，教育・研究におけ

る適切な環境のもとで教育を実践するため，研究室配属に関しては，研究環境の保証と密度の濃い

指導体制を確保することが必要であると判断し，１研究室の配属人数は，同一学年では原則２名ま

でという基準を設定している。 

また，学生の指導にあたっては，１名の学生に対し，特別研究指導としての主指導教員のほかに，

副指導教員を２名配置し，学生の希望をふまえて研究テーマを設定し配属している（資料５－７－

①－１～２）。技術職員も，実験装置製作や機器の操作などの研究活動を多方面でサポートしている。  

学生は，専攻科第２学年の年度末に行われる特別研究発表会のほかに，中間発表会（専攻科第１

学年の学年末）と仮発表会（専攻科第２学年の学位授与機構試験の１～２ヶ月前）を行い，主指導

教員および副指導教員のほか，発表会参加者からの質疑応答を受け，その後の研究の進め方などの

参考としている。 

専攻科学生を受け入れている教員には，学生の人数に応じた研究費が配分されている。 

また，専攻科学生は専攻修了までに，少なくても１回の学会発表を行うよう強く指導している。

修了生の研究実績一覧を資料に示す（資料５－７－①－３）。なお，学生の学会発表に対しては旅費

を補助し，研究活動を支援している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学生の特別研究の指導には，主指導教員のほかに，適切な助言や討論をしてくれる副指導教員２

名を配置し，２年間継続して指導に当たっている。各指導教員は，大学評価・学位授与機構の審査

に合格している教員としている。技術職員による実験装置製作や機器の操作などのサポートも受け

られる。 

また，学生の学会発表に対しては旅費を補助するなど，資金的な面からも研究活動をサポートし

ている。 

以上のことから，専攻科で修学するにふさわしい多面的な研究指導体制が整備されているといえ

る。 
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資料５－７－①－１ 「専攻科学生の指導教員決定に関する申し合わせ」 

 

 

秋田工業高等専門学校専攻科学生の指導教員（特別研究テーマ）決定に関する申合せ 

 

１．博士の学位を有する教員は，次により特別研究を履修する学生（以下「学生」という。）を受入れ，指導教員

となるものとする。 

ただし，当該学生の修業年限（２年）について，指導教員となることができない教員は除くものとする。 

 

２．大学評価・学位授与機構が実施する特別研究担当教員の資格審査で認定を受けた教員（以下，「特別研究担当

教員」という。）と認定を受けていない教員（以下「準特別研究担当教員」という。）とに分ける。指導教員

として，受け入れることができる学生数を原則として次のとおりとする。 

   特別研究担当教員   １学年２名 

   準特別研究担当教員    １学年１名 

  

３．指導教員は，学生１名に対して副指導教員２名（１名は特別研究担当教員とする。）を置かなければならない。 

  ただし，副指導教員２名を置くことができないときは，専攻科長との相談による。 

 

４．副指導教員は，原則として博士の学位を有する教員とし，指導できる学生数は専攻科長との相談による。 

 

５．各教員は，毎年度受入れ可能な 近の研究テーマ数題を専攻主任に提出し，専攻主任はこれを編集して学生に

提示する。 

なお，この研究テーマは，研究の内容と方向を示すもので 終的な研究テーマではない。 

 

６．学生と受入れ教員との調整がつかないときは，専攻科長，各専攻主任，各学科等の専攻科教務委員のもとで調

整する。 

    

  附 則 

 この申合せは，平成６年４月14日から施行する。 

 

  附 則 

 この申合せは，平成13年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この申合せは，平成16年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この申合せは，平成 18 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料５－７－①－２ 「専攻科特別研究テーマ一覧」 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 18 年度専攻科特別研究論文集 p.139～140）
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資料５－７－①－３ 「修了生の研究実績一覧」 
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（出典 平成 18 年度専攻科特別研究論文集 p.141～143） 
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観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

成績評価，単位認定および修了要件は，秋田工業高等専門学校専攻科授業科目履修規則第４条，

７条および第 10 条によって規定されている。これらは学生便覧およびシラバスに掲載し，全学生に

配布し周知している（資料５－８－①－１）。成績の評価の基準として，大学学部のレベルを基準と

し，合格点を設定している。なお，これらは専攻科長や各専攻主任および JABEE 委員長が，年度始

めの入学ガイダンスや第２学年に対する専攻科ガイダンスにおいて説明し，確実に周知させるとと

もに，各科目成績評価については，各授業担当教員も第１回目の授業の際に行われる授業ガイダン

スで，シラバスを用いて学生に十分説明している。 

資料５－８－①－２は，成績評価・単位認定規定や修了要件に関する学生の認知度アンケート結

果である｡これより，成績評価・単位認定規定は 96％，修了認定規定は 85％の学生に理解されてお

り，十分な周知が行われているといえる｡ 

平成 19 年度からは，試験終了後に試験の解答と解説を行う授業時間を設け，成績評価の異議申し

立てを受け付ける｡なお，試験問題および答案用紙などの成績評価関連資料の保管は，JABEE に準じ

ている｡ 

成績評価，単位認定および修了認定は，成績評価表を基に，専攻科単位認定会議において規定に

従い適切になされている。 
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資料５－８－①－１ 「成績の評価，単位の認定，修了要件に関する規則」 
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（出典 平成 19 年度 専攻科授業計画 p.15～16） 
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資料５－８－①－２ 「成績評価・単位認定規定や修了要件に関する学生の認知度アンケート結果」 

 

Q1 成績評価・単位認定規程の説明を受け，理解していますか？ 

0%4%

52%

44%

0%
1 説明を受けていないし，
理解していない

2 説明を受けたが，理解し
ていない

3 説明を受け，ある程度理
解している

4 説明を受け，大体理解し
ている

5 説明を受け，よく理解して
いる

 

 

Q2 専攻科修了認定規程の説明を受け，理解していますか？ 

0%
15%

41%

33%

11%
1 説明を受けていないし，
理解していない

2 説明を受けたが，理解し
ていない

3 説明を受け，ある程度理
解している

4 説明を受け，大体理解し
ている

5 説明を受け，よく理解して
いる

 

 

（自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.28） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

成績評価，単位認定および修了認定規定が組織として整備され，学生便覧およびシラバスにも掲

載されている。また，入学ガイダンスや第２学年に対する専攻科ガイダンス，授業ガイダンスの際

にも説明し周知を図っており，学生も 96％認知している。また，成績評価については，学生に異議

申し立ての機会が与えられ，成績評価・単位認定に関しても，規定に基づいて専攻科単位認定会議

を経て適切に実施している。 

 

回答数：27 人

回答数：27 人
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

＜準学士課程＞ 

グローバル化に対応すべく英語教育には力を入れており，第１学年から第５学年まで英語科目を

途切れなく配置し，ALC NetAcademy による情報機器を利用した教育を行うなど，教育課程および授

業方法ともに充実した内容になっている。 

教養ゼミナールでは，第３学年の学生を 15～16 人の少人数に分けて，対話・討論型の授業を行っ

ており，低学年からコミュニケーション能力を養う工夫をしている。 

また，特別活動を活用した人間性，社会性教育を行うとともに，第１学年の学級担任を専門学科

の教員とすることで，学生に将来の進路や展望について話し，将来像を描き易くし，目的意識を継

続できるきめ細かい学生指導が行われている。 

 

＜専攻科課程＞ 

特別研究では，在学期間中少なくとも１回の学会発表を強く推進している。その支援のために，

学生の旅費を補助するなど配慮を行っている。 

 

（改善を要する点）  

特になし。 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

＜準学士課程＞ 

本校の「達成しようとする基本的な成果」に照らして，授業科目を学年ごとに適切に配置し，教

育課程の体系性を確保している。一般科目を低学年に多く配置し，徐々に専門科目を多くすること

で，工学の専門分野を段階的に学習できる教育体系としている。人間としての豊かな素養の育成を

目指し，低学年では特別活動を行い，高学年では人文科学系の必修，選択科目を設定している。自

然科学系科目を理解するために，自然科学系科目を第１学年から第５学年まで段階に応じて学べる

ように配置している。実践的な英語能力を身につけられるように授業内容を配慮している。専門科

目および実験・実習科目は，各学科とも学年の進行に伴って，基礎的な科目から専門的な科目へと，

学修の段階に応じて適切に配置している。また，毎年全てシラバスを更新することにより，授業内

容の見直しを図っている。 

学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応するために，様々な方策を施し

ている。具体的には，「インターンシップを積極的に実施して単位認定をしている」，「秋田県内の大

学との単位互換を可能にしている」，「入学生の学力変動に対応するために，数学の授業時間を増や

した」，「英語は５年間，継続的に学習できるようにしている」である。 

準学士課程の達成しようとする基本的な成果に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態

をバランス良く配置している。学生の理解を深めるために，①講義で学んだことを実験・実習を通

じて体験できるようにしている，②講義科目であっても演習を取り入れている。教材の工夫，少人

数授業，対話・討論型授業，情報機器を取り入れた教育を行い，基礎学力不足の学生にも配慮して

いる。 

教育課程の編成の趣旨に沿い，適切なシラバスを作成し活用している。シラバスの内容は，学生
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が学習を進めるうえで必要な情報をコンパクトにまとめている。シラバスは，各教員による授業ガ

イダンス，授業の進行状況の学生による確認などに活用している。学生のシラバス活用度について

は，アンケートにより実態を把握し，良好な結果を得た。 

創造性を育む教育方法やインターンシップの活用を積極的に行っている。全学科の第１学年を対

象に工作実習を実施している。さらに，創造設計製作，基礎研究，卒業研究においても創造を育む

教育を行っている。インターンシップは多くの学生が参加しており，積極的に推進している。 

成績評価方法，単位認定規定，進級認定規定，卒業認定規定は明確に定めており，学生便覧およ

びシラバスに明記し，学生に周知している。これらの規定に従って，教員会議において成績評価や

各認定を適切に実施している。 

本校は，教育の目的に照らして，生活指導や課外活動などにおいて，人間の素養の涵養が図られ

るように配慮している。規則，準則を作成し，規則遵守の精神を育んでいる。学生会活動や課外活

動を積極的に支援している。 

 

＜専攻科課程＞ 

専攻科課程のカリキュラムは，準学士課程との連携を考慮した教育課程としている。研究活動に

おいては，卒業研究と特別研究を併せて，３年間継続して研究活動に取り組むことができ，深い内

容を学習できる。 

専攻科課程では，準学士課程の教育を基盤とし，効率の良い形で修得できるカリキュラムを編成

している。また，本校の教育の目的に照らして，専攻科課程の授業科目は適切に配置されている。 

学生からの要望や，学術の発展動向，社会からの要望に対応すべく，インターンシップの履修指

導を積極的に行っている。また，秋田県内の高等教育機関との単位互換制度を確立している。 

授業形態のバランスが適切で，教育内容に応じた適切な学習指導を行っている。適宜，演習，実

習を織り交ぜて講義を行い，学生の理解を助けている。また，自作の教材を用いて授業を行うなど，

工夫に努めている。対話・討議形式，自己提案型の創造工学演習，小テストや演習的内容を多く取

り入れた授業が行われている。 

また，学生の創造性の育成のために，「創造工学演習」や「特別研究」などの科目を配置している。 

教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスを毎年作成している。シラバスには学習に必要な情報

をまとめている。授業の始めにシラバスを用いて，学習の注意点，特に学修単位について説明して

いる。アンケートの結果，80%を超える学生が学修単位について理解していると答えた。 

専攻科課程で修学するにふさわしい多面的な研究指導体制を整備している。特別研究の指導は，

主指導教員と２名の副指導教員が当たる。各指導教員は，大学評価・学位授与機構の審査に合格し

ている教員としている。技術職員による実験装置製作や機器の操作などのサポートも受けられる。

学生の学会発表に対しては旅費を補助するなど，資金的な面からも研究活動をサポートしている。 

組織として，成績評価，単位認定および修了認定規定を整備し，さまざまな方法で学生への周知

を図っている。アンケート調査の結果，96％の学生が認知していると答えている。また，成績評価

について異議申し立ての機会を設けている。成績評価・単位認定に関しても，規定に基づいて専攻

科単位認定会議を経て適切に実施している。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業（修

了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その達成状

況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，目的に沿って，学生が準学士課程卒業あるいは専攻科課程修了時に，身につける学力

や資質・能力を明確に定め，それに対応した授業科目を設定している。本校のカリキュラムでは，

準学士課程および専攻科課程ともに，各達成すべき目標ごとに，必修科目と選択科目がバランスよ

く配置されており，選択科目により偏る状況にはなっていない。すなわち，本校の準学士課程卒業

要件，専攻科課程修了要件を満たせば，本校の目的を達成できるようになっている。 

学生の達成度状況の把握・確認については，以下のプロセスにて行われる。 

＜準学士課程＞ 

各学生の各科目における 初の達成度把握は，「各科目担当教員」が行う。その結果をもとに，各

学生の達成状況は，学期末ごとに「各学科会議」において把握・評価が行われている（資料６－１

－①－１～２）。その後，「教員会議」において学内全体における把握・評価が行われている（資料

６－１－①－３）。 

以上のプロセスを各学年ごとに行い， 終的に卒業認定会議において卒業認定を行っている（資

料６－１－①－４）。 

＜専攻科課程＞ 

各学生の各科目における 初の達成度把握は，準学士課程同様「各科目担当教員」が行う。その

結果をもとに，「専攻科教員会議」において学内全体における把握・評価が行われ（資料６－１－①

－５），修了認定を行っている。 

また，専攻科課程修了要件には，JABEE プログラムを修了することが含まれる。JABEE プログラム

の修了要件の確認は，カリキュラム検討委員会で行い，達成状況の把握・確認を行っている（資料

６－１－①－６）。 

これらのシステムにより，学内の全教員が自らの担当科目にとどまらず，各学生の状況を把握・

確認し情報を共有することになり，学内の教育に関する指向性が一致することとなった。 
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資料６－１－①－１ 「秋田工業高等専門学校学科会議規則」 

 

 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規定に基づき、秋田工業高等専門学校に学科会議（以下

「会議」という。）を置く。 

 

第２条 会議は、学科内の運営及び当該学科に所属する学生の指導等について協議し、併せて学科内の連絡調

整を図ることを目的とする。 

 

第３条 会議は、学科に所属する教員全員をもって構成する。 

２ 会議に必要あるときは、関係職員を出席させることができる。 

 

第４条 会議は主任が招集し、その議長となる。 

 

第５条 会議は、原則として毎月１回開催するものとする。 

２ 主任が必要と認めた場合は、その都度招集することができる。 

 

  附則 

１ この規程は、平成４年12月15日から施行する。 

２ 秋田工業高等専門学校学科会議規程（昭和47年５月１日）は、廃止する。 

  附則 

  この規則は、平成 19 年４月 1 日から施行する。  

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
 
 
資料６－１－①－２ 「学科会議案内」 

 

 

Subject: 平成１８年度第7回学科会議 

From: "Katsumasa Miyata" <miyata@ipc.akita-nct.ac.jp> 

Date: Wed, 15 Nov 2006 20:34:28 +0900 

To: 電気情報工学科教員各位 <e-teach@ipc.akita-nct.ac.jp>, 工藤 幹 先生 

<miki@ipc.akita-nct.ac.jp>, 大島 先生 ohshima@ipc.akita-nct.ac.jp 

 

 

電気情報工学科教員各位、２Ｅ担任工藤幹先生、３Ｅ担任大島静夫先生 

  

平成１８年度第7回学科会議を下記にて 

開催しますので、お集まりください。 

 

期日：平成１８年１２月１３（木） 

時間：１６：４０～ 

場所：電気情報工学科 情報交換室 

議題：（１）平成１８年度後期中間成績について 

    （２）平成１９年度授業担当等について 

    （３）その他 

 

電気情報工学科 学科主任 

宮田克正（６０５２） 

miyata@ipc.akita-nct.ac.jp 

 

 
（出典 電子メール） 
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資料６－１－①－３ 「秋田工業高等専門学校教員会議規則」 

 

 

第１条 秋田工業高等専門学校に教員会議（以下「会議」という。）を置く。 

   

  第２条 会議は、次の事項について連絡、協議する。 

  （１）教育課程及び学生の指導に関する事項 

  （２）学生の学業成績及び進級、卒業に関する事項 

  （３）その他校長が必要と認めた事項 

   

  第３条 会議は、校長、教員、事務部長、総務課長、学生課長をもって構成する。 

   

  第４条  会議に必要あるときは、関係職員を出席させる。 

   

  第５条  会議は、原則として月１回校長が招集し、教務主事が議長となる。 

   

  第６条 会議の庶務は、総務課において処理する。 

   

     

    附 則 

  この規程は，昭和47年 ４月 １日から施行する。 

   

    附 則 

  この規程は，昭和56年 ３月 ９日から施行する。 

   

    附 則 

  この規程は，平成16年 ４月 １日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は，平成 19 年 ４月 １日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料６－１－①－４ 「平成 18 年度第 13 回教員会議議事録」 

 

 

 

 

（出典 総務課総務係資料） 
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資料６－１－①－５ 「秋田工業高等専門学校専攻科教員会議規則」 
 
 
第１条 秋田工業高等専門学校に教員会議（以下「会議」という。）を置く。 

   

  第２条 会議は、次の事項について連絡、協議する。 

  （１）教育課程及び学生の指導に関する事項 

  （２）学生の学業成績及び進級、卒業に関する事項 

  （３）その他校長が必要と認めた事項 

   

  第３条 会議は、校長、教員、事務部長、総務課長、学生課長をもって構成する。 

   

  第４条  会議に必要あるときは、関係職員を出席させる。 

   

  第５条  会議は、原則として月１回校長が招集し、教務主事が議長となる。 

   

  第６条 会議の庶務は、総務課において処理する。 

   

   

    附 則 

  この規程は，昭和47年 ４月 １日から施行する。 

   

    附 則 

  この規程は，昭和56年 ３月 ９日から施行する。 

   

    附 則 

  この規程は，平成16年 ４月 １日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は，平成19年 ４月 １日から施行する。 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 

 

資料６－１－①－６ 「秋田工業高等専門学校創造工学システムプログラム規則」 

 
 

  （目的） 

第１条 この規則は，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）における創造工学システムプログラ

ム（以下「本教育プログラム」という。）の履修，単位認定及び修了確認に関し，必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 （プログラム構成） 

第２条 本教育プログラムは，本校修業年限５年の課程（以下「本科」という。）の第４学年，第５学年（以

下「プログラム前期課程」という。）及び専攻科課程（以下「プログラム後期課程」という。）の４年間

で構成する。 

２ 本教育プログラムの対象科目は，学則別表第１から別表第５中の第４学年及び第５学年の配当科目並び

に別表第６の科目とする。 

 （履修対象者） 

第３条 本教育プログラムの履修対象者は，プログラム後期課程に入学した者とする。 

２  プログラム後期課程に入学した者の履修の状況及び計画の確認は，カリキュラム検討委員会が行う。 

 （プログラム前期課程科目の履修） 

第４条 プログラム後期課程に入学した者は，必要がある場合，プログラム前期課程の科目を履修すること

ができる。 

２ 前項において，プログラム前期課程の科目を履修しようとする者は，教務主事を経て，校長に願い出て

許可を得なければならない。 

  



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 216 - 

 

（単位の認定） 

第５条 本教育プログラムにおける単位認定は，100 点法による評価が 60 点以上の科目とする。 

  （プログラム相当科目の単位認定） 

第６条 校長は，本教育プログラムに在学中の者が，本校以外の高等専門学校及び大学等（以下「他の高等

教育機関等」という。）で修得した単位についても，相当科目として認定することができる。 

２ 校長は，第３条の履修対象者のうち他の高等教育機関等からプログラム後期課程に入学した者に係る本

教育プログラムに相当する科目については，他の高等教育機関等で修得した単位等を本教育プログラムの

単位として認定することができる。 

３ 前２項の認定を受けようとする者は，単位を修得したことを証明する書類を添えて校長に申請するもの

とする。 

４ 単位認定に関し必要な事項は，別に定める。 

 （修了要件） 

第７条 本教育プログラムの修了要件は，次の各号を全て満たすものとする。 

一 学位（学士）を取得すること。 

二 専攻科修了要件の62単位以上を含み，プログラムの必要単位である124単位以上を修得していること。 

三 分野別要件を満たすための基礎工学に関する５つの科目群において，各群から少なくとも１科目，合計

６科目についての知識と能力を有すること。及び分野別要件を満たすための専門工学に関する４つの知識

と能力を有すること。 

四 TOEIC スコアが 400 点相当の英語能力，又はこれと同等以上の英語能力を有すること。 

２  本教育プログラムの修了要件の確認は，カリキュラム検討委員会が行う。 

３ 校長は，本教育プログラムの修了者にプログラム修了証書を授与する。 

 （事務） 

第８条 本教育プログラムに関する事務は，学生課において処理する。 

  附 則 

１ この規則は，平成 18 年７月３日から施行し，平成 18 年度においてプログラム後期課程に在籍する学生

から適用する。 

２ 第４条第１項により修得する単位を，本教育プログラムの修了要件以外にも必要とする場合は，科目等

履修生として履修する者とする。 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では，目的に沿った形で，学生が準学士課程卒業時および専攻科課程修了時に身につけるべ

き学力や資質・能力ごとに，その達成要件（準学士課程卒業要件および専攻科課程修了要件）を定

めている。卒業時および修了時における学生の学力や資質・能力，養成する人材像等について，達

成状況の把握・評価は，「学科会議」，「教員会議」および「専攻科教員会議」，さらに「カリキュラ

ム検討委員会」において適切に行われている。 
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観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力につ

いて，単位取得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況，資格取得の状況等か

ら，あるいは卒業研究，卒業制作などの内容，水準から判断して，教育の成果や

効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

資料６－１－②－１に，準学士課程の留年者と退学者および全学生数に対する割合の，過去５年

間の推移を示す。両者の合計からは，年度によってばらつきが大きく，傾向はみられない。しかし，

留年者は過去３年間で増加傾向にあり，逆に退学者は年々減少している。 

これは，留年しても学力を身につけ，卒業する学生が増えていることを示している。また，担任

を中心にしたきめ細かい学習・生活指導もあり，特に第２学年以下の退学者数は改善されている。 

専攻科における大学評価・学位授与機構による学士の取得者と専攻科修了者の関係では，専攻科

設置後の平成７年度から平成 17 年度まで，生産システム工学専攻および環境システム工学専攻のい

ずれもほとんど全員が，専攻科修了と同時に学士の称号を取得している（資料６－１－②－２）。 

準学士課程の卒業研究および専攻科課程の特別研究では，各学科，各専攻について，高度な内容

の研究が行われている（資料６－１－②－３～８）。 

また，後援会による資格試験の受験料補助を利用する学生が多くなっている。特に，英検および

TOEIC 受験では，英語教員を中心として学校として取り組んでおり，一定の成果を上げている（資

料６－１－②－９）。特に，準学士課程および専攻科課程とも，TOEIC を対象とした学習が効果を上

げており，500 点以上のスコアをもつ成績優秀者が増加している（資料６－１－②－10～11）。また，

専攻科では TOEIC スコアを修了要件に入れており，修了生の英語力を保証するとともに，成績向上

に努めている。 

ロボコン，プロコンのほか，平成 17 年度からデザインコンペティションにも積極的に参加してお

り，学生の資質・能力の向上に役立っている。また，エコレース部を中心にソーラーカーおよびバ

イシクルの大会に参加し，優秀な成績を収めている。このほか，授業内容と関連して，あきた算数・

数学フェスティバル，測量コンテスト，秋田の住宅コンクールなどの秋田県内のコンペティション

や，SII 全国中学校・高等学校電子辞書洋楽翻訳選手権にも参加実績があり，優秀な成績を収めて

いる（資料６－１－②－12）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生が卒業（修了）時に身につけるべき学力や資質・能力について，進級の状況，修了時の学士

取得状況，卒業研究，特別研究の内容などから判断して，教育の成果や効果が上がっているといえ

る。 
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資料６－１－②－１ 「過去５年間の留年・退学学生数の推移」 

過去５年間の留年者・退学者の推移（H14～H18)
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（出典 教員会議資料から作図）
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資料６－１－②－２ 「過去 10 年間における専攻科修了者と学士取得者」 

 

（出典 専攻科成績判定会議資料（平成 17 年３月 10 日）） 

 

過去 10 年間における専攻科修了者と学士取得者 
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資料６－１－②－３ 「卒業研究テーマ一覧（平成 17 年度機械工学科）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校研究紀要 第 42 号 p.102） 
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資料６－１－②－４ 「卒業研究テーマ一覧（平成 17 年度電気工学科）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校研究紀要 第 42 号 p.103） 
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資料６－１－②－５ 「卒業研究テーマ一覧（平成 17 年度物質工学科）」 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校研究紀要 第 42 号 p.104） 
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資料６－１－②－６ 「卒業研究テーマ一覧（平成 17 年度環境都市工学科）」 

 

 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校研究紀要 第 42 号 p.105） 
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資料６－１－②－７ 「特別研究テーマ一覧（平成 17 年度生産システム工学専攻）」 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校研究紀要 第 42 号 p.100） 

 

資料６－１－②－８ 「特別研究テーマ一覧（平成 17 年度環境システム工学専攻）」 

 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校研究紀要 第 42 号 p.101） 
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資料６－１－②－９ 「資格取得の状況」 

 

（出典 平成 18 年度学校要覧 p.34） 

 

資料６－１－②－10 「TOEIC 関係資料」 

 

 （出典 技術を創る秋田工業高等専門学校案内 2007 p.10）
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資料６－１－②－11 「TOEIC 関係資料」 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 TOEIC Newsletter80 p.６） 
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資料６－１－②－12 「外部コンペティション参加状況」 

 

 

（出典 JABEE 自己点検書（本文編）p.102～103 に一部内容を追加） 

外部コンペティションの参加状況

エコレース部の大会参加状況

年度 出場大会名 マシン名 カテゴリー クラス 順位

W.E.M. 颯 燃料電池 ジュニア 3

W.E.M. 颯 鉛蓄電池 ジュニア 27

W.S.B.R. 大友軍団号 A オープン 10

W.S.B.R. 颯 S ジュニア 12

W.S.B.R. ANCT-Vver.2 S オープン 5

W.E.M. 颯 燃料電池 オープン 5

W.E.M. 颯 鉛蓄電池 ジュニア 17

W.S.B.R. 颯 Ｓ オープン 3

W.S.B.R. 大友さん Ａ オープン 5

W.E.M 颯 燃料電池 オープン 5

W.E.M 颯 鉛蓄電池 ジュニア 61(パンク)

ロボットコンテストの参加状況

大会年度 テーマ ロボット名

ｷｬｯﾁｬｰG

ぐらいふぇん

T.T

ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ

救護魂V

ANGARAG

ふみきりあし

くるくるあるみん

ぶりこ

杉こまち

プログラミングコンテストの参加状況

大会年度 参加部門

第13回(H14) 競技部門

第14回(H15) 競技部門

第15回(H16) 競技部門

第16回(H17) 競技部門

第17回(H18) 競技部門

デザインコンペティションの参加状況

大会年度 参加部門

第2回(H17) 環境デザインC

環境デザインC

※　Cはコンペティション

※　構造デザインコンペティションは別名「ブリッジコンテスト」

あきた算数・数学フェスティバル

大会年度

第6回(H17)

eが超越数であることの証明第4回(H15)

第3回(H14)

戦　　績

タイトル

打上花火の軌跡について

Papproximation<πのいろいろな求め方>

πが無理数であることの証明

複素数の幾何学的意味

22位

5位

予選通過ならず

日本の人口増加についての解析

2回戦敗退

ばっちゃんどいっしょ！ 予選通過 本大会出場

解を尋ねて三千里－友よ行かん－ 2回戦敗退

健作君～僕の目はごまかせない～

1回戦敗退

1回戦敗退

タイトル

第3回(H18)

Panel Sort

構造デザインC
CLOWN CROWN

檜木内橋

多彩宿～SHIKIとどうかする旅館

OCIMUSHA

ふるさと自慢特急便
東北優勝　　　 全国3回戦敗退

東北1回戦敗退

タイトル 戦　　績

準優勝

第19回(H18)

※　W.S.B.R.：ワールドソーラーバイシクルレース

※　W.E.M.：ワールドエコノムーブ

東北1回戦敗退　特別賞

東北1回戦敗退　アイデア賞　特別賞

東北1回戦敗退　特別賞

東北1回戦敗退
鼎(KANAE)

プロジェクトBOX

大運動会

H16

H17

H18

東北2回戦敗退

東北1回戦敗退

戦　　績

第15回(H14)

第16回(H15)

第17回(H16)
東北1回戦敗退

東北1回戦敗退　特別賞

第18回(H17)

マーズラッシュ
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観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の成

果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

＜進路の状況＞ 

過去３年間において，準学士課程卒業後はほぼ 100％の就職率を満たしている（資料６－１－③

－１～３）。平成 17 年度機械工学科，および平成 15 年度環境都市工学科において，それぞれ１名ず

つ進路未決定者がいるが，率の観点から判断すると社会の要請する人材養成を満足していると考え

られる。 

同様に過去３年間において，準学士課程卒業後専攻科進学もしくは大学編入学する学生は，64 名，

66 名，65 名と推移し（資料６－１－③－４），入学時定員 160 名を考慮すると，その 40％強がさら

に高度な教育を受けようと志願しており，本校は学生に対しより高度な学習に対する意欲を喚起し

ていると考えられる。 

専攻科課程においても，準学士課程同様にその修了後はほぼ 100％の就職率を満たしている（資

料６－１－③－１～３）。 

資料６－１－③－５に，過去３年間における全卒業生および全修了生に対する就職者・進学者・

進路未決定者等の割合を示す。特に，準学士課程では就職者・進学者がほぼ同数となっており，本

校の準学士課程卒業生は，即戦力として企業（社会）に求められている。また，より学習意欲を喚

起され進学していると考えられ，バランスのとれた本校での教育の結果であると考えられる。 

 

＜進路先の状況＞ 

準学士課程各学科および専攻科課程各専攻の専門性が活かされる分野に，就職あるいは進学して

いることを示すため，資料６－１－③－６～８に，過去３年間における全卒業生および全修了生の

就職先と進学先を示す。 

機械工学科の卒業生は，機械に関わる製造業への就職が多い。電気情報工学科は，電気機器製造，

ソフトウェアに関わる企業への就職が多い。物質工学科は，化学工業への就職が多い。環境都市工

学科は，建設業への就職が多い。これらから，卒業生のほとんどは製造業に進み，専門性を活かし

た就職先に進んでいるといえる。 

専攻科課程修了生は，製造業に就職しており，各専攻の専門性に沿っているといえる。 

準学士課程卒業生の進学先としては，東北・北海道・信越・関東・中部地区の大学がまんべんな

く選択されており，それぞれの専門に沿った学科に進学している。 

専攻科課程修了生に関しても，より高度で専門的な研究を目指した大学院進学者が存在し，専攻

科課程の教育が，学生のさらなる研究意欲を喚起した結果と考えられる。 
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資料６－１－③－１ 「平成 18 年度進路状況」 

 

（出典 学生課学生支援係資料） 
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資料６－1－③－２ 「平成 17 年度進路状況」 

 

 

（出典 平成 18 年度学校要覧 p.33 ただし修正してある） 

 

資料６－1－③－３ 「平成 16 年度進路状況」 

 

 

 

（出典 平成 17 年度学校要覧 p.48 ただし修正してある） 



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 231 - 

資料６－１－③－４ 「卒業生の専攻科入学，大学編入学状況（ 近５カ年）」 

 

 

 

（出典 平成 18 年度学校要覧 p.33 ただし修正してある） 

 

資料６－１－③－５ 「全卒業生（修了生）に対する就職者・進学者・進路未決定者等の割合」 

 

全卒業生に対する就職者・進学者・進路未決定者等の割合 

卒業年度 卒業者数 就職者数 進学者数 
各種専門学校

等進学者数 

進路 

未決定者数

  (人) (人) (%) (人) (%) (人) (%) (人) (%) 

平成 16 年度 122 51 41.8% 66 54.1% 3 2.5% 2 1.6%

平成 17 年度 143 74 51.7% 65 45.5% 1 0.7% 3 2.1%

平成 18 年度 138 79 57.3% 54 39.1% 1 0.7% 4 2.9%

 

全修了生に対する就職者・進学者・進路未決定者等の割合 

修了者数 就職者数 進学者数   
進路 

未決定者数修了年度 

(人) (人) (%) (人) (%)    (人) (%) 

平成 16 年度 24 21 87.5% 2 8.3%    1 4.2%

平成 17 年度 15 11 73.3% 4 26.7%    0 0.0%

平成 18 年度 18 17 94.4% 1 5.6%    0 0.0%

 

（出典 進路関係資料から作表） 
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資料６－１－③－６ 「平成 19 年３月卒業（修了）者の就職先及び進学先一覧」 

 

 

 

 

  

（出典 学校だより Vol.71 p.５） 
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資料６－１－③－７ 「平成 18 年３月卒業（修了）者の就職先及び進学先一覧」 

 

（平成１８年３月３１日現在）

機械 電気 物質
環境
都市

生産
ｼｽﾃﾑ

環境
ｼｽﾃﾑ

機械 電気 物質
環境
都市

生産
ｼｽﾃﾑ

環境
ｼｽﾃﾑ

機械 電気 物質
環境
都市

生産
ｼｽﾃﾑ

環境
ｼｽﾃﾑ

精密機器製造

秋田南教農業協同組合 1 1 ㈱JUKI 1 1 秋田高専専攻科 4 12 7 6 29

TDK㈱ 1 3 1 1 6

小　　計 1 1 日発精密工業㈱ 1 1 小　　計 4 12 7 6 29

（昨年度末） 1 1 ㈱扶桑精巧 1 1 （昨年度末） 7 1 3 5 16

建設業 田中貴金属工業㈱ 1 1 大学進学

㈱青葉コンサルタント 1 1 ㈱アズマ 1 1 秋田大学 2 2 3 7

㈱新井組 1 1 東北大学 1 1 2

㈱住友大阪セメント 1 1 弘前大学 1 1

㈱トマック 1 1 岩手大学 2 2

旭シンクロテック㈱ 1 1 山形大学 1 1

菊川工業㈱ 1 1 新潟大学 2 2 4

住友金属プランテック㈱ 1 1 小　　計 4 3 2 1 1 11 北海道大学 2 2

前田道路㈱ 1 1 （昨年度末） 1 2 3 0 3 9 長岡技術科学大学 2 1 1 3 7

水谷建設㈱東日本支社 1 1 その他製造業 信州大学 1 1

山崎建設㈱ 1 1 石川島汎用機サービス㈱ 1 1 群馬大学 1 1

太田防水工業㈱ 1 1 ケーヒン㈱ 1 1 千葉大学 1 1

鹿島道路 1 1 本田技研工業㈱ 1 1 2 横浜国立大学 1 1

小　　計 11 1 12 津田工業㈱ 1 1 豊橋技術科学大学 1 4 5

（昨年度末） 1 2 1 1 5 ㈱テクモ 1 1 多摩大学 1 1

金融業 ㈱日野自動車 1 1

秋田銀行 1 1 日本オーチスエレベーター㈱ 1 1

ニプロファーマ㈱ 1 1 小　　計 8 6 9 13 36

小　　計 1 1 宇宙航空研究開発機構 1 1 （昨年度末） 15 7 13 15 50

（昨年度末） 0 牧野フライス㈱ 1 1 大学院進学

食料品製造業 秋田大学大学院 2 2

雪印乳業㈱ 1 1 東京大学大学院 1 1

東京工業大学大学院 1 1

小　　計 1 1 小　　計 6 2 1 1 1 11

（昨年度末） 1 1 （昨年度末） 8 3 2 13

繊維工業 運輸業

㈱日清紡 1 1 日本貨物鉄道㈱東北支社 2 2

JR東日本㈱ 1 1

小　　計 1 1 小　　計 2 1 3

（昨年度末） 0 （昨年度末） 1 1 小　　計 3 1 4

化学工業 電気・ガス・通信業 （昨年度末） 1 1 2

花王㈱ 1 1 NHK 1 1 専門学校・各種学校進学等

㈱カネカ 1 1 大阪ガス㈱ 1 1 秋田中通看護学院 1 1

塩野義製薬㈱ 1 1

住友化学㈱ 1 1

大日精化工業㈱ 1 1

チッソ石油化学㈱ 1 1 2

東レ㈱ 1 1 小　　計 1 1 2

東洋インキ製造㈱ 1 1 （昨年度末） 3 3

大日本インキ化学工業㈱ 1 1 サービス業

秋田ゼロックス㈱(県内) 1 1

小　　計 8 1 1 10 ㈱アルメックス 1 1 小　　計 1 1

（昨年度末） 2 3 3 8 ㈱リキネット 1 1 （昨年度末） 3 3

石油・石炭製品製造 ㈱秋田ルミナ(県内) 1 1

コスモ石油㈱ 1 1 2 JAL航空機整備成田㈱ 1 1

新日本石油㈱ 1 1 ＧＥ横河メディカルシステムズ㈱ 1 1

綜合警備保障㈱ 1 1

小　　計 1 2 3 日本原子力発電㈱ 1 1

（昨年度末） 1 1 1 3 富士電機システムズ㈱ 1 1

金属製品製造 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 1 1

中外テクノビジネス 1 1

小　　計 フジテック㈱ 1 1

（昨年度末） 1 1 丸水中央水産㈱ 1 1

一般機器製造 日本興亜損保秋田支店 1 1

㈱太陽インターナショナル 1 1

TSG㈱ 1 1

高砂熱学工業㈱ 1 1

小　　計 3 3

（昨年度末） 1 1 2

電気機器製造

㈱OA研究所 1 1

TDK-MCC 1 1 小　　計 4 6 1 3 14

㈱日立製作所 1 1 （昨年度末） 2 4 1 3 4 1 15

JUKI電子工業㈱ 1 1 法人・官公庁

カシオテクノ㈱ 1 1 県庁職員 1 1

京セラ㈱棚倉工場 1 1 社団法人東北建設協会 1 1

ソニー宮城㈱ 1 1 医療法人久幸会 1 1

五洋電子㈱ 2 2

小　　計 3 3 1 0 2 9 小　　計 1 1 1 3

（昨年度末） 3 3 1 1 8 （昨年度末） 2 2
1 70

計

就職 22 16 16 20 6 5 85

物質
環境
都市

生産
ｼｽﾃﾑ

環境
ｼｽﾃﾑ

平成１８年３月卒業（修了）者の就職先及び進学先一覧

合計

本科 専攻科学科（専攻）名

就職内定先及び進学先
合計

学科（専攻）名

就職内定先及び進学先

本科 専攻科本科 専攻科

農業

学科（専攻）名

就職内定先及び進学先

　　　　　　　学　　科
　進　　路

機械 電気

合計

専攻科進学

19 3進学 13 18 16

 

  

 

（出典 学校だより Vol.69 から作表） 
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資料６－１－③－８ 「平成 17 年３月卒業（修了）者の就職先及び進学先一覧」 

 

（平成１７年３月３１日現在）

機械 電気 物質
環境
都市

生産
ｼｽﾃﾑ

環境
ｼｽﾃﾑ

機械 電気 物質
環境
都市

生産
ｼｽﾃﾑ

環境
ｼｽﾃﾑ

機械 電気 物質
環境
都市

生産
ｼｽﾃﾑ

環境
ｼｽﾃﾑ

精密機器製造

㈱放電加工研究所 1 1 秋田高専専攻科 7 1 3 5 16

東芝メディカル 1 1

（昨年度末） 1 1 半導体エネルギー研究所 1 1 小　　計 7 1 3 5 16

建設業 東電化工業㈱(県内) 1 1 （昨年度末） 5 6 4 4 19

㈱ユアテック 1 1 ㈱アズマ 1 1 大学進学

旭シンクロテック㈱ 1 1 アネルバ㈱ 1 1 秋田大学 9 1 3 6 19

横河ブリッジ 1 1 JUKI電子工業㈱(県内) 1 1 2 岩手大学 1 1

日陽エンジニアリング㈱ 1 1 ㈱倉元製作所 1 1 筑波大学 1 1

㈱沢木組 1 1 岐阜大学 1 1

住友金属プランティック㈱ 新潟大学 1 2 3 1 7

長岡技術科学大学 2 1 3 6

小　　計 1 2 1 1 5 小　　計 1 2 3 0 3 9 宇都宮大学 1 1

（昨年度末） 8 2 10 （昨年度末） 3 2 5 千葉大学 1 1

印刷業 その他製造業 神戸大学 1 1

磐田工業㈱(県内) 1 1 京都大学 1 1

㈱日産ディーゼル研究所 1 1 豊橋技術科学大学 1 1 1 2 5

小　　計 ㈱ニッソーサービス 1 1 島根大学 2 2

（昨年度末） 1 1 ㈱テクモ 1 1 東京電機大学 1 1

食料品製造業 石川島汎用機サービス 1 1 前橋工科大 2 2

森永乳業㈱ 1 1 日産自動車㈱ 1 1 2 長崎大学 1 1

土佐製作(県内) 1 1

NSデザイン 1 1 小　　計 15 7 13 15 50

本田技研工業㈱ 1 1 （昨年度末） 11 7 15 12 45

㈱牧野フライス 1 1 大学院進学

小　　計 1 1 ㈱日産テクノ 1 1 秋田大学大学院 1 1

（昨年度末） 3 1 1 5 ㈱山二 1 1 長岡技術科学大学大学院 1 1

繊維工業

小　　計 8 3 2 13

（昨年度末） 4 2 2 2 10

運輸業

小　　計 JR西日本㈱ 1 1

（昨年度末） 1 1

化学工業 小　　計 1 1

TDK㈱ 2 2 （昨年度末） 1 1 2 小　　計 1 1 2

住友化学 1 1 電気・通信業 （昨年度末） 2 2 4

エスエス製薬 1 1 東北電力㈱ 2 2 専門学校・各種学校進学等

日本ブチル㈱ 1 1 NTTドコモ東北 1 1 バンタンキャリアスクール 1 1

大日本インキ化学工業㈱ 1 1 東北電子専門学校 1 1

チッソ石油化学㈱ 1 1 秋田アカデミー 1

㈱東燃化学 1 1

小　　計 3 3

小　　計 2 3 3 8 （昨年度末） 1 1

（昨年度末） 4 7 1 1 13 サービス業

石油・石炭製品製造 ㈱JAL航空機整備成田 1 1

新日本石油化学 1 1 ㈱オーバル 1 1 小　　計 2 2

㈱カネカ 1 1 三菱ビルテクノサービス㈱ 1 1 （昨年度末） 1 1 2

石油資源開発㈱ 1 1 ㈱セコム 1 1

㈲ビジョンケア(県内) 1 1

㈱サンルーラル大潟(県内) 1 1

小　　計 1 1 1 3 ㈱オールホンダ秋田(県内) 1 1

（昨年度末） 2 2 4 ㈱プレステージインターナショナル 2 2

金属製品製造 ㈱ジャパンアウトソーシング 1 1

東洋製罐㈱ 1 1 ㈱JAL航空機整備東京 1 1

綜合警備保障 1 1 2

ｵﾑﾛﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 1 1

小　　計 1 1 ㈱エースジャパン 1 1

（昨年度末） 1 1

一般機器製造

㈱森精機製作所 1 1

㈱山岡製作所 1 1

小　　計 1 1 2

（昨年度末） 2 1 3

㈱デザインネットワーク 2 2 小　　計 2 4 1 3 4 1 15

ソニー宮城㈱ 1 1 （昨年度末） 1 9 3 3 2 2 20

アルプス電気㈱ 1 1 官公庁

CTCテクノロジー㈱ 1 1 秋田県分析化学センター 1 1

京セラ㈱ 1 1 秋田県環境測定センター 1 1

アクティス 1 1

㈱国際電気エンジニアリング 1 1

小　　計 3 3 1 1 8 小　　計 2 2

（昨年度末） 1 2 1 4 （昨年度末） 1 1 2 4

電気機器製造

23 1進学 22 8 16

　　　　　　　学　　科
　進　　路

機械 電気

合計

本科 専攻科

農業

学科（専攻）名

就職内定先及び進学先

専攻科進学

平成１７年３月卒業（修了）者の就職先及び進学先一覧

合計

本科 専攻科学科（専攻）名

就職内定先及び進学先
合計

学科（専攻）名

就職内定先及び進学先

本科 専攻科

72

物質
環境
都市

生産
ｼｽﾃﾑ

環境
ｼｽﾃﾑ

1 71

計

就職 15 19 11 6 13 8

 

 

 

（出典 学校だより Vol.67 から作表） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や進学といった卒業

（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断すると，卒業生，修了生は，各学科および各専攻

の特徴を活かした就職先あるいは進学先を選択しており，本校の教育の成果や効果が上がっている

といえる。 
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観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

準学士課程第５学年の学生に達成度評価を行った結果を，資料６－１－④－１に示す。達成度評

価は，学校の目的にある基本的な成果（A）～（F）および「学科ごとの成果」の７項目について，

アンケートにより５段階評価で行った。各項目とも３以上の評価をした学生の割合は 80％台であり，

おおむね学校の意図する教育の成果は上がっているといえる。 

専攻科課程の学生に対する達成度評価を行った結果を，資料６－１－④－２に示す。準学士課程

と同様に５段階評価によるアンケートで，成果（１）～（３）および「専攻ごとの成果」の４項目

について達成度評価を行った。各項目とも３以上の評価をした学生の割合は，成果（２）「プレゼ

ンテーション能力」と「専攻ごとの成果」では 100％であり，それ以外の成果（１）「課題解決能力」

82％，成果（３）「複合領域への対応」は 91％と達成の状況が良好であり，教育の成果が上がって

いる。 
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資料６－１－④－１ 「平成 18 年度 第５学年による達成度評価」 

 

Q11 基本的な成果(A)「人間としての素養」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

2%
14%

51%

20%

13% 1 まったく達成したとはいえ
ない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

Q12 基本的な成果(B)「基礎学力の充実」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

2%
14%

49%

24%

11%
1 まったく達成したとはい
えない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

Q13 基本的な成果(C)「コミュニケーション能力」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

5%

16%

50%

21%

8%
1 まったく達成したとはいえ
ない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

  

 

 

回答数：133 人

回答数：133 人

回答数：133 人
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Q14 基本的な成果(D)「工学基礎知識の習得」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

4%
9%

52%

26%

9%
1 まったく達成したとはいえ
ない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

Q15 基本的な成果(E)「実践的な能力」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

3%
10%

55%

25%

7%
1 まったく達成したとはいえ
ない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

Q16 基本的な成果(F)「専門的な知識の充実」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

4%
11%

53%

23%

9%
1 まったく達成したとはいえ
ない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

 

 

回答数：134 人

回答数：134 人

回答数：134 人
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Q17 基本的な成果「学科ごとの成果」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

1%
14%

48%

26%

11%
1 まったく達成したとはいえ
ない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.24～26） 

 

回答数：133 人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 240 - 

資料６－１－④－２「平成 18 年度 専攻科学生による達成度評価」 

 

Q11 （修了生）成果(1)「課題解決能力」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

9%

9%

46%

18%

18% 1 まったく達成したとはいえ
ない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

Q12 （修了生）成果(2)「プレゼンテーション能力」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

0%0%

36%

64%

0%
1 まったく達成したとはいえ
ない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

Q13 （修了生）成果(3)「複合領域への対応」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

0% 9%

55%

36%

0%
1 まったく達成したとはい
えない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

 

 

回答数：11 人

回答数：11 人

回答数：11 人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 241 - 

 

 

Q14 （修了生）成果「専攻ごとの成果」の達成度は，どの程度と考えていますか？ 

0%

0%

64%

27%

9%
1 まったく達成したとはい
えない

2 達成したとはいえない

3 少しは達成したと思う

4 ある程度達成したと思う

5 達成したと思う

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.31～32） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程第５学年および専攻科課程の学生に対して，学校の目的にある基本的な成果について，

アンケートによる達成度評価を行った。アンケート結果から，学校の意図する教育の成果は上がっ

ており，特に専攻科課程の学生による達成度評価は良好であった。 
以上のことから，教育の成果や効果が上がっているといえる。 

回答数：11 人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 242 - 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先などの関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付

けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施しているか。

また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 
平成 17 年度準学士課程卒業生および専攻科課程修了生の進路先関係者ならびに卒業生，修了

生に，学校の目的に対する達成度について，アンケート調査を行った。 

準学士課程卒業生の進路先関係者ならびに卒業生について，達成度評価は，学校の目的にある

基本的な成果（A）～（F）および「学科ごとの成果」の７項目について，アンケートにより５段階

評価で行った。各項目とも３以上の評価の割合は，進路先関係者による評価では 90％台後半となり

（資料６－１－⑤－１），卒業生の評価では 90％台を中心に，いずれの項目でも約 80％以上となっ

た（資料６－１－⑤－２）。 

同様に，専攻科課程修了生の進路先関係者ならびに修了生に対し，基本的な成果（１）～（３）

および「専攻ごとの成果」の４項目について，アンケート調査を行った。各項目とも３以上の評価

の割合は，進路先関係者による評価では 100％となり（資料６－１－⑤－３），修了生の評価では２

項目で 100％，他の２項目でも約 86％となった（資料６－１－⑤－４）。 

 



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 243 - 

資料６－１－⑤－１ 「秋田高専準学士課程卒業生の学力や能力に関する調査結果（進路先関係者）」 

 

Q1 基本的な成果(A)「人間としての素養」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

5%

63%

27%

5%

0% 5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

Q2 基本的な成果(B)「基礎学力の充実」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

7%

52%

39%

2%

0% 5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

Q3 基本的な成果(C)「コミュニケーション能力」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

2%

35%

61%

2%

0% 5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

 

 

回答数：44 人

回答数：44 人

回答数：43 人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 244 - 

 

 

Q4 基本的な成果(D)「工学基礎知識の習得」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

0%

61%

34%

5%

0% 5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

Q5 基本的な成果(E)「実践的な能力」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

5%

37%

56%

2%

0% 5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

Q6 基本的な成果(F)「専門的な知識の充実」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

3%

33%

59%

5%

0% 5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

 

 

回答数：44 人

回答数：41 人

回答数：40 人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 245 - 

 

 

Q7 基本的な成果「学科ごとの成果」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

11%

39%

47%

3%

0% 5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.34～36） 

 

回答数：38 人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 
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資料６－１－⑤－２ 「秋田高専準学士課程卒業生の学力や能力に関する調査結果（H17 年度卒業生）」 

 

Q1 基本的な成果(A)「人間としての素養」の達成度を自己評価してください。 

5%

36%

49%

10%
0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

Q2 基本的な成果(B)「基礎学力の充実」の達成度を自己評価してください。 

2%

26%

65%

7%
0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

Q3 基本的な成果(C)「コミュニケーション能力」の達成度を自己評価してください。 

17%

60%

21%

0% 2%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

 

 

回答数：42 人

回答数：42 人

回答数：42 人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 247 - 

 

 

Q4 基本的な成果(D)「工学基礎知識の習得」の達成度を自己評価してください。 

2%

21%

67%

10%

0% 5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

Q5 基本的な成果(E)「実践的な能力」の達成度を自己評価してください。 

5%

28%

57%

10%
0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

Q6 基本的な成果(F)「専門的な知識の充実」の達成度を自己評価してください。 

3%

23%

59%

15%

0%
5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

 

 

回答数：42 人

回答数：40 人

回答数：39 人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 248 - 

 

 

Q7 基本的な成果「学科ごとの成果」の達成度を自己評価してください。 

0%
18%

63%

16%

3%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学先：
学業に支障をきたす

1 高専で学修した内容がまったく身に
付いていない。中学生と同レベル。

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.38～40） 

回答数：38 人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 
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資料６－１－⑤－３ 「秋田高専専攻科修了生の学力や能力に関する調査結果（進路先関係者） 

 

Q1 （修了生）成果(1)「課題解決能力」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

13%

25%

62%

0%0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学
先：学業に支障をきたす

1 専攻科での内容がまったく身に付
いていない。高校生と同レベル。 

 

 

Q2 （修了生）成果(2)「プレゼンテーション能力」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

13%

0%

87%

0%0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学
先：学業に支障をきたす

1 専攻科での内容がまったく身に付
いていない。高校生と同レベル。 

 

 

Q3 （修了生）成果(3)「複合領域への対応」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

13%

25%

62%

0%0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学
先：学業に支障をきたす

1 専攻科での内容がまったく身に付
いていない。高校生と同レベル。 

 

 

 

 

回答数：８人

回答数：８人

回答数：８人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 

 

 - 250 - 

 

 

Q4 （修了生）成果「専攻ごとの成果」の達成度は，どの程度とお考えでしょうか？ 

13%

49%

38%

0%0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学
先：学業に支障をきたす

1 専攻科での内容がまったく身に付
いていない。高校生と同レベル。 

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.42～43） 

回答数：８人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 
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資料６－１－⑤－４ 「秋田高専専攻科修了生の学力や能力に関する調査結果（H17 年度修了生） 

 

Q1 （修了生）成果(1)「課題解決能力」の達成度を自己評価してください。 

14%

14%

58%

14%
0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学
先：学業に支障をきたす

1 専攻科での内容がまったく身に付
いていない。高校生と同レベル。 

 

 

Q2 （修了生）成果(2)「プレゼンテーション能力」の達成度を自己評価してください。 

0%0%

86%

14%
0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学
先：学業に支障をきたす

1 専攻科での内容がまったく身に付
いていない。高校生と同レベル。 

 

 

Q3 （修了生）成果(3)「複合領域への対応」の達成度を自己評価してください。 

0%

29%

71%

0%0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学
先：学業に支障をきたす

1 専攻科での内容がまったく身に付
いていない。高校生と同レベル。 

 

 

 

 

回答数：７人

回答数：７人

回答数：７人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 
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Q4 （修了生）成果「専攻ごとの成果」の達成度を自己評価してください。 

14%

29%57%

0%0%

5 十分身に付いている

4 身に付いている

3 ある程度，身に付いている

2 不十分である。
就職先：仕事に支障をきたす　進学
先：学業に支障をきたす

1 専攻科での内容がまったく身に付
いていない。高校生と同レベル。 

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.45～46） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

平成 17 年度準学士課程卒業生および専攻科課程修了生の進路先関係者ならびに卒業生，修了生

に，学校の目的に対する達成度について，アンケート調査を行った。アンケート調査結果から，卒

業（修了）生や進路先関係者からの評価は良好であり，教育の成果は上がっているといえる。 

回答数：７人



 秋田工業高等専門学校 基準６ 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

準学士課程，専攻科課程ともに就職率はほぼ 100％であり，準学士課程では 40％強が進学を希望

している。ほとんどの学生は，それぞれの各学科，各専攻の専門分野を活かす就職先，進学先に進

んでいることから，本校の目的に沿った卒業生，修了生を輩出しており，教育の成果が上がってい

る。 

英検やTOEICなどの資格試験を利用した教育には，英語教員を中心に学校として取り組んでおり，

一定の成果を上げている。特に，準学士課程および専攻科課程とも，TOEIC を対象とした学習が効

果を上げており，成績優秀者が増加している。 

 

（改善を要する点） 

特になし。 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

本校のカリキュラムでは，準学士課程および専攻科課程とも，各達成すべき目標ごとに，必修科

目と選択科目がバランスよく配置されており，選択科目により偏る状況にはなっていない。すなわ

ち，本校の卒業要件，修了要件を満たせば，本校の目的を達成できるようになっている。学校とし

て達成状況を把握・評価するために，準学士課程では学科会議および教員会議が，専攻科課程では

専攻科教員会議が行われている。 

近の進級状況より，準学士課程では留年者は増加傾向にあるものの，退学者は年々減少してお

り，留年しても学力を身につけて卒業する学生が増えていることを示している。また，担任を中心

にしたきめ細かい学習・生活指導もあり，特に第２学年以下の退学者数は改善されている。 

専攻科課程における特別研究は，それぞれの専攻分野について高度な内容が行われており，修了

者のほぼ全員が学位取得していることから，学力および研究能力を身につけているといえる。 

英検および TOEIC 受験を利用した教育に，英語教員を中心に学校として取り組んでおり，一定の

成果をあげている。特に，準学士課程および専攻科課程とも，TOEIC を対象とした学習が効果を上

げており，成績優秀者が増加している。TOEIC スコアは専攻科課程の修了要件にも入っており，修

了生の英語力を保証するとともに，成績向上のための努力をしている。 

また，ロボコン，プロコン，デザコンなどの外部コンペティションにも積極的に参加し，優秀な

成績を収めていることから，学生の資質・能力の向上に役立っている。 

準学士課程，専攻科課程ともに就職率はほぼ 100％であり，準学士課程では 40％強が進学を希望

している。ほとんどの学生は，それぞれの各学科，各専攻の専門分野を活かす就職先，進学先に進

んでいることから，本校の目的に沿った卒業生，修了生を輩出しており，教育の成果が上がってい

る。 

準学士課程第５学年および専攻科課程の学生に対して，学校の目的にある基本的な成果について，

アンケートによる達成度評価を行った。また，平成 17 年度準学士課程卒業生および専攻科課程修

了生の進路先関係者ならびに卒業生，修了生に，学校の目的に対する達成度について，アンケート

調査を行った。いずれのアンケート調査結果も評価はおおむね良好であり，本校の教育の成果や効

果は上がっている。 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況） 

準学士課程では，年度始めに全ての学年において，学級担任から学習上の留意事項が，１年間の

スケジュールとともに説明されている（資料７－１－①－１）。この際，学生便覧，シラバスが活用

され，各学科の履修要領，本校の目的，自学自習などの学習支援についてオリエンテーションが行

われている。 

加えて，第１学年では「新入生オリエンテーション」において，教務主事，学生主事，学生相談

室長による説明と施設見学を行う（資料７－１－①－２）。 

専攻科課程では，第１学年と第２学年の年度始めにそれぞれガイダンスが行われており，学習を

進めるための解説を行っている（資料７－１－①－３）。 

全教員がオフィスアワーを週１回，各１時間以上ずつ設定し，学生の学習の相談を受け，助言を

行っている（資料７－１－①－４）。アンケートの集計結果より，準学士課程および専攻科課程の学

生とも，オフィスアワーの制度は知っていると回答する割合が 90％程度であるが，実際に利用して

いる学生の割合は 50～60％台に留まった。しかし，オフィスアワー以外の時間帯も含めると 80～

90％の学生は質問したことがあり，教員の対応もおおむね良好であるといえる。（資料７－１－①－

５）。 
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資料７－１－①－１ 「学校の諸制度に関するオリエンテーション」 

 

平成 19 年４月４日 

学級担任各位 

 

教務主事 

 

学校の諸制度に関するオリエンテーションについて 

 

 学級担任はホームルームなどの時間を利用して，年度当初に下記の点について学生へガイダンスをお願いしま

す。説明に当たっては学生便覧，授業計画を活用して下さい。 

 

○単位認定，成績評価，進級要件（５年生担任は卒業要件）について 

・それぞれ学生便覧，授業計画を用いて説明する。 

・学修単位には自学自習の時間が含まれることを説明する。 

 

○本校の目的について 

・目的は学生便覧，授業計画に掲載されていることを説明する。 

・(A)は人文系科目，(B)は自然科学系科目，(C)は外国語科目にそれぞれ対応している。 

・(D)は専門講義科目，(E)は専門実験科目，(F)は基礎（工学）研究，卒業研究にそれぞれ対応している。 

 

○自学実習などの学習支援について 

・自学自習について（予習復習の必要性，図書館，情報処理センターなどの活用） 

・オフィスアワー制度について説明すること。 

・資格試験の受験料補助 

 

○JABEE プログラムについて 

・学生便覧を参考に説明すること。 

 

○欠課および公欠について 

・欠課した場合は必ず届けを出すこと。欠課措置を必ず行うこと。 

・公欠の場合は必ず届けを出すこと（部活動ではクラブ単位，就職などは個人で提出すること。） 

 

○学校の諸規則について 

・「学生指導の手引（取扱注意）」を参考に説明すること。 

・学校の諸規則は学生便覧に掲載されている。 

 

○年間日程について 

・試験期間後に異議申立の機会があることを説明すること。 

・再試験について 

 

 

 

 

（出典 教職員配付資料） 
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資料７－１－①－２ 「新入生オリエンテーション」 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 18 年度新入生オリエンテーション実施要項）
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資料７－１－①－３ 「専攻科ガイダンス」 

 

 

 

（出典 平成 18 年度専攻科ガイダンス配付資料）
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資料７－１－①－４ 「オフィスアワーの実施状況」 

 

平成 19 年度前期オフィスアワー実施状況一覧 

 

氏 名 職名 実施曜日 実施時間 

島田 昌彦 学校長 な し な し 

機械工学系 

佐々木 章 教授 火曜日 16:00～17:00 

落合 雄二 教授 水曜日 16:00～17:00 

茂木 良平 教授 木曜日 16:40～17:40 

大上 哲朗 教授 火曜日 16:15～17:15 

山崎 保輔 准教授 金曜日 

金曜日 

12:15～12:45 

16:45～17:15 

安藤 正昭 准教授 水曜日 15:00～17:00 

土田  一 准教授 月曜日 16:15～17:15 

木澤  悟 准教授 水曜日 16:00～17:00 

小林 義和 准教授 木曜日 16:00～17:00 

岡本 正人 准教授 火曜日 16:00～17:00 

今田 良徳 助教 火曜日 

木曜日 

16:35～17:15 

16:35～17:15 

渡部 英昭 助教 木曜日 

木曜日 

12:15～13:00 

16:45～17:00 

電気情報工学系 

柳原 昌輝 特任教授 水曜日 16:15～17:15 

宮田 克正 教授 月曜日 16:00～17:00 

淺野 清光 教授 月曜日 

木曜日 

16:45～17:15 

16:45～17:15 

高橋 身佳 教授 月曜日 16:00～17:00 

田畑 季章 准教授 金曜日 16:00～17:00 

安東   至 准教授 月曜日 

金曜日 

16:40～17:10 

16:40～17:10 

山崎 博之 准教授 月曜日 

木曜日 

16:30～17:00 

16:35～17:05 

山本 昌志 准教授 月曜日 

金曜日 

16:15～17:15 

16:45～17:15 

田中 将樹 講師 月曜日 

火曜日 

16:45～17:15 

16:45～17:15 

伊藤 桂一 助教 水曜日 16:15～17:15 

竹下 大樹 助教 水曜日 16:15～17:15 
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物質工学系 

船山  齊 教授 月曜日 16:15～17:15 

須川  浩 教授 月曜日 16:15～17:15 

岡村 澄夫 教授 木曜日 16:15～17:15 

豊嶋 幸子 准教授 水曜日 16:15～17:15 

野坂  肇 准教授 火曜日 

金曜日 

16:45～17:15 

16:45～17:15 

石塚 眞治 准教授 水曜日 16:15～17:15 

西野 智路 准教授 水曜日 16:15～17:15 

上松   仁 准教授 金曜日 14:55～15:55 

丸山 耕一 准教授 水曜日 16:00～17:00 

佐藤 徹雄 助教 水曜日 15:30～16:30 

  野中 利瀬弘 助教 金曜日 16:15～17:15 

環境都市工学系 

羽田 守夫 教授 火曜日 16:40～17:40 

折田 仁典 教授 月曜日 16:15～17:15 

対馬 雅己 教授 金曜日 16:00～17:00 

堀江  保 教授 木曜日 16:00～17:00 

佐藤  悟 准教授 月曜日 16:15～17:15 

桜田 良治 准教授 火曜日 16:35～17:35 

水田 敏彦 准教授 月曜日 16:40～17:40 

恒松 良純 准教授 火曜日 16:00～17:00 

金  主鉉 准教授 金曜日 16:00～17:00 

日野  智 助教 木曜日 16:00～17:00 

角  哲 助教 月曜日 16:40～17:40 

人文科学系 

脇野  博 教授 水曜日 16:00～17:00 

手島 邦夫 教授 水曜日 16:00～17:00 

小林  貢 准教授 水曜日 16:00～17:00 

金子  淳 准教授 水曜日 15:45～16:45 

菅原 隆行 准教授 木曜日 

金曜日 

15:00～16:00 

15:00～16:00 

桑本 裕二 准教授 水曜日 16:00～17:00 

長井 栄二 講師 月曜日 16:35～17:35 

水野  麗 講師 木曜日 15:30～16:30 

  古河 美喜子 講師 水曜日 16:00～17:00 
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自然科学系 

成田 文雄 教授 金曜日 16:00～17:00 

成田  章 教授 水曜日 16:00～17:00 

麻生 正道 教授 水曜日 15:45～16:45 

渡邊 朋雄 教授 水曜日 16:00～17:00 

大島 静夫 教授 月曜日 

金曜日 

16:40～17:10 

16:40～17:10 

上田  学 准教授 火曜日 

木曜日 

16:45～17:15 

16:45～17:15 

佐藤 尊文 准教授 火曜日 16:45～17:45 

白根 弘也 准教授 なし なし  

森本 真理 准教授 火曜日 

水曜日 

16:45～17:15 

16:45～17:15 

吉井 洋二 准教授 火曜日 16:00～17:00 

佐藤 彰彦 講師 水曜日 16:15～17:15 

上林 一彦 講師 水曜日 16:15～17:15 

 

 

（出典 学生課教務係資料） 



秋田工業高等専門学校 基準７ 

- 261 - 

資料７－１－①－５ 「オフィスアワーのアンケート結果」 

 

＜準学士課程の１～４年生＞ 

Q3 オフィスアワーの制度を知っていますか？  

5%
8%

24%

32%

31%
1 全く知らない

2 余り知らない

3 少しは知っている

4 知っている

5 よく知っている

 

 

Q4 オフィスアワーの制度の利用の頻度はどの程度ですか？  

49%

19%

18%

8%
6%

1 利用したことがない

2 1回/年程度利用している

3 試験前に利用している

4 1回/月程度利用している

5 2回/月以上利用している

 

 

Q5 オフィスアワーとは別に，授業以外で教員に質問をする頻度はどの程度ですか？  

20%

26%

30%

15%

9%

1 質問したことがない

2 1回/年程度質問している

3 試験前に質問している

4 1回/月程度質問している

5 2回/月以上質問している

 

 

 

回答数：649 人

回答数：650 人

回答数：646 人
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Q6 授業時間外で教員に質問したときの，教員の応対はどうでしたか？  

7%

9%

43%

25%

16%

1 非常に悪い

2 悪い

3 普通

4 おおむね良好

5 良好

 

 

＜準学士課程卒業予定者＞ 

Q3 オフィスアワーの制度を知っていますか？ 

2% 7%

25%

29%

37% 1 全く知らない

2 余り知らない

3 少しは知っている

4 知っている

5 よく知っている

 

 

Q4 オフィスアワーの制度の利用の頻度はどの程度ですか？  

37%

22%

24%

13%
4%

1 利用したことがない

2 1回/年程度利用している

3 試験前に利用している

4 1回/月程度利用している

5 2回/月以上利用している

 

 

 

回答数：632 人

回答数：133 人

回答数：134 人
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Q5 オフィスアワーとは別に，授業以外で教員に質問をする頻度はどの程度ですか？  

10%

24%

36%

23%

7%

1 質問したことがない

2 1回/年程度質問している

3 試験前に質問している

4 1回/月程度質問している

5 2回/月以上質問している

 

 

Q6 授業時間外で教員に質問したときの，教員の応対はどうでしたか？ 

5% 4%

39%

34%

18%

1 非常に悪い

2 悪い

3 普通

4 おおむね良好

5 良好

 

 

＜専攻科課程＞ 

Q3 オフィスアワーの制度を知っていますか？（専攻科課程） 

7%
4%

15%

52%

22%

1 全く知らない

2 余り知らない

3 少しは知っている

4 知っている

5 よく知っている

 

回答数：133 人

回答数：132 人

回答数：27 人
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Q4 オフィスアワーの制度の利用の頻度はどの程度ですか？ 

52%

7%

26%

11%
4%

1 利用したことがない

2 1回/年程度利用している

3 試験前に利用している

4 1回/月程度利用している

5 2回/月以上利用している

 

 

Q5 オフィスアワーとは別に，授業以外で教員に質問をする頻度はどの程度ですか？ 

15%

19%

22%

29%

15%
1 質問したことがない

2 1回/年程度質問している

3 試験前に質問している

4 1回/月程度質問している

5 2回/月以上質問している

 

 

Q6 授業時間外で教員に質問したときの，教員の応対はどうでしたか？ 

0%

0%

48%

28%

24%

1 非常に悪い

2 悪い

3 普通

4 おおむね良好

5 良好

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.16～17・21～22・28～29） 

回答数：27 人

回答数：27 人

回答数：25 人
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程においては，学習を進めるために，担任から単位認定，成績評価，進級・卒業要件や

本校の目的，自学自習などの学習支援などが説明されている。また，第１学年では「新入生オリエ

ンテーション」，専攻科課程では，第１学年全体と第２学年全体でそれぞれガイダンスが行われてお

り，学習を進めるための解説を行っている。 

全教員がオフィスアワーを週１回，各１時間以上ずつ設定し，学生の学習の相談を受け，助言を

行っている。アンケートの結果から，オフィスアワー以外の時間帯も含めると 80～90％の学生が質

問に行っており，教員の対応もおおむね良好であるといえる。 

このように，学習を進めるためのガイダンスおよび，学生の学習相談・助言の体制が整備され，

機能しているといえる。 
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観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び厚

生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，効

果的に利用されているか。 

（観点に係る状況） 

各クラスの教室以外の自主的学習環境としては，図書館および情報処理センターが主に利用され

ている。図書館の学習スペースとしては，閲覧席のほか，ブースで仕切られた個人閲覧室，学習用

パソコン 12 台が整備されており，長期休業中を除いて平日は 20 時までの夜間と土曜日も開放され

ている。平成 18 年度の入館者数は月平均約 5,000 名，うち夜間開館時間帯で月平均約 870 名，土曜

日も月平均約 130 名が利用している（資料７－１－②－１～２）。 

また，情報処理センターは，情報教育ルームとマルチメディアルームにパソコンがそれぞれ 50

台，22 台整備されており，講義等の使用時間を除く時間帯において，自主学習に活用されている。

平成 18 年度の利用者数は，情報教育ルームは月平均約 1,130 名，マルチメディアルームは約 610 名

である（資料７－１－②－３～４）。平成 18 年８月から，情報処理センターも夜間開放をしており，

学生の自主的学習を支援している。 

さらに，電気情報工学科および専攻科生産システム工学専攻の学生は，パソコン 52 台を備えた電

気情報工学科棟内のコンピュータルームを利用出来るようにしている。 

厚生施設としては資料７－１－②－５に示すように，食堂と売店，保健室，学生相談室を備えた

厚生会館が整備されており，学生の福利厚生に大きく寄与している。また，コミュニケーションス

ペースとしては厚生会館のほか，図書館１階のロビーおよび管理棟３階にあるスカイラウンジが学

生の集う場所になっており，部活動および学生会活動のミーティング場所としても利用されている。

スカイラウンジは飲料の自動販売機を備えており，学生同士の談話や自習の場として広く利用され

ている。 

 

資料７－１－②－１ 「図書館利用心得」 

 

図書館は学生にとって教養と学習の場である。学生諸君は大いに活用し充実した学生生活を送るようにしても

らいたい。以下の利用に際しての基本的な説明をよく読んで有効に利用して欲しい。 

 

１．開館の時間 

      平日  ８時 40 分から 20 時まで（長期休業期間は８時 40 分から 17 時まで） 

      土曜日  10 時から 16 時まで（長期休業期間は閉室） 

 

２．閉館日 

   日曜日，祝祭日，年末年始，学生の長期休業期間中の土曜日。 

      学校行事等で臨時に閉室するときは掲示，放送等で連絡する。 

 

３．閲覧 

   閲覧室には現在，図書 60,000 冊，雑誌 20 種が配架されている。閲覧席は一般席 80 席，個人閲覧席７席，

雑誌コーナーとして８席が配置されており，どの席でも利用できる。図書，雑誌は自由に書架から取り出し

て閲覧することができるが，閲覧を終えた図書は書架の前に配置されている返本台に返すこと。 

図書館は多数の人が共同で利用する所であるから，他の利用者に迷惑をかけるような行為はしないこと。

飲食・携帯電話の通話は禁止されている。 

 

４．館外貸出 

      図書は５冊以内，２週間の期限で館外に貸出を受けることができる。ただし，期限日までに返却していな

い図書があるときは新たな貸出を受けることはできない。 
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   貸出を受けるときは，自分の利用者カードと図書をカウンターに提出し，貸出処理を受けること。利用者

カードは入学時に交付され卒業まで有効である。なお，辞書，事典，ハンドブック等で貸出が不適当な図書

（禁帯出ラベルが貼られている）は館内でのみ利用すること。 

 

５．図書の所蔵検索 

   本校の図書は開架書架に配架されているほかに書庫，電動書架及び教員研究室にも備えられている。どの

ような図書が所蔵しているかは次の方法で調べることができる。 

(1)現物を見る方法 

   開架図書，電動書架，書庫の図書は現物を直接見ることができる。これらの図書は本の背ラベルに記入さ

れている番号順に配架されている。 

   この番号は日本十進分類法（NDC）という分類方法により分類番号を付けたもので図書の内容（主題）及び

配架位置を表すものである。 

(2)蔵書検索端末機による検索 

   検索は書名（書名中の一部の単語のみでも可），著書名（姓のみでも可）から，あるいはその組み合わせ

で検索できる。また，NDC の番号からも検索できる。なお，学内 LAN に接続されているパソコンからも検索

できる。(http://akita-nct.jp/libra/) 

   現在，検索できる図書はコンピュータに図書データの入力されている 36,000 冊であるが，日々データ入力

がされているので検索できる図書が増えていく。 

(3)目録カードによる検索 

   平成 10 年度以前に受入した図書は目録カードが備えられている。上記(1)，(2)の方法で見つからなかった

ときは，カードで検索してみること。 

   書名，著書名，分類別のカード目録が備えられている。 

 

６．電動書架及び書庫 

  電動書架及び書庫には研究用図書，学術雑誌および利用度の低くなった図書を収蔵している。 

 

７．視聴覚資料 

 視聴覚資料として CD，ビデオテープ，DVD があり所蔵目録を閲覧室に備えている。CD は２点以内，１週間の

期限で館外貸出を受けることができる。ビデオテープ，DVD は個人用 AV 設備での利用に限られている。CD の貸

出を希望するときは，カウンターで利用者カードにより貸出処理を受けること。 

◯個人用 AV 設備 

《設備》 

   視聴覚ブース ３台 

《利用申込み方法》 

   カウンターでヘッドホン利用資料の貸出を受ける。 

《利用時間》 

  開館時間中 

◯CD－ROM・DVD－ROM 検索 

  平凡社世界大百科事典，日本大百科全書等が利用可能である。 

《設備》 

  検索用パソコン １台 

《利用申込み方法》 

    「CD－ROM 利用簿」に所定の事項を記入のうえ利用する。 

《利用時間》 

    開館時間中 

 

８．パソコンの利用 

  12 台設置されており，開館中はいつでも使用できるが使用に際しては備え付けの利用の手引き及び掲示の注

意事項をよく読んで正しく使用のこと。使用方法は情報処理センターのパソコンと同様である。 

 

９．備付希望図書 

  図書館に備え付けて欲しい図書等があれば，「備付希望図書申込票」に記入のうえ申込むことができる。 

 

10．図書館利用の質問等について 

  図書館の利用について，あるいは資料について聞きたいことがあれば，遠慮なく係員に質問すること。 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.53～p.55）
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資料７－１－②－２ 「平成 18 年度開館日及び入館者数」 

 

 

（出典 平成 19 年度第１回図書館運営委員会資料）

 

資料７－１－②－３ 「情報処理センター利用心得」 

 
 
 情報処理センター（以下「センター」という。）は，学生に対する情報処理教育，教職員の学術研究等のために

設けられた共同利用の施設なので，この心得や利用の手引きをよく読んで皆で大切に利用しよう。 

 

１．利用時間 

学  期 曜     日 利 用 時 間 

通  年 月曜日～金曜日 ８時 30 分～19 時 00 分 

  土・日曜日および祝祭日は休館。また，授業等で使用しているときは学生の個人利用はできない。なお，学校行

事等により，休館および利用時間を変更するときは，掲示等で連絡する。 

 

２．センターへの入室 

 玄関でセンター備え付けのスリッパに履きかえ，下足は下足箱に必ず入れること。 

 

３．学生の利用できる機器 

 情報教育ルームおよびマルチメディアルームに設置されているものに限る。 

  

４．ユーザ名とパスワードについて 

  センター，図書館，学生寮に設置されているパソコンを利用する際には，ユーザ名とパスワードが必要となる。

ユーザ名とパスワードの発行条件は，第１学年の情報処理関連科目の 初に情報モラルに関する講義を受ける必

要がある。利用したい学生は係員に申し出て，ユーザ名とパスワード（電子メールアドレスも含む）の発行を受

けること。なお，これらは卒業まで有効である。 

  

５．資料について 

 １）センターの各室に備え付けてあるマニュアルや利用の手引きは，室外に持ち出さないこと。 

 ２）必要に応じて，マニュアルの貸出を受けることができるので，係員に申し出て貸出処理を受けて，指定され

た期限日まで必ず返却すること。 
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６．印刷出力について 

 １）印刷出力を行う際には，ディスプレイ上で充分に確認・検討し，用紙を無駄使いしないように心がけること。 

 ２）不要になった印刷用紙は再利用するので，備え付けのバスケットに折らないで捨てること。 

   

７． インターネット接続サービスについて 

 個人のノートパソコンを学校に持ってきて，下記場所からインターネットに接続することができる。利用希望者

は登録が必要なので，情報処理センター係員に申し出ること。 

 １）科学技術教育棟２Ｆ～４Ｆ（１～３年生教室） 

 ２）講義室棟１Ｆ～３Ｆ教室（４～５年生教室） 

 ３）各学科棟（機械・電気情報・物質・環境都市）のオープンスペース 

 ４）学生寮パソコン室  

 

８．ネットワーク利用について 

 １）本校のコンピュータネットワークは，教育，学術研究及び学校業務における利用を目的としており，以下の

行為を禁止する。 

①クラッキング行為（他人のパスワードを利用する一切の行為，コンピュータウィルスを配付する行為など） 

②通信を妨害する行為（チェーンメールの発信，および不要なトラフィックを意図的に流す行為など） 

③人権侵害に属する行為（個人を誹謗・中傷するような内容の記事を発信する行為など） 

④営利妨害（ネットワークを通じて，営利目的の情報を発信する行為など） 

⑤迷惑行為（他人に不快感を与えるウェブサイトの閲覧行為など） 

 ２）上記行為を行った場合は，学生処分の対象とする。 

 

９．その他の注意事項 

１）センターは，情報処理教育の共同利用施設なので，ゲームは固く禁ずる。 

 ２）センター内では静粛にするとともに整理，整頓に気を配ること。 

 ３）飲食等は固く禁ずる。 

 ４）センター内の諸掲示には目を通しておくこと。 

 ５）使用中トラブル生じたら，そのままの状態で直ちに係員に申し出て指示を受けること。 

 ６）利用の手引きをよく読み，内容を十分理解してから利用すること。 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.59～p.60） 

 

資料７－１－②－４ 「情報処理センター各室利用者数」 

 

 （出典 秋田高専グループウェア （情報処理センター掲示板））
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資料７－１－②－５ 「厚生会館の施設概要」 

 

 

 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.35）

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生の自主的学習を支援するために，図書館および情報処理センターが整備されており，図書館

は夜間および土曜日も開放することにより学習場所を提供し，情報処理センターも学生が自主的に

パソコンを使える環境を提供していることから，多くの学生に利用されている。福利厚生施設とし

ては，厚生会館を中心に役割を果たしており，学生同士のコミュニケーションをとるうえで不可欠

な存在になっている。 

以上のことから，キャンパス生活，環境等は整備され，効果的に利用されているといえる。 
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観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる）が適切に把握されているか。 

（観点に係る状況） 

本校ホームページに「校長への提案箱」を設け，学生のニーズの把握に努めている（資料７－１

－③－１）。また，学校の制度に関するアンケートの自由記述欄に学習支援等に関する項目を設けて，

ニーズの把握に努めている（資料７－１－③－２）。 

 

資料７－１－③－１ 「校長への提案箱」 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校ホームページ） 
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資料７－１－③－２ 「アンケートの自由記述欄」 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.15） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

ホームページに校長への提案箱を設けるとともに，アンケートの自由記述欄に学習支援等に関す

る項目を設けて，ニーズを汲み上げている。 



秋田工業高等専門学校 基準７ 

- 273 - 

観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況） 

資格試験や検定試験に対しては，単位認定する制度が整備されており，近年この単位認定者が増

加している（資料７－１－④－１～２）。 

また，資格試験や検定試験受験者には，後援会から受験費用に対して補助が実施されている（７

－１－④－３）。図書館には資格試験コーナーが設けられるなど，支援体制も整っている。 

平成 18 年度の資格試験の受験料補助の実績は，資料７－１－④－４のとおりである。 

 

資料７－１－④－１ 「校外学修の単位認定について」 

 

◎校外学修の単位認定について 

TOEICの合格点500点以上修得者，実用英語検定と工業英語検定の合格者については，申請により，次のとおり単

位の認定を行う。（ただし，本校在学中に修得した場合に限る。） 

 

 

名 称 級区分 認定単位数 名 称 級 区

分 

認定単位数 名 称 級区分 認定単位数 

２級 ２単位 ３級 １単位 500 点

以上 

２単位 

準 １

級 

４ ２ ４ 
TOEIC 

650 点

以上 

４ 

実用英語

技能検定

１級 ６ 

工業英語

能力検定

１ ６ 

 

申請時期は４学年末とするが，５学年の場合は修得次第とする。 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.22）

 

資料７－１－④－２ 「外国語技能審査の合格による単位修得認定状況の一覧」 

 

外国語技能審査の合格による単位修得認定状況の一覧

年度 申請者数 単位認定科目数計 単位認定単位数計
H17 9 9 18
H18 8 18 27
H19 10 10 29

※H19は平成19年４月現在の状況  

 

（出典 学生課教務係資料） 
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資料７－１－④－３ 「資格試験受験料補助について」 

 

 

（出典 平成 17 年第 10 回教員会議資料） 

 

資料７－１－④－４ 「資格試験受験料補助の状況」 

 

 

（出典 学生課学生支援係資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

資格試験や検定試験を単位化する制度が整備され，受験者に対して財政的な補助も実施し，社会

情勢の変化に応じて見直しも行っている。資格試験コーナーの設置等，受験しやすい状況をつくっ

ている。
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観点７－１－⑤： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，編入学生，社

会人学生，障害のある学生等が考えられる。）への学習支援体制が整備されている

か。また，必要に応じて学習支援が行われているか。 

（観点に係る状況） 

外国人留学生の学習支援・生活支援等のためにチューター制度を設け，寮生をもって充てること

で，寮生活も円滑に過ごせるよう配慮している（資料７－１－⑤－１～２）。また,「外国人留学生

委員会」を設置し，外国人留学生をサポートしている（資料７－１－⑤－３）。留学生の補充教育と

して，「日本語教育」および各学科専門基礎の科目を行っている（資料７－１－⑤－４）。 

第４学年への編入生には，編入学前に説明会を行い，英語，数学，専門科目について学習指導を

行っている（資料７－１－⑤－５）。また，入学後は数学について補充教育を行っている（資料７－

１－②－６）。 

 

資料７－１－⑤－１ 「平成 19 年度 外国人留学生チューター名簿」 

 

 

 

（出典 学生課教務係資料） 

 

資料７－１－⑤－２ 「チューター制度について」 

 

    （留学生相談員） 

第７条 留学生の学習及び生活上の助言を行うため，留学生相談員（以下「相談員」という。）を置くものとする。 

２ 相談員は，本校の学生の中から，当該学科主任及び指導教員その他必要と思われる教員と協議の上選出し，校

長が委嘱する。 

３ 相談員は，留学生に関し，必要に応じ指導教員に連絡し，その指導を受けるものとする。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料７－１－⑤－３ 「秋田工業高等専門学校外国人留学生委員会規則」 

 

 

（平成２年10月16日規程第７号） 

 

（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校外国人留学生規則第５条の規定に基づき、秋田工業高等専門学校における外

国人留学生（以下「留学生」という。）に関する事項を審するため，外国人留学生委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

  （審議事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

 一 留学生の受入れに関すること。 

 二 留学生の教育指導に関すること。 

 三 留学生の厚生補導に関すること。 

 四 その他留学生に関する基本的事項に関すること。 

  （組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 教務主事、学生主事及び寮務主事 

 二 教務主事補，学生主事補及び寮務主事補のうちから校長の任命する者各１名 

 三 留学生在籍学科の留学生指導教員各１名 

 四 学生課長 

  （委員長）  

第４条 委員会に委員長を置き，教務主事をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

  （委員以外の者の出席） 

第５条 委員会は，必要に応じ委員以外の者を出席させて意見を求めることができる。 

  （庶務） 

第６条 委員会の庶務は，学生課において処理する。 

 

   附 則 

 この規程は，平成２年10月16日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，昭和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，昭和16年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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資料７－１－⑤－４ 「留学生の日本語学習および専門基礎のために開設されている科目（平成18年度）」 

 

 

・日本語学習 

 ３年生全学科の留学生（「日本語教育」６単位） 

  前期：火曜日３～４時限目，水曜日５～６時限目，木曜日５～６時限目 

  後期：火曜日３～４時限目，水曜日５～６時限目，木曜日５～６時限目 

・専門基礎 

３年生機械工学科の留学生（「機械基礎」４単位） 

  前期：月曜日５～８時限目 

  後期：月曜日３～４時限目，火曜日５～６時限目 

３年生電気情報工学科の留学生（「電気基礎」４単位） 

  前期：月曜日１～２時限目，火曜日５～６時限目 

  後期：月曜日１～２時限目，火曜日５～６時限目 

３年生環境都市工学科の留学生（「建設基礎」４単位） 

  前期：木曜日１～２時限目，金曜日３～４時限目 

  後期：月曜日３～４時限目，金曜日５～６時限目 

 

 

（出典 平成 18 年度授業時間割（前期・後期）） 
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資料７－１－⑤－５ 「平成 19 年度編入学生選抜試験合格者に対する「入学説明会」の開催について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課教務係資料） 
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資料７－１－⑤－６ 「４学年編入生への補充授業の実施状況」 

 

編入生に対する補充授業一覧

平成18年度
対象学生 学科 講義名 前期 後期

機械工学科 金曜7,8時限
電気情報工学科 金曜7,8時限
環境都市工学科 金曜7,8時限

平成19年度
対象学生 学科 講義名 前期 後期

機械工学科 金曜7,8時限
電気情報工学科 金曜7,8時限

数学補習

４年編入生 数学補習

４年編入生

 

 

（出典 平成 18，19 年度授業時間割（前期）から抜粋）

 

（分析結果とその根拠理由） 

外国人留学生の学習支援・生活支援等のためにチューター制度を設け，補充教育として，「日本語

教育」および各学科専門基礎の科目を行っている。 

第４学年への編入生には，編入学前に説明会を行い，英語，数学，専門科目について学習指導を

行っている。また，入学後は数学について補充教育を行っている。 

以上のことから，特別な学習支援が必要な者に対する学習支援体制が整備され，機能していると

いえる。 
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観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 
運動部は顧問２人体制（一部クラブは３人），文化部，同好会は顧問１人体制（一部クラブは２人）

でクラブ活動の指導に当たっている（資料７－１－⑥－１～２）。学生会の活動は，学生主事補がそ

の指導に当たり，ロボコン，プロコン，デザコンは専門学科の教員および技術職員が指導に当たって

いる。外部コーチを依頼し，専門的に指導にあたるクラブには，後援会が財政的支援を行っている（資

料７－１－⑥－３）。また,クラブ活動の円滑な実施と連携のために，クラブ指導教員会議を行って

いる。 
部室等も整備されているほか，厚生会館２階に合宿所が整備されており，長期休業中のクラブ活動

で利用されている（資料７－１－⑥－４）。 

後援会は，地区高専大会や全国大会の参加費用を一部負担しており,クラブ活動を財政的に支援し

ている。 
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資料７－１－⑥－１ 「平成 19 年度クラブ指導教員一覧」 

平成19年度クラブ指導教員一覧 （五十音順） 

 
ク ラ ブ 名 指  導  教  官  名 

陸 上 競 技 部 成田  章  渡邊 朋雄 

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 部 安東  至  金  主鉉 

バ レ ー ボ ー ル 部 (男 )   佐藤  悟  西野 智路 

 〃  （ 女 ）   岡本 正人  竹下 大樹 

ソ フ ト テ ニ ス 部   上松  仁  長井 栄二 

卓 球 部 浅野 清光  茂木 良平 

柔 道 部   金子  淳  渡部 英昭 

剣 道 部   対馬 雅己  水野  麗 

サ ッ カ ー 部   石塚 眞治  丸山 耕一 

硬 式 野 球 部 田中 将樹  吉井 洋二  脇野  博 

水 泳 部   小林  貢  佐藤 徹雄 

ラ グ ビ ー 部   土田  一  野坂  肇  野中利瀬弘 

山 岳 部 小林 義和  高橋 身佳 

テ ニ ス 部   手島 邦夫  古河美喜子 

ハ ン ド ボ ー ル 部 上田  学  角   哲 

合 気 道 部   安藤 正昭  桑本 裕二 

少 林 寺 拳 法 部 折田 仁典  桜田 良治 

バ ド ミ ン ト ン 部   麻生 正道  田畑 季章 

 

 

 

 

 

体 

 

 

 

育 

 

 

 

系 

ビ リ ヤ ー ド 同 好 会 水野  麗 

エ コ レ ー ス 部 木澤  悟  今田 良徳 

囲 碁 将 棋 部 大島 静夫 

電 気 部 宮田 克正 

写 真 部 伊藤 桂一 

吹 奏 楽 部 菅原 隆行  森本 真理 

茶 道 部 豊嶋 幸子 

生活文化 ﾃﾞｻﾞｲﾝ同好会 大上 哲郎 

外 国 語 同 好 会  古河美喜子 

現代視覚文化研究同好会 高橋 身佳 

萬 画 研 究 同 好 会 長井 栄二 

 

 

文 

 

 

化 

 

 

系 

文 芸 同 好 会   手島 邦夫 

ロ ボ ッ ト コ ン テ ス ト 小林 義和  山崎 博之    西野 智路    角   哲 

プログラミングコンテスト 山本 昌志 

ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ ｺ ﾝ ﾍ ﾟ ﾃ ｨ ｼ ｮ ﾝ ｺ ﾝ ﾃ ｽ ﾄ 恒松 良純  日野  智 

 

（出典 役職教員・各種委員会委員等名簿 平成 19 年度）
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資料７－１－⑥－２ 「部活動報告書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

             （出典 学生課学生支援係資料） 
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資料７－１－⑥－３ 「指導者謝金申請書」 

 

指導者謝金申請書（後援会予算） 

 

申請年月日  年  月  日 
 

クラブ  指導教員  

 
 

希 望 金 額 
 
            円 

希望理由： 

謝金内訳： 

 

＜注意＞署名欄は自署とする。 

 

 

 

 

                                                    （出典 学生課学生支援係資料） 
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資料７－１－⑥－４ 「合宿日誌」 

 

 

                                            

（出典 学生課学生支援係資料） 

 
（分析結果とその根拠理由） 
学校のクラブ指導体制は整備されており，クラブ指導教員会議で連携を図っている。部室，合宿所

も整備されており，長期休業中の活動もサポートしている。外部コーチ，高専大会旅費については，

後援会から財政的なサポートがある。 

以上のことから，学生のクラブ活動などの課外活動に対する支援体制は整備されており，クラブ活

動は活発に行われているといえる。 
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観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

 （観点に係る状況） 
学生の生活面をサポートするために，全学年に学級担任を配置している。専攻科では，専攻主任，

特別研究指導教員が主にこの役割を担う。 

このほか，多様化する学生の悩みに対応するために，学生相談室を設置している。学生相談室は，

相談室長や相談室員，およびカウンセラーにより構成されており，教室や掲示板にポスターを掲載す

るなど，学生に利用しやすいように周知している（資料７－２－①－１～３）。セクシャル・ハラス

メントへの対応については，相談員を設置して相談の窓口になるとともに，防止に努めている（資料

７－２－①－４）。 
学生の授業料など経済面に関しては，入学料・授業料免除制度や各種奨学金制度（日本学生支援機

構・自治体等）により支援を行っている。学級担任から学生にはこれらの制度の周知，助言を行い，

入学料・授業料の減免，奨学金の貸与等に関しては，学生委員会において調整，決定している（資料

７－２－①－５～７）。 
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資料７－２－①－１ 「学生相談室に関する規則」 
 
 

 

 

秋田工業高等専門学校学生相談室規則 

 

 （目的及び設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校に，学生が学生生活の中で出会う一身上の問題に対して相談にのり，適切な助言

を与えて，解決のために協力することを目的として，学生相談室（以下「相談室」という。）を置く。 

  （教職員） 

第２条 相談室に，次の教職員を置く。 

  (1) カウンセラー    若干名 

      カウンセラーは校長が委嘱する。 

  (2) 相談室長 

      相談室長は，教員の中から校長が任命し，校長が直属する。 

  (3) 相談室員 

      相談室員は，校長が任命する。 

２ 補助員として，保健室看護師を充てる。 

  （教職員の業務） 

第３条 カウンセラーは，次の業務を行う。 

  (1) 学生の学業・進路・クラブ活動に関する相談 

  (2) 病気・その他個人的な問題に関する相談 

２ 相談室長は，次の業務を行う。 

  (1) 相談室の管理・運営に関すること。 

  (2) 学生相談の実施計画に関すること。 

  (3) 学生相談に関する教職員の研修に関すること。 

  (4) その他必要な事項 

３ 相談室員は，相談室長を補佐する。 

  （教職員の任期） 

第４条 教職員の任期は，１年とする。 

  （守秘義務） 

第５条 カウンセラー・相談室長及び室員は，職務上知り得た個人的な秘密を保持することを厳守しなければな

らない。 

  （相談室会議） 

第６条 相談室の業務に関しては，相談室会議において協議する。 

２ 相談室長は，相談室会議を招集し，議長となる。 

３ カウンセラー及び室員は，相談室会議の開催を相談室長に求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 相談室に関する庶務は，学生課において処理する。 

  （細則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，相談室の運営に関して必要な事項は別に定めることができる。 

      附 則 

  この規則は，平成2年4月1日から施行する。 

      附 則 

  この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

 
 
 
 
 
 

                                                        （出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料７－２－①－２ 「学生相談室ポスター」 

 

                                                （出典 学生相談室長資料） 
 
資料７－２－①－３ 「学生相談室利用状況」 

 
学生相談室利用状況（延べ人数） 

１.利用者数 

利用者種別 ＼ 年度 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 

低学年 16 32 23 37 

高学年 ２ ４ 19 11 学 生 

専攻科 調査なし 調査なし ５ １ 

保 護 者 ３ ５ ６ ３ 

教 職 員 13 31 11 ８ 

合 計 34 75 64 60 

          ※18年度は年度途中のため，未集計 

 

２.担当別利用者数 

担当者 ＼ 年度 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 

カウンセラー ７ 24 27 28 

室員・看護師 27 51 37 32 

                                                     （出典 学生相談室長資料） 
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資料７－２－①－４ 「セクシュアル・ハラスメントについて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.46～47）
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資料７－２－①－５ 「授業料免除及び徴収猶予等の制度について」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.41） 
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資料７－２－①－６ 「奨学制度について」 
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（出典 平成 19 年度学生便覧 p.42～44） 

 

資料７－２－①－７ 「平成 18 年度授業料免除者数および各種奨学金受給者数」         

                                                   

平成18年度授業料免除者数 

                                                                   

全 額 免 除 半 額 免 除 区 分 申請者数 

適 不適 適 不適 

対象外 備 考 

前 期 84名 28名 4名 36名 6名 10名  

後 期 81名 26名 6名 38名 7名 4名  

 

平成18年度各種奨学金受給者数 

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 専攻科 計 日本学生支援機構 

11名 14名 17名 23名 19名 12名 96名 

 

 秋田県育英会  ７名 

 五城目育英会  １名 

 関育英会  ２名 

 
 

（出典 学生課学生支援係資料） 



秋田工業高等専門学校 基準７ 

- 293 - 

（分析結果とその根拠理由） 
学生の生活面をサポートするために，全学年に学級担任を配置しており,専攻科では専攻主任，特

別研究指導教員が主にこの役割を担う。 

このほか，多様化する学生の悩みに対応するために，学生相談室を設置し活用されている。セク

シャル・ハラスメントへの対応については，相談員を配置して相談の窓口になるとともに，防止に

努めている。 
学生の授業料など経済面に関しては，入学料・授業料免除制度や各種奨学金制度により支援を行

っている。 

以上のことから，学生の生活や経済面に関わるサポート体制が整備され，機能しているといえる。 
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観点７－２－②： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，障害のある学

生等が考えられる。）への生活支援等を適切に行うことができる状況にあるか。ま

た，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，平成３年度から外国人留学生を受け入れており,平成 19 年度は 10 名が在籍している。

第３学年および第４学年の外国人留学生にはチューターを配置し，寮生をもって充てている（前述

資料７－１－⑤－１～２）。また, 外国人留学生委員会を設置して，留学生の受け入れや指導体制な

どを審議し，委員は留学生指導教員として留学生をサポートしている（前述資料７－１－⑤－３）。 

学生寮においても外国人留学生の生活をサポートしており，寮内の一部を外国人留学生フロアと

して使用し（資料７－２－②－１），留学生専用のシャワー室および補食室などを完備している（資

料７－２－②－２）。 
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資料７－２－②－１ 「青雲寮西１棟部屋割り（留学生スペース）」 

 
（出典 学生課寮務係資料） 
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資料７－２－②－２ 「青雲寮留学生設備」 

 

 

 

（出典 学生課寮務係資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

外国人留学生を支援するための組織および施設が整備されており，活用されているといえる。 
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 観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 

（観点に係る状況） 

学生寮は学校敷地内に設置され，管理棟のほか寮生の居室が４棟あり，その中には女子棟（東１

号棟）１棟を含む（資料７－２－③－１）。女子棟には専攻科学生１名を含む 23 名がおり，寮全体

では 201 名が在寮している（平成 19 年５月１日現在）。 

寮内の設備は，各居室にベッド，シャッターケース，机および椅子が備え付けられ，その他各棟

に共有施設と設備が整備されている（資料７－２－③－２）。また，寮生の希望によりテレビ，パソ

コン，冷蔵庫を制限付きで許可している（資料７－２－③－３）。 

寮経費は，寄宿料，寮費，給食費を合わせて月額約 33,000 円で，その他，寮生会費が年額で 5,000

円である（資料７－２－③－４）。 

寮運営組織は，寮務委員会（資料７－２－③－５）であるが，寮生指導は主に寮務主事（１名），

主事補（３名）が行い，寮生の事務手続きは寮務事務係（２名）が担当している。また，教員，事

務系職員が交代で毎日宿日直勤務を行い，朝と夜に点呼を行い，在寮確認，寮生の指導等に対応し

ている（資料７－２－③－６）。また，寮長を中心とする寮生会が組織され（資料７－２－③－７），

共同生活を円滑に行うために，寮生自身による運営が行われている。 

寮生の居室は，２人部屋（第１・２学年）および個室（第３～５学年）を基本とするが，各棟各

フロアには談話室が設けられ，寮生同士の交流が図られている。また，各棟に自学自習室を設置し，

特に，低学年の２人部屋の寮生のために便宜を図っている（資料７－２－③－８）。また,パソコン

室も設置し，有効に活用されている。 

寮スタッフ（主事・主事補）により，年４回行われる試験結果を担任から報告してもらい，寮生

の成績および欠課時数を集計し，特に，目立つ寮生に対する指導を行っている（資料７－２－③－

９）。 
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資料７－２－③－１ 「寮棟配置図」 

（出典 平成 19 年度学生便覧 p.163）
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資料７－２－③－２ 「寮共有施設と設備」 

 

 

 

（出典 平成 19 年度寮生心得 p.9）
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資料７－２－③－３ 「テレビ，パソコン，冷蔵庫の持ち込み」 

 

 

（出典 平成 19 年度寮生心得 p.19）
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資料７－２－③－４  「寮経費」 

 

（出典 平成 19 年度寮生心得 p.21）

 

資料７－２－③－５ 「寮務委員会規則」 

 

 

秋田工業高等専門学校寮務委員会規則 

 

 （設置）                                                                           

 第１条 秋田工業高等専門学校寄宿舎規則第６条第２項の規定に基づき、秋田工業高等専門 

  学校に学生寮に関する事項を調査、審議することを目的とし、秋田工業高等専門学校寮務 

  委員会（以下「委員会」という。）を置く。                                          

                                                                                     

 （審議事項）                                                                       

 第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。                                 

 一 学生の入寮及び退寮に関すること。                                               

 二 学生寮生活の福祉増進及び規律保持に関すること。                                 

 三 学生寮関係の苦情処理に関すること。                                             

 四 その他必要な事項に関すること。                                                 

                                                                                     

 （組織）                                                                           

 第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。                           

 一 寮務主事                                                                       

 二 寮務主事補                                                                     

 三 各学科等から選出された教員 各２名                                             

 四 学生課長                                                                       

                                                                                     

 （任期）                                                                           

 第４条 前条第３号に定める委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。   

 ２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。         

                                                                                     

 （委員長）                                                                         

 第５条 委員会に委員長を置き、寮務主事をもって充てる。                             

 ２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。                                     

 ３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。   

                                                                                     

 （委員以外の者の出席）                                                             

 第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、その意見を求めること 

  ができる。                                                                       
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 （庶務）                                                                           

 第７条 委員会に関する庶務は、学生課において処理する。                             

                                                                                     

 （雑則）                                                                           

 第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営上必要な事項は、別に定める。       

                                                                                     

       附 則 

   この規程は，昭和40年９月１日から施行する。 

       附 則 

   この規程は，昭和41年８月１日から施行する。 

       附 則 

   この規程は，昭和48年３月19日から施行し，昭和47年４月１日から適用する。 

       附 則 

   この規程は，昭和49年４月１日から施行する。 

       附 則 

   この規程は，昭和55年４月１日から施行する。 

       附 則 

   この規程は，昭和56年３月９日から施行する。 

       附 則 

    この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

    この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 

 

資料７－２－③－６ 「勤務体制」 

 

 

 

（出典 平成 19 年度寮生心得 p.４）
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資料７－２－③－７ 「寮生会組織」 

 

 

（出典 平成 19 年度寮生心得 p.５）
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資料７－２－③－８ 「自学自習室（寮内掲示）」 

 

 

 

自 学 自 習 室 の 設 置 

 

 

 夏休み以降，各棟に自学自習室を設置しました。 

 現在，寮で使用していない，机，イスを利用して 29 席設置しましたが， 

今後，使用状況により増設することも考えています。 

 

部屋番号と席数は次の通りです。 

 

 東１棟 106（4 席） 

 東 2 棟 202（4 席） 

 西 1 棟 103（2 席），104（2 席），105（2 席）， 

    106（2 席），107（2 席） 

 西２棟 110（３席），205（4 席），310（4 席） 

   

 使用方法については，使用状況により寮生の意見も取り入れ決めますが， 

とりあえず次の注意事項は守ってください。 

 

（１）勉強に必要なものだけを持参し，終了後は必ず持ち帰り，部屋には 

  私物を置かないようにしてください。 

 

（２）自学自習を目的としているので，部屋では静粛にしてください。 

 

（３）使用時間は，消灯（23:30）までとします。 

 

（４）使用者は，使用簿に必ず記入してください。 

 

 

                                                    寮 務 主 事 

 

 

 

（出典 学生課寮務係資料） 
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資料７－２－③－９ 「寮生の成績指導（寮務スタッフ資料の抜粋）」 

 

 

（出典 学生課寮務係資料）

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生寮は学校敷地内にあるので，教育寮として位置づけられ，第１学年から留学生および専攻科

学生まで，基本的には同一規則のもとに運営している。生活していくうえで十分な施設・設備を整

えているほか，寮務委員会，寮務スタッフ（主事，主事補，寮務係）による管理および宿日直体制

により，生活面全般に対する支援が行われている。勉学面でも学習時間の設定や自学自習室の設置

のほか，パソコン室も整備され有効に機能している。 
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観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

準学士課程の学生に対する進路指導に関しては，主に第５学年の学級担任が窓口となり，各学科主

任と連携しながら対応している。専攻科課程の学生に対しては，主に各専攻主任が窓口となり，特別

研究担当教員と連携して対応しており，いずれの課程も学生課事務職員の協力を得て進めている。 

進路指導の一環として，準学士課程第４学年には就職講演会と保護者進路相談会を行っている（資

料７－２－④－１～２）。就職講演会は例年 12 月に行い，学生の就職，進学に対する興味と意欲の喚

起に努めている。なお,就職講演会は専攻科課程第１学年も対象としている。１月末に行われる保護

者進路相談会では，学生，保護者，学級担任の間で進路に関する共通認識をもってもらい，希望や状

況について相談して，進路情報を共有できるよう配慮している。 

就職・進学のための資料は，学生課前の進路コーナーや各学科のコミュニティホールにおいて閲覧

でき，過年度の本校の就職，進学の情報については学校のホームページで閲覧できるほか，学校だよ

りにも掲載している（資料７－２－④－３）。 

就職先の開拓や，進路に関する学生指導，支援などを円滑に行うために，進路対策委員会を設置し

ている（資料７－２－④－４）。また,学科主任，第４学年学級担任，専攻主任は，就職先を開拓する

ために企業訪問を行っている。 

以上のようなきめ細かい学生への進路指導取り組みの結果，卒業時にはほぼ全員の進路が決定して

おり，常に就職率が 100％近い状態を維持している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程の学生に対しては，主に第５学年の学級担任が窓口となり，専攻科課程の学生に対して

は，主に各専攻主任が窓口となり，関係教員と連携しながら学生課事務職員の協力を得て進路指導を

進めている。 

進路指導の一環として，就職講演会や保護者進路相談会などを行っており,学生，保護者，学級担

任の間で進路に関する情報を共有できるよう配慮している。 

就職先の開拓や，進路に関する学生指導，支援などを円滑に行うために，進路対策委員会を設置し

ているほか,学科主任，第４学年学級担任，専攻主任は，就職先を開拓するために企業訪問を行うな

どの努力を重ねている。 

以上のことから，就職や進学などの進路指導体制は整備されており，就職率が 100％近い状態を維

持していることに示されているように，進路指導体制は機能しているといえる。 
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資料７－２－④－１ 「平成 17 年度就職講演会実施要項」 

 

 

 

 

 

（出典 学生課教務係資料） 
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資料７－２－④－２ 「平成 17 年度保護者進路相談会実施要項」 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課教務係資料） 
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資料７－２－④－３ 「秋田工業高等専門学校ホームページ 進路情報（就職・進学状況（抜粋））」 

 

 

 

  

（出典 秋田工業高等専門学校ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 



秋田工業高等専門学校 基準７ 

- 310 - 

資料７－２－④－４ 「秋田工業高等専門学校進路対策委員会規則」 

 

 

秋田工業高等専門学校進路対策委員会規則 

 

  （設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規定に基づき、秋田工業高等専門学校の学生の就職及び

進学に関することを審議するため秋田工業高等専門学校進路対策委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （組織） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

  (1) 校長 

  (2) 主事 

  (3) 専攻科長 

  (4) 学科主任 

  (5) 専攻主任 

  (6) ５学年学級担任 

  (7) 事務部長 

  （審議事項） 

第３条 委員会は，校長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 学生の就職に関する事項。 

  (2) 学生の進学に関する事項。 

  (3) その他必要な事項 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，あらかじめ校長の指名した委員が議長の職務を代行する。 

 （委員以外の者の出席） 

第５条 委員会は，必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。 

  （幹事） 

第６条 委員会に幹事を置き，学生課長をもって充てる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は，学生課において処理する。 

 （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営上必要な事項は，別に定める。 

    附 則 

１  この規程は，平成17年１月27日から施行する。 

２  秋田工業高等専門学校就職対策委員会規程は，廃止する。 

  附 則 

  この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

学生の自主的学習場所として図書館と情報処理センターがあり，夜間開放するなど利便性を高め

ており，広く利用されている。 

資格試験および単位認定に対しては，単位認定する制度が整備されており，資格試験の受験料の

補助を行うなどの支援をしている。 

外国人留学生にはチューター制度を設け，学習支援・生活支援を行っているほか，補充教育とし

て，専門基礎および日本語教育について授業を行っている。同様に，工業高校からの第４学年への

編入学生に対しても数学の補充授業を行うなど配慮している。 

 

（改善を要する点） 

特になし。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

年度始めに全ての学年において，学級担任から学習上の留意事項が，１年間のスケジュールとと

もに説明されている。この際，学生便覧，シラバスが活用され，単位認定，成績評価，進級・卒業

要件や，本校の目的，自学自習などの学習支援などについて説明される。特に，準学士課程の第１

学年では「新入生オリエンテーション」が，専攻科課程においても，第１学年と第２学年にそれぞ

れガイダンスが行われており，学習を進めるための解説を行っていることから，学生が自主的学習

を進めるうえでのガイダンスが整備されている。 

また，全教員がオフィスアワーを週１回，各１時間以上ずつ設定し，学生の学習の相談を受け，

助言を行っている。 

学生の自主的学習場所として図書館と情報処理センターがあり，夜間開放するなど利便性を高め

ている。厚生施設やコミュニケーションスペースとしては，厚生会館などが広く利用されている。 

資格試験および単位認定に対しては，単位認定する制度が整備されており，資格試験の受験料の

補助を行うなどの支援をしている。 

外国人留学生にはチューター制度を設け，学習支援・生活支援を行っているほか，補充教育とし

て，専門基礎および日本語教育について授業を行っている。同様に，工業高校からの第４学年への

編入学生に対しても数学の補充授業を行うなど配慮している。 

クラブ活動は顧問２人体制を基本として指導を行っており，学生会は学生主事補が指導している。

各クラブの部室や合宿所も整備されており，長期休業中でも活動できる。後援会からの学外コーチ

謝金や高専大会への参加費補助などの財政的支援体制が整っている。 

学生の生活指導・支援を行うため学級担任を配置しており，個人的な悩み事の相談先として，学

生相談室が整備されている。セクシャル・ハラスメントに関しては，別途相談員を置き対応してい

る。経済面に対する支援として，入学料・授業料免除制度や各種奨学金制度があり，機能している。 

学生寮は学校敷地内にあり，女子寮１棟を含む４棟に 201 名在寮している。寮生への指導および

対応は，寮務主事を中心に主事補，寮務事務係が主に担当し，開寮期間中は教職員が交代で宿直ま

たは日直を行い，点呼および指導が行われている。寮生会による寮生自身での運営により，共同生

活を円滑に行っているほか，各棟に自学自習室を設置するなど，学校生活および勉学の場として有

効に機能している。 
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進路指導体制としては，準学士課程第５学年の学級担任および各専攻主任が，各学科主任と連係

して対応に当たっており，進路対策委員会の支援体制が整っている。進路関係の資料も学生課前や

各学科コミュニティホールにそろっており，学生はいつでも閲覧できるようになっている。就職講

演会や保護者進路相談会を実施するなどきめ細かい対応により，卒業，修了時にはほぼ全員が進路

を決定している。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，校

地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習のた

めの施設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職業教育

のための練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用されているか。

また，施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされているか。 

（観点に係る状況） 

本校の施設は，平成 13 年１月に科学技術教育棟が新築され，同年７月に講義室棟・研究室棟・管

理棟の改修が行われ，次いで平成 14 年７月には物質工学科棟が，さらに平成 15 年 10 月に機械工学

科・電気工学科・環境都市工学科棟および実習工場の改修が行われ，工業技術実習センターが新築

され，校舎の全面的改築が終わった。現在の施設の概況および配置図を，資料８－１－①－１～２

に示す。 

教室，実験室など各部屋の面積および主要設備の概要を，資料８－１－①－３に示す。実験室に

ついては，資料８－１－①－４に示すとおり，卒業研究・特別研究を行うには十分な面積が確保さ

れている。 

電気情報工学科が電気工学科から名称変更した際に，学科内にコンピュータルームを設置するな

ど，ニーズに対応した施設整備が行われている。 

実験室，演習室，情報処理センターなどの授業利用状況を，資料８－１－①－５に示す。情報処

理センターは稼働率が高く，よく利用されている。その他の実験室も利用頻度は高く，有効に使用

されている。 

障害を持つ学生は現在在籍していないが，キャンパス内の建物の玄関にはスロープが設置されて

いるとともに，エレベーターと各建物間を結ぶ連絡通路を使用することにより，校舎内を車椅子で

移動することが可能である。障害者用トイレも７箇所に設置されているほか，車椅子，担架なども

設置している（資料８－１－①－６）。 

また，教室，実験室は学生が清掃し，校舎全般の清掃は業者委託することで，改修後の美観と清

潔感を維持しており，学生の良好な学習環境を整えている。資料８－１－①－７にあるように，校

舎のデザインは学生にも好評である。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

授業，実験実習，卒業研究，特別研究などを行うために必要な施設，設備は整備されており，情

報処理センター，実験室など有効に活用されている。  

また，障害を持つ学生に対する施設面での整備もなされている。 

日々の清掃もあり，校舎は改修工事後の美観と清潔感を維持しながら，学生の良好な学習環境を

整えており，学生にも好評である。 
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資料８－１－①－１ 「施設の概況」 

 

 

 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.37） 
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資料８－１－①－２ 「施設配置図」 

 

 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.38）
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資料８－１－①－３ 「教室，実験室，演習室，図書館，情報関連設備等の面積および主要設備の概要」
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（出典 JABEE 自己点検書 本文編 p.82～87） 
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資料８－１－①－４ 「学生１人当たりの実験室面積」 

 

 

 

（出典 JABEE 自己点検書 本文編 p.88） 
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資料８－１－①－５ 「平成 19 年度前期 実験室，演習室等の使用状況」 

 

場所

34 2B 基礎設計演習Ⅱ 12 2M 情報処理Ⅱ 34 2C 情報処理 56 3C 英語 12 1B 情報処理Ⅰ

情報処理センター 56 3B 英語 34 3M 英語 34 3E 英語

（情報教育ルーム） 78 2B 情報処理Ⅱ 56 1M 情報処理Ⅰ 56 専1 応用英語Ⅰ

78 3年 教養ゼミナール

（マルチメディアルーム） 56 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 34 4M 工学実験 5-8 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 56 5M 工学実験

34 1EC 芸術

78 3年 教養ゼミナール 56 2EC 芸術

34 1EC 芸術

56 2EC 芸術

大講義室 12 4年 法と経済

合併教室 12 4年 社会と文化 78 3年 教養ゼミナール 34 5C 有機工業化学

34 1B 英語LL演習 12 1M 英語LL演習 12 1C 英語LL演習

56 1E 英語LL演習 78 3年 教養ゼミナール

56 2B 化学Ⅱ 12 1E 化学Ⅰ 12 1B 化学Ⅰ 34 2M 化学Ⅱ 12 2E 化学Ⅱ

34 1M 化学Ⅰ 34 1E 化学Ⅰ

34 1B 化学Ⅰ

78 3年 教養ゼミナール 56 1M 化学Ⅰ

56 1C 生物 12 3C 応用物理

56 1E 生物 56 3B 応用物理

78 3年 教養ゼミナール

12 5年 独語Ⅱ 78 3年 教養ゼミナール 12 5C 遺伝子工学 12 5C タンパク質工学

34 4C 生物化学工学

12 専1 応用力学 12 生1 エネルギー変換工学 12 専1 量子力学 12 専1 システム情報工学

34 生2 オプトエレクトロニクス 34 生2 磁気工学 34 専1 環境科学 34 専1 熱・統計力学

実習工場 567 1M 工作実習Ⅰ 34 1C 工作実習 567 2M 工作実習 78 1B 工作実習

34 2M 設計製図 34 1E 電気製図 12 3M 設計製図 12 1M 設計製図

34 5M 設計製図

56 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 5-8 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 12 3M ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ製図

567 5M 工学実験

機械工学実験室 567 4M 工学実験

材料力学実験室 56 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 5-8 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 567 4M 工学実験 567 5M 工学実験

流体力学実験室 56 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 5-8 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 567 5M 工学実験

精密加工・精密測定室 567 4M 工学実験

創造工房 567 5M 工学実験

熱機関実験室 56 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 5-8 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 567 5M 工学実験

生産ｼｽﾃﾑ実験室 567 4M 工学実験

567 3E 実験実習 12 2E 情報処理応用 34 5E 計算機応用 34 4E コンピュータグラフィックス特論 12 1E 情報処理基礎

34 1E 電気製図 5-8 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 34 5E 電気設計 34 5E 電子回路

567 4E 実験実習 567 2E 基礎工学実験 567 5E 実験実習

78 4E 工学研究

電気計測実験室 567 3E 実験実習 567 4E 実験実習 5-8 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 567 2E 基礎工学実験 567 5E 実験実習

電気機械実験室 567 3E 実験実習 567 4E 実験実習 5-8 生1 生産ｼｽﾃﾑ工学特別実験 567 5E 実験実習

電気工作実習室 567 2E 基礎工学実験

無機・有機化学実験室 567 3C 無機化学実験 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験 567 3C 有機化学実験

分析化学実験室 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験 567 2C 分析化学実験

物理化学実験室 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験 3-8 4C 物理化学実験

化学工学実験室 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験

物質工学実験室 5-8 5C 物質工学実験 5-8 5C 物質工学実験

微生物工学実験室 5-8 5C 生物工学実験 5-8 5C 生物工学実験 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験

生物工学実験室 5-8 5C 生物工学実験 5-8 5C 生物工学実験 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験

34 4B 環境都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ 56 1B 意匠設計Ⅰ 12 5B 環境都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅱ

78 2B 意匠設計Ⅱ

衛生工学実験室 56 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験 56 5B 環境都市工学実験実習

ｺﾝｸﾘｰﾄ工学実験室 56 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験 5-8 4B 環境都市工学実験実習 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験 56 5B 環境都市工学実験実習

水理実験室 56 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験 5-8 4B 環境都市工学実験実習 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験

地盤工学実験室 56 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験 5-8 4B 環境都市工学実験実習 5-8 環1 環境ｼｽﾃﾑ工学特別実験

月 火 水 木

平成19年度前期　実験室，演習室等の使用状況

CAD室

◎電気情報工学科

◎物質工学科

301教室

テクノコミュニティ

機械製図室

コンピュータールーム

金

第１ゼミ室

◎環境都市工学科

◎機械工学科

◎管理棟，図書館，情報処理センター，階段教室棟，科学技術教育棟

製図室

第２ゼミ室

LL教室

物理実験室

化学実験室

 

 

（出典 平成 19 年度授業時間割表（前期）から作表） 
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資料８－１－①－６ 「障害者用設備」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課資料） 
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資料８－１－①－７ 「学生集う快適空間（新聞記事）」 
 

 

 

（出典 秋田魁新報 平成 19 年５月４日 19 面） 
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観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリテ

ィ管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

観点に係る審議は，情報処理センター専門委員会で行われ，規則が定められている（資料８－１－

②－１）。委員会の構成員は，教育内容・教育方法ニーズを把握するために，全学科・学系から代表

教員各１名，セキュリティ管理のために，さらに総務・学生課の代表職員各１名，および情報処理セ

ンターの技術職員１名としている（資料８－１－②－２）。 

 

資料８－１－②－１ 「秋田工業高等専門学校情報処理センター規則（抜粋）」 

 

（目的） 
  第２条 センターは，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）学生に対する情報処理教育，職員の

学術研究及び本校運営に必要な校務の利用に供することを目的とする。 
 （業務） 
  第３条 センターにおける業務は，次のとおりとする。 
    (1)教育用電子計算機，パーソナルコンピュータ及び情報ネットワーク（以下「電子計算機システム」とい

う。）の管理運営及び保守に関すること。 
    (2)電子計算機システムの利用に伴う調査，研究に関すること。 
    (3)情報処理教育に関すること。 

  (4)その他情報センターに関すること。 
 
 （専門委員会） 
  第５条 情報教育に関する事項，電子計算機の将来構想に関する事項，情報ネットワークに関する事項，情報

セキュリティに関する事項の協議及び連絡調整等を図るため，センター専門委員会（以下「専門委員会」

という。）を置く。 
     (略) 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
 

資料８－１－②－２ 「情報処理センター専門委員会の構成員」 

 

 

委員長 センター長 大島 静夫(自然科学系) 

委 員 教務主事補 西野 智路(物質工学科) 

委 員 今田 良徳(機械工学科) 

委 員  竹下 大樹(電気情報工学科) 

委 員 野中 利瀬弘(物質工学科) 

委 員 日野  智(環境都市工学科) 

委 員 水野  麗(人文科学系) 

委 員 佐藤 彰彦(自然科学系) 

委 員 岡部 克利(技術教育支援センター 情報処理センター技術職員) 

委 員 佐藤 尚洋(総務課 総務係長) 

委 員 丸山 貴生(学生課 教務担当) 

 

（出典 平成 19 年度役職教員・各種委員会委員等名簿 p.19） 
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観点に係る情報ネットワークに関するニーズは，情報処理センター専門委員会で現状の把握がなさ

れ，審議されている。平成 18年度は，情報処理教育に関しては「情報モラル教育の導入」と「e-Lear

ning システムの導入」，情報セキュリティに関しては「迷惑メール対策のシステムの導入」，設備に

関しては「A1サイズインクジェットプリンタの導入」，利用環境に関しては「時間外利用制度の導入」

を実施している（資料８－１－②－３）。 

情報処理センター内に「情報処理センター投書箱」を設け（資料８－１－②－４），学生のニーズ

の収集に努めている。 

 

資料８－１－②－３ 「平成 18 年度第１回 情報処理センター専門委員会議事録」 

 

 

日 時 平成18年6月26日（月） 16:45 ～ 17:20 
                   場 所 会議室A 

出席者 委員長 大島静夫（情報処理センター長） 
委  員 森本真理，木澤悟，竹下大樹，西野智路，日野智，水野麗， 

佐藤尚洋，藤田大和，丸山貴生，神智也，岡部克利 
 
１.平成18年度 情報処理センター予算について委員長（情報処理センター長）から以下の説明があった。 
 １）(略) 
 ２）老朽化し買換の必要があった学生用の椅子50脚（情報教育ルーム用）や，教職員から要望があったポスタ

ー印刷等が出来る大判インクジェットプリンタ（Ａ１サイズ）の購入を予定している。 

 
２．情報モラル教育について 
今年度から新１年生に対して情報モラル教育の講義を実施した。今後も継続しこれから入学する学生に対して毎年

実施予定である。また，在校生に対しても，講義で使用したテキストを配布し，情報モラル教育の徹底を図りたい。 
 
３．情報セキュリティ対策について 
現在，スパムメール除去サーバの利用者のスパムメールは隔離され，利用者が削除する設定であるが，ブラッ

クリストとインテンション解析（スパムメールデータベースを参照）にて隔離されたスパムメールは，自動削

除することにしたい。新設定の除去サーバの利用に関しては，８月までに利用者にその内容を伝え，利用の意

志を 終確認する予定である。 

 
４．情報処理センターの時間外利用について 
今年から英語科でe-Learningを利用した授業を，３年生と専攻科１年生を対象に行っている。数学科でも補助

授業としてパソコンを利用した学習環境を年内に導入予定である。 
さらにJABEEにおける自学自習を促すために，情報処理センターの時間外解放を９月から行う予定である（月・

水・金 17:15-20:00 休業期間除く）。 
サービス要員として，４年生・専攻科１年生の学生バイト(女子も可)を採用する予定である。 

 
５．秋田高専公式ホームページの更新について 
 秋田高専ホームページのリニューアルを予定している。これは，訪問者がより簡単に欲しい情報を選択できる

ようにするためである。 
以上 

 

 

 

（出典 平成 18 年度第１回 情報処理センター専門委員会議事要旨） 
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資料８－１－②－４ 「情報処理センター投書箱」 

 

 

『情報処理センター投書箱』記入用紙 
 

       情報処理センターに関するご意見やご要望等をお聞かせ下さい 

         【 記入後はセンターロビー設置の投書箱に投函願います 】 

記入年月日   平成    年    月    日 

   所 属   本科学生（    年）  ／  専攻科学生 （    年） 

 
   ご意見 
 
   ご要望 

 

  ※回答が必要な方は，下記のご記入もお願い致します 

   氏名： 

   メール：                                （携帯可） 

 

 

（出典 「情報処理センター投書箱」記入用紙） 
 

情報資産のセキュリティに関する包括的な規定として，「秋田工業高等専門学校情報セキュリティ

ポリシー」を定め，高度な安全性を確保するための体制を整備している（資料８－１－②－５）。 

 

資料８－１－②－５ 「秋田工業高等専門学校情報セキュリティポリシー （抜粋）」 

 

 
１．情報セキュリティの基本方針 
  高度情報社会において，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）が工業技術者の教育活動及び研究

活動を高めるためには，本校の情報基盤の整備に加えて，情報資産のセキュリティを確保することが不可欠

である。このため，本校の情報資産を守るため，「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（平成 1

2 年７月 18 日内閣安全保障・危機管理室，情報セキュリティ対策推進会議決定）（以下「ガイドライン」とい

う。）」を踏まえ，本校における継続的かつ安定的な教育研究業務の実施を確保するとともに，国民の安全，

安心及び信頼の下に本校にふさわしいセキュリティ水準を達成するよう，「秋田工業高等専門学校情報セキ

ュリティポリシー」(以下「ポリシー」という)を策定し，情報セキュリティの確保に 大限取り組むことと

する。また，本校の全ての職員等は，この目的を果たすためセキュリティポリシーの実施に責任を負うとと

もに，これを尊重し，遵守しなければならない。 
 （略） 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校情報セキュリティポリシー） 
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情報処理センターには技術職員を１名配置し，情報ネットワークの管理として，コンピュータウィ

ルス情報の監視および利用者への周知，ファイアウォール・メールサーバの保守などを行っている。

これらの事項の関連情報は，情報処理センター発行の「いんふぉ」として，全教職員に配布し周知さ

れている（資料８－１－②－６）。 

教育用パソコンは，二つのパソコン室に整備されている。情報教育ルームには，Windows XP と Linu

x を OS とするパソコン 50台，マルチメディアルームには，Windows XP と Linux を OS とするパソコン

22 台を備えている。これらの各パソコン室は，情報モラル教育，プログラミング教育，語学教育（e-

Learning），CAD 教育，実験実習，および卒業研究などに利用されている（資料８－１－②－７）。 

各パソコン室には，教育効果を上げるために大型プロジェクタを準備し，教員の操作画面が見える

ようにしている。これらの全てのネットワーク関連の設備は，本科学生および専攻科学生の情報教育

等に活用されている。 

また，教職員用のグループウェアとしては，ロータスノーツが稼働しており，全教職員に IDを発行

し，スケジュール管理，校内連絡，文書管理などに利用されている（資料８－１－②－８）。 

本校の LAN は，学術回線の秋田 NOC（秋田大学）を経由してインターネットに接続されており，平成

18年２月 28日に 1.5 Mbps から 10 Mbps へ，その通信速度を向上させている（資料８－１－②－９）。 

本校で IP アドレスを有しネットワーク接続可能なパソコンは，機械工学科 112 台，電気情報工学科

153 台，物質工学科 52台，環境都市工学科 80台，事務部 135 台で合計 610 台である。さらに，２つの

パソコン室（72台），図書館（12台）や学寮（13台）に設置されたパソコンも合わせると，その数は

700 台を超える。また，各教室をはじめとする校内のほぼ全ての部屋に情報コンセントが設置され，ど

こからでも校内 LAN を使用することができるよう，ネットワーク環境が整備されている（資料８－１

－②－10）。 

二つのパソコン室は，平日は 8：30～19：15 まで使用可能であり，平成 17年度において年間利用者

数は 17,437 人，月平均利用者数は 1,453 人である（資料８－１－②－11）。また，自学自習の環境を

提供することを目的に，授業での使用がない場合はパソコン室を使用可能としており，さらに図書館

と学生寮内に端末コーナーを設け，学生の情報処理教育の支援に努めている。 

学生のネットワークトラブル防止に対する取り組みとして，平成 18年３月に情報モラル教育に関す

る講義資料（資料８－１－②－12）を作成し，平成 18年４月から第１学年を対象に，情報処理担当教

員が情報モラルについての講義を１回行うことにしている（資料８－１－②－13）。 

このように，本校では，教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュ

リティ管理のもとに適切に整備され，有効に活用されている。 
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資料８－１－②－６ 「いんふぉ Vol.28」 

 

 

（出典 いんふぉ Vol.28） 
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資料８－１－②－７ 「情報処理センター使用時間割表（前期）平成 19 年度」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 情報処理センター使用時間割表（前期）平成 19 年度） 

 

資料８－１－②－８ 「グループウェア ロータスノーツ」 

（出典 秋田高専グループウェア） 
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資料８－１－②－９ 「インターネット外部接続構成図」 

 

秋田大学
【秋田NOC】

(TOPIC)

秋田高専インターネット接続図

秋田高専
ネットワーク

東北大学
【仙台NOC】

(TOPIC)

本校は、秋田大学（秋田NOC※１）へ回線速度「１０M bps※２」で接続し、
学術情報系回線（TOPIC※３）を経由して、インターネットへ接続しています。

１０M bps １００M bps

※１ NOC ： Network Operation Center の略
※２ 平成１８年２月２８日から「１０Ｍ bps」へ増速
※３ TOPIC ： 東北学術研究インターネットコミュニティ

インターネット
（全世界）

 
 

 

（出典 秋田高専グループウェア（情報処理センター）） 
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資料８－１－②－10 「高速キャンパスネットワークシステム構成図」 

 

（出典 秋田高専グループウェア（情報処理センター）） 
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資料８－１－②－11 「情報処理センター利用者数（２室合計）」 

 

平成(年度)    15   16    17 

  ４月 
  ５月 
  ６月 
  ７月 
  ８月 
  ９月 
   10月 
   11月 
   12月 
  １月 
  ２月 
   ３月 

 1，047 
 1，350 
 1，224 
 1，060 
    646 
 1，129 
 1，608 
 1，257 
   910 
    968 
 1，461 
   3 64 

     927 
  1，218 
  1，552 
     958 
    618 
  1，162 
  1，450 
  1，552 
  1，461 
  1，569 
  1，715 
     556 

  1，035 
  1，591 
  1，777 
  1，504 
     737 
  1，998 
  1，422 
  1，757 
  1，263 
  1，591 
  2，011 
     751 

  合 計  13，024  14，738  17，437 

 

（出典 秋田高専グループウェア（情報処理センター）） 
 

資料８－１－②－12 「情報モラル 講義資料 抜粋」 

 

秋田工業高等専門学校 情報モラル講義資料作成委員会 

山本 昌志，木澤 悟，佐藤 彰彦，佐藤 悟 
 概要 

 
本テキストは，情報関係の第一回目の講義で使用する。これと PowerPoint を用いて，新入生にコンピュータ

ーや携帯電話のような情報機器を使うときの基本的なモラルを説明する。情報モラルの取り扱う範囲は広いが，

特に 初に注意すべきことを中心にまとめてある。情報モラルを学習する理由と現代のネット社会での情報の

特徴を 初に述べ，重要と思われる具体的なモラルの内容を説明している。ここで取り上げている情報モラル

は，情報の信憑性，出会い系サイト，著作権，個人情報の流出，不正アクセス，パスワード，電子メールと携

帯電話のネチケット，ネット中毒に関することである。100 分の講義１ 回で全てを述べることは不可能なので，

講師が重要と考える内容を選択することになる。あるいは，２ 回に分けてもよい。本テキストは毎年改訂し，

少しずつ良いものに仕上げたい。 
  １. 本日の学習内容 
  ２. なぜ情報モラルを学習するか? 
  ３. 現代の情報の特徴 
  ４. 情報モラル 

4.1 情報受信    4.1.1 情報の信憑性 4.1.2 出会い系サイト 
4.2 情報発信    4.2.1 著作権    4.2.2 個人情報の流出 
4.3 セキュリティ  4.3.1 不正アクセス 4.3.2 パスワードの不正使用 
4.4 ネチケット      4.4.1 電子メール  4.4.2 携帯電話 
 ネチケット(Netiquette) とは，ネットワークエチケット(Network Etiquette) から作られた造語であ

る。エチケットは礼儀・作法のことであるから，モラルよりは緩い規範と考えて良い。しかし，皆が気

持ちよく過ごすためには，礼儀をわきまえた行動が求められるのは情報の世界でも同じである。社会で

は，礼儀をわきまえた者が大人として扱われる。 
4.5 心身の健康   4.51 生活習慣 

  ５. まとめ 

 
   (略)  

（出典 情報モラル講義資料）
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資料８－１－②－13 「平成 19 年度 授業計画」 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度 授業計画機械工学科 p.67）
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（出典 平成 19 年度 授業計画電気工学科 p.67） 
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（出典 平成 19 年度 授業計画物質工学科 p.63） 
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（出典 平成 19 年度 授業計画環境都市工学科 p.65） 
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（分析結果とその根拠理由） 

情報処理センター専門委員会の審議などにより，学生のニーズが適切に把握されている。また，セキ

ュリティポリシーが定められ，迷惑メール防止システムの導入など，常に情報ネットワークの適切な

管理を行っている。教室を含む校内のほぼ全ての部屋に情報コンセントが設置され，校内 LAN がどこ

からでも使用できるよう，情報ネットワークが整備されている。二つのパソコン室等に設置されたパ

ソコンは，講義の行われていない場合は利用可能としており，利用者の便宜が図られている。パソコ

ン室の利用者数は月平均約 1,500 名である。また，ネットワークトラブル防止の観点から，情報モラ

ル教育を導入している。 

以上のことから，本校では情報ネットワークが適切に整備され，有効に活用されているといえる。 
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観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備さ

れ，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 

図書館は，閲覧室，開架書架のほか，学術雑誌を収容する電動書架，参考図書書架，資格本およ

びシラバスコーナーが整備され，ビデオ，CD などの視聴覚資料も所蔵しており，閲覧可能な状態に

なっている（資料８－２－①－１）。 

平成 19 年３月現在の蔵書数は，資料８－２－①－２に示すように，和書 69,840 冊，洋書 12,931

冊の合計 82,771 冊である。分類別冊数，受入冊数ともに自然科学，工学に関する図書が多くなって

いる。図書館内の蔵書は，蔵書検索システム OPAC により，利用者は Web ブラウザから検索できるよ

うになっている。 

また，図書館のホームページから文献検索データベースとして，GeNii 学術コンテンツポータル，

KANON，JDream の３つを利用することができ，SD，ACS，AIP/APS 等の電子ジャーナルを閲覧するこ

とができる。館内にない資料は，文献複写サービスを利用することにより入手可能である。 

平成 18 年度の利用者数は 59,820 名であり（前述資料７－１－②－２），貸出冊数は 6,267 冊であ

った（資料８－２－①－３）。過去５年間の貸出冊数と人数の推移から，利用状況は一定の水準を維

持している。 

図書の整備方針は，図書館運営委員会が中心となって決定する。授業または研究に使う図書およ

び資料を，学生向けの学科選定図書として学科ごとに教員から選定してもらい，各学科，学系の各

専門分野の授業および研究に関する図書が系統的に整備されている。学科選定図書申請時には，図

書の用途および請求理由を明記することになっており，不適切な申請が行われた場合には，請求を

認めない場合もある（資料８－２－①－４）。また，学科内で優先順位をつけることで，重要な図書

を優先的に購入できるようになっている。 

これ以外にも，平成 17 年度から特定分野強化資料として，毎年３分野程度について重点的に図書

を整備しており，パスファインダーとして図書館ホームページ等で紹介している（資料８－２－①

－５）。 

また，学生に対する学習支援のため，シラバス記載の教科書および参考書は図書館で一覧できる

ように整備されている。 

図書の充実と学生の図書館利用促進のため，ブックハンティングを行っており，科学系以外の図

書を含む学生の希望する図書を購入することができる。平成 18 年度は約 90 冊の図書を購入した（資

料８－２－①－６）。また，図書館には備付希望図書申込票が置いてあり，学生は随時図書館に要望

できるようになっている。 

これ以外にも，図書館の利用促進に向けた取り組みとしては，読書コンクールが行われており，

国語担当の教員を中心に学生に参加を呼びかけて，平成 18 年度は 67 編の応募があった（資料８－

２－①－７）。 
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資料８－２－①－１ 「図書館館内 MAP」 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校図書館ホームページ）
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資料８－２－①－２ 「図書館蔵書冊数および分類別蔵書冊数」 
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（出典 平成 19 年度第１回図書館運営委員会資料） 
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資料８－２－①－３ 「貸出冊数・人数推移（過去５年間）」 

 

 

 

 

 

（出典 平成 19 年度第１回図書館運営委員会資料） 
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資料８－２－①－４ 「学科選定教育資料・図書推薦リスト」 

（出典 秋田高専図書館資料）
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資料８－２－①－５ 「特定分野強化資料」 

 

（出典 秋田工業高等専門学校図書館ホームページ）
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資料８－２－①－６ 「ブックハンティング実施要項」 

 

（出典 平成 18 年度第２回図書館運営委員会資料）
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資料８－２－①－７ 「読書感想文コンクール作品募集要項」 

 

 

（出典 平成 18 年度第２回図書館運営委員会資料）

 

 

 



秋田工業高等専門学校 基準８ 

- 350 - 

（分析結果とその根拠理由） 

図書，学術雑誌，視聴覚資料等は，蔵書数が合計 82,771 冊であり，工学系分野を主体として多岐

に渡る分野を網羅している。全教員の協力のもと，図書館運営委員会を中心に図書の充実に務めて

おり，授業および研究に活用されている。また，図書館の利用促進のために，ブックハンティング

などで学生の声を取り入れるなどもしている。 

以上のことから，教育研究上必要な資料は系統的に整備されており，有効に活用されているとい

える。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

日々の清掃もあり，校舎は改修工事後の美観と清潔感を維持しながら，学生の良好な学習環境を

整えており，学生にも好評である。 

教室を含む校内のほぼ全ての部屋に情報コンセントが設置され，校内 LAN がどこからでも使用でき

るよう，情報ネットワークが整備され活用されている。また，学生には情報モラル教育を導入し，ネ

ットワークトラブル防止に積極的に取り組んでいる。 

   

（改善を要する点）  
特になし。 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

本校の施設は，平成 13 年から一部施設を除き改修工事が段階的に行われ，平成 15 年に完成した。

教室は科学技術教育棟，講義室棟に，実験室は各学科棟，管理棟に配置され，専攻科棟も含め十分な

スペースが確保されている。 

また，日々の清掃もあり，校舎は改修工事後の美観と清潔感を維持しながら，学生の良好な学習

環境を整えており，学生にも好評である。 

学生の自由な利用が可能な二つのパソコン室等があり，充実した設備が適切な管理のもとで有効に

活用されている。また，校内の全ての部屋に情報コンセントが設置され，校内 LAN がどこからでも使

用できるよう，情報ネットワークが整備されている。情報処理センター専門委員会により，教育内容・

方法や学生のニーズの適切な把握，情報処理教育の効率的な管理運用が行われ，情報ネットワークは

情報処理教育に有効に活用されている。また，情報モラル教育を導入し，ネットワークトラブル防止

に積極的に取り組んでいる。 

図書の整備方針は，図書館運営委員会が中心となって決定している。学科選定図書など教員によ

る協力のもと，系統的に図書が整備されている。図書の利用促進のために，ブックハンティングや

読書コンクールなどに取り組んでいる。年間の利用者数は６万人弱，貸出冊数は約 6,300 冊と，学

生および教職員に広く利用されている。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

 観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデ－タや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況） 

本校教員の教育活動の実態を示す資料としては，教員活動報告書（資料９－１－①－１），教員の

活動計画・報告書（資料９－１－①－２）がある。また，授業内容の自己点検評価を各教科ごとに

提出している（資料９－１－①－３～４）。 

教育活動データとして，成績資料は学生課教務係が管理している。また，毎年各授業に対する学

生の授業アンケートが実施されている。アンケート結果をもとに，各教員は「学生による授業アン

ケート」の対応・課題をまとめ，提出している（資料９－１－①－５）。 

これらのデータをもとに，校長による業績評価が行われている（資料９－１－①－６）。さらに，

教育を中心とした活動に顕著な業績を上げている教員に対しては，校長賞が与えられ顕彰している

（資料９－１－①－７）。 
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資料９－１－①－１ 「教員活動報告書」 

 

 

 

（出典 総務課人事係資料） 
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資料９－１－①－２ 「教員の活動計画・報告書」 

  

  

 

（出典 総務課人事係資料）
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資料９－１－①－３ 「授業担当科目の自己点検評価報告書」 

（出典 学生課教務係資料）
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資料９－１－①－４ 「自己点検評価報告書の作成・提出について」 

 

  

 

   
（出典 学生課教務係資料）
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資料９－１－①－５ 「『学生による授業アンケート』の対応・課題」 

 

 

 

 

 

（出典 学生課教務係資料）
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資料９－１－①－６ 「教員業績評価実施要項」 

 

 

 

秋田工業高等専門学校教員業績評価実施要項 

 

                              平成18年７月３日 

                             校 長 裁 定 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）における教員の教育水準の向上を図る

ため，教育研究活動等の状況について，本校教員の業績評価（以下「業績評価」という。）を行うために必

要な事項を定める。 

 

（業績評価の項目） 

第２条 業績評価の項目は，別表（様式１号，様式２号）のとおりとする。 

 

（実施方法） 

第３条  業績評価は，教員が現在行っている教育研究活動等について，教員活動報告書（様式１号）及び教員

の活動計画・報告書（様式２号）に基づき，校長が実施する。 

２ 業績評価の方法は，教員の職名別に９段階（A，B，C，D，E，F，G，H，I）に区分して評価する。 

 

（実施時期） 

第４条 業績評価は，毎年11月に実施する。 

 

（結果通知） 

第５条 校長は，業績評価を実施したときは，その結果を教員に通知する。 

２ 業績評価の結果，H及びIに評価された教員は，校長が面談を行うものとする。 

 

（異議申立） 

第６条 業績評価の結果について，教員は前条第一項の通知を受けてから２週間以内に校長へ異議を申し立て

ることができる。 

 

（雑則） 

第７条 この要項に定めるもののほか，業績評価の実施に関し必要な事項は，校長が定める。 

 

   附 則 

 この要項は，平成 18 年 ７月 ３日から施行する。 

 

 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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資料９－１－①－７ 「教員顕彰要項」 

 

 

秋田工業高等専門学校教員顕彰要項 

 

（目的） 

第１ この要項は，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）における学生教育を中心とした分野及び

管理運営やFD活動において，顕著な業績を上げている教員を顕彰するため，必要な事項を定めるものとする。 

 

 （顕彰基準） 

第２ 本校における教育活動，学生生活指導，地域社会への貢献等において顕著な功績が認められる者及び本

校の名誉となり，又は教職員の模範となる功労があった者とする。 

 

 （賞の名称） 

第３ 賞の名称は，秋田工業高等専門学校校長賞（以下「校長賞」という。）とする。 

 

 （受賞者の決定） 

第４ 受賞者の決定は，校長が行う。 

 

 （校長賞の授与） 

第５ 校長は，受賞者に別紙様式１による校長賞を授与する。 

 

 （副賞） 

第６ 校長は，第５の校長賞に併せて副賞を添えることができるものとし，副賞については，その都度校長が

定める。   

 

 （顕彰の時期） 

第７ 顕彰の時期は，原則として４月開催の教員会議の席上で行う。 

 

 （事務） 

第８ 秋田工業高等専門学校教員顕彰（以下「教員顕彰」という。）に関する事務は，総務課において処理する。 

 

 （補則） 

第９ この要項に定めるもののほか，教員顕彰に関し必要な事項は，校長が定める。 

 

   附 則 

 この要項は，平成 17 年３月３日から施行し，平成 16 年４月１日から適用する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）

 

（分析結果とその根拠理由） 

各教員は教育活動のデータとして，教員活動報告書ならびに教員の活動計画・報告書を，授業に

関しては，自己点検評価報告書を教科ごとに提出している。また，学生による授業アンケートを行

うと同時に，各教員はアンケートに対して対応・課題をまとめて提出している。 

上記のデータをもとに，教員の業績評価ならびに教員顕彰を行っている。 

以上のことから，教育活動の実態を示すデータや資料が収集・保管され，評価を実施できる体制

を整備しているといえる。  
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観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えら

れる。）が行なわれており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映

されているか。 

（観点に係る状況） 

本校では学生からの意見聴取として，授業アンケート調査を実施している。また，学生からの意

見等を反映するため，「学校の諸制度に関するアンケート」「学習の達成度に関するアンケート」を

行っている（資料９－１－②－１～３）。 

授業アンケートは平成 13 年から毎年実施され，その結果は授業ごとに集計された後，各担当教員

に返却されている（資料９－１－②－４～５）。アンケート結果は，平成 16 年の「自己点検・評価

報告書－現状と課題（第３回報告書）」に「学生による授業アンケート調査報告書」としてまとめ，

現状における課題を整理して報告されている（資料９－１－②－６）。また，アンケート結果を受け

て，各教員は「学生による授業アンケート」の対応・課題をまとめて提出しており，「『学生による

授業アンケート』の対応・課題－平成 16 年度・平成 17 年度版－」として報告した（資料９－１－

②－７）。 

これらのアンケート結果は，自己点検・評価委員会のアンケート実施作業グループにより，分析

および評価を行っている。その結果はまとめられ，教育改善委員会に報告するとともに，自己点検・

評価に反映されている。 
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資料９－１－②－１ 「学校の授業の諸制度に関するアンケート（準学士課程１～４年）」 

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.15） 
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資料９－１－②－２ 「学校の授業の諸制度と学習の達成度に関するアンケート（準学士課程卒業予定者）」 

 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.20） 
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資料９－１－②－３ 「学校の授業の諸制度と学習の達成度に関するアンケート（専攻科課程）」 

 

 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.27） 
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資料９－１－②－４ 「学生による授業評価に関する実施要綱」 

 

 

 

 

（出典 自己点検・評価委員会資料） 
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資料９－１－②－５ 「授業アンケート」 

 

 

（出典 授業アンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.24） 
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資料９－１－②－６ 「自己点検・評価報告書（授業アンケート集計結果）」 

 

Q1 あなたの授業への取り組みは積極的だったと思いますか 

16%

32%39%

9%
4%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

Q2 この科目について，十分に予習や復習をしましたか 

8%

21%

41%

19%

11%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

Q3 授業のガイダンスにおいて先生はシラバスを活用していたと思いますか 

11%

22%

45%

14%

8%

5 とてもそう思う

4 ある程度そう思う

3 少しはそう思う

2 あまりそう思わない

1 まったくそう思わない

 

 

 

         （出典 授業アンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.25） 

回答数：8683 人

回答数：8673 人

回答数：8669 人
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資料９－１－②－７ 「授業評価アンケート課題と対応」 

 

 

16 年度「学生による授業評価アンケート」の課題と対応 

学科・系・・・  教員名・・・・・ 

    「学生からあげられた主な要望，評価，感想，反省」 

     （1）黒板を消すのが早い。 

     （2）時間通り終わって欲しい。 

     （3）説明が丁寧でわかりやすい 

     （4）板書がきれいである。 

     （5）前の復習をしてから授業にはいるのでよい。 

 （6）質問しなくても学生の表情を読み取って説明してくれるので良い。 

「教員の対応・課題」 

（1）黒板を消して良いか確認してから消すようにする。 

（2）16 年度は 15 分の休み時間に延長できた。学生が誤解している。出来 

るだけ休み時間に入らないように工夫する。 

（3）（3）～（6）についてはこれからも続けたい。 

 

17 年度「学生による授業評価アンケート」の課題と対応 

学科・系  教員名 

「学生からあげられた主な要望，評価，感想，反省」 

（1）たまに黒板を消すのが早い。 

（2）教室の一番後ろでは声が聞き取りにくい。 

（3）文字式の添字が見えない。 

（4）理論が実際にどのように使われているか説明してほしい。 

（5）板書がきれいで授業がわかりやすい。 

（6）小テスト，レポートそれに授業中問題を解かせてくれるので理解しやすい。 

「教員の対応・課題」 

（1）さらに気をつけたい。 

（2），（3）説明が聞こえるか，文字が見えるか確認している。 

平成 16 年度と平成 17 年度のアンケート結果（グラフ）を比較するとほと 

んどの項目において内容が向上している。（している，ある程度している） 

（4）理論と実際の関係を説明の時に話す。 

（5），（6） についてはこれからも続けたい。 

平成 16 年度と平成 17 年摩のアンケート結果（グラフ）を比較するとほと 

んどの項目において内容が向上している。（している，ある程度しているの 

和が 99％になった設問もある。）平成 18 年度も維持していきたい。 

 

 

 （出典 「学生による授業アンケート」の対応・課題 平成 16 年度・平成 17 年度版） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生からの意見聴取は，「授業アンケート」と「学校の諸制度に関するアンケート」により行って

いる。 

これらのアンケート結果は，自己点検・評価委員会のアンケート実施作業グループにより，分析

および評価を行っている。その結果はまとめられ，教育改善委員会に報告するとともに，自己点検・

評価に反映されている。 
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観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）の

意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

（観点に係る状況） 
本校独自の取り組みとして，外部評価委員会による外部評価を受けることを目的の一つとして，

秋田工業高等専門学校参与会が設立された。（資料９－１－③－１）。参与会（外部評価）報告書で

は高い評価と数多くのコメントが得られ，本校の教育機能改善の一助となっている（資料９－１－

③－２）。 

 また，平成 17 年度準学士課程卒業生および専攻科課程修了生の進路先関係者ならびに卒業生，修

了生に，学校の目的に対する達成度について，アンケート調査を行った（資料９－１－③－３～４）。

アンケートの自由記述欄を含めて意見を聴取した結果は，自己点検・評価委員会でまとめられ，教

育改善委員会で審議されている。 
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資料９－１－③－１ 「秋田工業高等専門学校外部評価実施要項」 

 
 

秋田工業高等専門学校外部評価実施要項 

  

                   制定 平成17年４月25日 

                        校   長   裁   定 

（目的） 

第１条 この要項は、秋田工業高等専門学校参与会（以下「参与会」という。）による外部評価（以下「評

価」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（評価項目） 

第２条 参与会規則第３条第２号に定める事項の評価項目は、次のとおりとする。 

（１）教育活動に関すること 

（２）研究活動に関すること 

（３）学生支援に関すること 

（４）社会との連携に関すること 

（５）管理・運営に関すること 

（６）その他参与会が必要と認める事項 

 

（実施方法） 

第３条 評価は、資料による調査のほか、本校で実施するヒアリング、校内視察等に基づき実施する。 

 

（資料） 

第４条 評価に必要な資料は、秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員会が作成する。 

 

（報告書） 

第５条 参与会は、評価の結果について外部評価報告書（以下「報告書」という。）を作成し、校長に提出

する。 

２ 報告書は、公表するものとする。 

 

（改善） 

第６条 校長は、報告書に基づき、関連する委員会等へ改善策の検討を付託するなどして、改善に努めるも

のとする。 

 

（雑則） 

第７条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

  この要項は、平成 17 年 ４月 25 日から施行する。 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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資料９－１－③－２ 「参与会（外部評価）報告書」 
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（出典 参与会（外部評価）報告書 平成 17 年９月 p.15）
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資料９－１－③－３ 「秋田高専準学士課程卒業生の学力や能力に関する調査（進路先関係者）」 

 

 

 
 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.33） 
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資料９－１－③－４ 「秋田高専準学士課程卒業生の学修達成度の自己評価（H17 年度卒業生）」 

 

 

 
 

（出典 自己点検・評価に関わるアンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.37） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の外部関係者による評価として「本校外部評価委員による評価」があり，そこからの助言を

本校の教育改善に反映しながら，本校の個性化・高度化・活性化を実現できる高等教育機関として

の継続的な努力をしている。 

また，平成 17 年度準学士課程卒業生および専攻科課程修了生の進路先関係者ならびに卒業生，修

了生に，学校の目的に対する達成度について，アンケート調査を行った。アンケートの自由記述欄

を含めて意見を聴取した結果は，自己点検・評価委員会でまとめられ，教育改善委員会で審議され

ている。 

以上のことから，学外関係者の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映さ

れているといえる。 
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観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生に

よる達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付けられ

るようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策が

講じられているか。 

（観点に係る状況） 

秋田高専の教育課程に関する組織図を，資料９－１－④－１に示し，以下に主な役割を記す。 

教務委員会および専攻科教務委員会が教務関連の企画・立案を行い（Plan），準学士課程と専攻科

課程にまたがる事項については，カリキュラム検討委員会で審議する（資料９－１－④－２～４）。

その結果をふまえて各教員が実施する（Do）。 

教育活動に関する点検・評価（Check）は，自己点検・評価委員会で行う（資料９－１－④－５）。

特に授業アンケートを含む各種アンケートは，自己点検・評価委員会内のアンケート実施対応ワー

キンググループで，集中的に行う体制になっている（資料９－１－④－６）。 

点検・評価の結果は教育改善委員会に報告され，問題点について見直し，教育課程および教育方

法について審議し，提言を行う（Action）（資料９－１－④－７）。 

この提言を受けて，教務委員会，専攻科教務委員会およびカリキュラム検討委員会では，新たな

改善策について企画・立案が行われる。 

以上のように，P→D→C→A→P の順で教育の質をスパイラルアップするシステムが整備されている。

また，この PDCA サイクルを含めた教育課程全体の企画調整と運営は，運営委員会において行われる

（資料９－１－④－８）。 

平成18年度に実施した授業アンケートの結果および自己点検・評価に関わるアンケートの結果は，

教育改善委員会において審議され，教育改善のための提言が行われた（資料９－１－④－９）。 

また，JABEE プログラムに関する点検は，JABEE 委員会および教育プログラム改善専門部会が行っ

ている（資料９－１－④－10～11）。その結果から，教育改善委員会が改善要請をする。平成 18 年

３月に行われた教育改善委員会では，33 項目の改善すべき項目について審議と提言を行った（資料

９－１－④－12）。 

改善例としては，教育改善委員会から「専攻科修了認定会議および単位認定会議が実施されてい

ない」ことについて提言され，平成 18 年４月に行われた専攻科教務委員会において，専攻科修了認

定会議および単位認定会議を行うことが決定され，同年９月に実施されている（資料９－１－④－

13）。 
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資料９－１－④－１ 「秋田高専の教育課程に関する組織図ならびに自己点検・評価，外部評価，第

三者評価の関連図」 

 

 
 

（出典 平成 18 年度第２回自己点検・評価委員会会議資料） 

認証評価委員長

P

D C

Ａ
秋田高専の教育課程に
関するPDCAサイクル

運営委員会

資料提出

連絡・指示 検証・報告

提言・要請

※ JABEEプログラムに関する点検

・・・秋田高専の教育課程全体の
企画調整および運営・検討 外部評価

（参与会）

JABEE

第三者評価機関

学生

認証評価

法人評価

教育

アンケート

外部評価および
学外による評価

卒業生・修了生

卒業生・修了生
の進路先

アンケート

アンケート

秋田高専の教育課程に関する組織図

秋田高専の自己点検・評価システム

秋田高専の教育課程に関する組織図ならびに自己点検・評価、外部評価、第三者評価の関連図

教務委員会
専攻科教務委員会

教職員

教育改善委員会

自己点検・評価委員会
（※ JABEE委員会）

資料２

認証評価委員長
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資料９－１－④－２ 「教務委員会規則」 

 
 

秋田工業高等専門学校教務委員会規則 

 

 

 （設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規則に基づき、秋田工業高等専門学校に教育計画等教

務に関する事項を審議するため秋田工業高等専門学校教務委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 教育課程に関すること。 

二 学校行事に関すること。 

三 学生の授業時間割の編成に関すること。 

四 学生の試験に関すること。 

五 その他必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 教務主事     
二 教務主事補 

三 各学科等から選出された教員 各２名  
   ただし，２名のうち１名は専攻科を担当する教員とする。 

四 学生課長 

 （任期） 

第４条 前条第３号に定める委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，教務主事をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

 （委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は，学生課において処理する。 

 （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営上必要な事項は，別に定める。 

 

  附則 

 この規程は，昭和40年９月１日から施行する。 

    附則 

 この規程は，昭和41年８月１日から施行する。 

    附則 

 この規程は，昭和49年４月１日から施行する。 

    附則 

 この規程は，昭和55年４月１日から施行する。 

    附則 

 この規程は，昭和56年３月９日から施行する。 

    附則 

 この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

   附則 

 この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料９－１－④－３ 「専攻科教務委員会規則」 

 

秋田工業高等専門学校専攻科教務委員会規則 

                                             
 
 （設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校専攻科規則第５条に基づき、専攻科教務に関する事項を審議するため、 

 秋田工業高等専門学校専攻科教務委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 教育課程に関すること。 

二 学生の授業時間割の編成に関すること。 

三 学生の試験に関すること。 

四 学校行事に関すること。 

五 その他必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 専攻科長 

二 各専攻主任 

三 各学科等から選出された専攻科を担当する教員 各１名 

  （秋田工業高等専門学校教務委員会規則第３条第１項第３号に掲げる専攻科を 

   担当する教員） 

四 学生課長 

 （任期） 

第４条 前条第３号に掲げる委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，専攻科長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

 （委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は，学生課において処理する。 

 （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営上必要な事項は，別に定める。 

 

  附則 

 この規則は，平成１８年４月１日から施行する。  
 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料９－１－④－４ 「カリキュラム検討委員会規則」 

 
 

（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規定に基づき、秋田工業高等専門学校（以下「本校」と

いう。）の教育課程に関する重要な事項を審議するため、秋田工業高等専門学校カリキュラム検討委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議・検討する。 

 一 修学年限５年の課程（以下「本科」という。）及び専攻科の教育課程の編成等に関して、本校の教育目

標を達成するための体系的教育課程の編成に関すること。 

 二 「創造工学システムプログラム」に関すること。 

 三 その他本科及び専攻科の教育課程の編成上重要な諸問題に関すること。 

（組織） 

第３条  委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 教務主事 

 二 専攻科長 

 三 教務主事補 

 四 各専攻主任 

 五 各学科等から選出された教務委員会委員 各２名 

 六 学生課長 

（任期） 

第４条 前条第５号に掲げる委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条  委員会に委員長を置き、教務主事をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。 

（専門部会） 

第７条  委員会に特定の事項を調査・検討するため専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の部会長及び委員は校長が指名する。 

（庶務） 

第８条  委員会に関する庶務は、学生課において処理する。 

 

 附 則 

この規則は、平成18年 ４月 １日から施行する。 

 

 附 則 

この規則は、平成19年 ４月 １日から施行する。 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料９－１－④－５ 「自己点検・評価委員会規則」 

 

 
秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則 
 
   （目的）                                                                  
  第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規定に基づき、秋田工業高等専門学校における教育研

究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うため、秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員会（以
下「委員会」という。）を置く。 

   
   （組織） 
  第２条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
  一 校長 
  二 主事 
  三 専攻科長 
  四 専攻主任 
  五 各学科等から各２名 
  六 事務部長 
  七 課長 
  八 その他校長が必要と認める者 
   
   （委員の任期） 
  第３条 前条第８号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 
   
   （委員長） 
  第４条 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 
  ２ 委員会に副委員長を置き，委員長が指名する。 
  ３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
  ４ 委員長に事故等があるときは，副委員長がその職務を代行する。 
   
   （委員以外の者の出席） 
  第５条  委員会は、必要に応じ委員以外の者の者を出席させて意見を聴くことができる。 
   
    （委員会等への付託） 
  第６条 委員会は、自己点検・評価に関する具体的な事項の設定及び実施方法等についての原案策定を関係

委員会に付託することができる。 
   
   （報告及び公表） 
  第７条 委員会は、毎年度自己点検・評価を実施し、関係委員会からの答申等をとりまとめて、その都度、

校長に報告するものとする。 
  ２ 校長は、自己点検・評価の結果を必要に応じ公表するものとする。 
   
   （庶務） 
  第８条 委員会の庶務は、企画室において処理する。 
   
   （補則） 
  第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営上必要な事項は別に定める。 
   
    附 則 
  この規程は，平成 ４年10月 ７日から施行する。 
   
 
    （略）  
 
 
   附 則 
 この規則は，平成 19 年 ４月 １日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料９－１－④－６ 「平成 18 年度第２回自己点検・評価委員会議事要旨」 

 
 

平成1８年度 第２回自己点検・評価委員会議事要旨 

 

      日 時 ： 平成１９年１月２６日（金） １６：４０～１７：１０ 

        場 所 ： 会議室Ａ 

      出席者 ： 島田委員長，成田文委員，脇野委員，堀江委員，大上委員，対馬委員，宮田委員， 

          山本委員，傳井委員，上松委員，佐藤悟委員，水田委員，小林委員，工藤委員， 

         成田章委員，佐藤義委員，星委員，栗澤委員，工藤専門員，伊藤専門職員 

 

     欠席者 ： 須川委員，佐々木委員，木澤委員，手島委員，長代委員 

 

 

議題１．機関別認証評価に関するアンケートの実施について 

        宮田委員から，認証評価に必要なアンケート内容，アンケート対象，窓口等について資料１に基づ 

   き説明があった。 

        また，秋田高専の教育課程に関する組織図ならびに自己点検・評価，外部評価，第三者評価の関 

   連について資料２に基づき説明があった。 

 

 

議題２．アンケート実施対応ワーキンググループの設置について 

    島田委員長から，アンケート実施対応ワーキンググループの設置について提案があり，脇野，上 

    松，佐藤（悟）及び小林の４委員が選出され，脇野委員を委員長とすることが承認された。 

    この後，宮田委員から，認証評価に係るアンケートの具体的な実施項目について資料３に基づき 

   説明があった。 

    アンケートの内容は認証評価委員会及び教務委員会で作成し，それをアンケート実施対応ワーキ 

   ンググループが各アンケートの担当窓口へ渡し，アンケート実施対応ワーキンググループがアンケー 

   ト結果を集計して必要な体裁にまとめることとした。  
 
 

（出典 秋田高専グループウェア） 
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資料９－１－④－７ 「教育改善委員会規則」 
 

（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規定に基づき、秋田工業高等専門学校（以下「本校」とい

う。）に、教育改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、本校の教育理念・教育目標を実現するため、ファカルティ・ディベロップメント（以下「FD」

という。）を推進し、これに積極的に取り組むことにより、本校における教育の改善を図ることを目的とする。 

 

（審議事項等） 

第３条 委員会は、校長の諮問に応じ、前条の目的を達成するため、創造工学システムプログラムの改善に関す

る事項並びに教育内容、授業方法及び教育改善に関する事項等について審議し、カリキュラム検討委員会に

提言するとともに、必要に応じＦＤ研修会等を企画・実施する。 

 

（組織） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる者を委員として組織する。 

一 教務主事補 １名 

二 各専攻主任 

三 各学科等から選出された教員 各１名 

四 学生課長 

五 その他校長が必要と認める者 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長・副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は校長が指名する者をもって充て、副委員長は委員の互

選により選出するものとする。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を求めることができる。 

 

（専門部会） 

第８条 委員会に特定の事項を調査・検討等するため専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の部会長及び専門委員は、委員長が指名する。 

 

（審議事項の報告） 

第９条 委員長は、委員会において審議された事項を整理し、校長へ報告しなければならない。 

 

（庶務） 

第10条 委員会に関する庶務は、学生課において処理する。 

 

  附 則 

１．この規則は、平成17年11月２日から施行する。 

２．平成17年度中に委嘱される委員の任期は、第５条第１項の規定にかかわらず、平成18年３月31日までとする。 

 

    附 則 

この規則は、平成17年12月 ５日から施行する。 
 

（略） 
 
    附 則 

この規則は、平成 19 年 ４月 １日から施行する。 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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資料９－１－④－８ 「運営委員会規則」 
 
 

秋田工業高等専門学校運営委員会規則 
 
 （設置） 
第１条 秋田工業高等専門学校の管理運営を円滑に行うため、秋田工業高等専門学校運営委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 
 
  （組織） 
第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
 一 校長 
 二 主事 
  三  専攻科長 
 四  専攻主任 
 五  図書館長 
 六  学科主任等 
 七  学級担任会の代表１名 
 八  事務部長 
 九  その他校長が指名する者 
 
 （審議事項） 
第３条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。 
（１）学則その他重要な規則の制定、改廃に関すること。 
（２）予算概算の方針に関すること。 
（３）学科の設置、廃止に関すること。 
（４）学生の厚生補導及び身分に関する重要事項 
（５）その他教育施設及び学校運営に関する重要事項 
 
 （委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
 
 （委員以外の者の出席） 
第５条 委員会は、必要に応じ委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。 
 
 （幹事） 
第６条 委員会に幹事を置き、課長をもって充てる。 
 
 （庶務） 
第７条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 
 
 （雑則） 
第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営上必要な事項は、別に定める。 
 
 （改廃） 
第９条 この規則の改廃は、校長が行う。 
 
  附 則 
この規程は，昭和40年 ９月 １日から施行する。 
 
 
  （略） 
 
 
  附 則 
この規則は，平成 19 年 ４月 １日から施行する。   

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料９－１－④－９ 「第２回教育改善委員会議事録要旨」 
 

 
 
 

（出典 教育改善委員会資料） 
 

 
 

第 ２ 回  教 育 改 善 委 員 会 議 事 要 旨   （案）  
 
日 時 平成１９年５月２９日（火）１６：４５～１７：１５  
場 所   会議室Ｂ  
出席者 対馬委員長，西野，大上，土田，田中，石塚，佐藤（悟），長井，渡邊，工藤

 
１．自己点検・評価に関わるアンケート調査結果について  
    委員長より，調査結果で全ての項目を検討することは困難であることから，アンケ

ート調査による各設問に対して，周知度，理解度等で肯定的な意見が 60%を超えるも

のについて，全体的に良好な結果であるとしたい旨提案があり了承された。  
   続いて，資料１に基づき個々の設問について検討をした。検討結果は以下のとおり。

   １）「学校の目的とアドミッションポリシー」の周知について  
         非常勤教員に対しては，学校の目的とアドミッションポリシーに関する啓蒙活動

を積極的に行う必要があると考えられる。また専攻科担任および専攻科教科担当教

員が入学式や始業式，講義等のガイダンスでさらなる指導が必要と思われる。  
   ２）「学校の授業の諸制度（オフィスアワー）と学習の到達度」について  
    本科および専攻科の担任や教科担当教員がガイダンス等を通して，粘り強い指導

が必要と思われる。また，オフィスアワーの運用方法を改善することも検討してい

ただきたい。  
 
   以上の検討結果は，教務委員会および専攻科教務委員会へ提言することとした。

 
２．授業アンケート調査結果について  
  このアンケート調査結果の周知度，理解度等については，自己点検・評価に関わるア

ンケート調査結果と同様な基準を適用し，委員長より資料２に基づき次の設問について

検討をした。  
      「授業科目（前期）講義，体育，実験実習科目」のアンケートについて  
   ほとんどが予習，復習及びシラバスの利用をしておらず，成績低下に繋がっている。

   これについては，担任及び教科担当教員が学生に対し周知徹底することとしたい。

また講義科目の予習・復習に関して，全体的に学生がどの程度の負荷なのか調査し

てみることもよいと思われる。  
 

以上の検討結果は，教務委員会へ提言することとした。  
 
３．その他  
      なし  
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資料９－１－④－10 「JABEE 委員会規則」 

 
 
秋田工業高等専門学校JABEE委員会規則 
 
（設置） 
第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規定に基づき、秋田工業高等専門学校（以下「本校」と
いう。）に、日本技術者教育認定機構（以下「JABEE」という。）が認定する「技術者教育プログラム」に関
する委員会（以下「JABEE委員会」という。）を置く。 

 
（任務） 
第２条 JABEE委員会（以下「委員会」という。）は、校長の諮問に応じてJABEEが認定する技術者教育プログ
ラム(以下「JABEEプログラム」という。)に関する次の事項について審議及び対応を行う。 

 一 JABEEプログラムの認定申請(中間審査及び認定継続審査の申請を含む。） 
  に関すること。 
 二 前号の認定申請に必要な資料等の収集・保存に関すること。 
 三 第一号の認定申請に係る審査への対応及びその準備等に関すること。 
 四 JABEEプログラムの実施に関し必要な事項に関すること。 
 五 JABEEプログラムの実施状況の点検・検証に関すること。 
 六 その他JABEEプログラムに関する調査・研究に関すること。 
 
（組織） 
第３条  委員会は、次の各号に掲げる者を委員として組織する。 
 一 教務主事 
二 専攻科長 

 三 各専攻主任 
 四 各学科等から選出された教員 各２名 
 五 事務部長 
 六 総務課長及び学生課長 
七 その他校長が必要と認める者 

 
（任期） 
第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（委員長・副委員長） 
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は校長が指名する者をもって充て、副委員長は、委員の

互選により選出するものとする。 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。 
 
（委員以外の者の出席） 
第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を求めることができる。 
 
（専門部会） 
第７条 委員会に、特定の事項を調査・検討及び点検・検証するため、専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会の部会長及び委員は校長が委嘱する。 
 
（庶務） 
第８条 委員会の庶務は、企画室において処理する。 
 
  附 則 
 １．この規則は、平成17年11月２日から施行し、平成17年４月１日から適用する。 
 ２．秋田工業高等専門学校JABEE委員会の設置について（平成13年11月16日校長裁定）は廃止する。 
    附 則 
 この規則は、平成18年４月１日から施行する。 
    附 則 
 この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 
 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料９－１－④－11 「教育プログラム改善専門部会細則」 
 

 
秋田工業高等専門学校教育プログラム改善専門部会細則 

 

（設置） 

第１条 この細則は、秋田工業高等専門学校JABEE委員会（以下「JABEE委員会」という。）規則第７条第１項

の規定に基づき、教育プログラムに関し点検・検証等するため、教育プログラム改善専門部会（以下「専門

部会」という。）を置く。 

 

（協議事項） 

第２条 専門部会は、教育プログラムの点検・評価について、次の事項を協議し、JABEE委員会に提言する。 

一 学校全体の学習・教育目標に関すること 

二 教育課程に関すること 

三 教育方法に関すること 

四 学習・教育目標達成度に関すること 

五 教育環境等に関すること 

六 その他教育プログラムの点検・評価に関すること 

 

（専門部会長・専門委員） 

第３条 専門部会に専門部会長及び専門委員を置き、JABEE委員長が指名する者をもって充てる。 

２ 専門部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（部門委員会） 

第５条 専門部会に部門単位の学習・教育目標との整合性、授業内容と方法、到達目標、達成度、教育環境等

の点検・評価を実施するため、次の部門委員会を置く。 

一 機械系部門委員会 

二 電気情報系部門委員会 

三 物質系部門委員会 

四 環境都市系部門委員会 

五 人文科学系部門委員会 

六 自然科学系部門委員会 

七 専攻科部門委員会 

２ 各部門委員会は、当該学科等に置き、所属学科等の教員をもって構成する。 

 

（協議事項の報告） 

第６条 専門部会長は、専門部会において協議された事項を整理し、JABEE委員長へ報告しなければならない。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、学生課において処理する。 

 

   附 則 

 １．この細則は、平成18年 １月10日から施行する。 

 ２．平成17年度中に委嘱される委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、平成18年３月31日までと

する。 

   附 則 

   この細則は、平成 19 年 ４月 １日から施行する。 

 

 
  （出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料９－１－④－12 「JABEE委員会 専門部会『教育プログラム改善専門部会』要請項目改善確認シート」

 

（出典 JABEE 委員会資料）
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応

6
5年

生
卒

業
前

に
実

施
さ

れ
る

追
加

認
定

試
験

は
、

欠
単

位
数

が
何

単
位

で
も

受
験

が
許

可
さ

れ
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

が
、

現
在

の
規

定
の

ま
ま

で
良

い
の

か
。

12
/2

6/
05

3/
1/

06
議

事
録

3/
1/

06
教

育
改

善
委

員
会

不
要

7
前

期
末

あ
る

い
は

学
年

末
成

績
に

お
け

る
「

二
次

締
切

り
」

の
評

価
方

法
の

根
拠

は
明

確
に

な
っ

て
い

る
の

か
。

12
/2

6/
05

3/
1/

06
議

事
録

5/
9/

06
教

務
委

員
会

検
討

中

8
専

攻
科

「
開

設
科

目
」

表
の

学
期

別
配

当
や

担
当

教
員

が
シ

ラ
バ

ス
と

異
な

る
も

の
が

あ
る

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
専

攻
科

長
4/

4/
06

木
澤

H
18

学
生

便
覧

対
応

9
専

攻
科

担
当

教
員

と
思

わ
れ

る
教

員
で

も
、

専
攻

科
履

修
要

覧
や

特
別

研
究

教
授

要
項

な
ど

に
記

載
さ

れ
て

い
な

い
教

員
が

い
る

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
専

攻
科

長
工

藤
さ

ん
に

確
認

10
専

攻
科

の
シ

ラ
バ

ス
に

特
別

研
究

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

12
/2

6/
05

3/
1/

06
議

事
録

教
務

主
事

4/
4/

06
木

澤
H

18
シ

ラ
バ

ス
対

応

11
専

攻
科

に
お

け
る

欠
課

時
数

確
認

、
欠

課
措

置
確

認
が

本
科

の
よ

う
に

具
体

化
さ

れ
て

い
な

い
。

12
/2

6/
05

(3
/1

/0
6)

中
島

12
専

攻
科

修
了

認
定

会
議

お
よ

び
単

位
認

定
会

議
が

実
施

さ
れ

て
い

な
い

。
12

/2
6/

05
2/

22
/0

6
3/

8/
06

中
島

13
専

攻
科

期
末

試
験

不
合

格
者

の
救

済
方

法
は

再
試

験
の

み
で

あ
る

が
、

こ
れ

で
良

い
の

か
。

12
/2

6/
05

3/
1/

06
議

事
録

26
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
検

討
委

員
04

/2
6/

06
菅

原

14
各

種
ア

ン
ケ

ー
ト

が
整

備
さ

れ
て

い
な

い
。

ま
た

、
本

校
で

は
ど

の
よ

う
な

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
て

い
る

の
か

。
更

に
、

本
校

で
は

ど
の

よ
う

な
目

的
で

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
、

ア
ン

ケ
ー

ト
(学

生
に

よ
る

授
業

評
価

、
企

業
に

対
す

る
本

校
卒

業
生

の
評

価
な

ど
)を

行
う

必
要

性
は

明
確

に
な

っ
て

い
る

の
か

。
ま

た
、

実
施

し
た

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
は

ど
の

よ
う

な
形

で
以

後
反

映
さ

せ
て

い
る

の
か

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
校

長
,教

務
主

事
未

解
決

15
シ

ラ
バ

ス
に

お
け

る
評

価
方

法
で

「
総

合
的

に
評

価
す

る
」

と
の

記
述

は
、

評
価

基
準

と
し

て
非

常
に

あ
い

ま
い

な
表

現
で

あ
り

問
題

が
あ

る
。

12
/2

6/
05

1/
27

/0
6

教
務

主
事

2/
7/

06
中

島

16
人

文
・

自
然

科
学

系
の

シ
ラ

バ
ス

は
学

科
単

位
で

の
記

載
と

な
っ

て
い

な
い

(な
お

、
シ

ラ
バ

ス
は

電
子

デ
ー

タ
と

し
て

も
教

務
係

で
保

管
す

る
の

が
望

ま
し

い
の

で
は

な
い

か
)。

12
/2

6/
05

1/
27

/0
6

教
務

主
事

2/
7/

06
中

島

17
卒

業
研

究
、

特
別

研
究

の
指

導
方

法
、

評
価

方
法

、
実

時
間

記
録

方
法

、
中

間
発

表
の

実
施

な
ど

に
つ

い
て

、
全

て
の

学
科

で
同

様
な

対
応

が
採

ら
れ

て
い

な
い

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
専

攻
科

教
務

委
員

会
教

務
委

員
会

6/
5/

06
木

澤
H

18
教

務
事

務
ガ

イ
ド

P
43

18
本

科
に

お
い

て
は

、
他

の
高

専
で

取
得

可
能

な
単

位
数

に
つ

い
て

、
「

30
単

位
を

超
え

な
い

範
囲

で
履

修
と

見
な

す
」

と
規

則
化

さ
れ

て
い

る
(学

生
便

覧
8頁

の
第

13
条

の
2)

が
、

単
位

取
得

の
証

明
方

法
が

明
確

に
な

っ
て

い
な

い
。

12
/2

6/
05

3/
1/

06
議

事
録

教
務

主
事

7/
5/

06
木

澤
7/

5/
06

教
員

会
議

資
料

19
本

科
に

お
い

て
、

「
大

学
･短

期
大

学
等

に
お

け
る

学
修

を
本

校
に

お
け

る
選

択
科

目
の

履
修

と
見

な
し

、
単

位
を

認
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

」
と

規
則

化
さ

れ
て

い
る

(学
生

便
覧

9頁
の

第
13

条
の

3)
が

、
学

修
と

は
何

を
意

味
す

る
の

か
。

ま
た

、
他

の
高

等
教

育
機

関
で

取
得

し
た

単
位

は
、

必
修

科
目

、
選

択
科

目
の

ど
ち

ら
に

加
算

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

の
か

が
明

確
に

な
っ

て
い

な
い

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
教

務
主

事
7/

5/
06

木
澤

7/
5/

06
教

員
会

議
資

料

20
専

攻
科

で
は

「
大

学
･短

期
大

学
等

に
お

け
る

修
得

単
位

は
20

単
位

を
限

度
に

履
修

し
取

得
し

た
と

見
な

す
」

と
規

則
化

さ
れ

て
い

る
(専

攻
科

履
修

要
覧

15
頁

の
第

9条
)が

、
単

位
取

得
の

証
明

方
法

が
明

確
に

な
っ

て
い

な
い

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
教

務
主

事
7/

5/
06

木
澤

7/
5/

06
教

員
会

議
資

料

21
学

習
･教

育
目

標
各

項
目

の
評

価
の

中
で

「
TO

EI
C 

40
0点

相
当

」
と

あ
る

が
、

相
当

と
は

ど
の

程
度

を
い

う
の

か
が

明
確

に
な

っ
て

い
な

い
。

12
/2

6/
05

3/
13

/0
6

英
語

科
3/

13
/0

6
JA

B
EE

委
員

会
Ja

be
e委

員
長

報
告

22
語

学
に

関
す

る
「

校
外

学
修

」
に

よ
り

認
定

さ
れ

た
単

位
(英

検
な

ど
)は

、
英

語
力

(コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
)と

し
て

総
合

的
に

評
価

す
る

方
法

は
確

立
し

て
い

る
の

か
。

12
/2

6/
05

3/
1/

06
議

事
録

英
語

科
6/

5/
06

木
澤

6/
5/

06
教

務
主

事
報

告
資

料

23
４

年
生

の
「

校
外

実
習

」
が

選
択

科
目

で
あ

る
こ

と
に

問
題

は
な

い
の

か
。

　
ま

た
、

専
攻

科
の

授
業

科
目

に
「

校
外

実
習

」
が

な
く

て
良

い
の

か
。

12
/2

6/
05

3/
8/

06
専

攻
科

科
長

4/
4/

06
木

澤
H

18
年

度
実

施

24
教

育
改

善
委

員
会

と
は

別
に

「
FD

委
員

会
」

の
設

置
が

必
要

で
は

な
い

の
か

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
校

長
12

/8
/0

6
部

会
Ja

be
e委

員
会

差
し

戻
し

25
教

育
に

対
す

る
「

教
員

間
連

絡
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
組

織
」

が
存

在
し

て
お

ら
ず

、
設

置
が

必
要

で
は

な
い

の
か

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
5/

9/
06

教
務

委
員

会
検

討
中

26
「

教
育

内
容

」
に

対
す

る
学

生
へ

の
ア

ン
ケ

ー
ト

は
必

要
で

な
い

の
か

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
5/

9/
06

教
務

委
員

会
検

討
中

「教
育

内
容

」と
は

27
「

授
業

ア
ン

ケ
ー

ト
」

の
実

施
が

年
1回

で
は

、
少

な
す

ぎ
る

の
で

は
な

い
か

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
5/

9/
06

教
務

委
員

会
検

討
中

28
在

学
中

に
JA

BE
E
プ

ロ
グ

ラ
ム

修
了

が
不

可
能

で
あ

る
こ

と
が

明
ら

か
に

な
っ

た
学

生
に

対
す

る
、

そ
の

後
の

具
体

的
な

処
置

方
法

が
決

定
し

て
い

な
い

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
5/

9/
06

教
務

委
員

会
7/

11
／

06
木

澤
新

井
，

奈
良

は
修

了
要

件
を

満
た

す
た

め
に

必
要

科
目

を
履

修

29
専

攻
科

H1
8修

了
生

お
よ

び
H1

7修
了

生
は

、
本

科
在

学
中

50
点

で
単

位
の

認
定

を
受

け
た

年
度

が
あ

る
(H

18
修

了
生

は
H1

5[
4年

生
]、

H1
7修

了
生

は
H1

4-
15

[4
-5

年
生

])
が

、
こ

の
ま

ま
単

位
認

定
す

る
の

か
。

12
/2

6/
05

3/
13

/0
6

JA
B

EE
委

員
会

庶
務

課
野

口
氏

の
報

告

30
JA

BE
E認

定
校

か
ら

専
攻

科
に

編
入

学
し

て
き

た
学

生
に

つ
い

て
、

本
科

4・
5年

時
の

取
得

単
位

(他
校

で
取

得
し

た
単

位
)を

本
校

に
お

い
て

無
条

件
で

認
定

す
る

の
か

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
教

務
主

事
7/

5/
06

木
澤

7/
5/

06
教

員
会

議
資

料

31
JA

BE
E非

認
定

校
か

ら
専

攻
科

に
編

入
学

し
て

き
た

学
生

に
つ

い
て

、
4・

5年
時

の
取

得
単

位
(他

校
で

取
得

し
た

単
位

)を
、

本
校

に
お

い
て

無
条

件
に

認
定

す
る

の
か

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
教

務
主

事
7/

5/
06

木
澤

7/
5/

06
教

員
会

議
資

料

32
各

種
外

部
試

験
(語

学
校

外
学

修
や

資
格

試
験

等
)に

対
す

る
本

校
で

の
評

価
方

法
は

具
体

化
さ

れ
て

い
る

の
か

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
未

検
討

12
/8

/0
6

部
会

Ja
be

e委
員

会
差

し
戻

し

33
学

習
･教

育
目

標
(B

-1
)[

数
学

、
自

然
科

学
お

よ
び

情
報

技
術

に
関

す
る

基
本

知
識

を
修

得
で

き
る

]に
お

け
る

情
報

技
術

科
目

が
存

在
し

な
い

。
12

/2
6/

05
3/

1/
06

議
事

録
未

検
討

未
解

決
Ja

be
e委

員
会

差
し

戻
し
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資料９－１－④－13 「専攻科学生の単位認定，修了認定について（専攻科教務委員会案）」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 専攻科教務委員会資料）

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では，PDCA サイクルによる教育の質の向上，改善を行うシステムが整備されている。また，

教育改善委員会による提言を受け，教育改善が行われている。 
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観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

 （観点に係る状況） 

学生による授業評価のためのアンケート調査の結果は，各担当教員に返却されており，学生から

指摘された問題点等について，個々の教員が改善のための対応表を作成し，前年度より良くする方

策を示している（前述資料９－１－②－７）。 

また，本校教員による公開授業が年２回実施されており，ほかの教員の授業を参観することによ

り，相互に授業方法等の質的向上を図ることを目的としている。参観した教員は「公開授業記録」

を記載・提出することが義務付けられ，この記録は公開授業を行った教員の授業内容の改善のため

にフィードバックされる（資料９－１－⑤－１～２）。 

平成 18 年度からは公開授業に関する研究会を行い，校長も参加のもとで授業方法などに関して活

発な討論が行われた（資料９－１－⑤－３）。 

教員の教育に関する貢献については，平成 14 年度から実施された国立高等専門学校教員顕彰の評

価法に基づき評価し，「教員顕彰者の推薦」を行っている。この顕彰制度は，各教員の教育力向上に

向けての目標となっている。本校の教員の教育に関する貢献度評価としては， ① 教員の自己評価，

②教員同士による教員評価，③ 学生による教員評価がある。 

① 教員の自己評価 

平成 14 年度に実施された国立高等専門学校教員顕彰の評価法を改訂し，平成 15 年度から，国立

高等専門学校協会から示されている「教員の教育業績等の評価」（資料９－１－⑤－４）により，教

員自身が教育貢献度を自己評価している。この評価項目には，１) 授業について，２) FD 活動・地

域貢献，３) 学生生活指導，４) 経歴関係等の大項目があり，高専教員の業務を広く網羅した自己

評価項目を示している。また，この評価法は点数で集計する方法を採っており，各教員は教育現場

での自己の活動について客観的に評価し，高専における教育の充実・向上を目指している。 

② 教員同士による教員評価 

平成 15 年度から実施されている。教員同士により教育貢献が顕著であると思われる教員を推薦し，

評価の高い教員を順位付けしている。 

③ 学生による教員評価 

学生による教員評価に関するアンケート（資料９－１－⑤－５～６）を実施し，授業評価の高い

教員を推薦している。 

以上より，①～③の評価を総合し，その結果もっとも高い評価を得た教員を「教員顕彰者の推薦」

により表彰する形式を取り，４月に行われる教員会議で教員が公表され，１名の教員が表彰を受け

た（資料９－１－⑤－７）。 

また，平成 16 年度から校長賞を創設し，本校における教育活動・学生生活指導・地域社会への貢

献等において顕著な功績が認められた教員や，教職員の模範となる功労のあった教員を対象に，校

長表彰を実施している。平成 17，18 年度には教員顕彰の被推薦者と，各学科で学術賞を受賞した学

生の指導教員に校長賞が授与されている（資料９－１－⑤－７）。 
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資料９－１－⑤－１ 「平成 18 年度公開授業について」 

 

                                                  平成 18 年５月 12 日  

  教 員 各位  

                                            教 務 主 事  

                                            専 攻 科 長  

 

                          平成 18 年度 公開授業について  

 

       平成 18 年度の公開授業を下記により行いますので，よろしくお願いします。  

 

                                         記  

(1)前期，後期にそれぞれ，２回ずつ行います。  

     前期期日：５月 22 日（月）～６月２日（金）および６月 26 日 （月）～６月 29 日（木） 

    後期期日：未定（後日，別途通知予定）  

(2)各期で公開授業担当もしくは参観のいずれかにより，教員全員が参加していただく予定です。 

(3)公開授業担当教員は前期 12 名，後期 12 名の予定です。  

(4)対象学年：本科１年～５年及び専攻科  

(5)５月 22 日（月）～６月２日（金）の公開授業担当教員には 17 年度行った担当教員５～６名を含み，その

教員は４年，５年，専攻科の科目を担当することとします。（JABEE 対応）  

(6)参観教員は教務委員，JABEE 委員にこだわらないが，可能なら 17 年度の参観教員を含むようにする。参観

教員人数は１授業に対し５人を予定しておりますが，他に参観を希望される教員は自由とする。参観した教

員は報告書を電子ファイルで教務係へ提出してください。  

(7)参観時間については，開始 20 分，終了前 20 分は必ず参観してください。 

(8)参観教員の報告書は，参観の日から７日以内に教務係へ提出してください。 

(9)前期の計画は別添のとおりです。 

 

 

 

 

 

                             （出典 学生課教務係資料）
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資料９－１－⑤－２ 「公開授業記録表」 

 

 

（出典 総務課資料）
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資料９－１－⑤－３ 「公開授業研究会議事録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 公開授業研究会議事要旨）
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資料９－１－⑤－４ 「教員の教育業績等の評価の要領」 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課教務係資料）
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資料９－１－⑤－５ 「学生による教員の評価の要領」 

 

 

Ｍ学科　第（　３　４　５　）学年　‥‥‥○印で囲むこと

実施日：平成17年    月　　日

　ポスターに示すイメージで，「良い先生」と思う先生の氏名（姓，名の両方すなわちフルネーム）

を次の要領で記入してください。

（１）自分の属する専門学科の先生を，下に示す名簿から空欄に３名選んで記入すること。

（２）次のページでは，自分の学科以外（すなわち一般科目担当の先生または他学科）の先生の

　　名簿を載せてありますが，その中から空欄に学科名と共に５名選んで記入すること。

　　  ただし学科名は，次のページに示す英字を氏名の前の小さな空欄に記入するものとする。

自分の属する専門学科の先生
　　３名連記

教　授 伊　藤　　　惇

〃 佐々木　　　章

〃 落　合　雄　二

〃 茂　木　良　平

〃 大　上　哲　郎

助教授 山　崎　保　輔

〃 安　藤　正　昭

〃 土　田　　　一

〃 木　澤　　　悟

〃 小　林　義　和

助　手 今　田　良　徳

〃 渡　部　英　昭

学 生 に よ る 教 員 評 価

機械工学科

 

 

（出典 総務課関係資料）



秋田工業高等専門学校 基準９ 

 

- 395 - 

資料９－１－⑤－６  「学生による教員の評価の要領」 

 

 

一般科目担当の先生，または他学科の先生
５名連記

Ｅ：電気情報工学科

Ｃ：物質工学科

Ｂ：環境都市工学科

Ｈ：人文科学系

Ｎ：自然科学系

教　授 柳　原　昌　輝 教　授 千　葉　卓　男 教　授 脇　野　　　博

〃 宮　田　克　正 〃 徳　光　直　樹 〃 手　島　邦　夫

〃 浅　野　清　光 〃 船　山　　　齊 助教授 小　林　　　貢

〃 高　橋　身　佳 〃 須　川　　　浩 〃 金　子　　　淳

助教授 田　畑　季　章 〃 傳　井　　　栄 〃 菅　原　隆　行

〃 安　東　　　至 助教授 豊　嶋　幸　子 講　師 桑　本　裕　二

〃 山　崎　博　之 〃 野　坂　　　肇 〃 長　井　栄　二

〃 山　本　昌　志 〃 岡　村　澄　夫 〃 海　上　順　代

講　師 田　中　将　樹 〃 石　塚　眞　治 〃 水　野　　　麗

助　手 伊　藤　桂　一 〃 西　野　智　路 教　授 工　藤　　　幹

〃 竹　下　大　樹 助　手 佐　藤　彰　彦 〃 成　田　文　雄

〃 佐　藤　徹　雄 〃 成　田　　　章

教　授 羽　田　守　夫 〃 麻　生　正　道

〃 阿　部　和　彦 〃 渡　邊　朋　雄

〃 折　田　仁　典 助教授 大　島　静　夫

〃 対　馬　雅　己 〃 中　島　　　理

〃 堀　江　　　保 〃 黒　田　　　潔

助教授 佐　藤　　　悟 〃 上　田　　　学

〃 桜　田　良　治 〃 佐　藤　尊　文

〃 水　田　敏　彦 講　師 白　根　弘　也

〃 肴　倉　宏　史 〃 森　本　真　理

助　手 恒　松　良　純

〃 日　野　　　智

電気情報工
学科 物質工学科

環境都市工
学科

人文科学系

自然科学系

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課関係資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

毎年行われている，学生による授業評価のアンケート調査結果を受けて，個々の教員は教育改善

のための資料としている。その対応と課題については，報告書としてまとめている。 

ほかの教員の授業を参観することにより，相互に授業方法等の質的向上を図ることを目的に，公

開授業を継続的に実施している。公開授業の記録表は各授業担当者にフィードバックされ，当該教

員の授業改善に利用されている。 

また，個々の教員に対する教育の改善とその活動状況を，教育貢献度という評価法に基づいて評

価し，「教員顕彰者の推薦」を行っている。さらに，教育活動・学生生活指導・地域社会への貢献に

対して校長賞を創設し，貢献度の高い教員を表彰している。 

以上のことから，評価結果により各教員は教育内容の質の向上を図っている。学校は個々の教員

の改善活動状況を把握しており，顕著な功績が認められた教員について表彰などを行っている。 

 

資料９－１－⑤－７ 「教育活動・学生生活指導・地域社会等による教員顕彰」 

 

 

教員顕彰の本校からの被推薦者 

平成 15 年度 人文科学系 助教授  脇野 博 

平成 16 年度 機械工学科 助教授  土田 一 

平成 17 年度 人文科学系 助教授  菅原隆行 

  平成 18 年度 自然科学系 助教授  黒田 潔 

 

校長賞受賞者 

平成 16 年度 機械工学科 助教授  土田 一 

平成 17 年度 人文科学系 助教授  菅原隆行 

         機械工学科 教 授  茂木良平 

         電気工学科 教 授  宮田克正 

         物質工学科 助 手  佐藤徹雄 

         環境都市工学科 教 授  対馬雅己 

平成 18 年度 機械工学科 助教授  安藤正昭 

         電気工学科 教 授  柳原昌輝 

         物質工学科 助 手  佐藤徹雄 

         環境都市工学科 助教授  恒松良純 

 

 

（出典 教員会議資料から抜粋）
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観点９－１－⑥： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況） 

平成 17 年 11 月～平成 18 年 11 月の１年間に，本校教員の行った研究活動の資料を示す（資料９－

１－⑥－１）。資料から，著書および学術雑誌への掲載論文数は 23 件，講演論文および報告書が 68

件と，本校教員が活発な研究活動を行っていることがわかる。 

 

資料９－１－⑥－１ 「教員の研究活動」
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（出典 秋田工業高等専門学校研究紀要 第 42 号 p.93，95） 

 

各教員は，研究活動を教育の質の改善に資するために，それぞれの専門分野に関連した授業（資

料９－１－⑥－２）を担当するとともに，本科５学年の卒業研究や専攻科学生の特別研究において，

専門分野のテーマで担当学生の研究指導（資料９－１－⑥－３）を行っている。 
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資料９－１－⑥－２ 「教員の専門分野と担当授業の例（平成 18 年度機械工学科の場合）」 

 

職名・氏名【専門分野】 担当科目  

教 授・ 伊藤  惇 

【流体工学】 

情報処理，流体工学，流体機械，システム工学特論，高速流体力学，工

学実験，基礎研究，卒業研究，特別研究，生産システム工学特別実験，

創造工学演習 

教 授・ 佐々木 章 

【熱工学】 

計測工学，熱工学，伝熱制御工学，数値熱工学，工学実験，基礎研究，

卒業研究，特別研究，生産システム工学特別実験，創造工学演習 

教 授・ 落合 雄二 

【精密加工】 

機械製作法，工作実習，製作システム工学，超精密加工学，工学実験，

基礎研究，卒業研究，特別研究，生産システム工学特別実験，創造工学

演習 

教 授・ 茂木  良平 

【計測工学】 

電気工学，電子工学，振動工学，工学実験，基礎研究，卒業研究，特別

研究，生産システム工学特別実験，創造工学演習  

教 授・ 大上 哲郎 

【材料力学，塑性加工】 

応用力学，機能性高分子材料，特別研究，生産システム工学特別実験，

創造工学演習 

准教授・ 山崎 保輔 

【機械設計】 

機械要素，計算力学，塑性加工論，工学実験，工業英語，自動車工学，

設計製図，基礎研究，卒業研究  

准教授・ 安藤 正昭 

【材料工学】 
材料学，材料学特論，工学実験，基礎研究，卒業研究 

准教授・ 土田  一 

【熱工学】 

工作実習，設計製図，創造設計製作，熱工学，内燃機関，熱工学特論学，

工学実験，基礎研究，卒業研究  

准教授・ 木澤    悟 

【制御工学】 

情報処理，コンピュータ製図，制御工学，システム工学，工学実験，設

計製図，ロボット工学，基礎研究，卒業研究，特別研究，生産システム

工学特別実験，創造工学演習  

准教授・ 小林 義和 

【機械力学】 

情報処理，設計製図，機械力学，工学実験，基礎研究，卒業研究，特別

研究，生産システム工学特別実験，創造工学演習，  

助 教・ 今田良徳 

【機械工作・生産工学】 
工作機械，設計製図，創造設計製作，工学実験，基礎研究，卒業研究 
 

助 教・ 渡部 英昭 

【流体工学】 
流体工学，設計製図，工学実験，基礎研究，卒業研究，  

 

 

（出典 総務課資料などから作表） 
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資料９－１－⑥－３ 「教員の専門分野と担当卒業研究テーマの例（平成18年度環境都市工学科の場合）」 

 

職名・氏名【専門分野】 テーマ名 

教 授・羽田 守夫 

【環境工学】 

光照射に伴う藻類と栄養塩の動態に関する基礎的研究 

人工太陽灯を用いたフミン酸の光触媒による分解と自然水への応用 

教 授・阿部 和彦 

【建築史学】 

久保田城出し書院の使われ方とその変遷 

伝統的民家の屋敷構えにみる方位・方向性の選択について 

藩制後期盛岡城下の侍町における屋敷の方位・方向性について 

教 授・折田 仁典 

【地域計画学】 

地域の救急医療と道路整備に関する調査 

秋田港の情報発信機能に関する調査・研究 

教 授・対馬 雅己 

【地盤工学】 

繰り返し応力を受けた高有機質土のせん断特性 

石灰およびセメント混入による粘土の土質改良効果について 

教 授・堀江  保 

【構造力学】 

緊張力導入方法の違いによるプレストレス木床版の変形特性 

プレストレス木床版の試設計とそのフスト計算 

プレストレス木床版の緊張力変化特性について 

准教授  佐藤  悟 

【衛生工学】 

衛星画像を利用した地表面情報の収集とその特徴について 

衛星画像解析用ソフトウェアの開発と利用 

准教授・桜田 良治 

【コンクリート工学】 
石灰処理による未水和セメント回収技術の開発 

准教授・水田 敏彦 

【地震防災学】 

GISを用いた秋田市における積雪期地震時の道路交通障害マップ作成 

地震時における秋田市の救急医療施設への応急給水に関する研究 

秋田市における避難場所到達の困難性に関する基礎的研究 
 

准教授  恒松 良純 

【建築計画】 

SD法を用いた秋田らしい都市景観のイメージに関する調査方法の検討 

街並みのファサードデザインの色彩構成の比較分析 

助教・日野  智 

【土木計画学】 

包絡分析法を用いた重要港湾の効率性評価に関する研究 

道路整備が中心市街地訪問行動に与える影響に関する研究 

 

 

（出典 総務課資料などから作表） 
 

教育研究活動の一環として，自然科学系数学科における，本校の平成 14 年度から 17 年度にわたる

「創造教育支援経費」による数学問題集Ⅰ（193 頁），Ⅱ（183 頁），Ⅲ（117 頁）の発刊（資料９

－１－⑥－４）が上げられ，第１学年から第３学年までの数学教育に有効利用されており，また，継

続的に改訂版を重ねている。同様に「平成 15 年度創造教育支援経費」による自然科学系化学科の「化

学の基礎（36 頁）（資料９－１－⑥－５）」が，化学の教科書と併用する形で，専門学科である物

質工学科を含む全第１学年で使用されている。これらの教育研究活動も，教員の専門分野が有効に教

育の質の改善に寄与している例である。 
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資料９－１－⑥－４ 「研究活動の教育の質の改善例１」 
 

 

  目次                                       ３ 
 
  第１部 微分積分学（３年生）                           ５ 
 
  第１章 偏微分７ 
   １.１ ２変数関数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 
       １.１.１ 定義域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 
       １.１.２ 極限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 
       １.１.３ 連続性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11 
 
   １.２ 偏導関数の計算                              13 
       １.２.１ 基本的な関数の偏微分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  13 
       １.２.２ 接平面の方程式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  17 
       １.２.３ ２次偏導関数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  18 
       １.２.４ 合成関数の微分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  20 
   １.３ 偏導関数の応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  23 
       １.３.１ 陰関数定理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  23 
       １.３.２ 極値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  24 

第２章 重積分 ２７ 
   ２.１ 領域の図示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  27 
   ２.２ 累次積分の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  29 
       ２.２.１ 累次積分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  29 
       ２.２.２ 長方形領域における累次積分 ・・・・・・・・・・・・・・・  30 
       ２.２.３ 三角形領域における累次積分 ・・・・・・・・・・・・・・・  33 

２.２.４ 円領域における累次積分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  34 
       ２.２.５ 極座標による累次積分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  35 
   ２.３ 重積分の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  36 
   ２.４ 重積分の応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  39 
       ２.４.１ 体積 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  39 
       ２.４.２ 曲面積 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  40 
       ２.４.３ 広義積分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  40 

 

 

（出典 秋田高専 新数学問題集 ３ 第２版） 
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資料９－１－⑥－５ 「研究活動の教育の質の改善例２」 

 

 

目    次 
 
 〔１〕物質                             １ 
 〔２〕原子，イオン                         ２ 
    原子，イオン 
 〔３〕化学式（組成式，分子式）                   ６ 
    組成式，分子式 
 〔４〕イオンの反応                         ８ 
    酸，塩基，沈殿反応 
 〔５〕化学反応式                          11 
    化学反応式の書き方，係数の求め方 
 〔６〕原子量，分子量，式量                     13 
    原子量，分子量，式量， 
 〔７〕物質量（mol）                         15 
    原子の物質量（mol），分子の物質量（mol）， 
    イオン結合化合物の物質量（mol），気体の物質量（mol）， 
 〔８〕化学反応式による計算                     18 
 〔９〕物質の状態                          20 
    物質の三態，固体，溶液 
 
 【練習間題】 
 （№1）化学式                            23 
 （№2）化学反応式                          26 
 （№3）原子量，分子量，物質量                    28 
 （№4）化学反応式による計算（その１）                29 
 （№5）溶液の濃度                          31 
 （№6）化学反応式による計算（その２）                33 
 （№7）中和                             35 

 （練習問題解答）                          36 

 

 

（出典 化学の基礎 国立秋田工業高等専門学校） 
 

また，人文科学系英語科では，平成 14 年度に「実践的英語コミュニケーション能力の育成を目的

とする秋田高専英語教育改善プロジェクト」（資料９－１－⑥－６）を立ち上げ，その教育研究の成

果として，平成 11 年度から平成 18 年度まで，８年連続して実用英語技能検定奨励賞に選考されてい

る（資料９－１－⑥－７）。 
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資料９－１－⑥－６ 「秋田高専英語教育改善プロジェクト報告書」 

 

平成14年６月５日 
         教官各位 
 

平成１３年度秋田高専英語教育改善プロジェクト報告書 
 

  本校英語科で取り組んできております「実践的英語コミュニケーション能力の育成を目 
 的とする秋田高専英語教育改善プロジェクト」の初年度分の実践報告書が完成いたしまし 
 た。昨年度末に教官の皆様からご回答いただいた「英語教育改善に関する調査」の結果・ 
 分析も載せてあります。大変お忙しい時節にも関わらず，素直なご意見・ご助言をいただ 
 きありがとうございました。本報告書が秋田高専の新しい教育の一面として理解され，本 
 校教育全体の発展に多少なりとも貢献できることをスタッフ一同願っております。 
  今後ともご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。また，内容に関しまして忌 
 揮のないご感想をお寄せいただければ幸いです。 

 

秋田高専人文科学系 英語科 

 

（出典 平成 13 年度高等専門学校教育改善充実プロジェクト実施報告書） 

 

資料９－１－⑥－７ 「平成 17 年度実用英語技能検定 奨励賞表彰」 

 

平成17年度実用英語技能検定 奨励賞表彰 

秋田工業高等専門学校 

本校は平成 11 年度から平成 17 年度まで 7 年連続して実用英語技能検定奨励賞に選考されて

おります。 

 

 『実用英語技能検定 奨励賞』とは英語学習の動機付け並びに英語教育に実用英語技能検

定を組み入れ、多数の学生の参加とともに優秀な成績を上げた団体に対する表彰であります。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校ホームページ） 
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専門学科の例として，例えば電気情報工学科において，補助教材として担当教員の専門分野（この

場合数値計算）を活かした自作テキストが講義に使用されており，学生の理解を進める上で有効に利

用されている（資料９－１－⑥－８）。このように，各教員の専門分野における研究活動が，教育の

質の向上に有効に結びついている。 

 

資料９－１－⑥－８ 「研究活動の教育の質の改善例３」 

 

Subsections 
  3.1 ガウス・ザイデル法 
  3.2 内部電極の決め方 
  3.3 固定及び境界点の計算を省く方法 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
  3 実際の計算方法 
  3.1 ガウス・ザイデル法 
                          ：(省略) 
  3.2 内部電極の決め方 
                          ：(省略) 
  3.3 固定及び境界点の計算を省く方法 
  固定電極内部の点や外部の境界の格子点では，ガウスザイデル方で計算する必要がない。それを 
 計算しないようにプログラムを書かなくてはならない。境界の計算を省くのは簡単である。境界の 
 格子点のポテンシャルは，ｉ=０，i=Nx，j=０，j=Nyの場合である。この場合，ガウス・ザイデル法 

で式(10)のUij を計算しなければ良いのである。 
  次に，電極内部の点であるが，これは予め目印を付ければ良い。例えば，整数型の配列を用意し 
 て，その値が1の場合は，電極の内部と目印をしておく。1以外の時，式 (10)のUij を計算する。 
   以上をまとめると，連立方程式を解く場合には，次のようなループとすれば良いであろう。 
                          ：(省略) 
   このループを図7に示す。先のループがどのように計算されるか，よく考えよ。 
 
   
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
  ホームページ: Yamamoto's laboratory 
  著者: 山本昌志,Yamamoto Masashi,2006-02-03 

 

 

（出典 http://www.akita-nct.jp/~yamamoto/lecture/2005/5E/partial_diff/laplace_html/node3.html） 
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さらに，実験担当教員がその専門分野および関連分野の実験実習の手引き書を作成しているが，こ

こでは第４学年物質工学科の化学工学実験の例を示す（資料９－１－⑥－９）。 

 
資料９－１－⑥－９ 「第４学年物質工学科化学工学実験 実験実習手引き書の例」 
 

目  次 
                                  page    text page 
     実験に入る前に…実験を行う態度とデータの取り方 １ ２ 
 
     １.流量測定(1)・・１Bパイプ用オリフイス流量計の検定 ３ 31 
 
     ２.流量測定(2)・・ガラス製小型オリフイス流量計の検定 ６ 39 
 
     ３.管内の圧力損失 10 70 
 
     ４.充填層・流動層の圧力損失 12 77 
 
     ５.円管内の境膜伝熱係数 17 91 
 
     ６.平衡蒸留（気液平衡値の測定） 20 115 
 
     ７.単蒸留 24 129 
 
     ８.充填塔による二酸化炭素の吸収２ 25 
 
     ９.多段連続精留装置の運転 30 
 
     10.槽型反応器の流体混合特性 37 
 
     11.化学反応速度 41 
 
     12.均一触媒反応速度 45 
 
      化学工学実験レポートについて 47 

 

（出典 化学工学実験指針 秋田工業高等専門学校 物質工学科） 

 

資料に示すように，各教員は研究活動を活発に行っており，それぞれの専門分野における研究を担

当科目の教育に有効に反映させている。卒業研究・特別研究では，学生を交えての研究を行うことに

より，学生の研究における質の改善に役立てている。 
また，例で示したように，一般教科における組織的な問題集および改訂版の継続的な発刊，また，

専門教科における各教員の専門分野を活かした補助テキストの作成，各教員の実験実習テキストの作

成を通じ，教員の研究活動が教育の質の改善に有効に役立っているといえる。 

 
（分析結果とその根拠理由）  
各教員は研究で得られた知見を，授業や実験実習，卒業研究・特別研究を通じ，学生の教育に還元

しており，また教育研究活動による教育の質の改善も行われている。このように，本校の研究活動は

教育の質的向上に役立っているといえる。 
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観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施さ

れているか。 

（観点に係る状況） 
本校における教員の資質向上のための取り組みは，主に以下の４項目により行われている。 

（１） 学内ファカルティ・ディベロップメント（以下，FD）関係研修会 

（２） 学外の研修会への派遣 

（３） 授業アンケートによる授業の質の改善 

（４） 公開授業による教員相互の意見交換 

FD に関する研修会は，教育改善委員会を中心に行われるが（資料９－２－①－１），他の委員会

でも教育ならびに教育研究，または技術研究に関する発表会が行われており，ここでは（１）とし

てまとめる。 

 

（１）学内 FD 関係研修会 

学内で教職員を対象に行われる研修会としては，教育改善委員会による FD 研修のほかに，以下の

ものがある。全ての研修では全教職員に案内がされ，事情により参加できない教員を除く全教職員

が参加している。 

厚生補導研究協議会･･･学生指導，課外活動など学生関係の FD 活動 

公開授業研究会･･･公開授業後に行われる授業改善の研究会 

技術教育研究発表会･･･技術職員の教育，研究の質の向上に関する FD 活動 

技術研究会・特許講演会･･･研究公開の促進や学生を含めた特許教育 

また，平成 17～18 年度に開催された FD 関連研修について，主催する委員会・課・センターごと

に以下にまとめる。 

 

①学外教育研究集会の報告会（教育改善委員会主催） 

①－１）平成 17 年 10 月 25 日  

平成 17 年度高等専門学校新任教員研修会報告     水野麗講師 

国立高等専門学校機構主催高等専門学校教員研修報告  山本昌志助教授  

 

②厚生補導研究協議会（学生委員会主催） 

②－１）平成 18 年 ２月 22 日（金）   

 平成 17 年度厚生補導研究協議会「メンタルヘルスについて」 

       高橋賢一（秋田緑ヶ丘病院 精神科医師） 

②－２）平成 19 年３月２日（資料９－２－①－２） 

   平成 18 年度厚生補導研究協議会「学生相談室」 

     佐藤悟助教授（学生相談室長） 

     若木宗子（看護師） 

 

③公開授業研究会（教務委員会主催） 

③－１）平成 19 年１月 24 日（水）  

   平成 18 年度公開授業研究会 23 名参加（座長：山崎博之教務主事補） 
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④技術教育研究発表会（学生課主催） 

④－１）平成 17 年度第１回技術教育研究発表会 （H17 年９月 27 日）（資料９－２－①－３） 

④－２）平成 18 年度第２回技術教育研究発表会 （H18 年９月 26 日） 

 

⑤技術研究会・特許講演会（地域共同テクノセンター主催） 

⑤－１）平成 17 年度第５回技術研究会（H17 年９月 29 日） 

基調講演   講師 電気情報工学科 教授  高橋身佳 

⑤－２）知的財産教育支援セミナー （H17 年 10 月５日） 

「高専学生への知的財産に関する期待」 牛久健司（弁理士）（資料９－２－①－４）  

⑤－３）平成 17 年度第６回技術研究会（H18 年１月 27 日）（資料９－２－①－５） 

講演   講師 化学技術戦略推進機構  染宮昭義 

研究紹介   講師 環境都市工学科 助教  日野 智 

人文科学系    講師  長井栄二 

⑤－４）知的財産教育支援セミナー （H18 年 10 月 11 日） 

「特許の基礎知識－企業開発者が知っておくべきこと－」 永川行光（弁理士） 

 

⑤－５）平成 18 年度第７回技術研究会（H19 年 2 月 23 日） 

講演        講師 （財）あきた企業活性化センター  吉田 徹 

           東北大学産学官連携推進本部    霜山 忠男 

研究公開    講師  電気情報工学科 教授      浅野清光 

           自然科学系   助教授     黒田 潔 

 

（２）学外の研修会への派遣 

 学外でも，教育改善に関する研修会は数多く行われており，本校からも教職員が派遣されている

（資料９－２－①－６）。研修会の内容は，教員会議において報告されるほか，FD 研修会において

報告される場合もある。 

 

（３）授業アンケートによる授業の質の改善 

本科学生に対し，全ての授業について，平成 13 年度から年１回の「学生による授業アンケート」

を実施している（資料９－２－①－７）。アンケートは，学生自身の受講した授業に対する反省を記

載する項目も設けられており，学生自身の自己評価としても効果があるようにしている。 

なお，このアンケートは集計が終了し次第，各教科教員に集計結果が配布されており，教員の今

後の授業改善に活かされるようになっている。 

 

（４）公開授業による教員相互の意見交換 

本校教員の授業は年に一度か二度，全教職員に対し公開されている。公開授業は，授業がシラバ

ス通りに実施されているか確認すること，ほかの教員の授業を参観することで，相互に授業方法等

の質的向上を図ることを目的としている。 

参観した教員は「公開授業記録」を記載・提出することが義務付けられている（資料９－２－①
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－８）。また，平成 18 年度から公開授業後に研究会を行っている。 

公開授業以外でも，校長は不定期に不特定のクラスの授業参観を実施している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では，FD 活動の推進については主に教育改善委員会が行っている。学内 FD 研究会としては，

厚生補導研究協議会，公開授業研究会のほか，技術職員の質の向上のために，技術教育研究発表会

や技術研究，特許教育のための研究が行われるなど多岐に亘る。 

また，教員の質の向上のために，学外研修会への派遣，授業アンケート，公開授業などが行われ

ており，それぞれが活発に行われていることから，FD は適切に実施されているといえる。 
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資料９－２－①－１ 「秋田工業高等専門学校教育改善委員会規則」 

 
（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第18条の規定に基づき、秋田工業高等専門学校（以下「本校」と

いう。）に、教育改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、本校の教育理念・教育目標を実現するため、ファカルティ・ディベロップメント（以下「FD」

という。）を推進し、これに積極的に取り組むことにより、本校における教育の改善を図ることを目的とする。 

 

（審議事項等） 

第３条 委員会は、校長の諮問に応じ、前条の目的を達成するため、創造工学システムプログラムの改善に関

する事項並びに教育内容、授業方法及び教育改善に関する事項等について審議し、カリキュラム検討委員会

に提言するとともに、必要に応じFD研修会等を企画・実施する。 

 

（組織） 

第４条  委員会は、次の各号に掲げる者を委員として組織する。 

 一 教務主事補 １名 

 二 各専攻主任 

 三 各学科等から選出された教員 各１名 

 四 学生課長 

 五 その他校長が必要と認める者 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長・副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は校長が指名する者をもって充て、副委員長は委員の互

選により選出するものとする。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条  委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を求めることができる。 

 

（専門部会） 

第８条  委員会に特定の事項を調査・検討等するため専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の部会長及び専門委員は、委員長が指名する。 

 

（審議事項の報告） 

第９条 委員長は、委員会において審議された事項を整理し、校長へ報告しなければならない。 

 

（庶務） 

第10条 委員会に関する庶務は、学生課において処理する。 

 

   附 則 

 １．この規則は、平成17年11月２日から施行する。 

 ２．平成17年度中に委嘱される委員の任期は、第５条第１項の規定にかかわらず、平成18年３月31日までと

する。 
 

   附 則 

  この規則は、平成17年12月 ５日から施行する。 
 

   附 則 

この規則は、平成 19 年 ４月 １日から施行する。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料９－２－①－２ 「平成 18 年度厚生補導研究協議会資料」 

 
 

 
 
 
 
 

（出典 平成 18 年度厚生補導研究協議会資料） 
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資料９－２－①－３ 「平成 17 年度 第１回技術教育研究発表会実施要項」 

 

 
（出典 学生課資料） 
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資料９－２－①－４ 「知的財産セミナー特別講演会ポスター」 

 
 
 

（出典 地域共同テクノセンター資料） 
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資料９－２－①－５ 「第６回 技術研究会ポスター」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 地域共同テクノセンター資料） 
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資料９－２－①－６ 「学外の研修会への派遣状況」 

 
 

 
 

（出典 総務課資料から作表） 

参加者氏名 開催期日 会　　場 参加者氏名 開催期日 会　　場

教員研修（管理職研修） 成　田　文　雄 12/11～12/13
独立行政法人
教員研修ｾﾝﾀｰ(つくば)

新任教員研修会 水　野　　　麗 8/22～8/24
国立オリンピック記念
青少年総合センター

髙　橋　身　佳 8/23～8/25
国立オリンピック記念
青少年総合センター

竹　下　大　樹 〃 〃

上　松　 　　仁 〃 〃

技術職員特別研修会（東日本地域） 岡　部　克　利 8/23～8/25 長岡技術科学大学 伊　藤　　　恵 8/22～8/24 長岡技術科学大学

技術職員特別研修会（西日本地域）

情報処理実践教育研修会

クラス経営・生活指導研修会 羽　田　守　夫 9/13～9/15
独立行政法人
教員研修ｾﾝﾀｰ(つくば)

茂　木　良　平 8/28～8/30
独立行政法人
教員研修ｾﾝﾀｰ(つくば)

山　本　昌　志 〃 〃

教育方法改善共同プロジェクト

教員研究集会（プロジェクト研究集会） 金　子　　　淳 8/3～8/4
ソフトピアジャパン
（岐阜県大垣市）

情報処理教育研究発表会（連合会主催）

教育教員研究集会

教員研究集会（地区研究集会）（西日本担当）

メンタルヘルス研究集会 佐　藤　　　悟 1/30～1/31 学術総合センター 水　野　　　麗 1/23～1/24 学士会館

若　木　宗　子 〃 〃 若　木　宗　子 〃 〃

独立行政法人国立高等専門学校機構主催
高等専門学校教員研究集会

山　本　昌　志 8/18～8/19 ホテルサンルート徳山

石　塚　眞　治 11/27～11/28
宮城工業高等専門学校
仙台ガーデンパレス

森　本　真　理 〃 〃

海　上　順　代 〃 〃

研修会等名
平成１７年度 平成１８年度

独立行政法人国立高等専門学校機構主催
東北地区高等専門学校教員研究集会
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資料９－２－①－７ 「授業アンケート（講義科目・体育科目）」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 授業アンケート調査結果－平成 18 年度版－ p.３） 
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資料９－２－①－８ 「平成 18 年度公開授業記録表」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課教務係資料）
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観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質の向上や授業の改善に結び付

いているか。 

（観点に係る状況） 

観点９－２－①において述べた「（１）学内 FD 講演会」において，次のように教育の質の向上や

授業の改善に結びついている。 

本校では毎年，学生指導の向上と充実に寄与することを目的の一つとして，厚生補導研究協議会

を開催している。以下にこれまでの協議テーマを列記するが，ここではカリキュラムに関する協議

がされることもあり，その多くはカリキュラムの改善に向けて継続的に検討されている。 

  平成 11 年度：「学生への教育指導について」，「寮運営と寮生指導のあり方について」 

  平成 12 年度：「中学校の教科内容の変更に伴う英語教育のあり方について」 

        「中学校の教科内容の変更に伴う数学教育のあり方について」 

        「４年生の教官配属と卒業研究のあり方」 

  平成 13 年度：「課外活動の活性化について」 

  平成 14 年度：実施せず 

  平成 15 年度：「特別教育活動のあり方について」 

  平成 16 年度：「カウンセリングのあり方について」 

 平成 17 年度：「メンタルヘルスについて」 

 平成 18 年度：「学生相談室」 

例えば，平成 12 年 12 月に自然科学系（数学）を主体として「本校における数学教育の方策」と

題した検討会が，専門学科教員全員を対象に実施された（資料９－２－②－１）。これは，厚生補導

研究協議会で討議されたことをふまえて行われたもので，「中学校のカリキュラム変更」，「入学生の

質の低下」，「学生の勉強不足・学力不足」，「個性を伸ばす」といった高専を取り巻く環境の変化に

対して，数学科では数学カリキュラムを早急に検討し改善したいという報告であった。また，各専

門学科が必要とする数学の内容に関する調査も行っており，自然科学系教員と専門学科の教員の間

でカリキュラム上の協議も活発に行われている。  

また，人文科学系（英語）では，平成 12 年度に本校のカリキュラム改善に向けた検討を始め，平

成 13 年度から，TOEIC 対策の授業と TOEIC IP テストを本科第３学年で行うことに決定した。これ

を受けて，本科第３学年の学生が TOEIC 対策の授業についていける英語力を，本科第１，２学年の

２年間で効率的に修得する方法が検討され，その中間報告が平成 12 年度の厚生補導研究協議会でな

された。 終的に，TOEIC 対策の授業についていける 低限の英語力は英検準２級程度であるとい

う結論に達し，平成 13 年度の本科第２学年から，英語の授業に「英検準２級対策」を含めることと

なった。この導入初年度における結果は，平成 13 年度高等専門学校教育改善充実プロジェクト実施

報告書「実践的英語コミュニケーション能力の育成を目的とする秋田高専英語教育改善プロジェク

ト」にまとめられている（資料９－２－②－２）。その後，この結果を受けて準学士課程第４，５学

年および専攻科課程の英語の授業カリキュラム変更に関する協議が続けられ，学生の英語力向上に

むけた授業の進め方への検討がなされている。 

さらに，平成 17 年 10 月 25 日に行われた（観点９－２－①参照）「国立高等専門学校機構主催高

等専門学校教員研修報告」において，情報モラル教育の必要性について報告された。それを受けて

平成 17 年 11 月１日に開催された「第２回情報処理センター専門委員会」において，平成 18 年度本

科第１学年を対象に，情報モラル教育を「情報処理」の授業時間に実施することが決まり（資料９
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－２－②－３），作成された情報モラル教育用のテキストを用いて，平成 18 年度第１学年全学科に

おいて行われた（資料９－２－②－４）。 

 
（分析結果とその根拠理由） 

観点９－２－①において述べた「学内 FD 講演会」を中心とした FD 活動が，教育の質の向上や授

業の改善に結びついているといえる。 
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資料９－２－②－１ 「本校における数学教育の方策，平成 12 年 12 月 26 日実施」 
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                         （出典 JABEE 資料）
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資料９－２－②－２ 「平成 13 年度高等専門学校教育改善充実プロジェクト実施報告書」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 平成 13 年度高等専門学校教育改善充実プロジェクト実施報告書）
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資料９－２－②－３ 「平成 17 年度 第２回情報処理センター専門委員会議事録」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 秋田高専グループウェア）
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資料９－２－②－４ 「情報モラル教育用テキスト」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 授業配付テキスト）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  
人文科学系（英語）の教育研究の成果として，平成 11 年度から平成 18 年度まで，８年連続して実

用英語技能検定奨励賞に選考されている。 
  

（改善を要する点）  

特になし。 
 
（３）基準９の自己評価の概要 

本校教員の教育活動の実態を示す資料としては，教員活動報告書，教員の活動計画・報告書がある。

また，授業内容の自己点検評価を教科ごとに提出し，授業の実態を把握するために授業アンケートを

行っているほか，「学校の諸制度に関するアンケート」，「学習の達成度に関するアンケート」によ

り，学生からの意見聴取が行われている。 

授業アンケートは各教員に返却され，「『学生による授業アンケート』の対応・課題」として報告

書を提出する。授業アンケート結果は「自己点検・評価報告書－現状と課題（第３回報告書）」とし

て報告され，「『学生による授業アンケート』の対応・課題」」は「『学生による授業アンケート』

の対応・課題－平成 16 年度・平成 17 年度版－」として報告された。 

これらのアンケート結果は，自己点検・評価委員会のアンケート実施作業グループにより，分析

および評価を行っている。その結果はまとめられ，教育改善委員会に報告するとともに，自己点検・

評価に反映されている。 

外部関係者による評価のために本校独自の取り組みとして，秋田工業高等専門学校参与会が設立

され，本校の教育機能改善の一助となっている。 

本校には，PDCA サイクルによる教育改善システムが整備されており，P には教務委員会，専攻科

教務委員会，カリキュラム検討委員会，D は各教員，C は自己点検・評価委員会，A は教育改善委員

会がそれぞれ対応している。 

また，教員の教育研究活動の評価の一環として，教員の自己評価，教員による相互評価，学生に

よる教員評価が行われており， も高い評価を得た教員１名が表彰されている。平成 16 年度から校

長賞を創設し，本校における教育活動・学生生活指導・地域社会への貢献等において顕著な功績が

認められた教員や，教職員の模範となる功労のあった教員を対象に，校長表彰を実施している。 

教員の研究活動は教育にも還元されており，一例を挙げれば，人文科学系（英語）では平成 14 年

度に「実践的英語コミュニケーション能力の育成を目的とする秋田高専英語教育改善プロジェクト」

を立ち上げ，その教育研究の成果として，平成 11 年度から平成 18 年度まで，８年連続して実用英

語技能検定奨励賞に選考されている。 

本校における FD 活動は，多岐の分野で活発に行われており，学内の研修会にとどまらず，学外研

修会への教職員の派遣，公開授業，授業アンケートなどが行われている。FD 活動の結果として，数

学，英語の授業改善や，情報モラル教育を行うなどの教育改善例がある。 
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基準10 財務  

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況） 
本校の教育研究活動を安定して遂行するために必要な校地・校舎・設備等の資産を有している（資料

10－１－①－１）。また，本校に債務はない。 
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資料10－１－①－１ 「施設概要」 

 

（出典 平成 19 年度学校要覧 p.37） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校の資産は，平成 16 年４月１日の独立行政法人化に伴い，政府から独立行政法人国立高等専門学

校機構に出資され，本校が使用している。 
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観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 

（観点に係る状況） 
 平成 17年度における本校の経常的収入は，授業料・入学料・検定料のほか，財産貸付料等の雑収入

であり（資料 10－１－②－１），必要経費から収入額を差し引いたものが，高専機構から「運営費交

付金」として配分された。運営費交付金については，高専機構から今後も継続的に交付されるもので

あり，経常的収入は確保されている。また，科学研究費補助金，企業等からの受託研究費，共同研究

費，寄附金等外部資金の受け入れにも努力している（資料 10－１－②－２）。特に，平成 19年４月か

ら秋田工業高等専門学校教育研究支援基金を創設して，外部資金の受け入れに積極的に取り組んでい

る（資料 10－１－②－３～４）。 
 
資料10－１－②－１   「秋田工業高等専門学校諸収入受入状況」 

 

    平成16年度実績                                  平成17年度実績 

区   分    決算額  （千円） 区   分    決算額  （千円） 

運営費交付金 987,274 運営費交付金  1,075,944 

小   計 987,284 小   計  1,075,944 

授  業  料 158,708 授  業  料      187,093 

入学料及び検定料 20,183 入学料及び検定料        21,447 

寄  宿  料 1,643 寄  宿  料          1,766 

外 部 資 金 17,559 外 部 資 金        15,639 

科  研  費 10,800 科  研  費        14,800 

そ  の  他 5,333 そ  の  他          4,457 

小   計 214,226 小   計      245,202 

 

合   計 1,201,500 

 

合   計  1,321,146 

 

（出典 総務課資料）

 

資料10－１－②－２   「秋田工業高等専門学校外部資金受入状況」 

 

    平成16年度実績                               平成17年度実績 

  区   分   件数   金額（千円）   区   分   件数   金額（千円） 

  共同研究 ９   3,178   共同研究 ７   3,850  

  受託研究 ６   6,985   受託研究 ３   4,950  

  寄附金 23    7,396   寄附金 30    6,839  

  科研費 10  10,800   科研費 ９  14,800  

 

  合   計 48  28,359 

 

  合   計 49  30,439  

 

（出典 総務課資料）
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資料10－１－②－３ 「秋田工業高等専門学校教育研究支援基金要項」 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料10－１－②－４ 「秋田高等教育研究支援基金のご案内」 

 

（出典 総務課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 
本校の経常的収入は，学生からの諸納付金（授業料，入学料，検定料等）である。 
運営費交付金については，高専機構を通じて継続的に交付されている。また，外部資金の受け入れに

ついても，独自に教育研究支援基金を創設するなどして，収入の確保に努めている。 
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観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況） 
平成 15年 12 月 22 日独法化対応委員会で策定され（資料 10－２－①－１），教員会議等で周知して

いる。 

また，各年度の予算については，予算委員会において学内予算配分方針を定め，運営委員会および教

員会議で教職員に周知している。 
                                              

資料10－２－①－１  「秋田工業高等専門学校中期計画」 
 

 
  Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 

    １ 外部からの教育研究資金その他自己収入の増加のための措置 
      〇 外部からの教育研究資金その他自己収入の増加に関する具体的方策 
    ｱ）民間との共同研究推進等による外部資金について，地域共同テクノセンターを活用して積極的に取り組む。 
    ｲ）学校収入を確保するために，教員が科研費など各種の公募型教育研究プログラムに，積極的に応募しやすく

する全校的な支援体制を整備する。 
    ｳ）産業界のニーズに的確に応える研究指導等を実施することによって，教育研究機能の強化につながる企業と

の共同研究を積極的に受け入れ，外部資金の確保に努める。 
    ２ 経費の抑制及び資産の管理の改善のための措置 
      〇 管理的経費の抑制に関する具体的方策 
    ｱ）全教職員が学校休業中（夏・冬）にリフレッシュ休暇を取ることを促進するなど，徹底した省エネルギー対

策を実施する。 
    ｲ）効率的な施設運営，事務等の効率化，合理化により管理的経費の縮減を図る。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校の中期計画についての記載事項） 

 

（分析結果とその根拠理由） 
中期計画については， 中期目標・中期計画推進委員会で策定され，教員会議等で教職員に周知して

いる。 

また，各年度の予算については，予算委員会で審議して運営委員会で決定した学内予算配分方針に基

づき適正に配分し，教職員に周知している。  
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観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況） 

高専機構会計規則第 17条により，高専機構理事長は，毎事業年度開始前に独立行政法人通則法第 31

条第１項に定める年度計画に基づいて予算実施計画を作成し，これに基づいて収入および支出を管理

しなければならない。 
また，同規則第 18条により第 17条で作成した予算実施計画に基づく予算額を，各高専契約担当役お

よび出納命令役に通知するものとされている（資料 10－２－②－１）。 
高専機構から事業年度ごとに収支予算額が示され，必要な資金が送金されており，その額を超えて

支出はできない構造になっている。 
 

資料 10－２－②－１ 「高専機構会計規則」 
 

 
  （予算実施計画の作成） 

第17条 理事長は，毎事業年度開始前に通則法第31条第１項に定める年度計画に基づいて，予算実施計画を作成し，これ

に基づいて収入及び支出を管理しなければならない。 
   ２  理事長は，機構の効率的，効果的な運営に常に配慮するものとする。 
   （予算実施計画の通知） 
第18条 理事長は，前条で作成した予算実施計画に基づく予算額を契約担当役及び出納命令役に通知するものとする。 

 

 

（出典 高専機構会計規則） 
 

（分析結果とその根拠理由） 
通知された予算をもって執行計画を策定しており，過大な支出とはなっていない。 
ただし，平成 17 年度以降，効率化係数△１％が適用され，運営費交付金は毎事業年度減額されるこ

とから，効率的予算の執行を図る必要がある。 
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観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況） 

予算の配分方針は，予算委員会で検討し運営委員会で了承を得ることとしており，本校の中期目標・

中期計画を達成するため，配分方針の検討を行っている（資料 10－２－③－１）。 
なお，教育研究の活性化のため，教員等からの申請により，予算を重点的に配分するプロジェクト研

究経費等を設け，配分している。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 
予算配分は，基本方針が示され，議論がなされたうえで決定している。校長裁量経費，創造教育支援

経費，プロジェクト研究経費は，ヒアリングを行い十分検討したうえで決定している。 

資料 10－２－③－１ 「平成 18 年度学内予算配分方針」 
 

 

  １.機構本部から本校への予算配分について 

(1)本校の収入が収入予算額を超える場合は，自己収入として執行できる。 

(2)支出予算のうち，常勤教職員人件費，退職手当及び赴任旅費は，所要額が配分される。    

(3)「人件費」と「その他経費」に区分する。人件費は所要予定額を予算とし，残余をその他経費として学内配分予

算とする。 

 

  ２．学内予算配分方針について 

(1)「その他経費」は，中期目標，中期計画期間中の効率化（毎事業年度１％）を図るため，一般管理経費は総額で

対前年比２％減の配分とし，教育研究経費については，配分方針に基づき配分する。 

 

(2)学科等経費（教育研究経費）は，「その他経費」予算額から他のすべての経費を差し引いた残額を予算（旅費相

当額を含む）とする。配分については，平成17年度の１％減の配分とする。 

 

(3)教育研究経費の積算の基礎とする員数は，学生は定員，教員は平成18年４月１日現在の現員により配分する。 

 

(4)年度途中採用者に係る教育研究経費については，予備費をもって充てる。 

      配分については，教育研究経費：配分単価÷12×３月までの月数 

 

(5)JABEE認証受審経費として，「臨時事業費」を新設し，2,800千円を計上する。 

 

(6)教育研究設備維持運営費（特殊装置維持費）の積算については，予算措置された設備で購入後10年以内の設備を

対象とし，平成17年度配分額の70％が配分される。 

 

(7)校長裁量経費（前年度と同額の4,000千円），創造教育支援経費（前年度と同額の4,700千円），プロジェクト研

究経費（前年度と同額の4,000千円）を計上する。 

（出典 予算委員会資料）
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 観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。  

（観点に係る状況） 

高専機構としてシステム（財務会計）を構築しており，全国の高専はこのシステムにアクセスし，統

一された勘定科目により財務会計処理を行っている。 
年度末決算後は，このシステムにより財務諸表等が作成され，公開されている。 
また，高専機構理事長は，翌事業年度５月末日までに財務諸表を作成し，公表することとなっている

（資料 10－３－①－１）。  
 

資料 10－３－①－１ 「高専機構会計規則」 
 
 

  （年度末決算） 
   第44条 年度末決算に際しては，当該年度末における資産・負債の残高並びに当該期間における損益に関し真正な数

値を把握するための各帳簿の締め切りを行い，資産の評価，債権・債務の整理，その他決算整理を的確に行って，

所定の手続きに従って決算数値を確定しなければならない。 
   ２  理事長は，前項の整理を行った後，翌事業年度５月末日までに次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。 
     一 貸借対照表 
     二  損益計算書 
     三  キャッシュ・フロー計算書 
     四  利益の処分又は損失の処理に関する書類 
     五  行政サービス実施コスト計算書 
     六  附属明細書 
   ３前項各号の書類の様式は，別に定めるものとする。 

 

 

（出典 高専機構会計規則）

 

（分析結果とその根拠理由） 
高専機構会計規則第 44 条により，当該年度における資産・負債の残高ならびに損益に関し，各帳簿

の締め切りを行い，資産の評価，債権・債務の整理，その他決算整理を行い，決算数値を確定してい

る。 
また，高専機構理事長は，翌事業年度５月末日までに財務諸表を作成し，公表している。 
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  観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況） 
会計監査人による監査が明確に規定されており（資料 10－３－②－１），会計機関の義務および責

任ならびに内部監査を明確に規定している（資料 10－３－②－２）。 
外部監査として，会計検査院による会計実地検査および監査法人による各監査が予定されているが，

会計監査人による会計監査については，平成 18年５月に中央青山監査法人による会計監査を受けてい

る。 
 

資料10－３－②－１ 「独立行政法人通則法」 
 
 

  （会計監査人の監査） 
   第三十九条 独立行政法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除

く。）は，財務諸表，事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書について，監事の監査のほか，

会計監査人の監査を受けなければならない。 
  （会計監査人の選任） 
   第 四十条 会計監査人は，主務大臣が選任する。 
  （会計監査人の資格） 
   第四十一条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和四十九年法律第二十二号）第四条（第二項

第二号を除く。）の規定は，第三十九条の会計監査人について準用する。この場合において，同法第四条第二

項第一号中「第二条」とあるのは，「独立行政法人通則第三十九条」と読み替えるものとする。 
  （会計監査人の任期） 
   第四十二条 会計監査人の任期は，その選任の日以後 初に終了する事業年度の財務諸表についての主務大臣の第

三十八条第一項の承認の時までとする。 
  （会計監査人の解任） 
   第四十三条 主務大臣は，会計監査人が次の各号の一に該当するときは，その会計監査人を解任することができる。 
   一  職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき。 
   二  会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 
   三  心身の故障のため，職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えないとき。 

 

 

（出典 独立行政法人通則法） 
 

資料 10－３－②－２ 「高専機構会計規則」 

 

 
  （内部監査） 
   第45条 理事長は，予算の執行及び会計処理の適正を期するため，必要と認めるときは，特に命令した教職員

に内部監査を行わせるものとする。 
 ２ 内部監査について必要な事項は，別に定めるものとする。 
  （会計機関の義務及び責任） 
   第46条 会計機関は，機構の財務及び会計に関し，適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し，かつ，

予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって，その職務を行わなければならない。 

 

 

（出典 高専機構会計規則） 
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（分析結果とその根拠理由） 
会計監査は，独立行政法人通則法および高専機構会計規則に明確に定められている。高専機構にお

ける内部監査は中期計画中，監査法人による監査を受けることになっているが，本校は平成 18年５月

に中央青山監査法人による会計監査を受けている。 
 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

独自に，秋田工業高等専門学校教育研究支援基金を創設し，外部資金の受け入れに積極的に取り組

んでいる。  
  

（改善を要する点）  

特になし。 
 
（３）基準 10 の自己評価の概要 

本校の教育研究活動を，安定して遂行するために必要な校地・校舎・設備等の資産を有しており，ま

た，本校に債務はない。 

本校の経常的収入は，授業料・入学料・検定料のほか，財産貸付料等の雑収入であり，必要経費から

収入額を差し引いたものが，高専機構から「運営費交付金」として配分されている。運営費交付金につ

いては，高専機構から今後も継続的に交付されるものであり，経常的収入は確保されている。また，科

学研究費補助金，企業等からの受託研究費，共同研究費，寄附金等外部資金の受け入れにも努力してい

る。独自に，秋田工業高等専門学校教育研究支援基金を創設するなどして，外部資金の受け入れに積極

的に取り組んでいる 

中期計画については， 中期目標・中期計画推進委員会で策定され， 教員会議等で教職員に周知して

いる。各年度の予算については，予算委員会において学内予算配分方針を定め，その方針により適正に

配分しており，運営委員会および教員会議で教職員に周知している。 

収支の状況については，通知された予算額をもって執行計画を策定し，過大な支出とはなっていない。 
また，予算配分は，基本方針が示され，議論がなされたうえで決定している。教育研究活動の活性化

のため，教員等から申請により，予算を重点的に配分する校長裁量経費，創造教育支援経費，プロジェ

クト研究経費は，ヒアリングを行い十分検討したうえで決定している。 

高専機構としてシステム（財務会計）を構築しており，全国の高専はこのシステムにアクセスし，統

一された勘定科目により財務会計処理を行っている。年度末決算後は，当システムにより財務諸表等が

作成され，公開されている。また，高専機構理事長は，翌事業年度５月末日までに財務諸表を作成し，

公表することとなっている。 

財務に対しては，会計監査人による監査が明確に規定されており，会計機関の義務および責任ならび

に内部監査を明確に規定している。また，外部監査として，会計監査人による会計監査については，平

成 18年５月に中央青山監査法人による会計監査を受けている。 
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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

（観点に係る状況） 

教務主事，学生主事，寮務主事を置くことは，秋田工業高等専門学校学則に明記されており（資

料 11－１－①－１），各主事は校長の命を受けて，資料 11－１－①－２に定められた業務を行うと

規定されている。 

秋田工業高等専門学校運営組織規則には，役職による業務分担が明記されており（資料 11－１－

①－３），これを基に会議および各種業務を担当する委員会等が設置されている（資料 11－１－①

－４）。各委員会等の役割は委員会ごとに別途定められている。 

 校長のリーダーシップの下で，効果的に意思決定が行えるように，企画調整会議，運営委員会，

教員会議が整備されている。本校の管理運営全体に係る事項に関する企画・立案を企画調整会議で

行い，運営委員会の審議を経て，教員会議で周知を行う。これらの委員会は緊急時を除き，毎月定

例で開催される。 

また,校長を補佐するために教務主事を副校長とし，学生主事，寮務主事，専攻科長，地域共同テ

クノセンター長を校長補佐としているほか，校長特別補佐を置き，重要事項や問題点を迅速に処理

できる態勢を整えている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教務主事，学生主事，寮務主事を置くことは，秋田工業高等専門学校学則に明記されており，各

主事は校長の命を受けて定められた業務を行う。役職および委員会なども規則で明記されており，

各委員会等の役割は委員会ごとに別途定められている。 

 校長のリーダーシップの下で，効果的に意思決定が行えるように，企画調整会議，運営委員会，

教員会議が整備されている。 

また,校長を補佐するために副校長，校長補佐，校長特別補佐を置き，重要事項や問題点を迅速に

処理できる態勢を整えている。 

以上のことから，学校の目的を達成するために，校長，教務主事，各委員会の役割は明確に定め

られており，また，校長のリーダーシップの下で，効果的に意思決定が行える態勢となっている。 
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資料 11－１－①－１ 「秋田工業高等専門学校学則（第９条抜粋）」 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 

 

資料 11－１－①－３ 「秋田工業高等専門学校運営組織規則」 

 

秋田工業高等専門学校運営組織規則 

 

     第１章 総則              

 

（目的）  

第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則第５条第６項及び秋田工業高等専

門学校学則（以下「学則」という。）第 11 条の規定に基づき，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）

における運営組織の体制を確立し，かつ，連絡を密にして教育効果の向上を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この規則で「教員」とは，学則第８条第１項に定める校長，教授，准教授，講師，助教及び助手をいう。 

 

  （学科等） 

第３条 本校に，学則第７条に定める各学科のほか，人文科学系及び自然科学系（以下「学科等」という。）を

置く。 

 

     第２章 教務主事，学生主事及び寮務主事 

 

  （任命） 

第４条  学則第９条に定める主事のうち，教務主事は教授のうちから，学生主事及び寮務主事は教授又は准教授

のうちから校長が推薦し，独立行政法人国立高等専門学校機構理事長が任命する。 

 

  （職務） 

第５条 教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

２ 学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属するものを除く。）を掌

理する。 

３  寮務主事は，校長の命を受け，寄宿舎における学生の教育並びに厚生補導に関することを掌理する。 

 

   第３章 副校長及び校長補佐等 

 

  （副校長） 

第６条 本校に副校長を置き，教務主事をもって充てる。 

２ 副校長は，校長の命により校長の職務を補佐し，校長が不在の時はその職務を代行する。  

第９条 本校に，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 主事の職務については，別に定める。 

 

資料 11－１－①－２ 「秋田工業高等専門学校運営組織規則（第５条抜粋）」 

 

第５条 教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

２ 学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属するものを除く。）を掌

理する。 

３ 寮務主事は，校長の命を受け，寄宿舎における学生の教育並びに厚生補導に関することを掌理する。 
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 （校長補佐）  

第７条 本校に校長補佐を置き，学生主事，寮務主事，専攻科長及び地域共同テクノセンター長をもって充てる。  

２ 校長補佐は，校長の命により校務を分担する。  

  

 （校長特別補佐） 

第８条 本校に校長特別補佐を置き，校長が任命する。 

２ 校長特別補佐は，校長を補佐し次の事項のうち特定の事項を処理する。  

 一 本校の整備に関すること 

 二 本校の中期目標・中期計画に関すること 

 三 その他校長が必要と認めた企画に関すること 

３ 校長特別補佐の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の

残任期間とする。  

 

      第４章 教務主事補，学生主事補及び寮務主事補 

 

  （主事補） 

第９条  本校に教務主事補，学生主事補及び寮務主事補をそれぞれ若干名置く。 

２ 主事補は，教授，准教授又は講師をもって充て，校長が任命する。 

３ 主事補は，当該主事の職務を補佐する。  

４ 主事補の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期

間とする。 

  

      第５章 学科主任及び学系主任 

 

 （主任） 

第 10 条 本校の各学科に学科主任を，人文科学系及び自然科学系に学系主任を置く。  

２ 学科主任及び学系主任（以下「学科主任等」という。）は，当該学科等に所属する教授又は准教授をもって

充て，校長が任命する。 

３ 学科主任等は，当該学科等の代表者として，その運営及び連絡調整にあたる。  

４ 学科主任等の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残

任期間とする。  

 

第６章 専攻科長及び専攻主任 

 

  （専攻科長及び専攻主任） 

第 11 条 本校に専攻科長及び専攻主任を置く。 

２ 専攻科長及び専攻主任に関し必要な事項は，別に定める。 

 

   第７章 実習工場主任 

 

   （実習工場主任）                  

第 12 条 本校に実習工場主任を置く。 

２ 実習工場主任は，機械工学科の教授，准教授又は講師をもって充て，校長が任命する。 

３ 実習工場主任は，実習工場における実習業務の運営について総括するとともに，各学科等との連絡調整にあ

たる。 

４  実習工場主任の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の

残任期間とする。 

 

      第８章 学級担任 

 

  （学級担任）                     

第 13 条 本校の各学級に学級担任を置く。 

２  学級担任は，教授，准教授，講師又は助教をもって充て，校長が任命する。  

３ 学級担任は，学科主任等と連絡を密にしそれぞれ担当する学級の職務，厚生補導並びにその他当該学級の運

営にあたる。  

４ 学級担任の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任
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期間とする。 

 

   第９章 指導教員 

 

  （指導教員） 

第 14 条 秋田工業高等専門学校学生準則（昭和 24 年規則第１号。以下「準則」という。）第 20 条に定める団体

にそれぞれ指導教員を置く。  

２ 指導教員は，教員をもって充て，校長が任命する。  

３ 指導教員は，準則第 20 条に定める団体の指導助言を行う。 

 

   第 10 章  会議及び委員会等  

  

 （企画調整会議） 

第 15 条 校長の指揮に基づき，本校の管理運営全体に係る事項について，企画・立案し，連絡調整を図るため，

企画調整会議を置く。  

２ 企画調整会議に関する必要な事項は，別に定める。  

  

 （運営委員会）  

第 16 条 校長の諮問に応じ，本校の運営における重要事項を審議するため，運営委員会を置く。  

２ 運営委員会に関する必要な事項は，別に定める。  

  

 （教員会議）   

第 17 条 本校の管理運営及び教務・厚生補導等に関する事項を連絡，協議し，本校の運営の円滑化を図ることを目

的として，教員会議を置く。  

２ 教員会議に関する事項は，別に定める。  

  

 （その他委員会等）  

第 18 条 校長は，特定の重要事項に関する必要な調査，審議を行うため，各種委員会等を置くことができる。  

２ 各種委員会等に関する必要な事項は，別に定める。  

   

      第 11 章 その他 

 

  （その他） 

第19条 この規則に定めるもののほか，本校の運営組織に関し必要な事項は，別に定める｡ 

 

      附 則 

１ この規程は，平成 16 年４月１日から施行する。 

２ 秋田工業高等専門学校教官組織規程（昭和 47 年 10 月 27 日制定）は，廃止する。 

 

      附 則 

 この規程は，平成 17 年 11 月２日から施行する。  

 

      附 則 

 この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料 11－１－①－４ 「各種委員会等の関連図」 

 

 

中期目標・中期計画推進委員会

自己点検・評価委員会

人事委員会

予算委員会

環境マネジメント委員会

入学者選抜委員会
（本科・専攻科）

教務委員会（本科・専攻科）

カリキュラム検討委員会

学生委員会

寮務委員会

図書館運営委員会

研究紀要編集委員会

ＪＡＢＥＥ委員会

認証評価委員会

教育改善委員会

校　　長

情報処理センター運営委員会

地域交流委員会

地域共同テクノセンター
運営委員会

外国人留学生委員会

セクシュアル・ハラスメント
防止対策委員会

知的財産委員会

広報委員会

進路対策委員会

防火対策委員会

安全衛生委員会

表彰委員会

学科等会議 各教員

企画調整会議

参与会

校　長 　 運営委員会
（本科・専攻科）

教員会議
（本科・専攻科）

 

 

 

 

（出典 総務課資料） 



秋田工業高等専門学校 基準 11 

- 441 - 

観点11－１－②： 管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活

動しているか。 

（観点に係る状況） 

各委員会の中で，企画調整会議は学校全体の管理運営に関する重要事項の企画，立案を行い，運

営委員会で審議を行う。いずれの委員会とも毎月定例で開催し，審議事項は教員会議で各教員に周

知している。専攻科の運営に関する事項は，専攻科運営委員会で審議され，専攻科教員会議で周知

されている。 

各主事の担当業務の内容に関して審議するために，教務委員会，学生委員会，寮務委員会が設置

されている。その他の委員会も業務内容ごとに定められている（資料 11－１－②－１）。平成 19 年

度の各委員会の構成員は，資料 11－１－②－２のとおりである。各委員会とも庶務担当の事務職員

が定められており，円滑な委員会運営を支えている。 

本校の事務組織は，資料 11－１－②－３のとおりである。平成 19 年度からは，庶務，会計，学生

の３課から，庶務課・会計課を統合して総務課とした２課体制となった。このほか，総務課内に新

たに企画室を設置するなど業務の効率化を図っている。また, 各事務部の連絡と調整のために，毎

月定例で事務連絡会を開催している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

企画調整会議は学校全体の管理運営に関する重要事項の企画，立案を行い，運営委員会で審議を

行い,教員会議で各教員に周知している。専攻科の運営に関する事項は，専攻科運営委員会で審議さ

れ，専攻科教員会議で周知されている。 

各主事の担当業務の内容に関して審議するために，教務委員会，学生委員会，寮務委員会が設置

されている。その他の委員会も業務内容ごとに定められている。各委員会とも庶務担当の事務職員

が定められており，円滑な委員会運営を支えている。 

本校の事務組織は，平成 19 年度からは総務課と学生課の２課体制となったが，総務課内に新たに

企画室を設置するなど業務の効率化を図っている。また, 各事務部の連絡と調整のために，事務連

絡会を開催している。 

以上のことから，管理運営に関する各種委員会および事務組織が適切に役割を分担し，効果的に

活動しているといえる。 
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資料 11－１－②－１ 「各委員会の所掌内容」 

 

○企画調整会議：各種委員会等から検討を要請された事項および運営委員会の議案整理，並びに校長から特に諮問

された事項の検討等 

○運営委員会：学校運営全般にわたる重要事項の審議 

○中期目標・中期計画推進委員会：中期目標・中期計画および年度計画に関すること 

○自己点検・評価委員会：教育研究活動の状況についての自己点検および評価に関すること 

○人事委員会：教員人事の方針および採用，昇任に関すること 

○予算委員会：予算配分，概算要求の基本的事項に関すること 

○環境マネジメント委員会：環境目標および実施計画・推進に関すること 

○入学者選抜委員会：学生の募集，入学者の選抜に関すること 

○教務委員会：教育課程の編成，学生の履修，その他教務に関すること 

○カリキュラム検討委員会：本科および専攻科の教育課程の編成に関すること 

○学生委員会：学生の生活指導，その他福利厚生に関すること 

○寮務委員会：学寮における生活指導全般に関すること 

○図書館運営委員会：図書館の管理運営および図書の選択に関すること 

○研究紀要編集委員会：研究紀要の編集・発行に関すること 

○JABEE 委員会：JABEE が認定する技術者教育プログラムに関する事項についての審議および対応 

○認証評価委員会：高等専門学校機関別認証評価の受審に関するスケジュール，受審資料作成並びに受審体制等に

関すること 

○教育改善委員会：学校全体の学習・教育目標の改訂，教育方法などの改善策の検討並びに提言 

○情報処理センター運営委員会：情報教育およびネットワーク関連，パソコン室の管理運営等に関すること 

○地域交流委員会：公開講座，学校開放，生涯学習に関すること 

○地域共同テクノセンター運営委員会：学内共同教育研究および地域との技術交流の窓口であるセンターの運営に

関すること 

○外国人留学生委員会：外国人留学生の受け入れれおよび指導体制に関すること 

○セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会：セクシュアル・ハラスメントの防止対策および学生，教職員から

の当該問題の訴えに対応すること 

○知的財産委員会：教職員から発明の届出があった場合の新規性および出願の価値等に関する事項，知的財産権に

関する人材の育成，その他知的財産権に関すること 

○広報委員会：本校の PR，学生募集および公開講座の広報並びにホームページの掲載に関すること 

○進路対策委員会：学生の進路（進学および就職）支援並びに卒業生への情報提供等支援に関すること 

○防火対策委員会：防火計画および防火対策に関する諸施策に関すること 

○安全衛生委員会：教職員の安全および衛生の維持向上に関すること 

○表彰委員会：学生の表彰について審査すること 

 

 

（出典 総務課資料）
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資料 11－１－②－２ 「平成 19 年度校務分担表」 

 

☆主事及び主事補 

 

 

 

 

 

 

☆専攻科 

 

 

 

 

☆学科主任等 

 

 

 

 

 

 

☆学級担任（●印は学級担任会代表，※印は学年代表） 

 

 

 

 

 

 

 

☆施設担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎博之 西野智路教務主事 成田文雄 教務主事補 

上田 学  

山本昌志 桜田良治学生主事 野坂 肇 学生主事補 

桑本裕二  

小林義和 金子 淳寮務主事 堀江 保 寮務主事補 

渡邊朋雄  

専攻科長 須川 浩 

生産システム工学専攻主任 大上哲郎 

環境システム工学専攻主任 対馬雅巳 

機械工学科主任 茂木良平 

電気情報工学科主任 高橋身佳 

物質工学科主任 船山 齊 

環境都市工学科主任 羽田守夫 

人文科学系主任 手島邦夫 

自然科学系主任 成田 章 

学年 機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 環境都市工学科 

１ 今田良徳 田中将樹 ※石塚眞治 恒松良純 

２ 長井栄二 佐藤彰彦 ※小林 貢 佐藤尊文 

３ ※菅原隆行 大島静夫 森本真理 水野 麗 

４  土田 一 ※田畑季章 上松 仁 折田仁典 

５ 木澤 悟 ●浅野清光 ※岡村澄夫 水田敏彦 

地域共同テクノセンター長 落合雄二 

情報処理センター長 大島静夫 

工業技術実習センター長 安藤正昭 

技術教育支援センター長 成田文雄 

図書館長 豊嶋幸子 

実習工場主任 土田 一 

学生相談室長 田畑季章 
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☆各種委員会（◎は委員長，○は副委員長） 

◎島田昌彦 成田文雄 野坂 肇 堀江 保 須川 浩 大上哲郎 対馬雅己 豊嶋幸子 茂木良平 髙橋身佳本科・専攻科 

運営委員会（※印は本

科のみ） 船山 齊 羽田守夫 手島邦夫 成田 章 ※浅野清光 ※落合雄二 佐藤義克 長代健児 工藤美明  

◎島田昌彦 成田文雄 野坂 肇 堀江 保 須川 浩 大上哲郎 対馬雅己 茂木良平 髙橋身佳 船山 齊
予算委員会 

羽田守夫 手島邦夫 成田 章 佐藤義克 長代健児      

◎島田昌彦 成田文雄 野坂 肇 堀江 保 須川 浩 大上哲郎 対馬雅己 茂木良平 木澤 悟 髙橋身佳

山本昌志 船山 齊 上松 仁 羽田守夫 佐藤 悟 脇野 博 小林 貢 成田 章 大島静夫 佐藤義克
自己点検・評価委
員会 

長代健児 工藤美明         

◎島田昌彦 ○成田文雄 野坂 肇 堀江 保 茂木良平 髙橋身佳 船山 齊 羽田守夫 手島邦夫 成田 章本科 
入学者選抜委員会 

佐藤義克 工藤美明         

◎島田昌彦 ○須川浩 成田文雄 野坂 肇 堀江 保 大上哲郎 対馬雅己 茂木良平 髙橋身佳 岡村澄夫専攻科 
入学者選抜委員会 

羽田守夫 手島邦夫 成田 章 佐藤義克 工藤美明      

◎島田昌彦 落合雄二 成田文雄 須川 浩 茂木良平 髙橋身佳 船山 齊 羽田守夫 手島邦夫 成田 章地域共同テクノ
センター運営委
員会 佐藤義克 長代健児         

☆各種委員会（◎は委員長，○は副委員長） 

区 分 主 事 等 主 事 補 等 機械工学科
電 気 情 報
工 学 科

物質工学科
環 境 都 市
工 学 科

人文科学系 自然科学系 事 務 部

本科 
教務委員会 

◎成田文雄 
山崎博之 
西野智路 
上田 学 

佐々木章
安藤正昭

安東 至
伊藤桂一

石塚眞治
上松 仁

佐藤 悟
日野 智

脇野 博 
菅原隆行 

麻生正道 
森本真理 

工藤美明

専攻科 
教務委員会 

◎須川 浩 
大上哲郎 
対馬雅己 

佐々木章 安東 至 石塚眞治 佐藤 悟 菅原隆行 麻生正道 工藤美明

学生委員会 ◎野坂 肇 
山本昌志 
桜田良治 
桑本裕二 

岡本正人 木澤 悟 渡部英昭 田中将樹 竹下大樹 岡村澄夫 
佐藤徹雄 折田仁典 水田敏彦 角  哲 小林 貢 長井栄二 
吉井洋二 佐藤尊文                   

工藤美明

寮務委員会 ◎堀江 保 
小林義和 
金子 淳 
渡邊朋雄 

土田 一
今田良徳

宮田克正
浅野清光

丸山耕一
野中利瀬弘

恒松良純
金 主鉉

水野 麗 
古河美喜子 

佐藤彰彦 
上林一彦 

工藤美明

 

区分 
主 事 及 び
主事補等

専 攻 科 機械工学科
電 気 情 報
工学科 

物質工学科
環 境 都 市
工学科 

人文科学系 自然科学系 事 務 部

図書館運営委員会 

◎豊嶋幸子
森本真理 
上田 学 
桜田良治 
小林義和 

 安藤正昭 伊藤桂一 佐藤徹雄 恒松良純 小林 貢 佐藤彰彦 長代健児

研究紀要編集委員会 ◎安東 至  小林義和 田中将樹 石塚眞治 水田敏彦 長井栄二 渡邊朋雄 長代健児

JABEE 委員会 
◎茂木良平 

成田文雄 
須川 浩 大上哲郎

髙橋身佳
安東 至

船山 齊
上松 仁

羽田守夫
恒松良純

手島邦夫 
金子 淳 

成田 章 
上田 学 

佐藤義克
長代健児
工藤美明

認証評価委員会 

成田文雄 
野坂 肇 
堀江 保 
伊藤桂一 
大島静夫 
脇野 博 
落合雄二 

須川 浩 
安東 至 

佐々木章
◎宮田克正
山本昌志

岡村澄夫 対馬雅己 菅原隆行 佐藤尊文 
長代健児
工藤美明

教育改善委員会 西野智路 
◎対馬雅己 

大上哲郎 
土田 一 田中将樹 石塚眞治 佐藤 悟 長井栄二 渡邊朋雄 工藤美明

情報処理センター運
営委員会 

◎成田文雄
豊嶋幸子 
大島静夫 

須川 浩 茂木良平 髙橋身佳 船山 齊 羽田守夫 手島邦夫 成田 章 
佐藤義克
長代健児
工藤美明

地域交流委員会 ◎成田文雄 
須川 浩 
大上哲郎 
対馬雅己 

落合雄二 山崎博之 上松 仁 桜田良治 桑本裕二 麻生正道 長代健児

外国人留学生委員会 

◎成田文雄 
野坂 肇 
堀江 保 
山崎博之 
山本昌志 
金子 淳 

 小林義和 山崎博之 西野智路 対馬雅己   工藤美明
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区分 
主 事 及 び
主事補等

専 攻 科 機械工学科
電 気 情 報
工学科 

物質工学科
環 境 都 市
工学科 

人文科学系 自然科学系 事 務 部

セク・ハラ防止対策
委員会 

◎島田昌彦 
成田文雄 
野坂 肇 
堀江 保 

田畑季章 浅野清光 菅原隆行 水野 麗 佐藤義克

セク・ハラ相談員 田畑季章 上村佐知子 高橋賢一 佐藤彰彦 佐藤徹雄 若木宗子 長代健児 工藤美明 伊藤 恵 
学生相談員 田畑季章 上村佐知子 高橋賢一 佐藤彰彦 佐藤徹雄 

知的財産委員会 
◎成田文雄

落合雄二 
須川 浩 木澤 悟 宮田克正 丸山耕一 金 主鉉 金子 淳 上林一彦 長代健児

広報委員会 

◎成田文雄 
野坂 肇 
堀江 保
大島静夫
落合雄二 

須川 浩 
大上哲郎 
対馬雅己 

安藤正昭 柳原昌輝 豊嶋幸子 佐藤 悟 菅原隆行 麻生正道 
佐藤義克
長代健児
工藤美明

進路対策委員会 

◎島田昌彦
成田文雄 
野坂 肇 
堀江 保 

須川 浩 
大上哲郎 
対馬雅己 

茂木良平
木澤 悟

髙橋身佳
浅野清光

船山 齊
岡村澄夫

羽田守夫
水田敏彦

  
佐藤義克
工藤美明

防火対策委員会 

◎島田昌彦
成田文雄 
野坂 肇 
堀江 保 

大上哲郎 
対馬雅己 

茂木良平 柳原昌輝 岡村澄夫 折田仁典 金子 淳 成田 章 

○佐藤義克
長代健児

 工藤美明
栗澤隆夫

安全衛生委員会 
◎島田昌彦 ○佐藤義克 若木宗子 阿部二郎 落合雄二 長代健児 髙橋身佳 岡村澄夫 
堀江 保  大島静夫 樋渡久孝 伊藤 恵 栗澤隆夫 

表彰委員会 

◎成田文雄 
野坂 肇 
堀江 保 
豊嶋幸子 

須川 浩 茂木良平 髙橋身佳 船山 齊 羽田守夫 手島邦夫 成田 章 工藤美明

（出典 総務課資料）

 

資料 11－１－②－３ 「平成 19 年度 事務組織構成図」 
         
          

総務係 

        
       

課長補佐 
(総務担当)    

人事係 

           
          

学術情報係 

    
総務課長 

      
            

財務係 

          
       

課長補佐 
(財務担当)    

出納係 

          
           

調達施設係 
事務部長 

          
          

学生支援係 

        
     

学生課長 
   

課長補佐 
   

教務係 

           
          

寮務係 

            
      

企画室長 
   

企画係 

         
    

 
      

生産システム支援グループ
技術教育 
支援ｾﾝﾀｰ長       

技術長 
   

   
 

      
環境システム支援グループ

 

（出典 総務課資料）
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 観点 11－１－③： 管理運営の諸規定が整備されているか。 

（観点に係る状況） 

本校における諸規定は，秋田高専グループウェアにおいて公開されており，全教職員がネットワ

ーク経由で閲覧できる（資料 11－１－③－１）。 

これら諸規定の改正などがある場合は，メールで全教職員に周知している。 

 

資料 11－１－③－１ 「組織・運営関係規定」 

 

 

（出典 秋田高専グループウェア）

 

（分析結果とその根拠理由） 

管理運営の諸規定が整備され，改正などがある場合も，ネットワークを利用して教職員に周知し

ているといえる。 

 

 



秋田工業高等専門学校 基準 11 

- 447 - 

観点 11－２－①： 外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

（観点に係る状況） 

独立行政法人化後の本校における管理運営，教育研究活動全般にわたる助言や提言を得るために，

学外有識者７名による参与会を設置した（資料 11－２－①－１～２）。平成 17 年度の第３回参与会

において，ヒアリング，学内施設見学，質疑応答が行われ，参与会（外部評価）報告書にまとめら

れている（資料 11－２－①－３）。 

外部評価での講評，提言を受け，平成 18 年度から，①学校行事や教育・研究活動状況等を積極的

にマスコミへアピールすることにより，地元の新聞・テレビ等に従前より高い頻度で掲載・報道さ

れるようになり，地域社会により広く認知されるようになってきている。②地域共同テクノセンタ

ーコーディネーター２名を中心に，きめ細かな県内企業訪問を継続して行うことで，本校と地域企

業との相互理解が深まり，共同研究等地域連携協力の土壌が育ってきている。 
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資料 11－２－①－１ 「秋田工業高等専門学校参与会規則」 

 

 

秋田工業高等専門学校参与会規則 

 

                                            制定 平成16年10月５日 

 

（設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）に外部有識者による参与会を置く。 

 

（目的） 

第２条 参与会は、本校の教育研究活動等の状況について助言及び評価等を行い、本校での自己点検・評価

に関する活動を支援することを目的とする。 

 

（任務） 

第３条 参与会は、次の各号に掲げる事項について、校長の諮問に応じて審議し、校長に対して提言及び助

言を行う。  

(1)本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項 

(2)本校の教育研究活動等の状況について本校が行う自己点検・評価に関する重要事項 

(3)その他本校の運営に関する重要事項 

 

（組織） 

第４条 参与会は、次の各号に掲げる者のうちから、校長が委嘱した参与をもって組織する。 

(1)本校の所在する地域の関係者 

(2)大学その他の教育研究機関の教職員 

(3)その他高等専門学校に関し広くかつ高い見識を有する者 

 

（任期） 

第５条 参与の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 前項の参与に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長） 

第６条 参与会に、会長を置き、校長が指名する。 

２ 会長に事故等がある場合は、校長が指名する参与がその職務を代行する。 

 

（運営） 

第７条 参与会の会議は、校長が招集し、会長がその議長となる。 

 

（庶務） 

第８条 参与会の庶務は、企画室において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、参与会の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。 

 

附則 

１ この規則は、平成16年10月５日から施行する。 

２ 平成16年度中に委嘱される参与の任期は第５条第１項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成18年３月

31日までとする。 

附則 

  この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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資料 11－２－①－２ 「秋田工業高等専門学校外部評価実施要項」 

 

 

   秋田工業高等専門学校外部評価実施要項 

                                制定 平成 17 年４月 25 日 

                                 校   長   裁   定 

（目的） 

第１条 この要項は，秋田工業高等専門学校参与会（以下「参与会」という。）による外部評価（以下「評価」

という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（評価項目） 

第２条 参与会規則第３条第２号に定める事項の評価項目は，次のとおりとする。 

(1)教育活動に関すること 

(2)研究活動に関すること 

(3)学生支援に関すること 

(4)社会との連携に関すること 

(5)管理・運営に関すること 

(6)その他参与会が必要と認める事項 

 

（実施方法） 

第３条 評価は，資料による調査のほか，本校で実施するヒアリング，校内視察等に基づき実施する。 

 

（資料） 

第４条 評価に必要な資料は，秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員会が作成する。 

 

（報告書） 

第５条 参与会は，評価の結果について外部評価報告書（以下「報告書」という。）を作成し，校長に提出する。

２ 報告書は，公表するものとする。 

 

（改善） 

第６条 校長は，報告書に基づき，関連する委員会等へ改善策の検討を付託するなどして，改善に努めるもの

とする。 

 

（雑則） 

第７条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 

   附 則 

  この要項は，平成 17 年４月 25 日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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資料 11－２－①－３ 「参与会（外部評価）報告書（表紙）」 

 

 

 

（出典 参与会（外部評価）報告書）

 

（分析結果とその根拠理由） 

独立行政法人化後の本校における管理運営，教育研究活動全般にわたる助言や提言を得るために，

学外有識者７名による参与会を設置した。平成 17 年度の第３回参与会において，ヒアリング，学内

施設見学，質疑応答が行われ，参与会（外部評価）報告書にまとめられている。 

外部評価での講評，提言を受け，本校の管理運営に反映されているといえる。 
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観点 11－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対し

て行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の自己点検・評価は，自己点検・評価委員会で行われる（資料 11－３－①－１）。自己点検・

評価は毎年数項目について行い，５年間を１サイクルとして全項目の評価を行っている。過去に平

成６，10，16 年度に行い，平成 16 年度の結果は「秋田高専自己点検・評価報告書－現状と課題－」

として報告書にまとめ，関係機関に送付し，ホームページに公表されている（前述資料３－２－②

－２）。その点検・評価項目は次のとおりとなっている。 

 １ 教育理念・目標等   ２ 教育活動       ３ 研究活動 

 ４ 教員組織       ５ 施設設備       ６ 国際交流 

 ７ 生涯学習への対応   ８ 社会との連携     ９ クラブ活動 

 10 学生寮生活      11 管理運営，財政    12 その他必要な項目 

本校の外部評価については，参与会により平成 17 年度に行われ，その結果は「参与会（外部評価）

報告書」としてまとめられている（前述資料 11－２－①－３）。外部評価では管理運営のほか，教

育研究活動について評価する。報告書は関係機関に送付するとともに，ホームページに公表されて

いる（資料 11－３－①－２）。 

本校の第三者評価については，平成 18 年度に JABEE を受審した。平成 19 年５月に JABEE 認定を

受け，認定証は JABEE ホームページで公表されている（資料 11－３－①－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

自己点検・評価，外部評価，第三者評価が，本校の活動の総合的な状況に対して行われており，

評価結果は報告書としてまとめられ，ホームページでも公表されている。 
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資料 11－３－①－１ 「秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則」 

 

 
秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則 
 
   （目的）                                                                  
  第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第20条第２項の規則に基づき、秋田工業高等専門学校における

教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うため、秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員
会（以下「委員会」という。）を置く。 

   
   （組織） 
  第２条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
  一 校長 
  二 主事 
  三 専攻科長 
  四 専攻主任 
  五 各学科等から各２名 
  六 事務部長 
  七 課長 
  八 その他校長が必要と認める者 
   
   （委員の任期） 
  第３条 前条第８号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 
   
   （委員長） 
  第４条 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 
  ２ 委員会に副委員長を置き，委員長が指名する。 
  ３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
  ４ 委員長に事故等があるときは，副委員長がその職務を代行する。 
   
   （委員以外の者の出席） 
  第５条  委員会は、必要に応じ委員以外の者の者を出席させて意見を聴くことができる。 
   
    （委員会等への付託） 
  第６条 委員会は、自己点検・評価に関する具体的な事項の設定及び実施方法等についての原案策定を関係

委員会に付託することができる。 
   
   （報告及び公表） 
  第７条 委員会は、毎年度自己点検・評価を実施し、関係委員会からの答申等をとりまとめて、その都度、

校長に報告するものとする。 
  ２ 校長は、自己点検・評価の結果を必要に応じ公表するものとする。 
   
   （庶務） 
  第８条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 
   
   （補則） 
  第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営上必要な事項は別に定める。 
   
    附 則 
  この規程は，平成 ４年10月 ７日から施行する。 
   
 
    （略）  
 
 
   附 則 
 この規則は，平成 19 年 ４月 １日から施行する。 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集） 
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資料 11－３－①－２ 「「参与会（外部評価）報告書」配布先一覧」 

 

 参与会（外部評価）報告書 配布先一覧  

 

 

○ 各参与               ７ 

○ 国立高等専門学校機構        10 

○ 各高等専門学校           62 

    （内 訳） 

国立高専        54 

公立高専        ５ 

私立高専        ３ 

○ 長岡技術科学大学           １ 

○ 豊橋技術科学大学           １ 

○ 文部科学省（専門教育課）       １ 

○ 秋田大学               ５ 

○ 学 内                88 

   （内 訳） 

全教員          68 

事務部長         １ 

各課長          ３ 

各係（専 門 員 ， 専 門 職 員 含）    14 

図書館          １ 

情報処理センター     １ 

○予備                 25 

 

合 計       200 

 

（出典 総務課資料）
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資料 11－３－①－３ 「日本技術者教育認定機構（JABEE）認定証」 

 

 

 

 

（出典 総務課資料） 
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観点11－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況） 

自己点検・評価，外部評価，第三者評価の結果を受け，改善が必要な場合は，校長は規定に従っ

て，関連する各委員会および学科，学系など，関係組織に改善策を検討するよう指示するシステム

になっている。 

本校において評価結果をフィードバックして，具体的な改善例に結びついた例を以下に示す。 

・「参与会（外部評価）報告書」の中の評価項目のひとつ「施設設備の整備」について，外部委員

から「予算獲得にあたり，秋田高専の存在感を含め地域に広く浸透し認知されていることが重要」

との指摘に応え，本校のホームページを平成 18 年 10 月に全面改定し，本校の 新ニュースや開

催イベント，教育・研究活動等の詳細を即時に公表し，地域社会にわかりやすく理解してもらう

ことができるようになったこと。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

評価結果をフィードバックし，改善するためのシステムが整備され，学校の管理運営などに反映

されており，有効に運営されている。  

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

特になし。 

 

（改善を要する点） 

特になし。 

 

（３）基準 11 の自己評価の概要 

 教務主事，学生主事，寮務主事を置くことは学則に明記されており，各主事は校長の命を受けて

定められた業務を行う。役職および委員会なども規則で明記されており，各委員会等の役割は委員

会ごとに別途定められている。 

 校長のリーダーシップの下で，効果的に意思決定が行えるように，企画調整会議，運営委員会，

教員会議が整備されている。また,校長を補佐するために副校長，校長補佐，校長特別補佐を置き，

重要事項や問題点を迅速に処理できる態勢を整えている。 

企画調整会議は学校全体の管理運営に関する重要事項の企画，立案を行い，運営委員会で審議を

行い,教員会議で各教員に周知している。専攻科の運営に関する事項は，専攻科運営委員会で審議さ

れ，専攻科教員会議で周知されている。 

各主事の担当業務の内容に関して審議するために，教務委員会，学生委員会，寮務委員会が設置

されており,その他の委員会も業務内容ごとに定められている。各委員会とも庶務担当の事務職員が

定められており，円滑な委員会運営を支えている。 

本校の事務組織は，平成 19 年度からは総務課と学生課の２課体制となったが，総務課内に新たに

企画室を設置するなど業務の効率化を図っている。 

管理運営の諸規定が整備されており，改正などがある場合もネットワークを利用して教職員に周
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知している。 

独立行政法人化後の本校における管理運営，教育研究活動全般にわたる助言や提言を得るために，

学外有識者７名による参与会を設置した。平成 17 年度の第３回参与会において，ヒアリング，学内

施設見学，質疑応答が行われ，参与会（外部評価）報告書にまとめられており,外部評価での講評，

提言を受け，本校の管理運営に反映されているといえる。 

自己点検・評価，外部評価，第三者評価が，本校の活動の総合的な状況に対して行われており，

評価結果は報告書としてまとめられ，ホームページでも公表されている。 

 


